
 

 

中央社会保険医療協議会 総会（第 401 回） 議事次第 

 

 

 

 平成30年11月14日(水) 

  調査実施小委員会終了後～ 

於 ＴＫＰ市ヶ谷カンファレンスセンター 
大ホール（８階） 

 

 

 

議 題 

 

○医療機器及び臨床検査の保険適用について 

 

○医薬品の薬価収載等について 

 

○ＤＰＣにおける高額な新規の医薬品等への対応について 

 

○在宅自己注射について 

 

○最適使用推進ガイドラインについて 

 

○公知申請とされた適応外薬の保険適用について 

 

○診療報酬基本問題小委員会からの報告について 

 

○その他 
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医療機器の保険適用について（平成３０年１２月収載予定） 

区分Ｃ１（新機能） 

 
販売名 企業名 保険償還価格 算定方式 補正加算等 

外国平均 

価格との比 
頁数 

①  
Edwards INTUITY Elite  

バルブシステム 

エドワーズライフサイエン

ス株式会社 
 1,030,000 円 

類似機能区分 

比較方式 

改良加算（ハ） 

10％ 
0.79 ３ 

 

区分Ｃ２（新機能・新技術） 

 
販売名 企業名 保険償還価格 算定方式 補正加算等 

外国平均 

価格との比 
頁数 

①  
メドトロニック  

ガーディアン コネクト 

日本メドトロニック 

株式会社 

特定保険医療材料ではなく、 

新規技術料にて評価する。 
なし なし ７ 

②  Dexcom G4 PLATINUM システム 
テルモ株式会社/ 

株式会社コーブリッジ 

特定保険医療材料ではなく、 

新規技術料にて評価する。 
なし なし 11 

③  
オンコマイン TM Dx Target 

Test CDx システム 

サーモフィッシャーサイエンテ

ィフィックライフテクノロジー

ズジャパン株式会社 

特定保険医療材料ではなく、 

新規技術料にて評価する。 
なし なし 15 

④  パーマクラウン 株式会社モリタ 1 本 297 円 
類似機能区分 

比較方式 
なし なし 19 

⑤  ハートフローFFRCT 
ハートフロー・ジャパン 

合同会社 

特定保険医療材料ではなく、 

新規技術料にて評価する。 
なし なし 23 

 

中医協 総－１－１ 

３０．１１．１４ 
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医療機器に係る保険適用決定区分及び価格（案） 

 

販売名      Edwards INTUITY Elite バルブシステム 

保険適用希望企業  エドワーズライフサイエンス株式会社 

 

販売名 決定区分 主な使用目的 

Edwards  INTUITY 

Elite バルブシス

テム 

Ｃ１（新機能） 

本品は、ヒト以外の動物由来(ウシ心のう膜)

の弁開閉部を有する異種心のう膜弁留置システ

ムであり、機能不全に陥った大動脈弁の機能を代

用することを目的とする。 

 

○ 保険償還価格 

販売名 償還価格 類似機能区分 

外国平均

価格との

比 

Edwards INTUITY 

Elite バルブシス

テム 

1,030,000 円 

120 生体弁 

③異種心膜弁（II） 943,000 円 

改良加算（ハ） 10％  

0.79 

 

関連技術料 

K555 弁置換術 

  １ １弁のもの  85,500 点 

  ２ ２弁のもの 100,200 点 

  ３ ３弁のもの 144,510 点 

 

K555-3 胸腔鏡下弁置換術 

  １ １弁のもの 115,500 点 

  ２ ２弁のもの 130,200 点 

 

留意事項案 

（１）本品は、大動脈弁弁尖の硬化変性に起因する重症大動脈弁狭窄症を有している

患者に使用する場合に限り、算定できる。 

（２）本品は、関連学会の定める適正使用指針に従って使用した場合に限り、算定で

きる。 

（３）本品は、胸腔鏡下弁形成術・弁置換術の施設基準を満たす医療機関で使用した

場合に限り、算定できる。 
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推定適用患者数 

7,250 人／年 

 

［参考］ 

○ 企業希望価格 

販売名 償還価格 類似機能区分 外国平均価格との比 

Edwards 

INTUITY Elite 

バルブシステ

ム 

1,480,000 円 原価計算方式 1.14 

 

○ 市場規模予測（ピーク時） 

 予測年度：10 年度 

 本医療機器使用患者数：830 人／年 

 予測販売金額：8.1 億円／年 

 

○ 加算の定量化に関する研究班報告に基づいたポイント 
改良加算（ハ） 構造等における工夫により、類似材料に比して、患者にとって低

侵襲な治療や合併症の発生が減少するなど、より安全かつ有効な治療をできる 

ａ 主に機能自体で直接的な工夫がなされている 
ｃ その他の工夫により、患者にとって低侵襲な治療や合併症の発生が減少するな

ど、より安全かつ有効な治療をできると保険医療材料専門組織が認める 

のそれぞれ１ポイントに該当し、合計２ポイント（１ポイントあたり５％換算で 

１０％の加算）となる。 

 

○ 諸外国におけるリストプライス 

販売名 
アメリカ 

合衆国 
連合王国 ドイツ フランス 

オースト

ラリア 

外国平均 

価格 

Edwards 

INTUITY Elite 

バルブシステ

ム 

13,500 米

ﾄﾞﾙ

(1,485,000

円) 

9,000 ﾎﾟﾝ

ﾄﾞ

(1,341,000

円) 

9,500 ﾕｰﾛ

(1,254,0

00 円) 

9,500 ﾕｰﾛ

(1,254,0

00 円) 

13,800 豪

ﾄﾞﾙ

(1,179,9

00 円) 

1,302,78

0 円 

 

１米ドル＝ 110 円 １ポンド＝149 円 

１ユーロ＝ 132 円   １豪ドル＝85.5 円 

（平成 29 年 9月～平成 30 年 8月の日銀による為替レートの平均) 
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１ 販売名 Edwards INTUITY Elite バルブシステム

２希望業者 エドワーズライフサイエンス株式会社

３使用目的

本品は、ヒト以外の動物由来（ウシ心のう膜）の弁開閉部を有する異種

心のう膜弁留置システムであり、機能不全に陥った大動脈弁の機能を

代用することを目的とする。

４構造・原理

製品概要

製品特徴 出典：企業提出資料

• 本品の使用にあたっては、日本心臓血管外科学会、日本胸部外科
学会により、適正使用指針が策定された。

• 臨床試験（TRANSFORM試験）では、大動脈弁置換術における
大動脈遮断時間の有意な短縮を認めた。

適正使用

既存品 申請品

• 本品は、人工弁に圧着固定させる拡張フレームを有する構造である。
• 既存の人工弁では植え込みに12-15針の縫合を必要とするが、本品

では拡張フレームの圧着固定と3針の縫合により行う。

既存品 本品 P値

胸骨正中切開 76.4分 49.3分 < 0.001

低侵襲手術（MICS） 83.0分 63.1分 < 0.001

12-15針の縫合 バルーンを用いた拡張フ
レームの圧着による固定

3針の縫合

拡張フレーム

臨床成績
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医療機器に係る保険適用決定区分及び価格（案） 

 

販売名      メドトロニック ガーディアン コネクト 

保険適用希望企業  日本メドトロニック株式会社 

 

販売名 決定区分 主な使用目的 

メドトロニック ガー

ディアン コネクト 

C2（新機能・

新技術） 

本品は、糖尿病患者の皮下の間質液中のグルコース 

濃度を連続的にモニタする医療機器である。本品に 

より得られた情報は、血糖自己測定を代替するもの 

ではなく、糖尿病治療の補助として用いる。 

 

○ 保険償還価格 

販売名 償還価格 類似機能区分 
外国平均価格

との比 

メドトロニック ガー

ディアン コネクト 

特定保険医療材料としては設定せず、 
新規技術料にて評価する。 

 

○ 準用技術料 

C152-2 持続血糖測定器加算 

 １ ２個以下の場合 1,320 点 

 ２ ４個以下の場合 2,640 点 

 ３ ５個以上の場合 3,300 点 

 

留意事項案 

C152-2 の留意事項について以下の下線のように変更する。 

（１） （略） 

ア 血糖コントロールが不安定な１型糖尿病患者であって、持続皮下インスリ

ン注入療法を行っている者及び間歇注入インスリンポンプと連動していな

い持続血糖測定器を用いる場合であって皮下インスリン注入療法を行って

いる者。 

イ 低血糖発作を繰り返す等重篤な有害事象がおきている血糖コントロール 

が不安定な２型糖尿病患者であって、医師の指示に従い血糖コントロールを 

行う意思のある、持続皮下インスリン注入療法を行っている者。ただし、 

間歇注入インスリンポンプと連動していない持続血糖測定器を用いた場合 

は除く。 

（２） （略） 

（３） 同一月において、区分番号「Ｃ１５２」間歇注入シリンジポンプ加算、当該
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加算は、併せて算定できない。ただし、間歇注入インスリンポンプと連動して

いない持続血糖測定器については注 2の加算を算定できず、間歇注入インスリ

ンポンプを併用した場合には区分番号「Ｃ１５２」間歇注入シリンジポンプ加

算を併せて算定できる。 

（４）～（５）（略） 

（６） 間歇注入インスリンポンプと連動していない持続血糖測定器については、急

性発症又は劇症１型糖尿病患者に限り、かつ以下の項目を満たした場合に限り

算定できる。 

  ア 関連学会が定める適正使用指針を遵守して使用していること。 

  イ 本医療機器を使用する患者にあっては、１日あたり少なくとも２回の自己血 

   糖測定を行っていること。 

ウ 皮下式連続グルコース測定に関する施設基準の届出を行っている医療機関

であること。 

エ 糖尿病の治療に関し、専門の知識及び少なくとも５年以上の経験を有する常

勤の医師が１名以上配置されていること。 

オ 糖尿病の治療及び持続皮下インスリン注入療法に従事した経験を２年以上

有し、適切な研修を修了した常勤の看護師又は薬剤師が１名以上配置されてい

ること。 
    なお、ここでいう適切な研修とは、次の要件を満たすものであること。 

（ⅰ） 医療関係団体等が主催する研修であること。 

（ⅱ） 糖尿病患者への生活習慣改善の意義・基礎知識、評価方法、セルフケア

支援、持続血糖測定器に関する理解・活用及び事例分析・評価等の内容が

含まれているものであること。 

カ エ又はオに掲げるものが、患者又は患者家族等に対し、持続血糖測定器の使

用方法の十分な説明や持続血糖測定器の結果に基づく低血糖・高血糖への対応

等、必要な指導を行うこと。 

（７） 間歇注入インスリンポンプと連動していない持続血糖測定器を用いる場合は、 

患者ごとに指導者名が記載されている指導記録を作成し、患者に提供すること。 

また、指導記録の写しを診療録に貼付すること。 

 

関連技術料 

C101 在宅自己注射指導管理料 １ 複雑な場合  1,230 点 

              ２ １以外の場合 

                 イ 月 27 回以下の場合 650 点 

                 ロ 月 28 回以上の場合 750 点 

C150 血糖自己測定器加算 １ 月 20 回以上測定する場合 350 点 

             ２ 月 30 回以上測定する場合 465 点 

             ３ 月 40 回以上測定する場合 580 点 

             ４ 月 60 回以上測定する場合 830 点 

             ５ 月 90 回以上測定する場合 1,170 点 
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             ６ 月 120 回以上測定する場合 1,490 点 

 

推定適用患者数 

66,290 人／年 

 

［参考］ 

○ 企業希望価格 

販売名 償還価格 類似機能区分 

メドトロニック 

ガーディアン 

 コネクト 

特定保険医療材料ではなく新規技術料を希望する。 

 

準用希望技術料 

D231-2 皮下連続式グルコース測定(一連につき) 700 点 

C152-2 持続血糖測定器加算 １ ２個以下の場合 1,320 点 

              ２ ４個以下の場合 2,640 点 

              ３ ５個以上の場合 3,300 点 

 

○ 市場規模予測（ピーク時） 

 予測年度：9年度 

 本医療機器使用患者数：3,629 人／年 

 予測販売金額：16.6 億円／年 

 

○ 諸外国におけるリストプライス 

販売名 
アメリカ 

合衆国 
連合王国 ドイツ フランス 

オーストラ

リア 

外国平均 

価格 

メドトロニック 

ガーディアン 

 コネクト 

(センサー1個分の価格) 

94.6 ドル 

(10,595 円) 

55.0 ﾎﾟﾝﾄﾞ 

(7,920 円) 

58.74 ﾕｰﾛ 

(7,460 円) 

60.0 ﾕｰﾛ

(7,620 円) 

75.0 豪ドル 

(6,450 円) 
8,009 円 

 

１米ドル＝ 112 円 １ポンド＝144 円 

１ユーロ＝ 127 円   １豪ドル＝86.0 円 

（平成 29 年 3月～平成 30 年 2月の日銀による為替レートの平均) 
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１ 販売名 メドトロニック ガーディアン コネクト

２希望業者 日本メドトロニック株式会社

３使用目的

本品は、糖尿病患者の皮下の間質液中のグルコース濃度を連続的に

モニタする医療機器である。本品により得られた情報は、血糖自己測定

を代替するものではなく、糖尿病治療の補助として用いる。

４構造・原理

製品概要

製品特徴 出典：企業提出資料

・本品の使用にあたっては、日本糖尿病学会により、適正使用指針が
策定された。

臨床成績

適正使用

・本品は、間質液中のグルコース濃度を連続的に測定するものである。
・本品で測定した結果は、患者および患者家族等が直接確認できる。
・本品は血糖自己測定を代替するものではなく、治療の補助として用い
ることを目的とする。

センサー
グルコース値

グルコース値の
トレンドグラフ

・ランダム化比較試験（DIAMOND試験）等では、
インスリン注射と血糖自己測定を併用している１型糖尿病患者に対し
本品を併用することで、
①HbA1cの有意な低下
②低血糖時間の有意な減少
が確認された。

7
7.5

8
8.5

9
9.5
10

Baseline 12 weeks 24 weeks

HbA1cの推移

介入(CGM)群 対照(SMBG)群

P<0.001

（％）

(n=105) (n=53)
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医療機器に係る保険適用決定区分及び価格（案） 

 

販売名      Dexcom G4 PLATINUM システム 

保険適用希望企業  テルモ株式会社/株式会社コーブリッジ 

 

販売名 決定区分 主な使用目的 

Dexcom G4 PLATINUM 

システム 

C2（新機能・

新技術） 

本品は、糖尿病患者の皮下の間質液中のグルコース 

濃度を連続的にモニタする医療機器である。本品に 

より得られた情報は、血糖自己測定を代替するもの 

ではなく、糖尿病治療の補助として用いる。 

 

○ 保険償還価格 

販売名 償還価格 類似機能区分 
外国平均価格

との比 

Dexcom G4 PLATINUM 

システム 

特定保険医療材料としては設定せず、 
新規技術料にて評価する。 

 

○ 準用技術料 

C152-2 持続血糖測定器加算 

 １ ２個以下の場合 1,320 点 

 ２ ４個以下の場合 2,640 点 

 ３ ５個以上の場合 3,300 点 

 

留意事項案 

C152-2 の留意事項について以下の下線のように変更する。 

（１） （略） 

ア 血糖コントロールが不安定な１型糖尿病患者であって、持続皮下インスリ

ン注入療法を行っている者及び間歇注入インスリンポンプと連動していない

持続血糖測定器を用いる場合であって皮下インスリン注入療法を行っている

者。 

イ 低血糖発作を繰り返す等重篤な有害事象がおきている血糖コントロール 

が不安定な２型糖尿病患者であって、医師の指示に従い血糖コントロールを 

行う意思のある、持続皮下インスリン注入療法を行っているもの。ただし、 

間歇注入インスリンポンプと連動していない持続血糖測定器を用いた場合は

除く。 

（２） (略) 

（３） 同一月において、区分番号「Ｃ１５２」間歇注入シリンジポンプ加算、当該
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加算は、併せて算定できない。ただし、間歇注入インスリンポンプと連動して

いない持続血糖測定器については注 2の加算を算定できず、間歇注入インスリ

ンポンプを併用した場合には区分番号「Ｃ１５２」間歇注入シリンジポンプ加

算を併せて算定できる。 

（４）～（５）（略） 

（６） 間歇注入インスリンポンプと連動していない持続血糖測定器については、急

性発症又は劇症１型糖尿病患者に限り、かつ以下の項目を満たした場合に限り

算定できる。 

  ア 関連学会が定める適正使用指針を遵守して使用していること。 

  イ 本医療機器を使用する患者にあっては、１日あたり少なくとも２回の自己血 

   糖測定を行っていること。 

ウ 皮下式連続グルコース測定に関する施設基準の届出を行っている医療機関

であること。 

エ 糖尿病の治療に関し、専門の知識及び少なくとも５年以上の経験を有する常

勤の医師が１名以上配置されていること。 

オ 糖尿病の治療及び持続皮下インスリン注入療法に従事した経験を２年以上

有し、適切な研修を修了した常勤の看護師又は薬剤師が１名以上配置されてい

ること。 
    なお、ここでいう適切な研修とは、次の要件を満たすものであること。 

（ⅰ） 医療関係団体等が主催する研修であること。 

（ⅱ） 糖尿病患者への生活習慣改善の意義・基礎知識、評価方法、セルフケア

支援、持続血糖測定器に関する理解・活用及び事例分析・評価等の内容が

含まれているものであること。 

カ エ又はオに掲げるものが、患者又は患者家族等に対し、持続血糖測定器の使

用方法の十分な説明や持続血糖測定器の結果に基づく低血糖・高血糖への対応

等、必要な指導を行うこと。 

（７） 間歇注入インスリンポンプと連動していない持続血糖測定器を用いる場合は、 

患者ごとに指導者名が記載されている指導記録を作成し、患者に提供すること。 

また、指導記録の写しを診療録に貼付すること。 

 

関連技術料 

C101 在宅自己注射指導管理料 １ 複雑な場合  1,230 点 

              ２ １以外の場合 

                 イ 月 27 回以下の場合 650 点 

                 ロ 月 28 回以上の場合 750 点 

C150 血糖自己測定器加算 １ 月 20 回以上測定する場合 350 点 

             ２ 月 30 回以上測定する場合 465 点 

             ３ 月 40 回以上測定する場合 580 点 

             ４ 月 60 回以上測定する場合 830 点 

             ５ 月 90 回以上測定する場合 1,170 点 
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             ６ 月 120 回以上測定する場合 1,490 点 

推定適用患者数 

60,000 人／年 

 

［参考］ 

○ 企業希望価格 

販売名 償還価格 類似機能区分 

Dexcom G4 PLATINUM

システム 

特定保険医療材料ではなく、C152-2 持続血糖測定器加算（※）

及び新規技術料を希望する。 

※算定の留意事項通知の変更を希望。 

 

準用希望技術料 

K935 止血用加熱凝固切開装置 700 点 

 

○ 市場規模予測（ピーク時） 

 予測年度：5年度(平成 34 年度) 

 本医療機器使用患者数：1,660 人／年 

 予測販売金額：5.69 億円／年 

 

○ 諸外国におけるリストプライス 

販売名 
アメリカ 

合衆国 
連合王国 ドイツ フランス 

オーストラ

リア 

外国平均 

価格 

Dexcom G4 PLATINUM

システム 

(センサー1個分の価格) 

141.5 ドル 

(15,565 円) 

51.25 ﾎﾟﾝﾄﾞ 

(7,636 円) 

65.55 ﾕｰﾛ 

(8,653 円) 

50.25 ﾕｰﾛ

(6,633 円) 

92.5 豪ドル 

(7,909 円) 
8,941 円 

 

１米ドル＝ 110 円 １ポンド＝149 円 

１ユーロ＝ 132 円   １豪ドル＝85.5 円 

（平成 29 年 9月～平成 30 年 8月の日銀による為替レートの平均) 
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１ 販売名 Dexcom G4 PLATINUMシステム

２希望業者 テルモ株式会社/株式会社コーブリッジ

３使用目的

本品は、糖尿病患者の皮下の間質液中のグルコース濃度を連続的に

モニタする医療機器である。本品により得られた情報は、血糖自己測定

を代替するものではなく、糖尿病治療の補助として用いる。

４構造・原理

製品概要

製品特徴 出典：企業提出資料

・本品の使用にあたっては、日本糖尿病学会により、適正使用指針が
策定された。

・ランダム化比較試験（DIAMOND試験）等では、
インスリン注射と血糖自己測定を併用している１型糖尿病患者に対し
本品を併用することで、

①HbA1cの有意な低下
②低血糖時間の有意な減少

が確認された。

臨床成績

適正使用

・本品は、間質液中のグルコース濃度を連続的に測定するものである。
・本品で測定した結果は、患者および患者家族等が直接確認できる。
・本品は血糖自己測定を代替するものではなく、治療の補助として用い
ることを目的とする。

グルコース値の
トレンドグラフ

センサー
グルコース値

(n=105)
(n=53)
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医療機器に係る保険適用決定区分及び価格（案） 

 

販売名      オンコマイン TM Dx Target Test CDx システム 

保険適用希望企業  サーモフィッシャーサイエンティフィック 

           ライフテクノロジーズジャパン株式会社 

 

販売名 決定区分 主な使用目的 

オンコマイン TM Dx 

Target Test 

CDx システム 

C2（新機能・

新技術） 

がん組織から抽出したゲノムDNA中のBRAF遺伝子変

異(V600E)の検出(ダブラフェニブメシル酸塩及び 

トラメチニブジメチルスルホキシド付加物の併用 

投与の非小細胞肺癌患者への適応を判定するための

補助) 

 

 

○ 保険償還価格 

販売名 償還価格 類似機能区分 
外国平均価格

との比 

オンコマイン TM Dx 

Target Test 

CDx システム 

特定保険医療材料としては設定せず、 
新規技術料にて評価する。 

 

○ 準用技術料 

D006-4 遺伝学的検査「２」処理が複雑なもの 5,000 点 

 

留意事項案 

D006-4 遺伝学的検査の算定留意事項について以下の下線部分について追記する。 

 

（８）非小細胞肺癌の腫瘍細胞を検体とし、シークエンサーシステムを用いて、抗悪

性腫瘍剤による治療法の選択を目的として BRAF 遺伝子検査を実施する場合にあ

っては、患者 1人につき 1回に限り算定する。この場合、遺伝学的検査「２」処

理が複雑なものを準用して算定することとし、注の規定及び（１）～（７）の規

定は適用しない。 

 

推定適用患者数 

111,670 人／年 
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［参考］ 

○ 企業希望価格 

販売名 償還価格 類似機能区分 

オンコマイン TM Dx 

Target Test 

CDx システム 

特定保険医療材料ではなく新規技術料を希望する。 

 

〇 準用希望技術料 

D006-4 遺伝学的検査「３」処理がきわめて複雑なもの 8,000 点 

D004-2 悪性腫瘍組織検査 

  １ 悪性腫瘍遺伝子検査 イ EGFR 遺伝子検査(リアルタイム PCR 法) 2,500 点 

 

○ 市場規模予測（ピーク時） 

 予測年度：初年度 

 本医療機器使用患者数：36,494 人／年 

 予測販売金額：18.2 億円／年 

 

○ 諸外国におけるリストプライス 

販売名 
アメリカ 

合衆国 
連合王国 ドイツ フランス 

オースト

ラリア 

外国平均 

価格 

オンコマイン TM 

Dx Target Test 

CDx システム 

1,950 米ドル 

(216,450 円) 
販売実績なし － 

 

 

１米ドル＝ 111 円 １ポンド＝146 円 

１ユーロ＝ 129 円   １豪ドル＝86.1 円 

（平成 29 年 5月～平成 30 年 4月の日銀による為替レートの平均) 
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１ 販売名 オンコマインTM Dx Target Test CDxシステム

２ 希望業者
サーモフィッシャーサイエンティフィック

ライフテクノロジーズジャパン株式会社

３使用目的

がん組織から抽出したゲノムDNA中のBRAF遺伝子変異(V600E)の検出

(ダブラフェニブメシル酸塩及びトラメチニブジメチルスルホキシド付加物

の併用投与の非小細胞肺癌患者への適応を判定するための補助)

４構造・原理

製品概要

製品特徴 出典：企業提出資料

• 本品は、遺伝子パネルを用いた次世代シークエンス技術による
コンパニオン診断システムである。

組織から核酸精製 目的遺伝子の増幅～シークエンス
プログラム解析

レポート

臨床上の位置づけ
（治療フロー）

進行・再発非小細胞肺がん

EGFR遺伝子
変異

ALK融合
遺伝子

ROS1融合
遺伝子

PD-L1
発現

BRAF遺伝子
変異

ゲフィチニブ
エルロチニブ
アファチニブ

クリゾチニブ
アレクチニブ
セリチニブ

クリゾチニブ
ペムブロリ

ズマブ

ダブラフェニブ
＋

トラメチニブ
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医療機器に係る保険適用決定区分及び価格（案） 
 
販売名      パーマクラウン 
保険適用希望企業  株式会社モリタ 
 

販売名 決定区分 主な使用目的 

パーマクラウン C2（新機能・

新技術） 

本品は、ステンレス鋼で作製した既製の人工歯冠で

あり、臼歯の歯冠部に被覆する歯冠成形品として用い

る。 

 
○ 保険償還価格 

販売名 償還価格 類似機能区分 外国平均価

格との比 

パーマクラウン 1 本 297 円 056 乳歯金属冠 1 本 297 円 － 

 
準用技術料 
 M001 歯冠形成  1 生活歯歯冠形成 ハ 乳歯金属冠 120 点 
 M001 歯冠形成  2 失活歯歯冠形成 ハ 乳歯金属冠 114 点 

M016 乳歯冠   1 乳歯金属冠の場合 200 点 
 
留意事項案 
・本品を用いて、永久歯に対して既製の金属冠による歯冠修復を行った場合は以下に

より算定する。 
イ 歯冠形成を行った場合は 1 歯につき、生活歯の場合は区分番号 M001 に掲げ

る歯冠形成の「1 のハ 乳歯金属冠」を、失活歯の場合は区分番号 M001 に掲

げる歯冠形成の「2 のハ 乳歯金属冠」に準じて算定する。 
ロ 既製の金属冠による歯冠修復を行った場合は区分番号 M016 に掲げる乳歯冠 

の「1 乳歯金属冠の場合」に準じて算定する。 
ハ 装着した場合は、１歯につき区分番号 M005 に掲げる装着の「１ 歯冠修復」

及び保険医療材料料を算定する。 
 
推定適用患者数 

26,916 歯／年 
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［参考］ 
○ 企業希望価格 

販売名 償還価格 類似機能区分 

パーマクラウン 1 本 297 円 056 乳歯金属冠 1 本 297 円 

 
○市場規模予測（ピーク時） 

 予測年度：4 年度 

 本医療機器使用患者数：16,000 歯／年 

 予測販売金額：4,752,000 円／年 

 
○ 諸外国におけるリストプライス 

販売名 アメリカ 
合衆国 連合王国 ドイツ フランス オースト

ラリア 
外国平均 
価格 

パーマクラウン 販売実績なし － 
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１ 販売名 パーマクラウン

２希望業者 株式会社モリタ

３使用目的
本品は、ステンレス鋼で作製した既製の人工歯冠であり、臼歯の歯冠部

に被覆する歯冠成形品として用いる。

４構造・原理

製品概要

製品特徴 出典：企業提出資料

※ 現在、既に保険適用となっている乳歯金属冠と、使用目的・製品概要・使用方法
等においてほぼ同等である。

治療の流れ

• 本品は、歯科診療に制約があり、永久歯（大臼歯）のう蝕治療にお
いて即時性が求められる患者に用いられる。

• 本品は、既製の金属冠を調整することにより、一度の診療でう蝕治
療を完結することが可能である。

1．臼歯部のう蝕 2．歯冠形成

3．金属冠の調整 4．装着
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医療機器に係る保険適用決定区分及び価格（案） 

 

販売名      ハートフローFFRCT 

保険適用希望企業  ハートフロー・ジャパン合同会社 

 

販売名 決定区分 主な使用目的 

ハートフローFFRCT C2（新技術） 

本品は、冠動脈疾患が疑われる臨床状態の安定した

患者に対し、冠動脈コンピューター断層血管造影（心

臓CT）データを基にした数値流体力学解析を行うこ

とによりFFRCT（Fractional Flow Reserve:冠血流予

備量比）値を算出し、診断を支援するプログラムで

ある。医学的理由により心臓CTが必要であり、心臓

CTの結果のみでは冠動脈造影検査又は冠動脈疾患に

対する治療の必要性の判断が困難な場合に用いる。 

 

 

○ 保険償還価格 

販売名 償還価格 類似機能区分 
外国平均価格

との比 

ハートフローFFRCT 
特定保険医療材料としては設定せず、 

新規技術料にて評価する。 

 

○ 準用技術料 

E101-2 ポジトロン断層撮影 

2  18FDG を用いた場合(一連の検査につき)                7,500 点 

E200  コンピューター断層撮影（CT 撮影）（一連につき） 

   １ CT 撮影 

    イ 64 列のマルチスライス型の機器による場合 

     （２）その他の場合                        1,000 点 

         冠動脈 CT 撮影加算                  600 点 

E203  コンピューター断層診断                 450 点 

コンピューター断層撮影診断料通則 電子画像管理加算       120 点 

画像診断通則  5 画像診断管理加算 2              180 点 
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留意事項案 

（１）FFRCT の解析を行うものとして薬事承認を取得したプログラムを用いた解析結

果を参照してコンピューター断層診断を行った場合に算定できる。 

（２）本検査の結果により FFRCT陰性にも関わらず、本検査実施 90 日以内に冠動脈造

影検査（D206 心臓カテーテル法による諸検査）を行った場合は、主たる技術の

所定点数のみを算定する。 

（３）本検査の算定にあっては、E200 の準用に掲げるもの、D206 注 4、D215「３」

「ホ」、E101 、E102 及び E202 との併算定はできない。 

（４）検査結果と、患者に説明した内容を診療録に記載した場合に算定出来る。 

（５）心臓 CT 撮影が必要な医学的理由、心臓 CT による診断のみでは治療方針の決定

が困難である理由を患者に説明した書面又はその写を診療録に貼付すること。 

（６）関連学会が定める「FFRCT 適正使用指針」に従って使用した場合に限り算定で

きる。算定にあたっては、下記について診療報酬明細書の「摘要欄」に記載およ

び添付すること。 

  ①実施施設が日本循環器学会の研修施設、日本心血管インターベンション治療学

会の研修施設及び日本医学放射線学会の総合修練機関のいずれにも該当する

こと並びにその証明書。 

②本品による FFR 値。 

 

推定適用患者数 

16,300 人／年 

 

［参考］ 

○ 企業希望価格 

販売名 償還価格 類似機能区分 

ハートフローFFRCT 特定保険医療材料ではなく新規技術料を希望する。 

 

〇 準用希望技術料 

E101-2      ポジトロン断層撮影の「３」N標識アンモニア剤を用いた場合  

9,000 点 

D206 注４    冠動脈血流予備能測定検査加算                     600 点 

B009       診療情報提供料（Ⅰ）                              250 点 

K939       画像等手術支援加算「１」ナビゲーションによるもの 2,000 点 

E102       核医学診断                                        450 点 

核医学診断通則３ 電子画像管理加算                                  120 点 

画像診断通則５  画像診断管理加算２                                180 点 
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○ 市場規模予測（ピーク時） 

 予測年度：６年度 

 本医療機器使用患者数：16,300 人／年 

 予測販売金額：16.1 億円／年 

 

○ 諸外国におけるリストプライス 

 

販売名 
アメリカ 

合衆国 
連合王国 ドイツ フランス 

オースト

ラリア 

外国平均 

価格 

ハートフロー

FFRCT 

2，080 米

ﾄﾞﾙ

（230,958

円） 

700 ﾎﾟﾝﾄﾞ

（102,900

円） 

－ － － 166,929円 

 

１米ドル＝ 111 円 １ポンド＝147 円 

１ユーロ＝ 130 円   １豪ドル＝85.8 円 

（平成 29 年 6月～平成 30 年 5月の日銀による為替レートの平均) 
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１ 販売名 ハートフローFFRCT

２ 希望業者 ハートフロー・ジャパン合同会社

３使用目的

本品は、冠動脈疾患が疑われる臨床状態の安定した患者に対し、冠動

脈コンピューター断層血管造影（心臓CT）データを基にした数値流体力学

解析を行うことによりFFRCT（Fractional Flow Reserve:冠血流予備量比）値

を算出し、診断を支援するプログラムである。医学的理由により心臓CTが

必要であり、心臓CTの結果のみでは冠動脈造影検査又は冠動脈疾患に

対する治療の必要性の判断が困難な場合に用いる。

４構造・原理

製品概要

製品特徴 出典：企業提出資料

• 虚血性心疾患に対する、追加処置（冠動脈造影や冠動脈形成術）
の適応判断のため、近年、非侵襲的な画像検査（心臓CTとそれに
続くSPECTやPET検査等）が実施されている。

• 本品は、SPECTやPETに置き換わる検査と位置づけられる。

• 日本人1,000例を含む5000例の国際共同試験で、冠動脈CT単独に
よる治療方針と、冠動脈CT に加えFFRCTを行った場合の治療方針
の違いが評価された。

• この日本人データでは、 FFRCT使用により、追加の冠動脈造影
検査は34%減少、冠動脈形成術の治療は15%減少した。

• このうち、FFRCT陰性群において、主要心血管イベントは0件で
あった（90日フォローアップ）。

臨床成績

CTデータ送信 CTデータ

3Dモデル作成

FFRCT解析FFRCT解析結果

病院 検査会社

（ADVANCE試験）

適正使用指針

• 本品の使用にあたっては、日本循環器学会、日本医学放射線学会
及び日本心血管インターベンション学会により、適正使用指針が策
定された。

数値は虚血の程度を
表したもの
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臨床検査の保険適用について（平成３０年１２月収載予定） 

測定項目 測定方法 参考点数 頁数 

① 
Ｅ３ 

（改良項目） 

マイクロサテライト

不安定性検査

マルチプレックス

PCR-フラグメント解析法 

D004-2 悪性腫瘍組織検査 

１ 悪性腫瘍遺伝子検査 

チ マイクロサテライト不安定性検査 2,100 点

３ 

② 
Ｅ３ 

（新項目） 
FLT3 遺伝子検査 

PCR 法及び 

キャピラリー電気泳動法

D006-2 造血器腫瘍遺伝子検査 

 2,100 点の 2項目分 4,200 点 
５ 

中医協 総－１－２ 

３０．１１．１４ 

1



<余白> 

2



体外診断用医薬品に係る保険適用決定区分及び保険点数（案） 

販売名 MSI検査キット(FALCO) 

保険適用希望企業 ファルコバイオシステムズ

○ 測定項目概要及び保険点数

留意事項案  

D004-2「１」悪性腫瘍遺伝子検査の算定留意事項について以下の下線部について追記する。 

オ 家族性非ポリポージス大腸癌又は標準治療の終了した後に局所進行又は転移が認めら

れた固形癌におけるマイクロサテライト不安定性検査

○ 推定適用患者数  約8.6万人/年

［参考］ 

○ 企業の希望保険点数

販売名 保険点数 準用保険点数 

MSI検査キット(FALCO) 2,500点 

D004-2 悪性腫瘍組織検査 

１ 悪性腫瘍遺伝子検査 

イ EGFR遺伝子検査(リアルタイムPCR法)

販売名 決定区分 主な使用目的 

MSI検査キット(FALCO) Ｅ３（改良項目） 

がん組織から抽出したゲノムDNA中の高頻度マイクロ

サテライト不安定性(MSI-High)の検出(ペムブロリズ

マブ(キイトルーダ)の局所進行性又は転移性のがん

患者への適用を判定するための補助に用いる) 

測定項目 測定方法 保険点数 準用保険点数 

マイクロサテライト 

不安定性検査 

マルチプレックス 

PCR-フラグメント 

解析法 

2,100点 

D004-2 悪性腫瘍組織検査 

１ 悪性腫瘍遺伝子検査 

チ マイクロサテライト不安定性検査

3



保険適用希望のあった新規の検査項目の概要

【区 分】 Ｅ３ （改良項目）

【測定項目】 マイクロサテライト不安定性検査

【測定方法】 マルチプレックスPCR-フラグメント解析法

【測定目的】 がん組織から抽出したゲノムDNA中の高頻度マイクロサテライト

不安定性（MSI-High）の検出(ペムブロリズマブ（キイトルーダ）の

局所進行性又は転移性のがん患者への適用を判定するための

補助に用いる）

【検査性能】

従来法と比較して、感度・特異度について同等以上の性能を有している。

マイクロサテライト不安定性検査
（MSI検査）

標準治療後の
局所進行/転移性固形がん患者

MSI検査陽性
（MSI-High）

MSI検査陰性

【臨床上の位置づけ】

本検査

検査結果

検査後方針
ペムブロリズマブ
（キイトルーダ）

対象患者
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体外診断用医薬品に係る保険適用決定区分及び保険点数（案） 

販売名 リューコストラット CDx FLT3変異検査 

保険適用希望企業 LabPMM合同会社 

○ 測定項目概要及び保険点数

留意事項変更案  

１． D004-2 悪性腫瘍組織検査の「１」悪性腫瘍遺伝子検査、造血器腫瘍検査又は D006-6

免疫関連遺伝子再構成のうちいずれかを同一月中に併せて行った場合には、主たるも

ののみ算定する。 

２． 本検査は、再発又は難治性の急性骨髄性白血病（急性前骨髄性白血病を除く）の骨髄

液または末梢血を検体とし、PCR 法及びキャピラリー電気泳動法により、抗悪性腫瘍

剤による治療法の選択を目的として、FLT3遺伝子のITD変異及びTKD変異の評価を行

った場合に限り、患者１人につき１回に限り算定する。 

○ 推定適用患者数  2,668人/年

［参考］ 

○ 企業の希望保険点数

販売名 保険点数 準用保険点数 

リューコストラット 

CDx FLT3変異検査 
10,000点 D006-10 CCR4タンパク（フローサイトメトリー法） 

販売名 決定区分 主な使用目的 

リューコストラットCDx 

FLT3変異検査 
Ｅ３（新項目） 

ギルテリチニブフマル酸塩適用の補助診断 と

して、骨髄液または末梢血に含まれる単核球か

ら抽出したDNA内のFLT3遺伝子の縦列重複（ITD）

変異またはチロシンキナーゼ領域（TKD）変異を

判定する。 

測定項目 測定方法 保険点数 準用保険点数 

FLT3遺伝子検査 

PCR 法 及 び 

キャピラリー 

電気泳動法 

4,200点 
D006-2 造血器腫瘍遺伝子検査 

 2,100点の2項目分 
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保険適用希望のあった新規の検査項目の概要

【区 分】 Ｅ３ （新項目）

【測定項目】 FLT3遺伝子検査

【測定方法】 PCR法及びキャピラリー電気泳動法

【測定目的】 ギルテリチニブ・フマル酸塩（ゾスパタ錠）適用の補助診断として、骨髄液

または末梢血に含まれる単核球から抽出したDNA内のFLT3遺伝子の

縦列重複（ITD）変異またはチロシンキナーゼ領域（TKD）変異を判定する。

【検査性能】

MiSeqのシーケンシング法との比較において、良好な判定一致率を得ている。

FLT3遺伝子検査
（ITD変異/TKD変異）

初回治療後に再発又は未寛解
急性骨髄性白血病患者

（急性前骨髄性白血病を除く）

ITD変異・TKD変異
少なくとも一つが陽性

TKD変異・ITD変異
いずれも陰性

【臨床上の位置づけ】

本検査

検査結果

検査後方針
ギルテリチニブ
フマル酸塩
（ゾスパタ錠）

対象患者

6
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No. 銘柄名 規格単位 会社名 成分名 承認区分 算定薬価 算定方式 補正加算等 ページ

1 モビコール配合内用剤 6.8523g1包 ＥＡファーマ マクロゴール4000/塩化ナ
トリウム/炭酸水素ナトリウ
ム/塩化カリウム

新医療用配合剤 83.90円 類似薬効比較方式（Ⅰ） 小児加算A=5%

内235

下剤、浣腸剤（慢性便秘症（器質的
疾患による便秘を除く）用薬） 2

2 ベオーバ錠50mg 50mg1錠 杏林製薬 ビベグロン 新有効成分 185.70円 類似薬効比較方式（Ⅰ）

内259

その他の泌尿生殖器官及び肛門
用薬（過活動膀胱における尿意切
迫感、頻尿及び切迫性尿失禁用
薬）

4

3 トラディアンス配合錠AP
トラディアンス配合錠BP

1錠
1錠

日本ベーリンガーインゲ
ルハイム

エンパグリフロジン/リナグ
リプチン

新医療用配合剤 283.30円
395.60円

新医療用配合剤の特例

内396

糖尿病用剤（2型糖尿病（ただし、エ
ンパグリフロジン及びリナグリプチ
ンの併用による治療が適切と判断
される場合に限る。）用薬）

6

4 メトアナ配合錠LD
メトアナ配合錠HD

1錠
1錠

三和化学研究所 アナグリプチン/メトホルミ
ン塩酸塩

新医療用配合剤 62.20円
62.20円

新医療用配合剤の特例

内396

糖尿病用剤（2型糖尿病（ただし、ア
ナグリプチン及びメトホルミン塩酸
塩の併用による治療が適切と判断
される場合に限る。）用薬）

8

5 ゾスパタ錠40mg 40mg1錠 アステラス製薬 ギルテリチニブフマル酸塩 新有効成分 19,409.10円 類似薬効比較方式（Ⅰ） 有用性加算（Ⅱ）A=5%
先駆け審査指定制度加
算A=10%
新薬創出等加算

内429

その他の腫瘍用薬（再発又は難治
性のFLT3 遺伝子変異陽性の急性
骨髄性白血病用薬） 10

6 ベージニオ錠50mg
ベージニオ錠100mg
ベージニオ錠150mg

50mg1錠
100mg1錠
150mg1錠

日本イーライリリー アベマシクリブ 新有効成分 3,258.70円
5,949.20円

　8,460.10円

類似薬効比較方式（Ⅰ） 新薬創出等加算

内429

その他の腫瘍用薬（ホルモン受容
体陽性かつHER2陰性の手術不能
又は再発乳癌用薬）

12

7 ローブレナ錠25mg
ローブレナ錠100mg

25mg1錠
100mg1錠

ファイザー ロルラチニブ 新有効成分 7,216.40円
25,961.00円

類似薬効比較方式（Ⅰ） 有用性加算（Ⅱ）A=5%
新薬創出等加算

内429

その他の腫瘍用薬（ALKチロシンキ
ナーゼ阻害剤に抵抗性又は不耐容
のALK 融合遺伝子陽性の切除不
能な進行・再発の非小細胞肺癌用
薬）

14

8 ロラピタ静注2mg 2mg1mL1瓶 ファイザー ロラゼパム 新投与経路 2,225円 類似薬効比較方式（Ⅰ） 小児加算A=5%
注113

抗てんかん剤（てんかん重積状態
用薬） 16

9 ビーリンサイト点滴静注用35μg 35μg1瓶（輸液安定化液付） アステラス・アムジェン・
バイオファーマ

ブリナツモマブ（遺伝子組
換え）

新有効成分 281,345円 類似薬効比較方式（Ⅰ） 有用性加算（Ⅱ）A=10%
小児加算A=5%
外国平均価格調整（引き
上げ）
新薬創出等加算

注429

その他の腫瘍用薬（再発又は難治
性のB細胞性急性リンパ性白血病
用薬） 18

10 フィラジル皮下注30mgシリンジ 30mg3mL1筒 シャイアー・ジャパン イカチバント酢酸塩 新有効成分 301,704円 類似薬効比較方式（Ⅰ） 有用性加算（Ⅱ）A=5%
市場性加算（Ⅰ）A=10%
外国平均価格調整（引き
下げ）
新薬創出等加算

注449

その他のアレルギー用薬（遺伝性
血管性浮腫の急性発作用薬）

20

11 ジビイ静注用500
ジビイ静注用1000
ジビイ静注用2000
ジビイ静注用3000

500国際単位1瓶（溶解液付）
1,000国際単位1瓶（溶解液付）
2,000国際単位1瓶（溶解液付）
3,000国際単位1瓶（溶解液付）

バイエル薬品 ダモクトコグ アルファ ペゴ
ル（遺伝子組換え）

新有効成分 75,376円
139,307円
257,462円
368,761円

類似薬効比較方式（Ⅱ）

注634

血液製剤類（血液凝固第Ⅷ因子欠
乏患者における出血傾向の抑制用
薬） 24

12 エイベリス点眼液0.002％ 0.002％1mL 参天製薬 オミデネパグ イソプロピル 新有効成分 945.30円 類似薬効比較方式（Ⅰ）
外131

眼科用剤（緑内障、高眼圧症用薬）
26

品目数 成分数
内用薬 12 7
注射薬 7 4

外用薬 1 1

計 20 12

薬効分類

新医薬品一覧表（平成30年11月20日収載予定）
中医協 総－２－１

３０．１１．１４
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新医薬品の薬価算定について  
 整理番号  １８－１１－内－１  

薬 効 分 類 ２３５ 下剤・浣腸剤（内用薬） 

成 分 名 マクロゴール４０００／塩化ナトリウム／炭酸水素ナトリウム／塩化カリウム 

新薬収載希望者 ＥＡファーマ（株） 

販 売 名 
（規格単位） 

モビコール配合内用剤（６．８５２３ｇ１包） 
注）医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議の評価に基づく開発要請品目 

効能・効果 慢性便秘症（器質的疾患による便秘を除く） 

主な用法・用量 

本剤は、水で溶解して経口投与する。 
通常、２歳以上７歳未満の幼児には初回用量として１回１包を１日１回経口投与す

る。以降、症状に応じて適宜増減し、１日１～３回経口投与、最大投与量は１日量と

して４包まで（１回量として２包まで）とする。 
通常、７歳以上１２歳未満の小児には初回用量として１回２包を１日１回経口投与

する。以降、症状に応じて適宜増減し、１日１～３回経口投与、最大投与量は１日量

として４包まで（１回量として２包まで）とする。 
通常、成人及び１２歳以上の小児には初回用量として１回２包を１日１回経口投与

する。以降、症状に応じて適宜増減し、１日１～３回経口投与、最大投与量は１日量

として６包まで（１回量として４包まで）とする。 

 
 
 
 
 
 算 
 
 
 
 定 

算定方式 類似薬効比較方式（Ⅰ） 

比 較 薬 

成分名：エロビキシバット水和物 
会社名：ＥＡファーマ（株） 

        販売名（規格単位）         薬価（１日薬価） 
グーフィス錠５ｍｇ        １０５．８０円 

（５ｍｇ１錠）        （２１５．２０円） 

※ 比較薬の１日薬価は、国内長期投与試験での平均投与量を基に算出している。 

剤形間比 ネキシウムカプセル２０ｍｇと同懸濁用顆粒分包２０ｍｇの剤形間比：１．１５１９ 

補正加算 
             （加算前）         （加算後） 

小児加算（Ａ＝５％）  ７９．９０円   →    ８３．９０円 

外国平均 
価格調整 

なし 
（厚生労働省が開発を要請又は公募した新規収載品であること、外国での承認後１０年を経過した

ものであること及び外国平均価格の３倍を上回ることから、外国平均価格調整の対象外。） 

  算定薬価 ６．８５２３ｇ１包  ８３．９０円（１日薬価：２６０．３０円） 
※ 算定に当たっては、本剤の国内臨床試験での平均投与量に基づく１日薬価を合わせた。 

外 国 価 格 新薬収載希望者による市場規模予測 
6.8523g 1 包 

英国 0.15 ﾎﾟﾝﾄﾞ     ２２．４０円 

独国 0.8 ﾕｰﾛ     １０５．６０円※ 

外国平均価格        ２２．４０円 

※最低価格の 2.5 倍を上回るため対象から除外。 

 

（参考） 

仏国 0.24 ﾕｰﾛ       ３１．７０円 

（仏国の効能・効果は「便塞栓」のみ） 

 
最初に承認された国（年月）： 

英国（１９９５年１２月） 

予測年度    予測本剤投与患者     予測販売金額 
 
（ピーク時） 
６年度     ３２万人     １５億円 

 

 製造販売承認日 平成３０年 ９月２１日 薬価基準収載予定日 平成３０年１１月２０日 
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薬価算定組織における検討結果のまとめ  
 算定方式 類似薬効比較方式（Ⅰ）  第一回算定組織 平成３０年１０月２９日 

最 

 類 

 似 

 薬 

 選 

 定 

 の 

 妥 

 当 

 性 

 新薬 最類似薬 

   成分名 

マクロゴール４０００／塩化ナ

トリウム／炭酸水素ナトリウム

／塩化カリウム 
エロビキシバット水和物 

 イ．効能・効果 
慢性便秘症（器質的疾患による便

秘を除く） 左に同じ 

 ロ．薬理作用 浸透圧性水分保持作用 胆汁酸再吸収抑制作用 

 ハ．組成及び 

   化学構造 

マクロゴール 4000： 
HOCH2(CH2OCH2)nCH2OH 
（n =59～84） 
塩化ナトリウム：NaCl 
炭酸水素ナトリウム：NaHCO3 
塩化カリウム：KCl  

 ニ．投与形態 

   剤形 

   用法 

内用 
散剤 
水に溶かし経口投与、 
１日１～３回 

左に同じ 
錠剤 
１日１回 

補 

正 

加 

算 

画期性加算 
（７０～１２０％） 

該当しない 

有用性加算（Ⅰ） 
（３５～６０％） 

該当しない 

有用性加算（Ⅱ） 
（５～３０％） 

該当しない 

 市場性加算（Ⅰ） 
（１０～２０％） 

該当しない 

 市場性加算（Ⅱ） 
（５％） 

該当しない 

 小児加算 
（５～２０％） 

該当する（Ａ＝５（％）） 

本剤は、小児に係る用法・用量が明示的に含まれていること、比較

薬は小児加算を受けていないことから、加算の要件に該当する。加算

率については、国内小児試験における症例数が限られていること等か

ら、５％が妥当である 

先駆け審査指定制度加算 
（１０～２０％） 

該当しない 

新薬創出・適応外薬 
解消等促進加算 

該当しない 

当初算定案に対する 
新薬収載希望者の不 
服意見の要点 

 

上記不服意見に対する 
見解 

第二回算定組織  平成  年  月  日 
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新医薬品の薬価算定について 
 

 整理番号  １８－１１－内－２  

 薬 効 分 類  ２５９ その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬（内服薬） 

 成 分 名  ビベグロン 

 新薬収載希望者 杏林製薬（株） 

 販 売 名 
 （規格単位） 

ベオーバ錠５０ｍｇ（５０ｍｇ１錠）  

 効能・効果 過活動膀胱における尿意切迫感、頻尿及び切迫性尿失禁 

主な用法・用量 通常、成人にはビベグロンとして５０ｍｇを１日１回食後に経口投与する。 

 
 
 
 算 
 
 
 
 定 

 算定方式 類似薬効比較方式（Ⅰ） 

比較薬 

成分名：ミラベグロン 

会社名：アステラス製薬（株） 

販売名（規格単位）          薬価（１日薬価） 

ベタニス錠５０ｍｇ（５０ｍｇ１錠）     １８５.７０円（１８５.７０円）  

規格間比  なし 

補正加算 なし 

外国平均
価格調整 

なし 

  算定薬価 ５０ｍｇ１錠 １８５.７０円(１日薬価：１８５.７０円） 

外 国 価 格 新薬収載希望者による市場規模予測 

なし 

 

最初に承認された国：日本 

予測年度  予測本剤投与患者数 予測販売金額 
 
（ピーク時） 
１０年度   ７５．９万人    １８５億円 

製造販売承認日 平成３０年 ９月２１日 薬価基準収載予定日 平成３０年１１月２０日 
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薬価算定組織における検討結果のまとめ 

 算定方式 類似薬効比較方式（Ⅰ）  第一回算定組織  平成３０年１０月２９日 

最
類
似
薬
選
定
の
妥
当
性 

 新薬 最類似薬 

   成分名 ビベグロン ミラベグロン 

 イ．効能・効果 
過活動膀胱における尿意切迫感、頻
尿及び切迫性尿失禁 左に同じ 

 ロ．薬理作用 
選択的β３アドレナリン受容体刺激
作用 

左に同じ 

 ハ．組成及び 
   化学構造 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

ニ．投与形態 
剤形 
用法 

内用 

錠剤 

1 日 1回 

左に同じ 

左に同じ 

左に同じ 

補 

正 

加 
算 

画期性加算 

（７０～１２０％）
該当しない 

有用性加算（Ⅰ） 

（３５～６０％） 
該当しない 

有用性加算（Ⅱ） 
（５～３０％） 該当しない 

 市場性加算（Ⅰ） 

（１０～２０％） 
該当しない 

 市場性加算（Ⅱ） 
（５％） 該当しない 

 小児加算 
（５～２０％） 該当しない 

先駆け審査指定制度加算 
（１０～２０％） 該当しない 

新薬創出・適応外薬 

解消等促進加算 
該当しない 

当初算定案に対する
新薬収載希望者の不
服意見の要点 

 

上記不服意見に対す
る見解 

 第二回算定組織  平成 年 月 日 
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新医薬品の薬価算定について  
 整理番号  １８－１１－内－３  

薬 効 分 類 ３９６ 糖尿病用剤（内用薬） 
成 分 名 エンパグリフロジン／リナグリプチン 

新薬収載希望者 日本ベーリンガーインゲルハイム（株） 

販 売 名 
（規格単位） 

トラディアンス配合錠ＡＰ（１錠） 
（１錠中、エンパグリフロジン／リナグリプチンを１０ｍｇ／５ｍｇ含有） 
トラディアンス配合錠ＢＰ（１錠） 
（１錠中、エンパグリフロジン／リナグリプチンを２５ｍｇ／５ｍｇ含有） 

効能・効果 
２型糖尿病 

ただし、エンパグリフロジン及びリナグリプチンの併用による治療が適切と判断さ

れる場合に限る。 

主な用法・用量 通常、成人には１日１回１錠（エンパグリフロジン／リナグリプチンとして 
１０ｍｇ／５ｍｇ又は２５ｍｇ／５ｍｇ）を朝食前又は朝食後に経口投与する。 

算 
 
 

 
 

定 

 算定方式 新医療用配合剤の特例 

「自社品の薬価の合計の０．８倍」により算定（①及び②ともに、自社品がある。) 

 比 較 薬 

成分名：①エンパグリフロジン、②リナグリプチン 
会社名：①、②日本ベーリンガーインゲルハイム（株） 

販売名（規格単位）             薬価（１日薬価） 
①ジャディアンス錠１０ｍｇ（１０ｍｇ１錠） １９８．７０円（１９８．７０円） 

②トラゼンタ錠５ｍｇ（５ｍｇ１錠）     １５５．４０円（１５５．４０円） 

規格間比 ジャディアンス錠１０ｍｇ及び同錠２５ｍｇの規格間比：０．５８３０ 

補正加算 なし 

外国平均
価格調整 なし 

  算定薬価 

トラディアンス配合錠ＡＰ１錠  ２８３．３０円（１日薬価：２８３．３０円） 

トラディアンス配合錠ＢＰ１錠  ３９５．６０円 

（参考：本剤に対応する先発医薬品単剤２剤（ジャディアンス錠１０ｍｇ、 

トラゼンタ錠５ｍｇ）の合計１日薬価３５４．１０円） 

外 国 価 格 新薬収載希望者による市場規模予測 
 

ＡＰ１錠 

米国（NADAC） １６．７１５ﾄﾞﾙ １，８３８．７０円 

外国平均  １６．７１５ﾄﾞﾙ １，８３８．７０円 

ＢＰ１錠 

米国（NADAC） １６．７３４ﾄﾞﾙ １，８４０．７０円 

外国平均  １６．７３４ﾄﾞﾙ １，８４０．７０円 

 
（参考）米国（AWP） ＡＰ１錠、ＢＰ１錠 

２０．９４３ﾄﾞﾙ ２，３０３．７０円 
 

（注）為替ﾚｰﾄは平成２９年１０月～平成３０年９月の平均 
 

最初に承認された国（年月）： 
米国（２０１５年１月） 

   

  予測年度   予測本剤投与患者数  予測販売金額 
 
（ピーク時） 

８年度    １３万人    １４２億円 

 製造販売承認日  平成３０年 ９月２１日 薬価基準収載予定日 平成３０年１１月２０日 
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薬価算定組織における検討結果のまとめ  
 算定方式 新医療用配合剤の特例  第一回算定組織  平成３０年１０月２９日 

最
類
似
薬
選
定
の
妥
当
性 

 新薬 最類似薬 

   成分名 エンパグリフロジン／ 
リナグリプチン 

①エンパグリフロジン 
②リナグリプチン 

 イ．効能・効果 

２型糖尿病 

ただし、エンパグリフロジン及び

リナグリプチンの併用による治療

が適切と判断される場合に限る。 

①２型糖尿病 

②２型糖尿病 

 ロ．薬理作用 ＳＧＬＴ２阻害作用／ジペプチジ
ルペプチダーゼ４阻害作用 

①ＳＧＬＴ２阻害作用 

②ジペプチジルペプチダーゼ４阻害

作用 

 ハ．組成及び 
   化学構造 

エンパグリフロジン・リナグリプチン 

 

①エンパグリフロジン②リナグリプチン 

 

ニ．投与形態  
剤形    
用法 

 内用 
錠剤 
 １日１回 

①、②左に同じ  
左に同じ  
左に同じ   

補 

正 

加 

算 

画期性加算 

（７０～１２０％）
該当しない 

有用性加算（Ⅰ）

（３５～６０％） 
該当しない 

有用性加算（Ⅱ） 

（５～３０％） 
該当しない 

 市場性加算（Ⅰ） 

 （１０～２０％） 該当しない 

 市場性加算（Ⅱ） 

 （５％） 
該当しない 

 小児加算 

 （５～２０％） 
該当しない 

先駆け審査指定制度加算 
（１０～２０％） 

該当しない 

新薬創出・適応外薬 

解消等促進加算 
該当しない 

当初算定案に対する 

新薬収載希望者の不 

服意見の要点 
 

上記不服意見に対 

する見解 
 第二回算定組織  平成  年  月  日 
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新医薬品の薬価算定について  
 整理番号  １８－１１－内－４  

薬 効 分 類 ３９６ 糖尿病用剤（内用薬） 

成 分 名 アナグリプチン／メトホルミン塩酸塩 

新薬収載希望者 （株）三和化学研究所 

販 売 名 
（規格単位） 

メトアナ配合錠ＬＤ（１錠） 
（１錠中、アナグリプチン／メトホルミン塩酸塩を１００ｍｇ／２５０ｍｇ含有） 
メトアナ配合錠ＨＤ（１錠） 
（１錠中、アナグリプチン／メトホルミン塩酸塩を１００ｍｇ／５００ｍｇ含有） 

効能・効果 
２型糖尿病 

ただし、アナグリプチン及びメトホルミン塩酸塩の併用による治療が適切と判断さ

れる場合に限る 

主な用法・用量 通常、成人には１回１錠（アナグリプチン/メトホルミン塩酸塩として１００ｍｇ/

２５０ｍｇ又は１００ｍｇ/５００ｍｇ）を１日２回朝夕に経口投与する。 

算 
 
 

 
 

定 

 算定方式 
新医療用配合剤の特例 

（「自社品の薬価」＋「自社の後発品の薬価」）の０．８倍により算定したところ、アナグリプチン１００ｍｇ錠

単剤（スイニー錠１００ｍｇ）の薬価を下回ったため、本剤の薬価はスイニー錠１００ｍｇの薬価と同額とした。 

 比 較 薬 

成分名：①アナグリプチン、②メトホルミン塩酸塩 
会社名：①、②（株）三和化学研究所 

販売名（規格単位）            薬価（１日薬価） 
① スイニー錠１００ｍｇ ６２．２０円 

（１００ｍｇ１錠） （１２４．４０円） 

② メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭＴ「三和」  ９．９０円 

（５００ｍｇ１錠） （１９．８０円） 

補正加算 なし 

外国平均
価格調整 なし 

  算定薬価 

メトアナ配合錠ＬＤ１錠  ６２．２０円 

メトアナ配合錠ＨＤ１錠  ６２．２０円（１日薬価：１２４．４０円） 

（参考：メトアナ配合錠ＨＤに対応する先発医薬品単剤２剤（スイニー錠 

1００ｍｇ、メトグルコ錠５００ｍｇ）の合計１日薬価１５５．２０円） 

外 国 価 格 新薬収載希望者による市場規模予測 
 

なし 

 
最初に承認された国：日本 
 

   

  予測年度   予測本剤投与患者数  予測販売金額 
 
（ピーク時） 

１０年度     １３万人    ５９億円 

 製造販売承認日  平成３０年 ９月２１日 薬価基準収載予定日 平成３０年１１月２０日 

8



薬価算定組織における検討結果のまとめ  
 算定方式 新医療用配合剤の特例  第一回算定組織  平成３０年１０月２９日 

最
類
似
薬
選
定
の
妥
当
性 

 新薬 最類似薬 

   成分名 アナグリプチン/ 

メトホルミン塩酸塩 

①アナグリプチン 
②メトホルミン塩酸塩 

 イ．効能・効果 

２型糖尿病 

ただし，アナグリプチン及びメト

ホルミン塩酸塩の併用による治療

が適切と判断される場合に限る 

① ２型糖尿病 

② ２型糖尿病 

  ただし、下記のいずれかの治療
で十分な効果が得られない場合
に限る。 

（１）食事療法・運動療法のみ 
（２）食事療法・運動療法に加え

てスルホニルウレア剤を使用 

 ロ．薬理作用 ジペプチジルペプチダーゼ４阻害

作用／インスリン抵抗性改善作用 

①ジペプチジルペプチダーゼ４阻害

作用 

②インスリン抵抗性改善作用 

 ハ．組成及び 
   化学構造 

アナグリプチン・メトホルミン塩酸塩 
 

 
 

①アナグリプチン ②メトホルミン塩酸塩 

 
 

ニ．投与形態  
剤形    
用法 

 内用 
錠剤 
 １日２回 

①、②左に同じ   
①、②左に同じ  
左に同じ、②１日２～３回     

補 

正 

加 

算 

画期性加算 

（７０～１２０％）
該当しない 

有用性加算（Ⅰ）

（３５～６０％） 
該当しない 

有用性加算（Ⅱ） 

（５～３０％） 
該当しない 

 市場性加算（Ⅰ） 

 （１０～２０％） 該当しない 

 市場性加算（Ⅱ） 

 （５％） 
該当しない 

 小児加算 

 （５～２０％） 
該当しない 

先駆け審査指定制度加算 
（１０～２０％） 

該当しない 

新薬創出・適応外薬 

解消等促進加算 
該当しない 

当初算定案に対する
新薬収載希望者の不
服意見の要点 

 

上記不服意見に対す
る見解 

 第二回算定組織  平成  年  月  日 
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新医薬品の薬価算定について  
 整理番号  １８－１１－内－５  

薬 効 分 類  ４２９ その他の腫瘍用薬（内用薬） 

成 分 名  ギルテリチニブフマル酸塩 

新薬収載希望者 アステラス製薬（株） 

販 売 名 
（規格単位） ゾスパタ錠４０ｍｇ（４０ｍｇ１錠） 

効 能 ・ 効 果 再発又は難治性のＦＬＴ３ 遺伝子変異陽性の急性骨髄性白血病 

主な用法・用量 通常、成人にはギルテリチニブとして１２０ｍｇを１日１回経口投与する。 
なお、患者の状態により適宜増減するが、１日１回２００ｍｇを超えないこと。 

 
 
 
 
 
 算 
 
 
 
 定 

 算定方式 類似薬効比較方式（Ⅰ） 

比較薬 

成分名：クロファラビン 

会社名：サノフィ（株） 

販売名（規格単位）          薬価（１日薬価） 

  エボルトラ点滴静注２０ｍｇ        １４４，２５５円 

（２０ｍｇ２０ｍＬ１瓶）        （２００，９２７円） 

剤形間比 
 エンドキサン錠５０ｍｇと注射用エンドキサン５００ｍｇの剤形間比： 

０.２５１９９４ 

補正加算 

有用性加算（Ⅱ）（Ａ＝５％）、先駆け審査指定制度加算（Ａ＝１０％） 
（加算前）        （加算後） 

４０ｍｇ１錠      １６，８７７．４０円  →  １９，４０９．１０円 

外国平均
価格調整 なし 

  算定薬価 ４０ｍｇ１錠      １９，４０９．１０円（１日薬価：５８，２２７．３０円）

外 国 価 格 新薬収載希望者による市場規模予測 

なし 

 

最初に承認された国：日本 

 

予測年度   予測本剤投与患者数  予測販売金額 
   
（ピーク時） 
２年度    ５０６人    ７１億円 
 

製造販売承認日 平成３０年９月２１日 薬価基準収載予定日 平成３０年１１月２０日 
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薬価算定組織における検討結果のまとめ 

 算定方式 類似薬効比較方式（Ⅰ）  第一回算定組織  平成３０年１０月２９日 

最
類
似
薬
選
定
の
妥
当
性 

 新薬 最類似薬 

   成分名 ギルテリチニブフマル酸塩 クロファラビン 

 イ．効能・効果 再発又は難治性のＦＬＴ３ 遺伝子変
異陽性の急性骨髄性白血病 

再発又は難治性の急性リンパ性白
血病 

 ロ．薬理作用 ＦＬＴ３等のチロシンキナーゼ阻害
作用 

核酸合成過程の代謝阻害（ＤＮＡポ
リメラーゼ活性阻害作用、リボヌク
レオチドレダクターゼ阻害作用） 

 ハ．組成及び 
   化学構造 

 

 

ニ．投与形態 
剤形 
用法 

内用 

錠剤 

１日１回 

注射 

注射剤 

５日間連続投与、９日間休薬 

補 

正 
加 
算 

画期性加算 

（７０～１２０％）
該当しない 

有用性加算（Ⅰ） 

（３５～６０％） 
該当しない 

有用性加算（Ⅱ） 
（５～３０％） 

該当する（Ａ＝５（％）） 
［イ.新規作用機序（異なる標的分子）：①-ｂ=１ｐ］ 

本剤はＦＬＴ3（ＦＭＳ-ｌｉｋｅ ｔｙｒｏｓｉｎｅ ｋｉｎａｓｅ３）等のチ
ロシンキナーゼ阻害作用を有する新規作用機序医薬品である。 
本剤は、再発又は難治性のＦＬＴ３遺伝子変異陽性の急性骨髄性白血病患者を
対象とした臨床試験において、一定の寛解率が認められており、臨床的意義が
あると評価されていることから、有用性加算（Ⅱ）（Ａ＝５％）を適用するこ
とが適当と判断した。 

 市場性加算（Ⅰ） 

 （１０～２０％） 該当しない 

 市場性加算（Ⅱ） 
 （５％） 

該当しない 

 小児加算 
 （５～２０％） 

該当しない 

先駆け審査指定制度加算 
（１０～２０％） 

該当する（Ａ＝１０（％）） 

本剤は、新規の作用機序を有し、世界に先駆けて日本で承認されたものである
一方で、「日本における承認事項の基礎となった臨床試験」に該当する中核的
な探索的試験を、日本において実施していないことから限定的な評価とした。 

新薬創出・適応外薬解
消等促進加算 

該当する（主な理由：希少疾病用医薬品として指定） 

当初算定案に対する
新薬収載希望者の不
服意見の要点 

 

上記不服意見に対す
る見解 

 第二回算定組織  平成 年 月 日 
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新医薬品の薬価算定について  
整理番号 １８－１１－内－６  

薬 効 分 類 ４２９ その他の腫瘍用薬（内用薬） 

成 分 名 アベマシクリブ 

新薬収載希望者 日本イーライリリー（株） 

販 売 名 
（規格単位） 

ベージニオ錠５０ｍｇ（５０ｍｇ１錠） 
ベージニオ錠１００ｍｇ（１００ｍｇ１錠） 
ベージニオ錠１５０ｍｇ（１５０ｍｇ１錠） 

効能 ・効 果 ホルモン受容体陽性かつＨＥＲ２陰性の手術不能又は再発乳癌 

主な用法・用量 内分泌療法剤との併用において、通常、成人にはアベマシクリブとして１回  

１５０ｍｇを１日２回経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。 

算 
 
 
 

定 

算定方式 類似薬効比較方式（Ⅰ） 

比 較 薬 

成分名：パルボシクリブ 
会社名：ファイザー（株） 

      販売名（規格単位）            薬価（１日薬価） 
イブランスカプセル１２５ｍｇ    ２２，５６０．３０円 

  （１２５ｍｇ１錠）        （１６，９２０．２０円） 

補正加算 なし 

外国平均

価格調整 なし 

  算定薬価 
５０ｍｇ１錠     ３，２５８．７０円 
１００ｍｇ１錠    ５，９４９．２０円 

１５０ｍｇ１錠    ８，４６０．１０円（１日薬価：１６，９２０．２０円） 

外 国 価 格 新薬収載希望者による市場規模予測 

なし 

 

（参考） 
50mg1 錠、100mg1 錠、150mg1 錠、200mg1 錠 

米国（AWP）241.74 ﾄﾞﾙ ２６，５９１．４０円 

 
（注１）為替ﾚｰﾄは平成 29 年 10 月～平成 30 年 9月の平均 

（注２）米国（AWP）は従来参照していた RED BOOK の価格 

 

最初に承認された国（年月）： 

米国（２０１７年９月） 

 

予測年度   予測本剤投与患者数  予測販売金額 
 
（ピーク時） 
８年度    ６．２千人   ２５４億円 

 

 

製造販売承認日  平成３０年 ９月２１日 薬価基準収載予定日 平成３０年１１月２０日 

12



薬価算定組織における検討結果のまとめ  
算定方式 類似薬効比較方式（Ⅰ） 第一回算定組織 平成３０年１０月２９日 

最
類
似
薬
選
定
の
妥
当
性 

 新薬 最類似薬 

   成分名 アベマシクリブ パルボシクリブ 

イ．効能・効果 ホルモン受容体陽性かつＨＥＲ２陰

性の手術不能又は再発乳癌 
手術不能又は再発乳癌 

ロ．薬理作用 腫瘍細胞増殖抑制作用（サイクリン

依存性キナーゼ阻害作用） 
左に同じ 

ハ．組成及び 
化学構造 

 

ニ．投与形態 

剤形 

用法 

内用 

錠剤 

１日２回１錠 

左に同じ 

カプセル剤 

１日１回、３週間投与後休薬（～２８

日目） 

補 

正 
加 

算 

画期性加算 
（７０～１２０％）

該当しない 

有用性加算（Ⅰ） 
（３５～６０％） 

該当しない 

有用性加算（Ⅱ） 
（５～３０％） 

該当しない 

市場性加算（Ⅰ） 
（１０～２０％） 該当しない 

市場性加算（Ⅱ） 
（５％） 

該当しない 

小児加算 
（５～２０％） 

該当しない 

先駆け審査指定制度加算 
（１０～２０％） 

該当しない 

新薬創出・適応外薬

解消等促進加算 
該当する（主な理由：加算適用品等の収載から３年以内３番手以内） 

当初算定案に対する

新薬収載希望者の不

服意見の要点 
 

上記不服意見に対す

る見解 
 第二回算定組織  平成  年  月  日 
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新医薬品の薬価算定について  
 整理番号  １８－１１－内－７  

 薬 効 分 類 ４２９ その他の腫瘍用薬（内用薬） 

 成 分 名 ロルラチニブ 

 新薬収載希望者  ファイザー（株） 

 販 売 名 
 （規格単位）  

ローブレナ錠２５ｍｇ（２５ｍｇ１錠） 
ローブレナ錠１００ｍｇ（１００ｍｇ１錠） 

 効能・効果 ALKチロシンキナーゼ阻害剤に抵抗性又は不耐容のALK融合遺伝子陽性の切除不 
能な進行・再発の非小細胞肺癌 

主な用法・用量 通常、成人にはロルラチニブとして 1 日 1 回 100mg を経口投与する。なお、患者

の状態により適宜減量する。 

 
 
 
 
 
 算 
 
 
 
 定 

算定方式 類似薬効比較方式（Ⅰ） 

比 較 薬 

成分名：クリゾチニブ 
会社名：ファイザー（株） 

        販売名（規格単位）         薬価（１日薬価） 
ザーコリカプセル２５０ｍｇ     １２，３６２．４０円 

（２５０ｍｇ１カプセル）    （２４，７２４．８０円） 

規格間比 ザーコリカプセル２５０ｍｇ及び同２００ｍｇの規格間比：０．９２３４９８ 

補正加算 
有用性加算（Ⅱ）（Ａ＝５％） 
           （加算前）         （加算後） 
１００ｍｇ１錠    ２４，７２４．８０円 → ２５，９６１．００円 

外国平均 
価格調整 なし 

  算定薬価 ２５ｍｇ１錠   ７，２１６．４０円 
１００ｍｇ１錠  ２５，９６１．００円（１日薬価：２５，９６１．００円） 

外 国 価 格 新薬収載希望者による市場規模予測 
 

なし 

 
 

 
最初に承認された国：日本 

予測年度    予測本剤投与患者     予測販売金額 
 
（ピーク時） 
１０年度    １．２千人    ７５億円 

 

 製造販売承認日 平成３０年 ９月２１日 薬価基準収載予定日 平成３０年１１月２０日 
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薬価算定組織における検討結果のまとめ  
 算定方式 類似薬効比較方式（Ⅰ）  第一回算定組織 平成３０年１０月２９日 

最 

 類 

 似 

 薬 

 選 

 定 

 の 

 妥 

 当 

 性 

 新薬 最類似薬 

   成分名 ロルラチニブ クリゾチニブ 

 イ．効能・効果 

ALKチロシンキナーゼ阻害剤に抵

抗性又は不耐容のALK融合遺伝子

陽性の切除不能な進行・再発の非

小細胞肺癌 

ALK 融合遺伝子陽性の切除不能

な進行・再発の非小細胞肺癌 
ROS1 融合遺伝子陽性の切除不能

な進行・再発の非小細胞肺癌 

 ロ．薬理作用 
未分化リンパ腫キナーゼ（ALK）

阻害作用 左に同じ 

 ハ．組成及び 

   化学構造 

 
 

 ニ．投与形態 

   剤形 

   用法 

内用 
錠剤 
１日１回 

左に同じ 
カプセル剤 
１日２回 

補 
正 

加 

算 

画期性加算 
（７０～１２０％） 

該当しない 

有用性加算（Ⅰ） 
（３５～６０％） 

該当しない 

有用性加算（Ⅱ） 
（５～３０％） 

該当する（Ａ＝５％） 
［ハ．治療方法の改善（不十分例）：③-a＝1 p］ 

本剤は、既存のＡＬＫ－ＴＫＩに耐性となる変異として報告され

ているＧ１２０２Ｒ変異等を有する患者に対して奏効が認められた

ことから、治療方法の改善が示されていると考えられる。ただし、

奏効率の結果を基に、本薬の延命効果に関する評価を行うことは困

難であることから、有用性加算（Ⅱ）（Ａ＝５％）とすることが妥当

と判断した。 

 市場性加算（Ⅰ） 
（１０～２０％） 

該当しない 

 市場性加算（Ⅱ） 
（５％） 

該当しない 

 小児加算 
（５～２０％） 

該当しない 

先駆け審査指定制度加算 
（１０～２０％） 

該当しない 

新薬創出・適応外薬解
消等促進加算 

該当する（主な理由：加算適用） 

当初算定案に対する 

新薬収載希望者の不服

意見の要点 

 

 上記不服意見に対する 
 見解 

第二回算定組織  平成  年  月  日 
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新医薬品の薬価算定について  
 整理番号  １８－１１－注－１  

薬 効 分 類  １１３ 抗てんかん剤（注射薬） 

成 分 名   ロラゼパム 
新薬収載希望者 ファイザー（株） 

販 売 名  
（規格単位） 

ロラピタ静注２ｍｇ（２ｍｇ１ｍＬ１瓶） 
注）医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議の評価に基づく開発要請品目 

効能・効果 てんかん重積状態 

主な用法・用量 

通常、成人にはロラゼパムとして４ｍｇを静脈内投与する。投与速度は２ｍｇ/分
を目安として緩徐に投与すること。なお、必要に応じて４ｍｇを追加投与するが、
初回投与と追加投与の総量として８ｍｇを超えないこと。 
通常、生後３ヵ月以上の小児にはロラゼパムとして０．０５ｍｇ／ｋｇ（最大４ 
ｍｇ）を静脈内投与する。投与速度は２ｍｇ／分を目安として緩徐に投与すること。
なお、必要に応じて０．０５ｍｇ／ｋｇを追加投与するが、初回投与と追加投与の
総量として０．１ｍｇ／ｋｇを超えないこと。 

 
 
 
 算 
 
 
 
 定 

 算定方式 類似薬効比較方式（Ⅰ） 

比較薬 

成分名：フェノバルビタールナトリウム 

会社名：ノーベルファーマ（株） 

販売名（規格単位）          薬価（１日薬価） 

ノーベルバール静注用２５０ｍｇ        ２，１１９円  

（２５０ｍｇ１瓶）           （８，４７６円） 

補正加算 

小児加算（Ａ＝５％） 
（加算前）        （加算後） 

２ｍｇ１ｍＬ１瓶       ２，１１９円   →   ２，２２５円 

外国平均
価格調整 

なし 
（厚生労働省が開発を要請した新規収載品であること、外国での承認後１０年を経過したものであること及び外

国平均価格の３倍を上回ることから、外国平均価格調整の対象外。） 

  算定薬価 ２ｍｇ１ｍＬ１瓶  ２，２２５円（１日薬価：８，９００円） 

外 国 価 格 新薬収載希望者による市場規模予測 
２ｍｇ１ｍＬ１瓶  
米国（ASP） 0.760ﾄﾞﾙ   ８４円  
２ｍｇ１ｍL１管 
独国    （2.664ﾕｰﾛ ３５２円）※ 
４ｍｇ１ｍＬ１瓶 
英国     0.354ﾎﾟﾝﾄﾞ  ５３円 
  

外国平均価格      ６９円 

（参考） 
米国（AWP） 2.016ドル    ２２２円 

（注１）為替レートは平成２９年１０月～平成３０年９月の平均 

（注２）外国の価格に大きな開きがあるので、調整した外国平均 

価格を用いている（※は最低価格の２．５倍を上回るため

対象から除いた）。 

（注３）米国（AWP）は従来参照していたRED BOOKの価格 

 

最初に承認された国（年月）： 
オランダ（１９７６年１１月） 

 

予測年度   予測本剤投与患者数  予測販売金額 
   
（ピーク時） 
５年度    ３．４万人   １．４億円 
 

製造販売承認日 平成３０年９月２１日 薬価基準収載予定日 平成３０年１１月２０日 
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薬価算定組織における検討結果のまとめ 

 算定方式 類似薬効比較方式（Ⅰ）  第一回算定組織  平成３０年１０月２９日 

最
類
似
薬
選
定
の
妥
当
性 

 新薬 最類似薬 

   成分名 ロラゼパム フェノバルビタールナトリウム 

 イ．効能・効果 てんかん重積状態 新生児けいれん  
てんかん重積状態 

 ロ．薬理作用 抗痙攣作用、ベンゾジアゼピン受容体
刺激作用 

抗痙攣作用、Ｃｌ－ 透過性上昇作用 

 ハ．組成及び 
   化学構造 

 

 

ニ．投与形態 
剤形 
用法 

注射 

注射剤 

静脈内投与 

左に同じ 

左に同じ 

左に同じ 

補 

正 
加 

算 

画期性加算 

（７０～１２０％）
該当しない 

有用性加算（Ⅰ） 

（３５～６０％） 
該当しない 

有用性加算（Ⅱ） 
（５～３０％） 

該当しない 

 市場性加算（Ⅰ） 

 （１０～２０％） 該当しない 

 市場性加算（Ⅱ） 
 （５％） 

該当しない 

 小児加算 
 （５～２０％） 

該当する（Ａ＝５（％）） 

本剤は、小児に係る用法・用量が明示的に含まれていること、比較薬は小児加
算を受けていないことから、加算の要件に該当する。加算率については、国内
臨床試験における症例数が限られていること等から、５％が妥当であると判断
した。 

先駆け審査指定制度加算 
（１０～２０％） 

該当しない 

新薬創出・適応外薬解
消等促進加算 

 該当しない 

当初算定案に対する
新薬収載希望者の不
服意見の要点 

 

上記不服意見に対す
る見解 

 第二回算定組織  平成 年 月 日 
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新医薬品の薬価算定について  
 整理番号  １８－１１－注－２  

 薬 効 分 類  ４２９ その他の腫瘍用薬（注射薬） 

 成 分 名  ブリナツモマブ（遺伝子組換え） 

 新薬収載希望者 アステラス・アムジェン・バイオファーマ（株） 

 販 売 名 
 （規格単位） ビーリンサイト点滴静注用３５μｇ（３５μｇ１瓶（輸液安定化液付）） 

 効能・効果 再発又は難治性のＢ細胞性急性リンパ性白血病 

主な用法・用量 

通常、ブリナツモマブ（遺伝子組換え）として以下の投与量を２８日間持続点滴静
注した後、１４日間休薬する。これを１サイクルとし、最大５サイクル繰り返す。
その後、ブリナツモマブ（遺伝子組換え）として以下の投与量を２８日間持続点滴
静注した後、５６日間休薬する。これを１サイクルとし、最大４サイクル繰り返す。
なお、患者の状態により適宜減量する。 
・体重が４５ｋｇ以上の場合：１サイクル目の１～７日目は１日９μｇ、 

それ以降は１日２８μｇとする。 
・体重が４５ｋｇ未満の場合：１サイクル目の１～７日目は１日５μｇ/ｍ２ 

（体表面積）、それ以降は１日１５μｇ/ｍ２（体表面
積）とする。ただし、体重が４５ｋｇ以上の場合
の投与量を超えないこと。 

 
 
 
 算 
 
 
 
 定 

 算定方式 類似薬効比較方式（Ⅰ） 

比較薬 

成分名：イノツズマブ オゾガマイシン（遺伝子組換え） 

会社名：ファイザー（株） 

販売名（規格単位）          薬価（１日薬価） 

  ベスポンサ点滴静注用１ｍｇ        １，３０７，０９２円 

（１ｍｇ１瓶）             （１２６，０４１円） 

補正加算 

有用性加算（Ⅱ）（Ａ＝１０％）、小児加算（Ａ＝５％） 
（加算前）        （加算後） 

３５μｇ１瓶（輸液安定化液付） ２３６，３２７円  →  ２７１，７７６円 

外国平均
価格調整 

（調整前）        （調整後） 
３５μｇ１瓶（輸液安定化液付） ２７１，７７６円  →    ２８１，３４５円 

  算定薬価 ３５μｇ１瓶（輸液安定化液付） ２８１，３４５円（１日薬価：１５０，０５１円）

外 国 価 格 新薬収載希望者による市場規模予測 
３５μｇ１瓶 （輸液安定化液付） 
米国（ASP） 3,761.38ﾄﾞﾙ ４１３，７５２円 
英国 2,017.00ﾎﾟﾝﾄ ３００，５３３円 
独国 3,521.25ﾕｰﾛ ４６４，８０５円 
仏国 2,628.254ﾕｰﾛ ３４６，９３０円 
 外国平均価格 ３８１，５０５円 

（参考） 
米国（AWP） 4,448.92ﾄﾞﾙ ４８９，３８１円 

（注１）為替レートは平成２９年１０月～平成３０年９月の平均 

（注２）米国（AWP）は従来参照していたRED BOOKの価格 

 

最初に承認された国（年月）： 
米国（２０１４年１２月） 

 

予測年度   予測本剤投与患者数  予測販売金額 
   
（ピーク時） 
５年度    １９１人     ２３億円 
 

製造販売承認日 平成３０年９月２１日 薬価基準収載予定日 平成３０年１１月２０日 
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薬価算定組織における検討結果のまとめ 

 算定方式 類似薬効比較方式（Ⅰ）  第一回算定組織  平成３０年１０月２９日 

最
類
似
薬
選
定
の
妥
当
性 

 新薬 最類似薬 

   成分名 ブリナツモマブ（遺伝子組換え） 
イノツズマブ オゾガマイシン（遺

伝子組換え） 

 イ．効能・効果 再発又は難治性のＢ細胞性急性リン
パ性白血病 

再発又は難治性のCD22陽性の急性
リンパ性白血病 

 ロ．薬理作用 Ｔ細胞依存性細胞障害作用 
二本鎖ＤＮＡ切断作用（ＣＤ２２に
選択的に結合） 

 ハ．組成及び 
   化学構造 

遺伝子組換え一本鎖抗体であり、1－
111 番目はマウス抗ヒト CD19 モノク
ローナル抗体の L 鎖の可変領域、127
－250 番目はマウス抗ヒト CD19 モノ
クローナル抗体の H 鎖の可変領域、
256－374 番目はマウス抗ヒト CD3 モ
ノクローナル抗体の H 鎖の可変領域、
393－498 番目はマウス抗ヒト CD3 モ
ノクローナル抗体の L 鎖の可変領域
からなる（分子量：約 54,000） 

抗生物質結合ヒト化抗ＣＤ２２モ
ノクローナル抗体    

ニ．投与形態 
剤形 
用法 

注射 

注射剤 

２８日間持続点滴、１４日間休薬 

左に同じ 

左に同じ 

週１回、３回投与後休薬（２１～２

８日サイクル） 

補 
正 

加 

算 

画期性加算 

（７０～１２０％）
該当しない 

有用性加算（Ⅰ） 

（３５～６０％） 
該当しない 

有用性加算（Ⅱ） 
（５～３０％） 

該当する（Ａ＝１０（％）） 
［イ.新規作用機序（大きく異なる作用点）：①-ａ=２ｐ］ 

本剤は、腫瘍用薬として初めての二重特異性抗体であり、Ｔ細胞とＢ細胞性腫
瘍細胞を架橋することにより、Ｔ細胞が活性化し、腫瘍細胞を傷害する新規作
用機序医薬品である。本剤の臨床試験では、主要評価項目である全生存期間に
ついて、既存化学療法群に対する本薬群の優越性が検証されているものの、比
較薬とは直接の比較試験が実施されていないことを踏まえ、有用性加算（Ⅱ）
（Ａ＝１０％）とすることが妥当と判断した。 

 市場性加算（Ⅰ） 

 （１０～２０％） 該当しない 

 市場性加算（Ⅱ） 
 （５％） 

該当しない 

 小児加算 
 （５～２０％） 

該当する（Ａ＝５（％）） 

本剤は、１８歳未満の小児を対象に国内で臨床試験が実施され、小児に係る用
法・用量が含まれていること、比較薬は小児加算を受けていないことから、加
算の要件に該当する。加算率については、国内臨床試験における症例数が限ら
れていること等から、５％が妥当であると判断した。 

先駆け審査指定制度加算 
（１０～２０％） 

該当しない 

新薬創出・適応外薬解
消等促進加算 

該当する（主な理由：希少疾病用医薬品として指定） 

当初算定案に対する
新薬収載希望者の不
服意見の要点 

 

上記不服意見に対す
る見解 

 第二回算定組織  平成 年 月 日 
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新医薬品の薬価算定について  
整理番号 １８－１１－注－３  

薬 効 分 類 ４４９ その他のアレルギー用薬（注射薬） 

成 分 名  イカチバント酢酸塩 

新薬収載希望者  シャイアー・ジャパン（株） 

販 売 名  
（規格単位） フィラジル皮下注３０ｍｇシリンジ（３０ｍｇ３ｍL１筒） 

効能・効果 遺伝性血管性浮腫の急性発作 

主な用法・用量  
通常、成人にはイカチバントとして１回３０ｍｇを皮下注射する。効果が不十分な

場合又は症状が再発した場合は、６時間以上の間隔をおいて１回３０ｍｇを追加投

与することができる。ただし、２４時間あたりの投与回数は３回までとする。 

算 
 
 
 

定 

算定方式 類似薬効比較方式（Ⅰ） 

比 較 薬 

成分名：乾燥濃縮人Ｃ１－インアクチベーター 
会社名：ＣＳＬベーリング（株） 

      販売名（規格単位）            薬価（１日薬価） 
ベリナートＰ静注用５００       ９９，４８３円 

  （５００国際単位１瓶）        （２９８，４４９円） 

補正加算 
有用性加算（Ⅱ）（Ａ＝５％）、市場性加算（Ⅰ）（Ａ＝１０％） 
                （加算前）        （加算後） 

３０ｍｇ３ｍL１筒      ２９８，４４９円  →  ３４３，２１６円 

外国平均

価格調整 
（調整前）     （調整後） 

３０ｍｇ３ｍL１筒      ３４３，２１６円  →  ３０１，７０４円 

  算定薬価 ３０ｍｇ３ｍL１筒      ３０１，７０４円（１日薬価：３０１，７０４円） 

外 国 価 格 新薬収載希望者による市場規模予測 

英国 1,395.00 ﾎﾟﾝﾄﾞ ２０７，８５５円 

独国 2,134.88 ﾕｰﾛ ２８１，８０４円 

仏国 1,398.60 ﾕｰﾛ １８４，６１５円 

外国平均価格 ２２４，７５８円 

 

（参考） 

米国（AWP） 12,987.37 ﾄﾞﾙ １，４２８，６１１円 

 
（注１）為替ﾚｰﾄは平成 29 年 10 月～平成 30 年 9月の平均 

（注２）米国（AWP）は従来参照していた RED BOOK の価格 

 

最初に承認された国（年月）： 

欧州（２００８年７月） 

   

予測年度   予測本剤投与患者数  予測販売金額 
 
（ピーク時） 
１０年度    ２６９人    ９．８億円 

 

 

製造販売承認日  平成３０年 ９月２１日 薬価基準収載予定日平成３０年１１月２０日 
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薬価算定組織における検討結果のまとめ  
算定方式 類似薬効比較方式（Ⅰ） 第一回算定組織 平成３０年１０月２９日 

最
類
似
薬
選
定
の
妥
当
性 

 新薬 最類似薬 

   成分名 イカチバント酢酸塩 
乾燥濃縮人Ｃ１－インアクチベー

ター 

イ．効能・効果 遺伝性血管性浮腫の急性発作 左に同じ 

ロ．薬理作用 ブラジキニン受容体拮抗作用 
血管透過性亢進の抑制作用／活性

化補体第 1成分阻止作用 

ハ．組成及び 
   化学構造 

非献血ヒト血漿由来の糖タンパク 
分子量：１０５,０００ 

ニ．投与形態 

 剤形 

  用法 

注射 

注射剤 

発作時に投与 

左に同じ 

左に同じ 

左に同じ 

補 

正 
加 

算 

画期性加算 
（７０～１２０％）

該当しない 

有用性加算（Ⅰ） 
（３５～６０％） 

該当しない 

有用性加算（Ⅱ） 
（５～３０％） 

該当する（Ａ＝５％） 
［ハ．治療方法の改善（利便性）：③-c＝1 p］ 

本剤は、遺伝性血管浮腫に用いられる皮下投与製剤である。遺伝性血

管浮腫の発作時にはできるだけ早く治療することが必要であるところ、

本剤は従来の静脈内投与製剤と比較して早期に治療を開始することがで

き、治療上の利便性が高いと考えられることから、有用性加算（Ⅱ）（Ａ

＝５％）とすることが適当と判断した。 

市場性加算（Ⅰ） 
（１０～２０％） 

該当する（Ａ＝１０％） 

本剤は希少疾病用医薬品の指定を受けていることから加算の要件を満た

す。ただし、効能・効果が同一の医薬品が既に薬価収載されていることか

ら、限定的な評価とし、市場性加算（Ⅰ）（Ａ＝１０％）を適用すること

が適当と判断した。 

市場性加算（Ⅱ） 
（５％） 

該当しない 

小児加算 
（５～２０％） 

該当しない 

先駆け審査指定制度加算 
（１０～２０％） 

該当しない 

新薬創出・適応外薬解

消等促進加算 
該当する（主な理由：希少疾病用医薬品として指定） 

当初算定案に対する

新薬収載希望者の不

服意見の要点 
 

上記不服意見に対す

る見解 
 第二回算定組織  平成  年  月  日 
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（参考）遺伝性血管性浮腫の病態 
 
 

遺伝性血管性浮腫(HAE)について 
○ HAE は、C1 エステラーゼインヒビター（C1-INH）の欠損や機能低下により、顔面、口唇、手足、上

気道、消化管などさまざまな部位に、急性に浮腫が生じる常染色体顕性（優性）遺伝疾患である。
この浮腫をもたらす主要なメディエーターは、C1-INH の欠損／機能異常のため過剰濃度となったブラ
ジキニンである。過剰のブラジキニンがブラジキニン B2 受容体と結合し、血管拡張や血管透過性亢進
を引き起こすことで、血管性浮腫が生じると考えられている。 

 
○ HAE は指定難病であり、その有病率は 5 万人に 1 人と報告されている。本邦の患者数は約 2,500

人と推定されるが、既診断患者は 400 人強であり、多くの方は治療されていないのが現状である。 
 

○ 急性発作の症状は 2 ～ 5 日間程度で軽快するものの、慢性的に発症を繰り返し、しばしば、身動き
が取れなくなるほどの激しい腹痛、顔が変貌してしまうほどの顔面浮腫を生じることや、時には、上気道
の激しい浮腫により、呼吸困難や窒息を来し死に至る危険性もある。 

 
 
既存治療について 
○ 国内では、HAE の急性発作を適応として承認されている薬剤は乾燥濃縮人 C1-インアクチベーター製

剤のみである。World Allergy Organization から刊行された診療ガイドラインでは、HAE の急性発
作には C1-インアクチベーター製剤、エカランタイド(本邦未承認)またはイカチバントで治療することが推
奨されている。 
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（余白） 
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新医薬品の薬価算定について 
 

 整理番号  １８－１１－注－４  

 薬 効 分 類  ６３４ 血液製剤類（注射薬） 

 成 分 名  ダモクトコグ アルファ ペゴル（遺伝子組換え） 

 新薬収載希望者 バイエル薬品（株） 

 販 売 名 
 （規格単位） 

ジビイ静注用５００     （５００国際単位 1瓶（溶解液付）） 

ジビイ静注用１０００（１,０００国際単位 1 瓶（溶解液付）） 

ジビイ静注用２０００（２,０００国際単位 1 瓶（溶解液付）） 

ジビイ静注用３０００（３,０００国際単位 1 瓶（溶解液付）） 

 効能・効果 血液凝固第Ⅷ因子欠乏患者における出血傾向の抑制 

主な用法・用量 

本剤を添付の溶解液全量で溶解し、緩徐に静脈内注射する。なお、１分間に２．５

ｍＬを超える注射速度は避けること。 

通常、１２歳以上の患者には、１回体重１ｋｇ当たり１０～３０国際単位を投与す

るが、患者の状態に応じて適宜増減する。 

定期的に投与する場合、通常、１２歳以上の患者には、体重１ｋｇ当たり３０～ 

４０国際単位を週２回投与するが、患者の状態に応じて、体重１ｋｇ当たり４５～

６０国際単位を５日に１回投与、又は体重１ｋｇ当たり６０国際単位を週１回投与

することもできる。 

 
 
 
 算 
 
 
 
 定 

 算定方式 類似薬効比較方式（Ⅱ） 

比較薬 

成分名：ツロクトコグ アルファ（遺伝子組換え） 

会社名：ノボ ノルディスク ファーマ（株） 

販売名（規格単位）        薬価（１日薬価） 

ノボエイト静注用３,０００      ２０４，０１７円（７０，２４０円） 

（３,０００国際単位１瓶（溶解液付））    

規格間比 アディノベイト静注用２,０００及び同１,０００の規格間比：０．８８６０８９ 

補正加算 なし 

外国平均
価格調整 

なし 

  算定薬価 

５００国際単位１瓶（溶解液付）   ７５，３７６円 
１，０００国際単位１瓶（溶解液付）１３９，３０７円 
２，０００国際単位１瓶（溶解液付）２５７，４６２円 
３，０００国際単位１瓶（溶解液付）３６８，７６１円(１日薬価：７０，２４０円）

外 国 価 格 新薬収載希望者による市場規模予測 

（参考）米国（AWP） 

５００国際単位  1,315ﾄﾞﾙ   １４４，６５０円 

１０００国際単位 2,630ﾄﾞﾙ   ２８９，３００円 

２０００国際単位 5,260ﾄﾞﾙ   ５７８，６００円 

３０００国際単位 7,890ﾄﾞﾙ   ８６７，９００円 

（注１）為替ﾚｰﾄは平成２９年１０月～平成３０年９月の平均 

（注２）米国（AWP）は従来参照していたRED BOOKの価格 

 

最初に承認された国（年月）： 
米国（２０１８年８月） 

予測年度  予測本剤投与患者数 予測販売金額 
   
（ピーク時） 
１０年度    ２４１人     ６７億円 

製造販売承認日 平成３０年 ９月２１日 薬価基準収載予定日 平成３０年１１月２０日 
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薬価算定組織における検討結果のまとめ 

 算定方式 類似薬効比較方式（Ⅱ）  第一回算定組織  平成３０年１０月２９日 

最
類
似
薬
選
定
の
妥
当
性 

 新薬 最類似薬 

   成分名 
ダモクトコグ アルファ ペゴル

（遺伝子組換え） 

ルリオクトコグ アルファ ペゴ

ル（遺伝子組換え） 

 イ．効能・効果 
血液凝固第Ⅷ因子欠乏患者におけ
る出血傾向の抑制 

左に同じ 

 ロ．薬理作用 
止血作用／血液凝固第Ⅷ因子の補
充 

左に同じ 

 ハ．組成及び 
   化学構造 

遺伝子組換えヒト血液凝固第Ⅷ因
子類縁体の糖タンパク質（分子量：
約２３４，０００）であり、ヒト血
液凝固第Ⅷ因子の１～７５４番目
に相当するＨ鎖及び１６４９～２
３３２番目のアミノ酸に相当する
Ｌ鎖で構成され、Ｃｙｓに置換され
たＬ鎖の１５６番目のアミノ酸残
基に、ポリエチレングリコール鎖
（平均分子量：約６０，０００）が
リンカーを介して結合している。 

ルリオクトコグ アルファ（遺伝子
組換え）の２または３個のＬｙｓに
リンカーを介して２本のポリエチレ
ングリコール鎖（合計の平均分子
量：約２０，０００）が結合した修
飾 糖 タ ン パ ク 質 （ 分 子 量 ：     
約３３０，０００） 

ニ．投与形態 
剤形 
用法 

注射 

注射剤 

静脈内注射 

左に同じ 

左に同じ 

左に同じ 

補 

正 
加 

算 

画期性加算 

（７０～１２０％）
該当しない 

有用性加算（Ⅰ） 

（３５～６０％） 
該当しない 

有用性加算（Ⅱ） 
（５～３０％） 該当しない 

 市場性加算（Ⅰ） 

（１０～２０％） 
該当しない 

 市場性加算（Ⅱ） 
（５％） 該当しない 

 小児加算 
（５～２０％） 該当しない 

先駆け審査指定制度加算 
（１０～２０％） 該当しない 

新薬創出・適応外薬

解消等促進加算 
該当しない 

当初算定案に対する
新薬収載希望者の不
服意見の要点 

 

上記不服意見に対す
る見解 

 第二回算定組織  平成 年 月 日 
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新医薬品の薬価算定について  
 整理番号  １８－１１－外－１  

 薬 効 分 類 
  １３１ 眼科用剤（外用薬） 

 成 分 名  オミデネパグ イソプロピル 

 新薬収載希望者  参天製薬（株） 

 販 売 名  
 （規格単位） エイベリス点眼液０．００２％（０．００２％１ｍＬ） 

 効 能 ・ 効 果 緑内障、高眼圧症 

主な用法・用量 １回１滴、１日１回点眼する。 

 
 
 
 
 
 算 
 
 
 
 定 

 算定方式 類似薬効比較方式（Ⅰ） 

比 較 薬 

成分名：タフルプロスト 
会社名：参天製薬（株） 

     販売名（規格単位）            薬価（１日薬価） 
 

タプロス点眼液０．００１５％         ９４５．３０円 
（０．００１５％１ｍＬ）          （４７．３０円） 

補正加算  なし 

外国平均
価格調整 なし 

  算定薬価 ０．００２％１ｍＬ  ９４５．３０円 （１日薬価：４７．３０円） 

外 国 価 格 新薬収載希望者による市場規模予測 

なし 
 

 

最初に承認された国：日本 
 

予測年度  予測本剤投与患者数  予測販売金額 

  

（ピーク時） 
１０年度  １７１千人    ８９億円 

  

 製造販売承認日  平成３０年 ９月２１日 薬価基準収載予定日 平成３０年１１月２０日 

26



薬価算定組織における検討結果のまとめ  
 算定方式   類似薬効比較方式（Ⅰ）  第一回算定組織  平成３０年１０月２９日 

最
類
似
薬
選
定
の
妥
当
性 

 新薬 最類似薬 

   成分名 オミデネパグ イソプロピル タフルプロスト 

 イ．効能・効果 緑内障、高眼圧症 左に同じ 

 ロ．薬理作用 プロスタノイドＥＰ２受容体刺激
作用 

プロスタグランジン受容体刺激

作用 

 ハ．組成及び 
   化学構造 

 
 

 ニ．投与形態 
   剤形 
   用法 

外用 
点眼液 
１回１滴、１日１回点眼 

左に同じ 
左に同じ 
左に同じ 

補 

正 

加 
算 

画期性加算 

（７０～１２０％） 該当しない 

有用性加算（Ⅰ） 

（３５～６０％） 
該当しない 

有用性加算（Ⅱ） 

（５～３０％） 
該当しない 

 市場性加算（Ⅰ） 

（１０～２０％） 該当しない 

 市場性加算（Ⅱ） 

（５％） 
該当しない 

 小児加算 

（５～２０％） 
該当しない 

先駆け審査指定制度加算 
（１０～２０％） 

該当しない 

新薬創出・適応外薬解 
消等促進加算 

該当しない 

 当初算定案に対する新 
 薬収載希望者の不服意 
 見の要点 

 

 上記不服意見に対する 
 見解 

 第二回算定組織  平成  年  月  日 
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市場拡大再算定の特例品目について 

 
 

○ 平成 30 年度の薬価制度の抜本改革において、２年度目以降の予想販売額が一定額（原価計算方式で算定された品目では１００億円以上、そ

れ以外では１５０億円以上）を超える医薬品について、一定規模以上の市場拡大のあった場合、新薬収載の機会（年４回）を活用して、薬価を

見直すこととされた。 

 

○ 今般、マヴィレット配合錠について、ＮＤＢデータ（６月診療分）を活用した結果、市場拡大再算定の特例の要件に該当したことから、新

薬収載の機会を活用して薬価を見直すこととする。 

 

 

≪薬価算定組織 第１回平成 30 年 10 月 29 日、第２回平成 30 年 11 月５日≫ 

No 銘柄名 成分名 会社名 規格単位 現行薬価 改定薬価 薬効分類 再算定の理由 適用日 

1 マヴィレット配合錠 グレカプレビル

水和物／ピブレ

ンタスビル 

アッヴィ合同会

社 

1 錠 24,180.20 円 18,135.20 円 内 625 抗ウイルス

剤 

市場拡大再算定

の特例の要件に

該当（※１） 

平成 31 年 2月 1日 

（※２） 

※１ 本品は平成 29 年 11 月に薬価収載されており、収載から 10 年を経過していない。また、ＮＤＢデータに基づく検討を行ったところ、年間販売額が 1,000 億円超かつ、基準年間販売額

の 1.5 倍超という要件に該当すると判断した。 

※２ 医療機関における在庫への影響等を踏まえ、再算定薬価の適用には一定の猶予期間を設けることとする。 

 

 

成分数      品目数     

内用薬     １        １    

 計      １        １ 

 

中医協  総－２－２ 
３ ０ ． １ １ ． １ ４ 
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市場拡大再算定の特例の要件について 

 

薬価算定の基準について（平成 30年２月７日保発 0207 第１号）（抄） 

 

第３章 既収載品の薬価の改定 

第４節 再算定 

１ 市場拡大再算定 

（２）市場拡大再算定の特例 

次の全ての要件に該当する既収載品（以下「特例拡大再算定対象品」という。）

については、別表６に定める算式により算定される額に改定する。ただし、本規

定の適用前の価格の方が低い額に改定される場合は、当該額に改定する。また、

（１）に該当する既収載品については、（１）又は（２）のいずれか低い額とす

る。 

イ 薬価収載の日（効能変更等が承認された既収載品については、当該効能変更

等の承認を受けた日）から 10 年を経過した後の最初の薬価改定を受けていな

い既収載品 

ロ 次のいずれかに該当する既収載品 

（イ）年間販売額が 1,500 億円を超え、基準年間販売額の 1.3 倍以上となるもの 

（ロ）年間販売額が 1,000 億円を超え、基準年間販売額の 1.5 倍以上となるもの

（（イ）を除く。） 

 

４ 薬価改定の際以外の再算定 

効能変更等が承認された既収載品及び薬価収載時に２年度目の予想販売額が、原

価計算方式により算定された品目にあっては 100 億円以上、それ以外の品目にあっ

ては 150 億円以上であるもののうち、本節１又は３に定める要件に該当する既収載

品について、薬価改定の際に限らず、年４回、薬価を改定する。ただし、１に該当

する品目については、１（１）ハの 150 億円及び 100 億円とあるのは、いずれも 350

億円と読み替えて適用する。 

薬価改定の際の再算定（市場拡大再算定、効能変化再算定又は用法用量変化再算

定をいう。以下同じ。）又は薬価改定の際以外の再算定を連続して行う場合は、こ

れらの改定が施行される前の年間販売額に基づく再算定は、行わないこととする。

ただし、次のとおりとする。 

イ 薬価改定の際以外の再算定が施行される前に実施された薬価調査に基づき薬

価改定を行う場合は、当該再算定が施行される前の薬価を改定前薬価とする薬価

改定後の額が当該再算定後の額より低い場合は、当該薬価改定後の額に改定する。 

ロ 薬価改定（再算定が行われたものを除く。）が施行される前の年間販売額に基

づき薬価改定の際以外の再算定を行う場合は、当該薬価改定が施行される前の薬

価を再算定前薬価とする再算定後の額が当該薬価改定後の額より低い場合は、当

該再算定後の額に改定する。  

中医協 総－２－２参考 

３ ０ ． １ １ ． １ ４ 



2 

 

別表６ 

市場拡大再算定対象品等の計算方法 
 

 

１ 市場拡大再算定対象品及び市場拡大再算定類似品に係る計算方法 

 

       薬価改定前の薬価×｛（0.9）logＸ／log２  ＋α｝ 

 

ただし、原価計算方式により算定され、年間販売額の合計額が 100 億円を超

え 150 億円以下、かつ基準年間販売額の 10 倍以上となる場合 

 

       薬価改定前の薬価×｛（0.9）logＸ／log10  ＋α｝ 
 

（注）上記算式による算定値が、原価計算方式により薬価を算定した対象品及びその類似

品については薬価改定前の薬価の 75／100 に相当する額を下回る場合、原価計算方式

以外の方式により薬価を算定した対象品及びその類似品については薬価改定前の薬価

の 85／100 を下回る場合には、当該額とする。 

   第３章第７節２の新薬創出等加算の控除の対象となる品目については、薬価改定前

の薬価については、当該規定に基づく控除を行った後の額とする。以下同じ。 

 

 

２ 特例拡大再算定対象品及び特例拡大再算定類似品に係る計算方法 

（１）年間販売額の合計額が 1,000 億円を超え 1,500 億円以下、かつ基準年間販

売額の 1.5 倍以上となる場合 

 

       薬価改定前の薬価×｛（0.9）logＸ／log1.5  ＋α｝ 

 

（２）年間販売額の合計額が 1,500 億円を超え、かつ基準年間販売額の 1.3 倍以

上となる場合 

 

       薬価改定前の薬価×｛（0.9）logＸ／log1.3  ＋α｝ 
 

（注）上記算式による算定値が、（1）については薬価改定前の薬価の 75／100 に相当する

額を下回る場合、（2）については薬価改定前の薬価の 50／100 に相当する額を下回る

場合には、当該額とする。 

Ｘ（市場規模拡大率）＝

市場拡大再算定対象品又は特例拡大再算定対象品

の同一組成既収載品群の薬価改定前の薬価を基に

計算した年間販売額の合計額

当該同一組成既収載品群の基準年間販売額
 

α（補正加算率）：個別の市場拡大再算定対象品、特例拡大再算定対象品又は当該類似

品について、第３章第３節（１）①若しくは②に定めるいずれかの要件に該当する場

合又は市販後に集積された調査成績により、真の臨床的有用性が直接的に検証されて

いる場合、該当する要件ごとに有用性加算（Ⅱ）の計算方法を準用して算定される補

正加算率のうち最も大きな率。ただし、５≦Ａ≦10 とする。 



薬価本調査ありの場合 薬価本調査なしの場合

①12月診療分 ②３月診療分 ③６月診療分 ④本調査分 ⑤12月診療分 ⑥３月診療分 ⑦６月診療分 ⑧**９月診療分

12月 12月診療分 12月 12月診療分

１月 １月

２月 ２月

３月
（中旬）
データ抽出

３月診療分 ３月
（中旬）
データ抽出

３月診療分

４月 薬価算定組織 ４月 薬価算定組織

５月
中医協
薬価見直し決定

５月
中医協
薬価見直し決定

６月
（中旬）
データ抽出

６月診療分 ６月
（中旬）
データ抽出

６月診療分

７月 薬価算定組織 ７月 薬価算定組織

８月 施行
中医協
薬価見直し決定

８月 施行
中医協
薬価見直し決定

９月
（中旬）
データ抽出

薬価調査
＊

９月
（中旬）
データ抽出

９月診療分

10月 薬価算定組織 10月 薬価算定組織

11月 施行
中医協
薬価見直し決定

11月 施行
中医協
薬価見直し決定

12月 12月
（中旬）
データ抽出

１月 １月 薬価算定組織

２月
施行

２月 施行
中医協
薬価見直し決定

３月 ３月

４月 施行 ４月

５月 ５月 施行

四半期再算定のスケジュールイメージ

* 薬価調査の実施月は例示 ** 毎年改定導入後の⑧のスケジュールは今後検討

中 医 協 薬 － ３
２ ９ ． １ ２ ． ２ ０
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平成３０年１１月薬価収載予定の新薬のうち 

１４日ルールの例外的な取扱いをすることについて（案） 

 

新医薬品は、「新医薬品の処方日数制限の取扱いについて」（平成２２年１０月２７

日中医協了承）に基づき、一定の条件を満たした場合に限り、処方日数制限について

例外的な取扱いをすることとされており、以下の２品目については、その例外的な取

扱いを適用してはどうか。 

 

 

１．「トラディアンス配合錠ＡＰ、同配合錠ＢＰ」及び「メトアナ配合錠ＬＤ、同配合

錠ＨＤ」について 

別添のとおり、１４日ルールの制限を外すものの条件を満たすことから、例外的

に、「処方日数制限を設けないこと」としてはどうか。 

 

 

 

同様の効能・効果、用法・用量の既収載品の組合せと考えられる新医療用

配合剤など、有効成分にかかる効能・効果、用法・用量について、実質的に、

既収載品によって１年以上の臨床使用経験があると認められる新医薬品に

ついては、新医薬品に係る処方日数制限を設けないこととする。 

中 医 協  総 － ２ － ３ 

３ ０ ． １ １ ． １ ４ 
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（別添）

エンパグリフ
ロジン

ジャディアンス錠10mg
　同　　　　　錠25mg
（平成26年12月）

エンパグリフロ
ジン

２型糖尿病

通常、成人にはエンパグリフロジンとして
10mgを1日1回朝食前又は朝食後に経口投与
する。なお、効果不十分な場合には、経過
を十分に観察しながら25mg1日1回に増量す
ることができる。

リナグリプチ
ン

トラゼンタ錠5mg
（平成23年7月） リナグリプチン ２型糖尿病

通常、成人にはリナグリプチンとして5mg
を1日1回経口投与する。

アナグリプチ
ン

スイニー錠100mg
（平成24年9月）

アナグリプチン ２型糖尿病

通常、成人にはアナグリプチンとして1回
100mgを1日2回朝夕に経口投与する。な
お、効果不十分な場合には、経過を十分に
観察しながら1回量を200mgまで増量するこ
とができる。

メトホルミン
塩酸塩

メトグルコ錠250mg
　同　　　錠500mg
（250mg:平成22年1月、
500mg:平成24年8月）

メトホルミン塩
酸塩

２型糖尿病
ただし、下記のい
ずれかの治療で十
分な効果が得られ
ない場合に限る。
（1）食事療法・運
動療法のみ
（2）食事療法・運
動療法に加えてス
ルホニルウレア剤
を使用

通常、成人にはメトホルミン塩酸塩として
1日500mgより開始し、1日2～3回に分割し
て食直前又は食後に経口投与する。維持量
は効果を観察しながら決めるが、通常1日
750～1,500mgとする。なお、患者の状態に
より適宜増減するが、1日最高投与量は
2,250mgまでとする。
通常、10歳以上の小児にはメトホルミン塩
酸塩として1日500mgより開始し、1日2～3
回に分割して食直前又は食後に経口投与す
る。維持量は効果を観察しながら決める
が、通常1日500～1,500mgとする。なお、
患者の状態により適宜増減するが、1日最
高投与量は2,000mgまでとする。

※いずれも効能・効果に「２型糖尿病」を含み、「アナグリプチン及びメトホルミン塩酸塩」の併用療法は、１年以上の臨床使用経験があると認められる。

2 内服
メトアナ配合錠LD
  同　  配合錠HD
（(株)三和化学研究所）

２型糖尿病
ただし、ア
ナグリプチ
ン及びメト
ホルミン塩
酸塩の併用
による治療
が適切と判
断される場
合に限る。

通常、成人には1回1錠
（アナグリプチン/メト
ホルミン塩酸塩として
100mg/250mg又は
100mg/500mg）を1日2回
朝夕に経口投与する。

用法・用量
単剤の販売名
（承認時期）

単剤の有効成分
（一般名）

単剤の
主な効能･効果

単剤の主な用法･用量
番
号

投与
経路

配合剤の販売名
（処方日数制限）

配合成分
（一般名）

主な効能･効
果

※いずれも効能・効果に「２型糖尿病」を含み、「エンパグリフロジン及びリナグリプチン」の併用療法は、１年以上の臨床使用経験があると認められる。

平成３０年１１月薬価収載予定の新薬のうち１４日ルールの制限を外すもの（案）

1 内服

トラディアンス配合錠AP
　同　　 　　 配合錠BP
（日本ベーリンガーインゲル
ハイム(株)）

２型糖尿病
ただし、エ
ンパグリフ
ロジン及び
リナグリプ
チンの併用
による治療
が適切と判
断される場
合に限る。

通常、成人には1日1回1
錠（エンパグリフロジン
/リナグリプチンとして
10mg/5mg又は25mg/5mg）
を朝食前又は朝食後に経
口投与する。

番
号

投与
経路

配合剤の販売名
（処方日数制限）

配合成分
（一般名）

主な効能･効
果

用法・用量
単剤又は配合剤の販売名

（承認時期）

単剤又は配合剤
の有効成分
（一般名）

単剤又は配合剤の
主な効能･効果

単剤又は配合剤の
主な用法･用量

2



参考 

新医薬品の処方日数制限の取扱いについて 

平成２２年１０月２７日 

中 医 協 了 承 

 

○ 新医薬品については、薬価基準収載の翌月の初日から１年間は、 

原則、１回１４日分を限度として投与することとされているところである。 

しかしながら、当該処方日数制限を行うことが不合理と考えられる下記

のような場合は例外的な取扱いとする。 

 

①  同様の効能・効果、用法・用量の既収載品の組合せと考えられる新

医療用配合剤など、有効成分にかかる効能・効果、用法・用量につ

いて、実質的に、既収載品によって１年以上の臨床使用経験がある

と認められる新医薬品については、新医薬品に係る処方日数制限を

設けないこととする。 

 

② 疾患の特性や、含有量が１４日分を超える製剤のみが存在している

といった製剤上の特性から、１回の投薬期間が１４日を超えることに合

理性があり、かつ、投与初期から１４日を超える投薬における安全性

が確認されている新医薬品については、薬価基準収載の翌月から１

年間は、処方日数制限を、製剤の用法・用量から得られる最少日数に

応じた日数とする。 

 

○ 例外的な取扱いとする新医薬品は、個別に中医協の確認を得ること

とする。 

 

3
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2

診断群分類番号
（告示）

番号
仮想投与回数
（日数）（B)

標準的費用
（A×B）

130030xx99x6xx 3859 3.00回 1,512,954円 1,249,102円

130030xx97x6xx 3871 7.00回 3,530,226円 2,833,812円

03001xxx97x3xx 1879 20.00回 468,699円 443,100円

03001xxx0103xx 1888 25.00回 592,177円 489,608円

03001xxx0113xx 1893 30.00回 714,171円 551,906円

070040xx99x2xx 3025 10.00回 230,642円 137,728円

03001xxx99x3xx 1871 10.00回 755,860円 256,918円

03001xxx99x4xx 1872 5.00回 377,930円 190,636円

03001xxx97x3xx 1879 20.00回 1,504,305円 443,100円

03001xxx97x4xx 1880 10.00回 755,860円 352,991円

03001xxx0103xx 1888 25.00回 1,886,684円 489,608円

03001xxx0104xx 1889 10.00回 755,860円 299,948円

03001xxx0113xx 1893 30.00回 2,267,580円 551,906円

03001xxx0114xx 1894 20.00回 1,511,720円 521,913円

070030xx9901xx 3017 5.00回 377,930円 252,437円

070030xx97x1xx 3020 13.00回 978,169円 584,198円

070030xx01x1xx 3022 15.00回 1,133,790円 543,939円

070040xx99x2xx 3025 10.00回 748,445円 137,728円

070040xx99x4xx 3026 5.00回 377,930円 231,792円

070040xx97x2xx 3030 14.00回 1,052,272円 347,180円

070040xx97x4xx 3031 10.00回 755,860円 403,110円

070040xx03x2xx 3033 15.00回 1,133,790円 413,464円

070040xx03x4xx 3034 15.00回 1,133,790円 676,172円

03001x 頭頸部悪性腫瘍

070040 骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。）

通常、成人には、モガムリズマ
ブ（遺伝子組換え）として、1回
量1mg/kgを1週間間隔で5回点滴
静注し、その後は2週間間隔で点
滴静注する。

504,318円/回

130030 非ホジキンリンパ腫

36,310円100mg1瓶テモゾロミド
再発又は難治性の
ユーイング肉腫

イリノテカンとの併用におい
て、通常、テモゾロミドとして
１回100mg/m2を１日１回連日５
日間投与し、16 日間以上休薬す
る。これを１クールとし、投与
を反復する。なお、患者の状態
により適宜減量する。

20,839.7円/回
このほかに併用薬の費

用がかかる。

イリノテカンとの併用におい
て、通常、 テモゾロミドとして
１回 100mg/m2を１日１回連日５
日間、 経口投与し、 16日間以
上休薬する。これを１クールと
し、投与を反復する。なお、患
者の状態により適宜減量する。

区分

ポテリジオ点滴静注20mg一変
再発又は難治性の皮
膚T細胞性リンパ腫

168,106円20mg5mL1瓶
モガムリズマ
ブ（遺伝子組
換え）

テモダール点滴静注用
100mg

公知

再発又は難治性の
ユーイング肉腫

 2,610.1円
13,009.4円

 20mg1カプセル
100mg1カプセルテモゾロミド

テモダールカプセル20mg
テモダールカプセル
100mg

公知

ＤＰＣにおける高額な新規の医薬品等への対応について

銘　柄　名 成分名 規格単位 薬 価 効能効果 用 法 用 量
１回投与当たりの

標準的な費用
（A)

出来高算定対象
平均在院日数を加味した
１入院当たり標準的費用 包括範囲薬剤

の
84%tile値

　新規に薬価収載された医薬品等については、DPC/PDPSにおける診療報酬点数表に反映されないことから、一定の基準に該当する医薬品等を使用した患者について
は、包括評価の対象外とし、次期診療報酬改定までの間、出来高算定することとしている。
　包括評価の対象外とするか否かは個別DPC（診断群分類）毎に判定し、また、前年度に使用実績のない医薬品等は、当該医薬品等の標準的な使用における薬剤費（併
用する医薬品含む）の見込み額が、使用していない症例の薬剤費の84%tileを包括評価の対象外とすることとしている。

　平成30年８月21日及び９月21日に新たに効能又は効果及び用法又は用量が追加された医薬品、平成30年７月27日及び８月３日に公知申請が受理された医薬品並びに
平成30年11月20日に薬価収載を予定している医薬品等のうち以下に掲げるものは上記基準に該当するため、次期診療報酬改定までの間、出来高算定することとしては
どうか。

03001x 頭頸部悪性腫瘍

070030 脊椎・脊髄腫瘍

070040 骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。）

72,620円/回
このほかに併用薬の費

用がかかる。

中医協 総－３

３０．１１．１４

　　　　　　　　　　　　　新薬・・・薬価収載予定の医薬品。()内は資料番号に対応     一変・・・効能効果・用法用量の一部変更     公知・・・事前評価済公知申請 1         



診断群分類番号
（告示）

番号
仮想投与回数
（日数）（B)

標準的費用
（A×B）

090010xx99x2xx 3267 66.00回 563,449円 50,925円

090010xx99x30x 3268 16.00回 136,594円 135,268円

090010xx99x31x 3269 40.00回 341,484円 152,025円

130010xx99x2xx 3832 13.00回 3,657,485円 382,287円

130010xx97x2xx 3838 32.00回 9,003,040円 1,132,160円

3

新薬
（7）

再発又は難治性のB
細胞性急性リンパ性
白血病

通常、ブリナツモマブ（遺伝子
組換え）として以下の投与量を
28日間持続点滴静注した後、14
日間休薬する。これを1サイクル
とし、最大5サイクル繰り返す。
その後、ブリナツモマブ（遺伝
子組換え）として以下の投与量
を28日間持続点滴静注した後、
56日間休薬する。これを1サイク
ルとし、最大4サイクル繰り返
す。なお、患者の状態により適
宜減量する。
○ 体重が45kg以上の場合：1サ
イクル目の1～7日目は1日9μg、
それ以降は1日28μgとする。
○ 体重が45kg未満の場合：1サ
イクル目の1～7日目は1日5μ
g/m2（体表面積）、それ以降は1
日15μg/m2（体表面積）とす
る。ただし、体重が45kg以上の
場合の投与量を超えないこと。

281,345円/回

ALKチロシンキナー
ゼ阻害剤に抵抗性又
は不耐容のALK 融合
遺伝子陽性の切除不
能な進行・再発の非
小細胞肺癌

通常、成人にはロルラチニブと
して1日1回100mgを経口投与す
る。なお、患者の状態により適
宜減量する。

25,961.0円/回

040040 肺の悪性腫瘍

本剤は類似薬効比較方式(Ⅰ)により薬価が算定され、類似薬が「クリゾチニブ」で
あったことから、040040 肺の悪性腫瘍 の「クリゾチニブ」による分岐に反映させ
る。

　平成30年11月20日に薬価収載を予定している医薬品のうち、類似薬効比較方式により薬価が設定され、かつ、当該類似薬に特化した診断群分類が既に設定されてい
る以下に掲げるものは、当該診断群分類に反映させることとしてはどうか。

新薬
（10）

フィラジル皮下注30mgシ
リンジ

イカチバント
酢酸塩

30mg3mL1筒 301,704円
遺伝性血管性浮腫の
急性発作

通常、成人にはイカチバントと
して1回30mgを皮下注射する。効
果が不十分な場合又は症状が再
発した場合は、6時間以上の間隔
をおいて1回30mgを追加投与する
ことができる。ただし、24時間
あたりの投与回数は3回までとす
る。

301,704円/回

130150 原発性免疫不全症候群

本剤は類似薬効比較方式(Ⅰ)により薬価が算定され、類似薬が「乾燥濃縮人C1-インア
クチベーター」であったことから、130150 原発性免疫不全症候群 の「乾燥濃縮人C1-
インアクチベーター」による分岐に反映させる。

包括範囲薬剤
の

84%tile値
成分名 規格単位 薬 価 効能効果 用 法 用 量

１回投与当たりの
標準的な費用

（A)

出来高算定対象

区分 銘　柄　名

ローブレナ錠25mg
ローブレナ錠100mg

ロルラチニブ
 25mg1錠
100mg1錠

 7,216.4円
25,961.0円

再発又は難治性の
FLT3 遺伝子変異陽
性の急性骨髄性白血
病

通常、成人にはギルテリチニブ
として120mgを1 日1回経口投与
する。なお、患者の状態により
適宜増減するが、1 日1 回200mg
を超えないこと。

58,227.3円/回

130010 急性白血病

本剤は類似薬効比較方式(Ⅰ)により薬価が算定され、類似薬が「クロファラビン」で
あったことから、130010 急性白血病 の「クロファラビン」による分岐に反映させ
る。

新薬
（5）

ゾスパタ錠40mg
ギルテリチニ
ブフマル酸塩

40mg1錠 19,409.1円

銘　柄　名 成分名 規格単位 薬 価区分 効能効果 用 法 用 量
１回投与当たりの

標準的な費用
（A)

反映させる診断群分類

新薬
（9）

ブリナツモマ
ブ（遺伝子組
換え）

090010 乳房の悪性腫瘍

平均在院日数を加味した
１入院当たり標準的費用

 50mg1錠
100mg1錠
150mg1錠

3,258.7円
5,949.2円
8,460.1円

ホルモン受容体陽性
かつHER2陰性の手術
不能又は再発乳癌

内分泌療法剤との併用におい
て、通常、成人にはアベマシク
リブとして1回150mgを1日2回経
口投与する。なお、患者の状態
により適宜減量する。

新薬
（6）

ベージニオ錠50mg
ベージニオ錠100mg
ベージニオ錠150mg

アベマシクリ
ブ

8,460.1円/回
このほかに併用薬の費

用がかかる。

130010 急性白血病

ビーリンサイト点滴静注
用35μg

35μg1瓶（輸液安
定化液付）

281,345円

　　　　　　　　　　　　　新薬・・・薬価収載予定の医薬品。()内は資料番号に対応     一変・・・効能効果・用法用量の一部変更     公知・・・事前評価済公知申請 2         
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※（参考）現行のいわゆる「高額薬剤判定」の運用方法について 

○ 新たに保険収載・効能追加となった高額薬剤については、医療の技術革新の導入

が阻害されないよう、一定の基準に該当する薬剤を使用した患者については、当

該薬剤の十分な使用実績データが収集されDPC包括評価が可能となるまでの期間、

包括評価の対象外としている（以下、当該対応を「高額薬剤判定」という。）。 

 

○ 「高額薬剤判定」は、包括評価の対象外となる薬剤および当該薬剤が使用される

診断群分類を告示するいわゆる「高額薬剤告示」への追加および診断群分類の定

義（傷病名・手術・処置等）を定める「定義告示」への追加の２つの作業からな

り、新薬の薬価収載に合わせ、年４回実施している（なお、緊急に薬価収載され

た新薬については、必要に応じて追加的な判定作業を実施する）。 

 

○ 高額薬剤判定の具体的な作業は次の通り。 

 

 

 

【高額薬剤告示への追加】 

○ 新たに保険適用される以下の医薬品について、その効能・効果から当該医

薬品を使用する可能性のある 診断群分類（14 桁コード）を抽出する。  

① 新薬  

② 効能効果・用法用量の一部変更（薬事・食品衛生審議会で審査・報告

されたもの）  

③ 事前評価済公知申請  

 

○ 各診断群分類について、該当医薬品を入院初日から退院まで添付文書に記

載された用法・用量に従って投与した場合の投与回数（仮想投与回数）か

ら、当該医薬品の１入院あたり薬剤費を算出する。  

 

○ 当該１入院あたりの薬剤費が、各診断群分類で使用されている１入院あた

り薬剤費の 84%tile 値を超えている場合、当該医薬品を高額薬剤として指

定する。 

 

【定義告示への追加】 

○ 類似薬効比較方式で算定された新薬であり、当該算定の際の比較薬が該当

する診断群分類の定義テーブルにおいて分岐として定義されている場合

は、当該新薬を定義テーブルに追加する。 

中医協 総－３（一部抜粋） 

２ ５ ． １ ２ ． ２ ５ 

中 医 協  総 － ３ 参 考 

３ ０ ． 1 1 ． 1 4 



1 
 

保険医が投薬することができる注射薬 

（処方せんを交付することができる注射薬） 

及び 

在宅自己注射指導管理料の対象薬剤の追加について（案） 
 

 

○ 在宅自己注射の対象薬剤に係る運用基準（平成30年５月23日中医協総会において承

認）及び学会からの要望書等を踏まえ、遺伝性血管性浮腫（HAE）治療用選択的ブラジ

キニンＢ２受容体ブロッカーである「イカチバント製剤」については、発作時に緊急投

与が必要である注射剤であるため、在宅自己注射指導管理料の対象薬剤に追加してはど

うか。 

 

１．イカチバント製剤 

 

【販売名】 

フィラジル皮下注30mgシリンジ 

 

【効能・効果】 

遺伝性血管性浮腫の急性発作 

 

【用法】 

通常、成人にはイカチバントとして１回30mgを皮下注射する。効果が不十分な場

合又は症状が再発した場合は、６時間以上の間隔をおいて１回30mgを追加投与する

ことができる。ただし、24時間あたりの投与回数は３回までとする。 

 

【薬理作用】 

選択的ブラジキニンＢ２受容体ブロッカー 

 

【主な副作用】 

注射部位反応  等 

 

【承認状況】 

平成30年９月薬事承認 

 

 

 

 

 

 

 

中 医 協  総 － ４ 

３ ０ ． １ １ ． １ ４ 
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（参考）在宅自己注射に関連する告示及び通知等（抜粋） 
 

◎ 保険医療機関及び保険医療養担当規則（昭和 32 年厚生省令第 15 号）（抄） 
第二十条  医師である保険医の診療の具体的方針は、前十二条の規定によるほか、次に掲げるところ
によるものとする。 
一 （略） 
二 投薬 
イ～へ （略） 
ト 注射薬は、患者に療養上必要な事項について適切な注意及び指導を行い、厚生労働大臣の定め
る注射薬に限り投与することができることとし、その投与量は、症状の経過に応じたものでなけ
ればならず、厚生労働大臣が定めるものについては当該厚生労働大臣が定めるものごとに一回十
四日分、三十日分又は九十日分を限度とする。 

三～七 （略） 
 

◎ 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準（昭和
58 年厚生省告示第 14 号）（抄） 
第二十条 医師である保険医の診療の具体的方針は、第十二条から前条までの規定によるほか、次に掲
げるところによるものとする。 

一・二 （略） 
三 投薬 
イ～へ （略） 
ト 注射薬は、患者に療養上必要な事項について適切な注意及び指導を行い、別に厚生労働大臣の定
める注射薬に限り投与することができることとし、その投与量は、症状の経過に応じたものでなけ
ればならず、別に厚生労働大臣が定めるものについては当該別に厚生労働大臣が定めるものごとに
一回十四日分、三十日分又は九十日分を限度とする。 

四～八 （略） 
 

◎ 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等（平成 18 年厚生労
働省告示第 107 号）（抄） 
第十 厚生労働大臣が定める注射薬等 

 一 療担規則第二十条第二号ト及び療担基準第二十条第三号トの厚生労働大臣が定める保険医が
投与することができる注射薬 

  インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤、乾燥濃縮人血液

凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子

製剤、乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤、活性化プロトロンビン複

合体、乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン

製剤、ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、顆粒球コロニー形成刺激因子製

剤、自己連続携行式腹膜灌流用灌流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、インターフェロンアルファ製剤、

インターフェロンベータ製剤、ブプレノルフィン製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴン製剤、グルカゴン様

ペプチド－１受容体アゴニスト、ヒトソマトメジンＣ製剤、人工腎臓用透析液（在宅血液透析を行って

いる患者（以下「在宅血液透析患者」という。）に対して使用する場合に限る。）、血液凝固阻止剤（在

宅血液透析患者に対して使用する場合に限る。）、生理食塩水（在宅血液透析患者に対して使用する場

合及び本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。）、プロスタグ

ランジンI２製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、エタネルセプト製剤、注射用水（本号に掲げる注射薬を投与す

るに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。）、ペグビソマント製剤、スマトリプタン製剤、フ

ェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン製剤、ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デ

キサメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム

製剤、プロトンポンプ阻害剤、Ｈ２遮断剤、カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム製剤、トラネキサム

酸製剤、フルルビプロフェンアキセチル製剤、メトクロプラミド製剤、プロクロルペラジン製剤、ブチ

ルスコポラミン臭化物製剤、グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・Ｌ－システイン塩酸塩配

合剤、アダリムマブ製剤、エリスロポエチン（在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者のうち

腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合に限る。）、ダルベポエチン（在宅血液透析又は在宅腹

膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合に限る。）、テリパラチ

ド製剤、アドレナリン製剤、ヘパリンカルシウム製剤、オキシコドン塩酸塩製剤、アポモルヒネ塩酸塩
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製剤、セルトリズマブペゴル製剤、トシリズマブ製剤、メトレレプチン製剤、アバタセプト製剤、ｐＨ

４処理酸性人免疫グロブリン（皮下注射）製剤、電解質製剤、注射用抗菌薬、エダラボン製剤（筋萎縮

性側索硬化症患者に対して使用する場合に限る。）、アスホターゼ アルファ製剤、グラチラマー酢酸

塩製剤、脂肪乳剤、セクキヌマブ製剤、エボロクマブ製剤、ブロダルマブ製剤、アリロクマブ製剤、ベ

リムマブ製剤、イキセキズマブ製剤、ゴリムマブ製剤及びエミシズマブ製剤 

 二 （略） 

 

◎ 特掲診療料の施設基準等（平成20年厚生労働省告示第63号）（抄） 

第四 在宅医療 

六 在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入

器用注射針加算に規定する注射薬 

別表第九に掲げる注射薬 

 

別表第九 在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及

び注入器用注射針加算に規定する注射薬 

インスリン製剤 

性腺刺激ホルモン製剤 

ヒト成長ホルモン剤 

遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤 

遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤 

遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤 

乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子製剤 

乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤 

乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤 

顆粒球コロニー形成刺激因子製剤 

性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤 

ソマトスタチンアナログ 

ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体 

グルカゴン製剤 

グルカゴン様ペプチド－１受容体アゴニスト 

ヒトソマトメジンＣ製剤 

インターフェロンアルファ製剤 

インターフェロンベータ製剤 

エタネルセプト製剤 

ペグビソマント製剤 

スマトリプタン製剤 

グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・Ｌ－システイン塩酸塩配合剤 

アダリムマブ製剤 

テリパラチド製剤 

アドレナリン製剤 

ヘパリンカルシウム製剤 

アポモルヒネ塩酸塩製剤 

セルトリズマブペゴル製剤 

トシリズマブ製剤 

メトレレプチン製剤 

アバタセプト製剤 

ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン（皮下注射）製剤 

アスホターゼ アルファ製剤 



4 
 

グラチラマー酢酸塩製剤 

セクキヌマブ製剤 

エボロクマブ製剤 

アリロクマブ製剤 
ベリムマブ製剤 

イキセキズマブ製剤 

ゴリムマブ製剤 

エミシズマブ製剤 

 
◎ 在宅自己注射を実施するに当たっての留意事項（保医発第0427002号 平成17年４月27日） 

 

患者に対する注射は、医師等の有資格者が実施することが原則であるが、在宅自己注射を実施する

に当たっては、以下の点に留意すること。 

 

（１）在宅自己注射に係る指導管理は、当該在宅自己注射指導管理料の算定の対象である注射薬の適

応となる疾患の患者に対する診療を日常の診療において行っており、十分な経験を有する医師

が行うこと。 

（２） 在宅自己注射の導入前には、入院又は週２回若しくは３回以上の外来、往診若しくは訪問診

療により、医師による十分な教育期間を取り、十分な指導を行うこと。 

（３）かかりつけ医師と異なる医師が在宅自己注射に係る指導管理を行う場合には、緊急時の対応等

について当該かかりつけ医師とも十分な連携を図ること。 

（４）在宅自己注射の実施に伴う廃棄物の適切な処理方法等についても、併せて指導を行うこと。 
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在宅自己注射指導管理料の対象薬剤に係る運用基準 

 

平成 28 年８月 24 日 

中央社会保険医療協議会 総会 

承 認 

平成 30 年５月 23 日 

改 正 案 承 認 

 

１ 対象薬剤 

（１）対象薬剤の要件 

補充療法等の頻回投与又は発作時に緊急投与が必要で、かつ、剤形が注

射によるものでなければならないもので、以下のいずれも満たすもの。 

（ア）関連学会等のガイドライン等において、在宅自己注射を行うこと

についての診療上の必要性が確認されているもの。 

（イ）医薬品医療機器法上の用法・用量として、維持期における投与間

隔が概ね４週間以内のもの。 

（ウ）上記を踏まえ、在宅自己注射指導管理料対象薬剤への追加の要望

があるもの。 

なお、学会からの要望書については、下記①～④までの事項が記

載されているものであること。 

① 自己注射の安全性の確認 

② 自己注射の対象となる患者の要件 

③ 使用にあたっての具体的な留意点（廃棄物の適切な処理方法を

含む使用法の指導、病状の確認頻度、予想される副作用への対応

等） 

④ 頻回投与や長期間の治療が必要になる理由 

（エ）発作時に緊急投与が必要な薬剤及び補充療法に使用する薬剤以外

の薬剤については、上記（ア）～（ウ）に加え、要望書を提出した

学会以外の学会の意見を確認する等、診療上の必要性について十分

な確認がなされていること。 

 

（２）バイオ後続品の追加 

先行バイオ医薬品が在宅自己注射指導管理料の対象となっているバイオ

後続品については、当分の間、個別品目毎に中医協において審議する。 

 

 

中医協 総－４参考１ 

３ ０ ． １ １ ． １ ４ 
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（３）既存の対象薬剤の再評価 

既に対象となった薬剤については、その使用状況等を踏まえ、定期的に

見直すこととし、中医協において審議する。 

 

２ 対象への追加時期 

（１）新医薬品のうち、14 日未満の間隔で注射を行う医薬品については、１

の内容を満たす場合は、原則、薬価収載の時期に合わせ対象薬剤に追加

することを検討する。 

（２）新医薬品のうち、14 日以上の間隔をあけて注射を行う医薬品について

は、原則、投与期間が 14 日間と制限されていることを踏まえ（※）、事

実上、14 日以内毎に医療機関を受診することとなるため、14 日を超える

投薬が可能になった後に、在宅自己注射指導管理料の対象薬剤に追加す

ることを検討する。 

※ 新医薬品については、原則、薬価への収載の日の属する月の翌月の初日か

ら起算して１年が経過するまでの間、投薬期間が14日に制限される 

  

３ その他 

（１）保険医が投薬することができる注射薬の対象薬剤への追加に当たって

も、本運用基準を準用する。 

（２）本運用基準は、平成 30 年５月 23 日より適用する。 
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未定稿 

 

 

 

 

最適使用推進ガイドライン（案） 

デュルバルマブ（遺伝子組換え） 

（販売名：イミフィンジ点滴静注 120 mg、イミフィンジ点滴静注 500 mg） 

～非小細胞肺癌～ 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30年８月（平成○年○月改訂） 

厚生労働省 

Administrator
スタンプ
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1． はじめに 

医薬品の有効性・安全性の確保のためには、添付文書等に基づいた適正な使用が求め

られる。さらに、近年の科学技術の進歩により、抗体医薬品などの革新的な新規作用機

序医薬品が承認される中で、これらの医薬品を真に必要な患者に提供することが喫緊の

課題となっており、経済財政運営と改革の基本方針 2016（平成 28 年６月２日閣議決定）

においても、革新的医薬品等の使用の最適化推進を図ることとされている。 

新規作用機序医薬品は、薬理作用や安全性プロファイルが既存の医薬品と明らかに

異なることがある。このため、有効性及び安全性に関する情報が十分蓄積するまでの間、

当該医薬品の恩恵を強く受けることが期待される患者に対して使用するとともに、副作

用が発現した際に必要な対応をとることが可能な一定の要件を満たす医療機関で使用

することが重要である。 

したがって、本ガイドラインでは、開発段階やこれまでに得られている医学薬学的・

科学的見地に基づき、以下の医薬品の最適な使用を推進する観点から必要な要件、考え

方及び留意事項を示す。 

なお、本ガイドラインは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構、公益社団法人日本

臨床腫瘍学会、一般社団法人日本臨床内科医会、特定非営利活動法人日本肺癌学会及び

一般社団法人日本呼吸器学会の協力のもと作成した。 

 

対象となる医薬品：イミフィンジ点滴静注 120 mg、イミフィンジ点滴静注 500 mg（一

般名：デュルバルマブ（遺伝子組換え）） 

対象となる効能又は効果： 切除不能な局所進行の非小細胞肺癌における根治的化学放射線療

法後の維持療法 

対象となる用法及び用量： 通常、成人にはデュルバルマブ（遺伝子組換え）として、1回 10 mg/kg

（体重）を 2 週間間隔で 60 分間以上かけて点滴静注する。ただし、

投与期間は 12 カ月間までとする。 

製 造 販 売 業 者：アストラゼネカ株式会社 
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2．本剤の特徴、作用機序 

イミフィンジ点滴静注 120 mg 及び同点滴静注 500 mg（一般名：デュルバルマブ（遺

伝子組換え）、以下「本剤」）は、ヒト programmed cell death ligand 1（PD-L1）に対する

免疫グロブリン G1κ（IgG1κ）サブクラスのヒト型モノクローナル抗体である。 

CD274（PD-L1）は、生体内において抗原提示細胞等に発現しており、活性化したリ

ンパ球（T 細胞、B 細胞及びナチュラルキラーT 細胞）等に発現する CD279（PD-1）及

び CD80（B7-1）と結合し、免疫応答を負に制御すると考えられている（Annu Rev Immunol 

2008; 26: 677-704、Blood 2010; 116: 1291-8）。また、PD-L1 は、種々の腫瘍細胞にも発現

していること（Nat Med 2002; 8: 793-800、J Immunol 2003; 170: 1257-66）が報告されてお

り、PD-L1 と PD-1 を介した経路は、腫瘍細胞が抗原特異的な T 細胞からの攻撃等を回

避する機序の一つとして考えられている。 

本剤は、PD-L1 の細胞外領域に結合し、PD-L1 と PD-1 の結合を阻害すること等によ

り、がん抗原特異的な T 細胞の細胞傷害活性を増強し、腫瘍の増殖を抑制すると考えら

れている。 

 

本剤の作用機序に基づく過度の免疫反応による副作用等があらわれ、重篤又は死亡に

至る可能性がある。本剤の投与中及び投与後には、患者の観察を十分に行い、異常が認

められた場合には、発現した事象に応じた専門的な知識と経験を持つ医師と連携して適

切な鑑別診断を行い、過度の免疫反応による副作用が疑われる場合には、副腎皮質ホル

モン剤の投与等の適切な処置を行う必要がある。 
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3．臨床成績 

切除不能な局所進行の非小細胞肺癌における根治的化学放射線療法後の維持療法の

承認時に評価を行った主な臨床試験の成績を示す。 

 

【有効性】 

国際共同第Ⅲ相試験（PACIFIC 試験） 

少なくとも 2 サイクルの白金製剤を用いた根治的化学放射線療法後に疾患進行が認

められなかった切除不能な局所進行の非小細胞肺癌患者（WHO Performance Status 0 又

は 1）713 例（本剤群 476 例、プラセボ群 237 例）（日本人 112 例［本剤群 72 例、プラ

セボ群 40 例］を含む）を対象に、化学放射線療法終了後 42 日以内に本剤 10 mg/kg ま

たはプラセボの投与を開始し、2 週間間隔で点滴静注したときの有効性及び安全性を検

討した。主要評価項目である中央判定による無増悪生存期間（中央値［95%信頼区間］）

の結果は、本剤群で 16.8（13.0～18.1）カ月、プラセボ群で 5.6（4.6～7.8）カ月であり、

本剤はプラセボに対し統計学的に有意な延長を示した（ハザード比 0.52［0.42～0.65］、

p<0.0001［層別 log-rank 検定］、2017 年 2 月 13 日データカットオフ）。 

 

図 1 中央判定による PFS の中間解析時の Kaplan-Meier 曲線 

 

また、もう一つの主要評価項目である全生存期間（以下、「OS」）（中央値［95%信頼

区間］）の 1 回目の中間解析（299 件のイベント）の結果は、本剤群で NE*（34.7～NE）

カ月、プラセボ群で 28.7（22.9～NE）カ月であり、本剤はプラセボに対し統計学的に有

意な延長を示した（ハザード比 0.68［0.53～0.87］、p=0.00251［層別 log-rank 検定、有意

水準（両側）0.00274］、2018 年 3 月 22 日データカットオフ）。 

*：推定不能（以下、同様） 
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図 2 OS の中間解析時の Kaplan-Meier 曲線 

 

日本人患者集団 112 例（本剤群 72 例、プラセボ群 40 例）の PFS（中央値［95%信頼

区間］）は本剤群で NE［10.9～NE］カ月、プラセボ群で 7.2［2.0～18.6］カ月（ハザー

ド比 0.49［95%信頼区間：0.26～0.89］、2017 年 2 月 13 日データカットオフ）、OS（中

央値［95%信頼区間］）は、本剤群で NE［NE～NE］カ月、プラセボ群で NE［NE～NE］

カ月であった（ハザード比 0.96［95%信頼区間：0.48～1.92］、2018 年 3 月 22 日データ

カットオフ）。 

  

図3 日本人患者集団におけるPFS及びOSの中間解析時のKaplan-Meier曲線 

（左図：PFS、右図：OS） 
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（PD-L1 発現状況別の有効性及び安全性） 

国際共同第Ⅲ相試験（PACIFIC 試験）に組み入れられた患者のうち、腫瘍組織におい

て PD-L1 を発現した腫瘍細胞が占める割合（以下、「PD-L1 発現率」）に関する情報が得

られた一部の患者のデータに基づき、PD-L1 発現率別に探索的に解析を行った有効性及

び安全性の結果は以下のとおりであった。 

有効性に関して、PFS 及び OS のいずれにおいても PD-L1 発現率が低いほどプラセボ

群に対する本剤群のハザード比が大きくなる傾向が認められた（図 4）。PD-L1 発現率

が 1%未満及び PD-L1 発現率が 1%以上の患者集団における OS の Kaplan-Meier 曲線は

図 5 のとおりであった。 

なお、PD-L1 の発現率によらず、本剤の安全性プロファイルは同様であった。 

 

 

図 4 PACIFIC 試験における PD-L1 発現状況別での PFS 及び OS のフォレストプロット 

（左図：PFS、右図：OS） 

 

 

 

図 5 PACIFIC 試験における PD-L1 発現状況別での OS の Kaplan-Meier 曲線 

（左図：PD-L1 発現率＜1%の患者集団、右図：PD-L 発現率≧1%の患者集団） 
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【安全性】 

国際共同第Ⅲ相試験（PACIFIC 試験） 

有害事象は本剤群 460/475 例（96.8%）及びプラセボ群 222/234 例（94.9%）に認めら

れた。治験薬との因果関係が否定できない有害事象（副作用）は、それぞれ 322/475 例

（67.8%）及び 125/234 例（53.4%）に認められ、そのうち死亡例（Grade 5）は、それぞ

れ 7/475 例（1.5%）及び 3/234 例（1.3%）であった。いずれかの群で発現率が 5%以上の

副作用は下表のとおりであった。 

表 1 いずれかの群で発現率が 5%以上の副作用(安全性解析対象集団) 

器官別大分類 / 基本語 例数 (%) 

(MedDRA/J ver 19.1) 本剤群 (475 例) プラセボ群 (234 例) 

 全 Grade Grade 3/4 Grade 5 全 Grade Grade 3/4 Grade 5 

全副作用 322 (67.8) 56 (11.8) 7 (1.5) 125 (53.4) 10 (4.3) 3 (1.3) 

内分泌障害 
 

  
 

  

   甲状腺機能亢進症 30 (6.3) 0 0 3 (1.3) 0 0 

   甲状腺機能低下症 50 (10.5) 1 (0.2) 0 1 (0.4) 0 0 

胃腸障害 
 

  
 

  

   下痢 46 (9.7) 2 (0.4) 0 19 (8.1) 2 (0.9) 0 

   悪心 26 (5.5) 0 0 14 (6.0) 0 0 

一般・全身障害および投与部位

の状態 

 
  

 
  

   無力症 28 (5.9) 3 (0.6) 0 15 (6.4) 0 0 

   疲労 62 (13.1) 1 (0.2) 0 26 (11.1) 0 0 

代謝および栄養障害 
 

  
 

  

   食欲減退 27 (5.7) 0 0 7 (3.0) 1 (0.4) 0 

呼吸器、胸郭および縦隔障害 
 

  
 

  

   咳嗽 25 (5.3) 0 0 4 (1.7) 0 0 

   呼吸困難 28 (5.9) 3 (0.6) 0 8 (3.4) 0 0 

   肺臓炎 43 (9.1) 6 (1.3) 4 (0.8) 8 (3.4) 2 (0.9) 2 (0.9) 

皮膚および皮下組織障害 
 

  
 

  

   そう痒症 33 (6.9) 0 0 5 (2.1) 0 0 

   発疹 37 (7.8) 1 (0.2) 0 13 (5.6) 0 0 

 

なお、本剤群において、間質性肺疾患（放射線性肺臓炎を含む）66 例（13.9%）、甲

状腺機能低下症 50 例（10.5%）、甲状腺機能亢進症 33 例（6.9%）、肝機能障害 20 例

（4.2%）、infusion reaction8 例（1.7%）、大腸炎 2 例（0.4%）、重度の下痢 2 例（0.4%）、

腎障害（間質性腎炎等）1 例（0.2%）、1 型糖尿病 1 例（0.2%）、副腎機能障害 1 例（0.2%）

が認められた。また、筋炎・横紋筋融解症、下垂体機能障害、髄膜炎及び免疫性血小板

減少性紫斑病は認められなかった。本副作用発現状況は関連事象を含む集計結果を示す。 
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4．施設について 

医薬品リスク管理計画（RMP）に基づき、本剤の医薬品安全性監視活動への協力体制

がある施設であって、本剤の投与が適切な患者を診断・特定し、本剤の投与により重篤

な副作用を発現した際に対応することが必要なため、以下の①～③のすべてを満たす施

設において使用するべきである。 

 

① 施設について 

①-1 下記の（1）～（5）のいずれかに該当する施設であること。 

(1) 厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等（都道府県がん診療連携拠点病

院、地域がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院など）（平成 30 年 4 月 1 日時

点：437 施設） 

(2) 特定機能病院（平成 29 年 6 月 1 日時点：85 施設） 

(3) 都道府県知事が指定するがん診療連携病院（がん診療連携指定病院、がん診療連携

協力病院、がん診療連携推進病院など） 

(4) 外来化学療法室を設置し、外来化学療法加算 1 又は外来化学療法加算 2 の施設基

準に係る届出を行っている施設（平成 28 年 7 月 1 日時点：2540 施設） 

(5) 抗悪性腫瘍剤処方管理加算の施設基準に係る届出を行っている施設（平成 28 年 7

月 1 日時点：1290 施設） 

 

①-2 肺癌の化学放射線療法を含むがん薬物療法及び副作用発現時の対応に十分な知

識と経験を持つ医師（下表のいずれかに該当する医師）が、当該診療科の本剤に関する

治療の責任者として配置されていること。 

表 

 医師免許取得後 2 年の初期研修を修了した後に 5 年以上のがん治療の臨床研修を

行っていること。うち、2 年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を

行っていること。 

 医師免許取得後 2 年の初期研修を修了した後に 4 年以上の臨床経験を有している

こと。うち、3 年以上は、肺癌のがん薬物療法を含む呼吸器病学の臨床研修を行っ

ていること。 

 

② 院内の医薬品情報管理の体制について 

医薬品情報管理に従事する専任者が配置され、製薬企業からの情報窓口、有効性・安

全性等薬学的情報の管理及び医師等に対する情報提供、有害事象が発生した場合の報告

業務、等が速やかに行われる体制が整っていること。 
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③ 副作用への対応について 

③-1 施設体制に関する要件 

間質性肺疾患（放射線性肺臓炎を含む）等の重篤な副作用が発生した際に、24 時間診

療体制の下、当該施設又は連携施設において、発現した副作用に応じて入院管理及び CT

等の副作用の鑑別に必要な検査の結果が当日中に得られ、直ちに対応可能な体制が整っ

ていること。 

 

③-2 医療従事者による有害事象対応に関する要件 

がん診療に携わる専門的な知識及び技能を有する医療従事者が副作用モニタリング

を含めた苦痛のスクリーニングを行い主治医と情報を共有できるチーム医療体制が整

備されていること。なお、整備体制について、がん患者とその家族に十分周知されてい

ること。 

 

③-3 副作用の診断や対応に関して 

副作用（間質性肺疾患（放射線性肺臓炎を含む）に加え、肝機能障害、内分泌障害（甲

状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体機能障害）、腎障害、infusion reaction、大腸炎・重

度の下痢、1 型糖尿病、筋炎・横紋筋融解症、髄膜炎、免疫性血小板減少性紫斑病等）

に対して、当該施設又は近隣医療機関の専門性を有する医師と連携し（副作用の診断や

対応に関して指導及び支援を受けられる条件にあること）、直ちに適切な処置ができる

体制が整っていること。 
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5．投与対象となる患者 

【有効性に関する事項】 

① 下記の患者において本剤の有効性が検証されている。 

 白金製剤を含む根治的化学放射線療法の後に病勢進行が認められなかった切

除不能な局所進行の非小細胞肺癌（StageⅢ）に対して維持療法が行われる患者 

 

② 下記に該当する患者に対する本剤の投与及び使用方法については、本剤の有効性が

確立されておらず、本剤の投与対象とならない。 

 白金製剤を含む根治的化学放射線療法の治療歴のない患者 

 白金製剤を含む根治的化学放射線療法の後に病勢進行が認められた患者 

 術後補助化学療法 

 他の抗悪性腫瘍剤と併用して投与される患者 

 

③ 本剤は国際共同第Ⅲ相試験（PACIFIC 試験）において、全体集団でプラセボ群に対

して主要評価項目とされた PFS 及び OS の優越性が検証されている。ただし、探索

的な解析結果ではあるものの、PD-L1 発現率により有効性が異なることが示唆され

る結果が得られていることから（P6 参照）、PD-L1 発現率も確認した上で、本剤の

投与可否の判断をすることが望ましい。PD-L1 発現率が 1%未満であることが確認

された患者においては、本剤の投与の必要性を慎重に判断すること。 

なお、PACIFIC 試験における PD-L1 発現率は Ventana PD-L1(SP263)*を用いて検討

されているが、以下の文献等を参考に、PD-L1 IHC 22C3 pharmDx「ダコ」又は PD-

L1 IHC 28-8 pharmDx「ダコ」により PD-L1 発現率を確認し、本剤の投与の可否を

検討することができる。 

  *：平成 30 年〇月時点で本邦未承認 

 

文献等） 

 Marianne J Ratcliffe et al.：Clin Cancer Res 2017; 3: 3585-91 

 Antonio Marchetti et al. : J Thorac Oncol 2017; 12: 1654-63 

 Ming Sound Tsao et al. : J Thorac Oncol 2018; 13: 1302-11 
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【安全性に関する事項】 

① 下記に該当する患者については本剤の投与が禁忌とされていることから、投与を行

わないこと。 

 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者 

 

② 下記に該当する患者に対する本剤の投与及び使用方法については、本剤の安全性が

確立されておらず、本剤の投与対象とならない。 

 根治的化学放射線療法により Grade 2 以上の間質性肺疾患（放射線性肺臓炎を

含む）の発現が認められた患者 

 WHO Performance Status 2-4（注 1）の患者 

 

③ 治療前の評価において下記に該当する患者については、本剤の投与は推奨されない

が、他の治療選択肢がない場合に限り、慎重に本剤を使用することを考慮できる。 

 間質性肺疾患（放射線性肺臓炎を含む）のある患者又はその既往歴のある患

者（②に該当しない場合に限る） 

 自己免疫疾患の合併又は慢性的な若しくは再発性の自己免疫疾患の既往歴の

ある患者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

（注 1）WHO の Performance Status (PS) 

Grade  

0 まったく問題なく活動できる。鎮痛薬の使用を必要とせず、発病前と同じ日常生活が制限なく行える。 

1 肉体的に激しい活動は制限されるが、歩行可能で、軽作業や坐業は行うことができる。鎮痛薬を使用す

ればグレード 0 と同じく問題なく活動できる患者も含まれる。 

2 歩行可能で、自分の身のまわりのことは全て可能だが、作業はできない。日中の 50%以上はベッド外で

過ごす。 

3 限られた自分の身のまわりのことしかできない。日中の 50%以上をベッドか椅子で過ごす。 

4 まったく動けない。自分の身のまわりのことはまったくできない。完全にベッドか椅子で過ごす 
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6. 投与に際して留意すべき事項 

① 添付文書等に加え、製造販売業者が提供する資料等に基づき本剤の特性及び適正使

用のために必要な情報を十分に理解してから使用すること。 

② 治療開始に先立ち、患者又はその家族に有効性及び危険性を十分説明し、同意を得

てから投与すること。 

③ PD-L1 発現率も確認した上で本剤の投与可否を判断することが望ましいが、PD-L1

発現率が確認できない場合には、本剤の使用の適否を適切に判断した上で投与する

こと。 

④ 主な副作用のマネジメントについて 

 間質性肺疾患（放射線性肺臓炎を含む）があらわれることがあるので、初期症

状（息切れ、呼吸困難、咳嗽、発熱等）の確認及び胸部 X 線検査の実施等、観

察を十分に行うこと。また、必要に応じて胸部 CT、血清マーカー等の検査を

実施すること。 

 infusion reaction があらわれることがあり、2 回目以降の本剤投与時にも infusion 

reaction があらわれることがあるので、本剤投与時には毎回患者の状態を十分

に観察すること。infusion reaction が認められた場合は適切な処置を行うととも

に、症状が回復するまで患者の状態を十分に確認すること。 

 甲状腺機能障害、副腎機能障害及び下垂体機能障害があらわれることがあるの

で、本剤投与開始前及び投与期間中は定期的に甲状腺機能検査（TSH、遊離 T3、

遊離 T4 等の測定）を行い、患者の状態を十分に観察すること。また、必要に

応じて血中コルチゾール、ACTH 等の臨床検査、画像検査等の実施も考慮する

こと。 

 本剤の投与により、過度の免疫反応に起因すると考えられる様々な疾患や病態

があらわれることがある。観察を十分に行い、異常が認められた場合には、過

度の免疫反応による副作用の発現を考慮し、適切な鑑別診断を行うこと。過度

の免疫反応による副作用が疑われる場合には、本剤の投与の休薬、中止又は副

腎皮質ホルモン剤の投与等を考慮すること。 

 投与終了後、数週間から数カ月経過してから副作用が発現することがあるため、

本剤の投与終了後にも副作用の発現に十分に注意する。 

 AST（GOT）、ALT（GPT）、γ-GTP、ビリルビン等の上昇を伴う肝機能障害があ

らわれることがあるので、本剤投与開始前及び投与期間中は定期的に肝機能検

査を行い、患者の状態を十分に観察すること。 

 尿細管間質性腎炎、糸球体腎炎等の腎障害があらわれることがあるので、本剤

投与開始前及び投与期間中は定期的に腎機能検査を行い、患者の状態を十分に

観察すること。 

 1 型糖尿病があらわれ、糖尿病性ケトアシドーシスに至ることがあるので、口
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渇、悪心、嘔吐等の症状の発現や血糖値の上昇に十分注意すること。1 型糖尿

病が疑われた場合には投与を中止し、インスリン製剤の投与等の適切な処置を

行うこと。 

⑤ 本剤の臨床試験において、投与開始から 12 カ月間は 8 週毎に有効性の評価を行っ

ていたことを参考に、本剤投与中は定期的に画像検査で効果の確認を行うこと。な

お、本剤の投与期間は 12 カ月までとすること。 

 

NKNXV
楕円
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最適使用推進ガイドラインの取扱いに係る通知について 

 

平成 29 年９月 13 日中央社会保険医療協議会了承 

 

１．本制度の趣旨 

 医薬品は、添付文書等に基づいた適正な使用が求められる。また、昨今、革新的かつ非

常に高額な医薬品が登場しているが、こうした医薬品に対して、国民負担や医療保険財政

に与える影響が懸念されており、経済財政運営と改革の基本方針 2016 においても、革新的

医薬品の使用の最適化推進を図ることとされている。 

また、革新的な新規作用機序を有する医薬品は、薬理作用や安全性プロファイルが既存

の医薬品と明らかに異なることがある。したがって、有効性及び安全性に関する情報が十

分蓄積するまでの間、当該医薬品の恩恵を強く受けることが期待される患者に対して使用

するとともに、副作用が発現した際に必要な対応を迅速にとることが可能な一定の要件を

満たす医療機関で使用することが重要である。 

そのため、新規作用機序を有する革新的な医薬品については、当該医薬品の最適な使用

を推進する観点から必要な患者及び医療機関等の要件、考え方及び留意事項を示すガイド

ライン（以下「GL」という。）を審査と並行して作成する。 

２．対象医薬品 

本制度の趣旨を踏まえ、以下の観点を総合的に判断。投与対象となる患者数が非常に多

く、多施設で使用される可能性が高い医薬品を対象とする。 

① 薬理作用が既存の医薬品と比較して大きく異なる 

② 安全性のプロファイルが既存の医薬品と比較して大きく異なり、使用の上で特別な注

意が必要 

③ 既存の医薬品と比較した有効性が著しく高い 

④ 既存の医薬品と比較した臨床的位置づけが異なり、より広い患者に使用される可能性

が高い 

⑤ 他の疾患を対象とした開発（効能又は効果の追加）等による使用患者の拡大の可能性 

３．手続き 

 対象となると考えられる医薬品が承認申請された場合、直近の薬事・食品衛生審議

会の担当部会に報告。 

 関係学会等及び PMDA に GL 案の検討を依頼。 

 対象医薬品の承認について審議等を行う部会で GL 案を事務局が説明、了承を得る。 

 対象医薬品の薬価収載の審議を行う中央社会保険医療協議会（以下「中医協」）総会

で GL 案を事務局が報告、了承を得る。 

※効能追加等の一部変更承認の場合には、中医協には事後的に報告する。 

 対象医薬品の薬価収載までに、保険適用上の留意事項と GL を通知。 

中 医 協  総 － ５ 参 考 
３ ０ ． １ １ ． １ ４ 
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公知申請とされた適応外薬の保険適用について 

 

 

１．適応外薬の保険適用を迅速に行う観点から、薬事・食品衛生審議会

の事前評価が終了した適応外薬については、当該評価が終了した段

階で、薬事承認を待たずに保険適用することとしているところ（別

添）。 

 

２．以下の適応外薬の適応については、１１月８日開催の薬食審医薬品

第二部会及び１１月９日開催の薬食審医薬品第一部会における事前

評価が終了し、公知申請して差し支えないとされ、同日付で保険適用

された。 
 

 

（参考）  

○ 適応外薬の「公知申請への該当性に係る報告書」等については、厚生労働省

及び医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）のホームページに公表されている。 

http://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/review-

information/p-drugs/0017.html 

○ 上記資料に基づいて各患者の症状に応じ適切に使用されることが必要。 

一般的名称 販売名【会社名】 新たに保険適用が認められた適応 

ホスカルネッ

トナトリウム

水和物 

点滴静注用ホスカビル注 24mg/mL

【クリニジェン（株）】 

＜適応の追加＞ 

造血幹細胞移植後ヒトヘルペスウ

イルス 6 脳炎 

メトトレキサ

ート 

リウマトレックスカプセル２mg 

【ファイザー（株）】 

＜適応の追加＞ 

局所療法で効果不十分な尋常性乾

癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬

性紅皮症 

カンデサルタ

ン シレキセチ

ル 

ブロプレス錠２、同錠４、同錠８

及び同錠 12 

【武田テバ薬品（株）】 

＜用法・用量の追加＞ 

小児に係る用法・用量の追加 

中 医 協  総 － ６ 

３ ０ ． １ １ ． １ ４ 
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（別添） 

公知申請とされた適応外薬の保険上の取扱いについて 

平成２２年８月２５日 

中 医 協 了 承 

○ 適応外薬のうち、以下の医学薬学的評価のプロセスを経た

ものについては、薬事・食品衛生審議会の事前評価が終了し

た時点で、適応外薬に係る有効性・安全性について公知であ

ることが確認されたといえる。 

①検討会議※）において、医療上の必要性が高いと判断 

②検討会議のワーキンググループが、有効性や安全性が医学薬学

上公知であるかどうかを検討し、報告書を作成 

③検討会議は報告書に基づき公知申請の該当性を検討・判断 

④検討会議で公知申請が可能と判断された医薬品について、薬食

審医薬品部会が事前評価を実施 

※）「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議」 

 

○ このため、適応外薬の保険適用を迅速に行う観点から、上

記スキームを経た適応外薬については、事前評価が終了した

段階で、薬事承認を待たずに保険適用とする。 

 

 



（2018年度第2回）
入院医療等の調査・評価分科会

2018年10月17日

1

診 調 組 入 － １
2 0 1 8． 1 0． 1 7

中 医 協 診 － １
2 0 1 8 ． 1 1 ． 7

中 医 協 総 － ７
2018．11．１４



本日の議題

１．2018年度調査の内容について
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平成30年度診療報酬改定に係る答申書附帯意見（抜粋）

１ 今回改定で再編・統合した急性期一般入院基本料、地域一般入院基本料、療養病棟入院基本
料等（救急医療に関する評価を含む。） に係る、在宅復帰・病床機能連携率、重症度、医療・看
護必要度、医療区分、リハビリテーションの実績指数等の指標及び看護職員の配置の状況について調
査・検証するとともに、特定機能病院入院基本料等のその他の病棟の評価体系も含めた、入院医療
機能のより適切な評価指標や測定方法等、医療機能の分化・強化、連携の推進に資する評価の在り
方について引き続き検討すること。

３ 調整係数の機能評価係数Ⅱへの置換え完了等を踏まえ、ＤＰＣ制度以外の入院医療とともに、Ｄ
ＰＣ制度の適切かつ安定的な運用について、引き続き推進すること。

９ 介護保険制度における介護療養型医療施設及び老人性認知症疾患療養病棟の見直し、介護医
療院の創設等の方向性を踏まえつつ、
① 医療と介護が適切に連携した患者が望む場所での看取りの実現、
② 維持期・生活期のリハビリテーションの介護保険への移行等を踏まえ、切れ目のないリハビリテーション

の推進、
③ 有床診療所をはじめとする地域包括ケアを担う医療機関・訪問看護ステーションと、居宅介護支援

専門員や介護保険施設等の関係者・関係機関との連携の推進
に資する評価の在り方について引き続き検討すること。

答申書附帯意見に関する上記の事項について、入院医療等の調査・評価分科会で調査・検証・検討
を行うこととして、4月25日の中医協総会で了承された。
（9については、総会・検証部会においても検討。）
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調査項目

（１）急性期一般入院基本料、地域一般入院基本料等の評価体系の見直しの影響について（その１）

（２）地域包括ケア病棟入院料及び回復期リハビリテーション病棟入院料の評価体系の見直しの影響につ
いて

（３）療養病棟入院基本料等の慢性期入院医療における評価の見直しの影響について（その１）

（４）医療資源の少ない地域における保険医療機関の実態について

【基本的な考え方】
〇 以下に掲げる７項目について、2018年度及び2019年度の２か年で調査を実施する。
〇 １年間の長期の経過措置が設けられている項目など、効果を検証するまでに一定程度の期間が必要で
あるものについては2019年度調査として実施する。

〇 2018年度調査で実施するものについても、改定による効果がより明らかになるよう、経過措置のあるもの
は原則として経過措置終了後に調査期間を設定する。

（１）急性期一般入院基本料、地域一般入院基本料等の評価体系の見直しの影響について（その２）

（２）特定集中治療室管理料等の集中治療を行う入院料の見直しの影響について

（３）療養病棟入院基本料等の慢性期入院医療における評価の見直しの影響について（その２）

【2018年度】

【2019年度】
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【附帯意見（抜粋）】
今回改定で再編・統合した急性期一般入院基本料、地域一般入院基本料、療養病棟入院基本料等
（救急医療に関する評価を含む。）に係る、在宅復帰・病床機能連携率、重症度、医療・看護必要度、
医療区分、リハビリテーションの実績指数等の指標及び看護職員の配置の状況について調査・検証すると
ともに、特定機能病院入院基本料等のその他の病棟の評価体系も含めた、入院医療機能のより適切な
評価指標や測定方法等、医療機能の分化・強化、連携の推進に資する評価の在り方について引き続き
検討すること。

（１）急性期一般入院基本料、地域一般入院基本料等の評価体系
の見直しの影響について（その１）

5

【調査内容案】
調査対象：一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料、専門病院入院基本料等の届出を

行っている医療機関
調査内容：

(1) 各医療機関における入院料の届出状況、職員体制
(2) 重症度、医療・看護必要度の該当患者割合の状況
(3) 各入院料等における患者の状態、医療提供内容、平均在院日数、入退院支援、退院先の状況 等

【関係する改定内容】
①一般病棟入院基本料について、急性期一般入院基本料、地域一般入院基本料に再編・統合
②一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の評価について、診療実績データを用いて患者割合を
評価する、重症度、医療・看護必要度Ⅱを新設
③在宅復帰に係る指標について、指標の定義等を見直し

2018年度調査



【附帯意見（抜粋）】
今回改定で再編・統合した急性期一般入院基本料、地域一般入院基本料、療養病棟入院基本料等
（救急医療に関する評価を含む。）に係る、在宅復帰・病床機能連携率、重症度、医療・看護必要度、
医療区分、リハビリテーションの実績指数等の指標及び看護職員の配置の状況について調査・検証すると
ともに、特定機能病院入院基本料等のその他の病棟の評価体系も含めた、入院医療機能のより適切な
評価指標や測定方法等、医療機能の分化・強化、連携の推進に資する評価の在り方について引き続き
検討すること。

（２）地域包括ケア病棟入院料及び回復期リハビリテーション
病棟入院料の評価体系の見直しの影響について
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【調査内容案】
調査対象：地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行っている

医療機関
調査内容：

(1) 地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料の届出を行っている医療機関における在宅医療等の提供状況
(2) 回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行っている医療機関におけるリハビリテーションの実績指数の状
(3) 各入院料等における患者の状態、医療提供内容、平均在院日数、入退院支援、退院先の状況 等

【関係する改定内容】
①地域包括ケア病棟入院料について、基礎的な評価部分と、在宅医療の提供等の診療実績に係る評
価部分を組み合わせた評価体系に見直し
②回復期リハビリテーション病棟入院料について、リハビリテーションの実績指数を組み込んだ評価体系に
見直し
③在宅復帰に係る指標について、指標の定義等を見直し

2018年度調査



【附帯意見（抜粋）】
今回改定で再編・統合した急性期一般入院基本料、地域一般入院基本料、療養病棟入院基本料等
（救急医療に関する評価を含む。）に係る、在宅復帰・病床機能連携率、重症度、医療・看護必要度、
医療区分、リハビリテーションの実績指数等の指標及び看護職員の配置の状況について調査・検証すると
ともに、特定機能病院入院基本料等のその他の病棟の評価体系も含めた、入院医療機能のより適切な
評価指標や測定方法等、医療機能の分化・強化、連携の推進に資する評価の在り方について引き続き
検討すること。

（３）療養病棟入院基本料等の慢性期入院医療における評価の
見直しの影響について（その１）
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【調査内容案】
調査対象：療養病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料、特殊疾患病棟入院料等の届出を

行っている医療機関
調査内容：

(1) 各医療機関における入院料の届出状況、職員体制
(2) 入院患者の医療区分別患者割合の状況
(3) 各入院料等における患者の状態、医療提供内容、平均在院日数、入退院支援、退院先、看取りの

取組の状況 等

【関係する改定内容】
①療養病棟入院基本料について、看護配置を20対１以上を要件とし、医療区分２・３該当患者割
合に応じた入院料に再編・統合

②医療区分の評価方法の見直し
③療養病棟における在宅復帰機能の評価に関する施設基準の見直し

2018年度調査



（４）医療資源の少ない地域における保険医療機関の実態
について
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【調査内容案】
調査対象：医療資源の少ない地域に所在する保険医療機関
調査内容：医療資源の少ない地域に配慮した診療報酬項目の算定状況、職員体制、患者

特性、地域の医療機関との連携状況 等

【関係する改定内容】
①医療資源の少ない地域における加算等の要件の緩和対象について、許可病床数400床未満の病院
（特定機能病院、DPC対象病院、病棟全体で急性期一般入院料１を算定している病院を除く）
を新たに対象に追加

②医療機関の病床数が一定程度以上又は未満であることを基準としている診療報酬について、医療資
源の少ない地域においては、当該基準の病床数の２割不足又は超過を許容

2018年度調査



2018年度調査全体の概要①
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○ 調査方法：調査は原則として自記式調査票の郵送配布・回収により実施する。

○ 調査票：対象施設に対して「施設調査票」、「病棟調査票」、「患者票」、「レセプト調査票」を配布する。

※患者票は、入院患者票、退棟患者票及び補助票で構成される

○ 調査対象施設：調査の対象施設は、施設区分毎に整理した調査票の対象施設群から、無作為に抽出する。

○ 調査負担軽減のため、患者票の一部については、診療実績データ（DPCデータ）での代替提出を可能とする。

調査項目 各項目において調査対象となる施設

（1）急性期一般入院基本料、地域一般入院基
本料等の評価体系の見直しの影響について
（その１）

一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料、専門病院
入院基本料等の届出を行っている医療機関

（2）地域包括ケア病棟入院料及び回復期リハ
ビリテーション病棟入院料の評価体系の見
直しの影響について

地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料、回復期リハビリ
テーション病棟入院料の届出を行っている医療機関

（3）療養病棟入院基本料等の慢性期入院医療
における評価の見直しの影響について
（その１）

療養病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料、特殊疾患
病棟入院料等の届出を行っている医療機関

（4）医療資源の少ない地域における保険医療
機関の実態について

医療資源の少ない地域に所在する保険医療機関

調査対象施設の区分に応じて、次項の通りA票からF票に整理
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調査票 関連する調査項目 調査対象となる施設 対象施設数

Ａ票
（1）急性期一般入院基本料、地域一般入院基

本料等の評価体系の見直しの影響について
（その１）

急性期一般入院料、特定機能病
院入院基本料、専門病院入院基
本料の届出を行っている医療機関

約2,000施設

Ｂ票

（1）急性期一般入院基本料、地域一般入院基
本料等の評価体系の見直しの影響について
（その１）

（2）地域包括ケア病棟入院料及び回復期リ
ハビリテーション病棟入院料の評価体系
の見直しの影響について

地域一般入院料、地域包括ケア
病棟入院料・入院医療管理料等
の届出を行っている医療機関

約1,900施設

Ｃ票

（3）療養病棟入院基本料等の慢性期入院医
療における評価の見直しの影響について
（その１）

療養病棟入院基本料の届出を
行っている医療機関 約1,500施設

Ｄ票

（3）療養病棟入院基本料等の慢性期入院医
療における評価の見直しの影響について
（その１）

障害者施設等入院基本料、特殊
疾患病棟入院料等の届出を行っ
ている医療機関

約800施設

Ｅ・F票
（4）医療資源の少ない地域における保険医

療機関の実態について
医療資源の少ない地域に所在する
保険医療機関（病院・診療所）

約500施設

2018年度調査全体の概要②
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施設調査票における調査項目の概要

共通調査項目

＜施設調査票＞
・開設者
・許可病床数
・職員数
・病棟・病床数
・平均在院日数
・在宅復帰率
・病床利用率
・今後の届出の意向
・入退院支援の実施状況 等

Ａ票（急性期一般入院料等）

＜施設調査票＞
重症度、医療・看護必要度の届出状況、該当患者割合 等

Ｂ票（地域包括ケア病棟入院料等）

＜施設調査票＞
地域包括ケア病棟における在宅医療の提供状況、回復期リハビリテーション病棟
におけるリハビリ実績指数 等

Ｃ票（療養病棟入院基本料等）

＜施設調査票＞
在宅復帰機能強化加算の算定状況 等

Ｄ票（障害者施設等入院基本料等）

＜施設調査票＞
連携施設の状況 等

Ｅ・F票（医療資源の少ない地域に所在する保険医療機関）

＜施設調査票＞
医療資源の少ない地域に配慮した項目の届出状況、診療提供体制 等



病棟調査票における調査項目の概要

共通調査項目

＜病棟調査票＞
・病床数
・職員数
・入退院支援の実施状況
・入棟・退棟患者数
・入棟元・退棟先 等

Ａ票（急性期一般入院料等）

＜病棟調査票＞

重症度、医療・看護必要度の該当患者割合 等

Ｂ票（地域包括ケア病棟入院料等）

＜病棟調査票＞
回復期リハビリテーション病棟におけるリハビリの実施状況 等

Ｃ票（療養病棟入院基本料等）

＜病棟調査票＞
医療区分・ADL区分の変化、治療方針に関する意思決定支援の取組状況 等

Ｄ票（障害者施設等入院基本料等）

＜病棟調査票＞
身体障害者の等級別・障害支援区分別の患者数 等

12



患者調査票における調査項目の概要

共通調査項目

＜入院患者票＞
Ｉ．患者の基本情報
傷病名
入棟前の場所
入院時の状態
入院時のADL 等

Ⅱ．患者の状態等
認知症の有無
要介護度・日常生活自立度
栄養摂取の状況 等

Ⅲ．患者の受療状況等
医療提供の状況
リハビリテーションの実施状況 等

Ⅳ．今後の見通し等
退院できない理由
退院に向けた目標・課題 等

＜退棟患者票＞
・退棟時転帰
・退棟時のADL 等

＜補助票＞
・重症度、医療・看護必要度
・医療区分・ADL区分

＜レセプト調査＞
・診療報酬明細書（1ヶ月分）

Ａ票（急性期一般入院料等）

＜入院患者票＞

せん妄の有無、手術の方法 等

Ｂ票（地域包括ケア病棟入院料等）

＜入院患者票＞
リハビリテーションの実施状況 等

Ｃ票（療養病棟入院基本料等）

＜入院患者票＞
医療区分・ADL区分の変化 等

Ｄ票（障害者施設等入院基本料等）

＜入院患者票＞
身体障害者の等級・障害支援区分への該当状況 等
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調査スケジュール（2018年度調査）
2018年

６月
～
７月

調査項目・
内容の決定

＜入院医療等の調査・評価分科会＞（7月12日）
① 2018年度及び2019年度に実施する入院医療等に関する調査項目・内容（案）を作成

＜中医協 基本問題小委員会・総会＞（7月18日）
② 調査項目・内容を決定・報告

８月
～

10月

調査票の
決定

＜入院医療等の調査・評価分科会＞（10月17日）
③ 調査項目・内容をもとに、入院医療等の調査・評価分科会委員より意見を求め、必要な修正
を行い、調査票案を作成

＜中医協 基本問題小委員会・総会＞（11月上旬予定）
④ 調査票案を決定・報告

11月
～

12月
調査の実施 ⑤ 調査票に基づき、調査実施

2019年

１月
～
２月

集計 ⑥ 集計

３月
～

調査結果
報告

＜入院医療等の調査・評価分科会＞
⑦ 調査結果の報告

＜中医協 基本問題小委員会・総会＞
⑧ 入院医療等の調査・評価分科会から調査結果の報告（速報）
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 Ａ-施設  
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厚生労働省 中央社会保険医療協議会 入院医療等の調査・評価分科会 平成 30 年度調査 

入院医療等における実態調査 

施 設 調 査 票（Ａ） 
  

 特に指定がある場合を除いて、平成 30年 11月 1日現在の状況についてお答え下さい。 

 数値を記入する設問で、該当する方・施設等が無い場合は、「０」（ゼロ）をご記入下さい。 

 

◆ 本調査票のご記入者、ご連絡先についてご記入下さい。 

施設名  施設ＩＤ  

記入者氏名  電話番号  

 

◆ 貴院の基本情報について、別途 確認票（Ｗｅｂサイト参照）にてご確認ください。 
 

問１ 貴院の開設者、算定されている入院基本料等についてお伺いします。 

１-１ 開設者 （該当する番号１つに○） 

 
01 国立（国、独立行政法人国立病院機構、国立大学法人、独立行政法人労働者健康安全機構、国立高度専門医療研

究センター、独立行政法人地域医療機能推進機構） 

 02 公立（都道府県、市町村、地方独立行政法人） 

 03 公的（日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会） 

 04 社会保険関係（健康保険組合及びその連合会、共済組合及びその連合会、国民健康保険組合） 

 05 医療法人（社会医療法人は含まない） 

 06 その他の法人（公益法人、学校法人、社会福祉法人、医療生協、会社、社会医療法人等、その他法人） 

 07 個人 

 

１-２ 入院基本料（平成 30 年 11 月 1 日時点） （該当する番号１つに○） 

 

01 急性期一般入院料１ 

02 急性期一般入院料２ 

03 急性期一般入院料３ 

04 急性期一般入院料４ 

05 急性期一般入院料５ 

06 急性期一般入院料６ 

07 急性期一般入院料７ 

08 専門病院入院基本料（７対１） 

09 専門病院入院基本料（10 対１） 

10 特定機能病院入院基本料（一般病棟７対１） 

11 特定機能病院入院基本料（一般病棟 10 対１） 

 

■上記１-２で 08～11 を選択された場合、看護必要度加算の届出状況についてご回答ください。 

 １-２-１ 看護必要度加算の届出状況 （該当する番号１つに○） 

 01 看護必要度加算１ 03 看護必要度加算３ 

 02 看護必要度加算２ 04 看護必要度加算を届出ていない 

 
 

問２ 貴院の許可病床数についてお伺いします。 

２-１ 許可病床数（平成 30 年 11 月 1 日時点） 

① 一般病床 床 ④ 結核病床 床 

② 療養病床 床 ⑤ 感染症病床 床 

 （うち）介護療養病床 床 ⑥ 合計 床 

③ 精神病床 床   

- 1-
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問３ 貴院の職種別の職員数（常勤換算）についてお伺いします。 

３-１ 常勤職員・非常勤職員の合計数（常勤換算※１）（平成 30 年 11 月 1 日時点） 

① 医師 ．  人 ⑪ 臨床心理技術者 ．  人 

② 歯科医師 ．  人 ⑫ 診療放射線技師 ．  人 

③ 看護師 ．  人 ⑬ 臨床検査技師 ．  人 

④ 准看護師 ．  人 ⑭ 臨床工学技士 ．  人 

⑤ 看護補助者 ．  人 ⑮ 歯科衛生士 ．  人 

 （うち）介護福祉士 ．  人 ⑯ 相談員 ．  人 

⑥ 薬剤師 ．  人  （うち）社会福祉士 ．  人 

⑦ 管理栄養士 ．  人  （うち）精神保健福祉士 ．  人 

⑧ 理学療法士 ．  人 ⑰ 医師事務作業補助者 ．  人 

⑨ 作業療法士 ．  人 ⑱ 事務職員 ．  人 

⑩ 言語聴覚士 ．  人 ⑲ その他の職員 ．  人 

※１．非常勤職員の常勤換算の算出方法 

貴院の常勤職員の１週間の所定労働時間を基本として、下記のように常勤換算して小数第１位まで（小数点第２位を切り上げ）を記入。 

例：常勤職員の１週間の通常の勤務時間が 40 時間の病院で、週４日（各日５時間）勤務の看護師が１人いる場合 

非常勤看護師数＝ 
４日×５時間×１人 

＝０.５人 
40 時間 

 
 

問４ 貴院のシステム導入状況についてお伺いします。 

４-１ 電子カルテの導入状況（平成 30 年 11 月 1 日時点） （該当する番号１つに○） 

 01 導入している 02 導入していない 

 

４-２ オーダリングシステムの導入状況（平成 30 年 11 月 1 日時点） （該当する番号１つに○） 

 01 導入している 02 導入していない 

 

４-３ 医療情報連携ネットワーク※１への参加状況（平成 30 年 11 月 1 日時点） （該当する番号１つに○） 

 01 参加している 02 参加していない 

■ 上記４-３で「01 参加している」を選択した場合、患者情報の開示状況についてご回答ください。 

 ４-３-１ 参加している医療情報連携ネットワークにおける、電子カルテなどの患者情報の開示状況※２ 

（該当する番号１つに○） 

 01 開示施設である 02 開示施設ではない 

※１．地域において病病連携や病診連携など、主に電子カルテ情報を用いて医療情報の連携を行っているネットワーク。 

※２．部分的でも開示している医療情報があれば「01 開示施設である」とご回答ください。 
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問５ 貴院の外来患者数、総入院患者数についてお伺いします。 

５-１ 外来患者数（平成 30 年 10 月の 1 か月間） 

① 初診の患者数 人 

 （うち）紹介状により紹介された患者数 人 

② 再診の延べ患者数 延べ      人 

③ 紹介状により他の病院または診療所に紹介した患者数 人 

 

５-２ 総入院患者数（平成 30 年 11 月 1 日時点） 

① 総入院患者数※１ 人 

※１．施設全体の合計をご回答ください。 

 

問６ 貴院の病棟の状況についてお伺いします。 

６-１ 病棟数、病床数等（平成 30 年 11 月 1 日時点） 病棟数 届出病床数 入院患者数 

① 急性期一般入院料１ 棟 床 人 

② 急性期一般入院料２ 棟 床 人 

③ 急性期一般入院料３ 棟 床 人 

④ 急性期一般入院料４ 棟 床 人 

⑤ 急性期一般入院料５ 棟 床 人 

⑥ 急性期一般入院料６ 棟 床 人 

⑦ 急性期一般入院料７ 棟 床 人 

⑧ 専門病院入院基本料（７対１） 棟 床 人 

⑨ 専門病院入院基本料（10 対１） 棟 床 人 

⑩ 特定機能病院入院基本料（一般病棟７対１） 棟 床 人 

⑪ 特定機能病院入院基本料（一般病棟 10 対１） 棟 床 人 

 

６-２ 新入棟、退棟患者数等（平成 30 年 8 月～10 月の 3 か月間） 新入棟患者数 新退棟患者数 在院患者延日数 

① 急性期一般入院料１ 人 人 日 

② 急性期一般入院料２ 人 人 日 

③ 急性期一般入院料３ 人 人 日 

④ 急性期一般入院料４ 人 人 日 

⑤ 急性期一般入院料５ 人 人 日 

⑥ 急性期一般入院料６ 人 人 日 

⑦ 急性期一般入院料７ 人 人 日 

⑧ 専門病院入院基本料（７対１） 人 人 日 

⑨ 専門病院入院基本料（10 対１） 人 人 日 

⑩ 特定機能病院入院基本料（一般病棟７対１） 人 人 日 

⑪ 特定機能病院入院基本料（一般病棟 10 対１） 人 人 日 
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６-３ 届出を行っている重症度、医療・看護必要度の種別（平成 30 年 11 月１日時点） （該当する番号１つに○） 

 01 重症度、医療・看護必要度Ⅰ 02 重症度、医療・看護必要度Ⅱ 

■ 上記６-３で「01 重症度、医療・看護必要度Ⅰ」を選択した場合、届出を行った理由をご回答ください。 

 ６-３-１ 重症度、医療・看護必要度Ⅰの届出を行った理由 （該当する選択肢の右欄に○、最も該当するもの１つには◎） 

 
01 診療実績情報データ（レセプトコード）による評価（重症度、医療・看護必要度Ⅱ）より、評価票

の記入のほうが容易であり、重症度、医療・看護必要度Ⅱの方法に変更する必要性を感じないた
め 

 

 
02 重症度、医療・看護必要度Ⅰを用いた場合、重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いた場合と比較し

て、より高い入院料を届出ることができるため 
 

 03 重症度、医療・看護必要度Ⅰのデータを看護職員配置などの看護管理業務に用いるため  

 
04 重症度、医療・看護必要度Ⅱを満たす患者の割合と重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患

者の割合との差分が 0.04 に収まらないため 
 

 05 その他（                                                                            ）  

■ 上記６-３で「02 重症度、医療・看護必要度Ⅱ」を選択した場合、届出を行った理由をご回答ください。 

 ６-３-２ 重症度、医療・看護必要度Ⅱの届出を行った理由 （該当する選択肢の右欄に○、最も該当するもの１つには◎） 

 
01 重症度、医療・看護必要度Ⅱの届出に必要な診療実績情報データ（レセプトコード）による評価体

制が整っており、重症度、医療・看護必要度Ⅰよりも評価票記入者の負担が軽減されるため 
 

 
02 重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いた場合、重症度、医療・看護必要度Ⅰを用いた場合と比較し

て、より高い入院料を届出ることができるため 
 

 03 入院料の算定要件に重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いることが求められているため  

 04 その他（                                                                            ）  

 

■ 届出によらず、重症度、医療・看護必要度Ⅰ及びⅡの両方の患者割合を算出している場合、下記６-４にご回答く

ださい。 

６-４ 重症度、医療・看護必要度Ⅰ・Ⅱ両方を算出している理由 （該当する番号すべてに○） 

 01 重症度、医療・看護必要度Ⅰ・Ⅱ両者で算出した患者割合にズレがないか確認するため 

 
02 現在、施設として重症度、医療・看護必要度Ⅰを届出ているが、将来的に重症度、医療・看護必要度Ⅱの届出を

検討しているため 

 03 その他（                                                                            ） 
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６-５ 改定前・改定後の重症度、医療・看護必要度に係る基準を

満たす患者割合 ※平成 30 年 8 月～10 月については、Ⅰ又

はⅡどちらも算出している場合は両方をお答えください。 

平成 29 年 

8 月～10 月※１ 

平成 30 年 8 月～10 月※２ 

重症度、医療・看護必要度Ⅰ 重症度、医療・看護必要度Ⅱ 

① 急性期一般入院料１※３  ．  ％  ．  ％  ．  ％ 

② 急性期一般入院料２※３  ．  ％  ．  ％  ．  ％ 

③ 急性期一般入院料３※３  ．  ％  ．  ％  ．  ％ 

④ 急性期一般入院料４※３  ．  ％  ．  ％  ．  ％ 

⑤ 急性期一般入院料５※３  ．  ％  ．  ％  ．  ％ 

⑥ 急性期一般入院料６※３  ．  ％  ．  ％  ．  ％ 

⑦ 急性期一般入院料７※３  ．  ％  ．  ％  ．  ％ 

⑧ 専門病院入院基本料（７対１）  ．  ％  ．  ％  ．  ％ 

⑨ 専門病院入院基本料（10 対１）  ．  ％  ．  ％  ．  ％ 

⑩ 特定機能病院入院基本料（一般病棟７対１）  ．  ％  ．  ％  ．  ％ 

⑪ 特定機能病院入院基本料（一般病棟 10 対１）  ．  ％  ．  ％  ．  ％ 

※１．平成 29 年度時における「一般病棟用の重症度，医療・看護必要度」のモニタリング及び処置等に係る得点（Ａ得点）が 2 点以上かつ

患者の状況等に係る得点（Ｂ得点）3 点以上，Ａ得点 3 点以上又は手術等の医学的状況に係る得点（Ｃ得点）が 1 点以上 を満たす患

者割合。 
※２．「一般病棟用の重症度，医療・看護必要度」のモニタリング及び処置等に係る得点（Ａ得点）2 点以上かつ患者の状況等に係る得点（Ｂ

得点）3 点以上、「診療・療養上の指示が通じる（Ｂ14）」又は「危険行動（Ｂ15）」に該当する患者であって、Ａ得点が 1 点以上かつ

Ｂ得点が 3 点以上、Ａ得点 3 点以上又は手術等の医学的状況に係る得点（Ｃ得点）が 1 点以上 を満たす患者割合。 

※３．平成 29 年 8～10 月の値については、平成 29 年 11 月 1 日時点で一般病棟入院基本料（７対１）又は一般病棟入院基本料（10 対１）

の届出をしていた場合にご回答ください。 
 

６-６ 在宅復帰率等（平成 30 年 8 月～10 月の 3 か月間） 在宅復帰率※１ 平均在院日数 

① 急性期一般入院料１          ．  ％          ．  日 

② 急性期一般入院料２          ．  ％          ．  日 

③ 急性期一般入院料３          ．  ％          ．  日 

④ 急性期一般入院料４          ．  ％          ．  日 

⑤ 急性期一般入院料５          ．  ％          ．  日 

⑥ 急性期一般入院料６          ．  ％          ．  日 

⑦ 急性期一般入院料７          ．  ％          ．  日 

⑧ 専門病院入院基本料（７対１）          ．  ％          ．  日 

⑨ 専門病院入院基本料（10 対１）          ．  ％          ．  日 

⑩ 特定機能病院入院基本料（一般病棟７対１）          ．  ％          ．  日 

⑪ 特定機能病院入院基本料（一般病棟 10 対１）          ．  ％          ．  日 

※１．「在宅復帰率」＝Ａ÷Ｂ ： Ａ．該当する病棟から、自宅、居住系介護施設等（介護医療院を含む）、回復期リハ病棟、地域包括ケア病

棟・病室、療養病棟、有床診療所、老健施設へ退院した患者（死亡退院患者・転棟患者・再入院患者を除く）、Ｂ．該当する病棟から、

退棟した患者（死亡退院患者・転棟患者・再入院患者を除く）。 
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６-７ 病床利用率※１ 
平成 29 年 10 月の 

1 か月間 
平成 30 年 10 月の 

1 か月間 

① 急性期一般入院料１※２          ．  ％          ．  ％ 

② 急性期一般入院料２※２          ．  ％          ．  ％ 

③ 急性期一般入院料３※２          ．  ％          ．  ％ 

④ 急性期一般入院料４※２          ．  ％          ．  ％ 

⑤ 急性期一般入院料５※２          ．  ％          ．  ％ 

⑥ 急性期一般入院料６※２          ．  ％          ．  ％ 

⑦ 急性期一般入院料７※２          ．  ％          ．  ％ 

⑧ 専門病院入院基本料（７対１）          ．  ％          ．  ％ 

⑨ 専門病院入院基本料（10 対１）          ．  ％          ．  ％ 

⑩ 特定機能病院入院基本料（一般病棟７対１）          ．  ％          ．  ％ 

⑪ 特定機能病院入院基本料（一般病棟 10 対１）          ．  ％          ．  ％ 

※１．「病床利用率」＝Ａ÷Ｂ ： Ａ．10 月の在院患者延数 × 100 、Ｂ．届出病床数 × 31 

※２．平成 29 年 10 月の値については、平成 29 年 11 月 1 日時点で一般病棟入院基本料（７対１）又は一般病棟入院基本料（10 対１）の届

出をしていた場合にご回答ください。 

 

問７ 貴院における夜間看護体制特定日減算についてお伺いします。 

７-１ 夜間看護体制特定日減算の算定状況について（平成 30 年 8 月～10 月の 3 ヶ月間） （該当する番号１つに○） 

 01 夜間看護体制特定日減算を算定している 02 夜間看護体制特定日減算を算定していない 

■ 上記７-１で「01 夜間看護体制特定日減算を算定している」と回答した場合、夜間看護体制特定日減算の算定日数に

ついてご回答ください。 

 ７-１-１ 夜間看護体制特定日減算の算定日数 日 

 

問８ 貴院における急性期看護補助体制加算の届出状況等についてお伺いします。 

８-１ 急性期看護補助体制加算の届出状況について（平成 30 年 11 月 1 日時点） （該当する番号すべてに○） 

 01 25 対 1 急性期看護補助体制加算（看護補助者５割以上） 04 75 対 1 急性期看護補助体制加算 

 02 25 対 1 急性期看護補助体制加算（看護補助者５割未満） 05 夜間看護体制加算 

 03 50 対 1 急性期看護補助体制加算 06 急性期看護補助体制加算を届出ていない 

 

８-２ 身体的拘束等の行動制限を最小化する取り組みの実施状況について（平成 30 年 11 月 1 日時点） （該当する番号すべてに○） 

 01 身体的拘束の実施について病院としての指針（マニュアル等）を定めている 

 02 身体的拘束を最小限にするための取り組みについて、職員が知識や技術を学ぶ機会を設けている 

 03 身体的拘束を必要としない状態となるよう、1 日 1 回程度、環境やケアの見直しを実施している 

 04 身体的拘束を最小限にするための取り組みとして、身体的拘束に係る用具の新規購入を中止している 

 05 特にない 

 06 その他（                                          ） 
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問９ 貴院の病棟等に関する今後の届出の意向についてお伺いします。 

◆ 【現時点の状況】では、平成 30 年 11 月 1 日時点の状況についてご回答ください。【今後の意向】では、今後の入院基本料

別の病床数の増減の意向について、貴院の考えに最も近いものに○を１つ付けてください。 

９-１ 今後の入院基本料別

の病床数の増減の意

向 

（該当する番号それぞれ１つに○） 

【現時点の状況】 

届出の有無 

 【今後の意向】 

入院基本料別の病床数の増減の意向 

（左記届出の有無で「01 届出あり」を選択した場合は上段の選択肢、 

「02 届出なし」を選択した場合は下段の選択肢にご回答ください） 

① 急性期一般入院料１ 

01 届出あり 

⇒ 

01 増床 02 現状を維持 
03 削減 

（転換を除く） 

04 他の病棟へ 

転換 

02 届出なし 01 新設 02 現状を維持   

② 急性期一般入院料２ 

01 届出あり 

⇒ 

01 増床 02 現状を維持 
03 削減 

（転換を除く） 

04 他の病棟へ 

転換 

02 届出なし 01 新設 02 現状を維持   

③ 急性期一般入院料３ 

01 届出あり 

⇒ 

01 増床 02 現状を維持 
03 削減 

（転換を除く） 

04 他の病棟へ 

転換 

02 届出なし 01 新設 02 現状を維持   

④ 急性期一般入院料４ 

01 届出あり 

⇒ 

01 増床 02 現状を維持 
03 削減 

（転換を除く） 

04 他の病棟へ 

転換 

02 届出なし 01 新設 02 現状を維持   

⑤ 急性期一般入院料５ 

01 届出あり 

⇒ 

01 増床 02 現状を維持 
03 削減 

（転換を除く） 

04 他の病棟へ 

転換 

02 届出なし 01 新設 02 現状を維持   

⑥ 急性期一般入院料６ 

01 届出あり 

⇒ 

01 増床 02 現状を維持 
03 削減 

（転換を除く） 

04 他の病棟へ 

転換 

02 届出なし 01 新設 02 現状を維持   

⑦ 急性期一般入院料７ 

01 届出あり 

⇒ 

01 増床 02 現状を維持 
03 削減 

（転換を除く） 

04 他の病棟へ 

転換 

02 届出なし 01 新設 02 現状を維持   

⑧ 専門病院入院基本料

（７対１） 

01 届出あり 

⇒ 

01 増床 02 現状を維持 
03 削減 

（転換を除く） 

04 他の病棟へ 

転換 

02 届出なし 01 新設 02 現状を維持   

⑨ 専門病院入院基本料

（10 対１） 

01 届出あり 

⇒ 

01 増床 02 現状を維持 
03 削減 

（転換を除く） 

04 他の病棟へ 

転換 

02 届出なし 01 新設 02 現状を維持   

⑩ 特定機能病院入院基本

料（一般病棟７対１） 

01 届出あり 

⇒ 

01 増床 02 現状を維持 
03 削減 

（転換を除く） 

04 他の病棟へ 

転換 

02 届出なし 01 新設 02 現状を維持   

⑪ 特定機能病院入院基本

料（一般病棟 10 対１） 

01 届出あり 

⇒ 

01 増床 02 現状を維持 
03 削減 

（転換を除く） 

04 他の病棟へ 

転換 

02 届出なし 01 新設 02 現状を維持   
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■ 上記９-１【今後の意向】で「04 他の病棟へ転換」を選択した場合、現在届出ている入院基本料から転換を検討してい
る病棟の状況およびその理由をご回答ください。 

 
９-１-１ 現在届出ている入院基本料から転換を検討している病棟

の状況 

検討している 

転換先 

（該当する病棟等
すべてに○） 

転換を検討している理由 

（下記の選択肢から優先度が高
い順に該当する理由３つを記入） 

 ① 急性期一般入院料１の病棟へ転換  ，    ， 

 ② 急性期一般入院料２の病棟へ転換  ，    ， 

 ③ 急性期一般入院料３の病棟へ転換  ，    ， 

 ④ 急性期一般入院料４の病棟へ転換  ，    ， 

 ⑤ 急性期一般入院料５の病棟へ転換  ，    ， 

 ⑥ 急性期一般入院料６の病棟へ転換  ，    ， 

 ⑦ 急性期一般入院料７の病棟へ転換  ，    ， 

 ⑧ 地域一般入院基本料の病棟へ転換  ，    ， 

 ⑨ 回復期リハビリテーション病棟へ転換  ，    ， 

 ⑩ 地域包括ケア病棟へ転換  ，    ， 

 ⑪ 一部を地域包括ケア入院医療管理料の病室へ転換  ，    ， 

 ⑫上記以外の病棟・病室へ転換  ，    ， 

 ⑬ 具体的な病棟種別等は未定   

 

◆ 以下は、上記９-１-１の「転換を検討している理由」の選択肢です。該当する記号を「転換を検討している理由」の回答欄

にご記入ください。 

（９-１-１「転換を検討している理由」の選択肢） 現在届出ている入院基本料から転換を検討している理由 

a 実際の患者の状態に、より即した入院料等が設定されているため 

b 他の病棟等へ転換することで、より地域のニーズに応えることができるため 

c 一般病棟入院基本料（７対１、10対１）が急性期一般入院料に再編・統合され転換負担が緩和されたため 

d 看護師の確保が困難なため 

e 重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者が現在届出ている病棟又は入院料等と合わなくなってきたため 

f 平均在院日数の基準を満たすことが困難なため 

g 在宅復帰率の基準を満たすことが困難なため 

h 他の病棟等へ転換することで経営が安定するため 

i 他の病棟等へ転換することで、職員のモチベーションが向上するため 

j 他の病棟等へ転換することで、職員の負担軽減につながるため 

k その他 
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■ 下記問 10については、貴院が改定前に一般病棟入院基本料（７対１入院基本料）を届出ていた場合のみご回答ください。  

問 10 貴院が改定前（平成 30 年 3 月 31 日時点）に一般病棟入院基本料（７対１）を届出ていた病棟の現時点の状況

についてお伺いします。 

10-１ 改定前（平成 30 年 3 月 31 日時点）に一般病棟入院基本料（７対１）を届出ていた病棟の状況 病棟数 届出病床数 

改定前（平成 30 年 3 月 31 日時点）に一般病棟入院基本料（７対１）を届出ていた病棟 棟 床 

平
成
30
年
11
月
1
日
時
点
の
内
訳 

① 平成 30年 11月 1日時点、急性期一般入院料１を届出 棟 床 

② 平成 30年 11月 1日時点、急性期一般入院料２を届出 棟 床 

③ 平成 30年 11月 1日時点、急性期一般入院料３を届出 棟 床 

④ 平成 30年 11月 1日時点、急性期一般入院料４を届出 棟 床 

⑤ 平成 30年 11月 1日時点、急性期一般入院料５を届出 棟 床 

⑥ 平成 30年 11月 1日時点、急性期一般入院料６を届出 棟 床 

⑦ 平成 30年 11月 1日時点、急性期一般入院料７を届出 棟 床 

⑧ 平成 30年 11月 1日時点、地域一般入院基本料の病棟へ転換 棟 床 

⑨ 平成 30 年 11 月 1 日時点、回復期リハビリテーション病棟入院料の病棟へ転換 棟 床 

⑩ 平成 30年 11月 1日時点、地域包括ケア病棟入院料の病棟へ転換 棟 床 

⑪ 平成 30 年 11 月 1 日時点、一部を地域包括ケア入院医療管理料の病室へ転換 室 床 

⑫ 平成 30年 11月 1日時点、上記以外の病棟・病室へ転換  床 

⑬ 平成 30年 11月 1日時点、休床としている病床  床 

■ 上記 10-１で①に記入した場合、急性期一般入院料１を届出ている理由についてご回答ください。 

 10-１-１ 急性期一般入院料１を届出ている理由 （該当する選択肢の右欄に○、最も該当するもの１つには◎） 

 01 改定前の一般病棟（７対１）相当の看護職員配置が必要な入院患者が多い（医療需要がある）ため  

 
02 急性期一般入院料１から他の病棟等へ転換すると、地域で連携している医療機関からの要請に応

えられなくなる懸念があるため 
 

 03 施設基準を満たしており、特に転換する必要性を認めないため  

 
04 現在、急性期一般入院料１に応じた職員を雇用しており、転換することで余剰職員が発生するた

め 
 

 05 急性期一般入院料１の方が、他の病棟等と比較して経営が安定するため  

 06 急性期一般入院料１から他の病棟等へ転換することで、職員のモチベーションが低下するため  

 07 急性期一般入院料１から他の病棟等へ転換することで、職員の負担が増加する懸念があるため  

 08 その他（                                                                            ）  

 

  

- 9-



 Ａ-施設  

 

10 

 

 

■ 上記 10-１で②または③に記入した場合、一般病棟（7 対 1）から急性期一般入院料２または３を届出ている病棟へ転

換した理由についてご回答ください。 

 
10-１-２ 一般病棟（7 対 1）から急性期一般入院料２または３を届出ている病棟へ転換した理由 

（該当する選択肢の右欄に○、最も該当するもの１つには◎） 

 01 ７対１より 10 対１の看護職員配置が適切だと思われる入院患者が多い（医療需要がある）ため  

 
02 一般病棟（７対１）から転換することで、より地域で連携している医療機関からの要請に応えら

れる医療を提供できるため 
 

 03 実際の患者の状態に、より即した入院料が設定されたため  

 04 看護師の確保が困難なため  

 05 重症度、医療・看護必要度の基準を満たすことが困難なため  

 06 平均在院日数の基準を満たすことが困難なため  

 07 在宅復帰率の基準を満たすことが困難なため  

 08 転換した方が経営が安定するため  

 09 一般病棟（７対１）から転換することで、職員のモチベーションが向上するため  

 10 一般病棟（７対１）から転換することで、職員の負担軽減につながるため  

 11 その他（                                                                             ）  

 

問 11 貴院の看護要員の状況についてお伺いします。 

11-1 平成 31 年度の看
護要員の確保の意
向 

（該当する番号それぞれ１つに○） 

平成 30 年度の退職者数の見込み 平成 31 年度の新規採用予定者数 

① 看護師 
01 例年より多い 

02 例年並み 

03 例年より少ない 

04 分からない 

01 例年より多い 

02 例年並み 

03 例年より少ない 

04 分からない 

② 准看護師 
01 例年より多い 

02 例年並み 

03 例年より少ない 

04 分からない 

01 例年より多い 

02 例年並み 

03 例年より少ない 

04 分からない 

③ 看護補助者 
01 例年より多い 

02 例年並み 

03 例年より少ない 

04 分からない 

01 例年より多い 

02 例年並み 

03 例年より少ない 

04 分からない 
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問 12 貴院の入退院支援部門（入退院支援及び地域連携業務を担う部門）の設置状況などについてお伺いします。  

12-１ 入退院支援部門の設置状況（平成 30 年 11 月 1 日時点） （該当する番号１つに○） 

 01 入退院支援部門を設置している 02 入退院支援部門を設置していない 

■ 上記 12-１で「01 入退院支援部門を設置している」を選択した場合、入退院支援部門に従事する職員数をご回答ください。 

 12-１-１ 入退院支援部門に従事する職員数（平成 30 年 11 月 1 日時点） 専  従 専  任 

 ① 医師  人 人 

 ② 看護師  人 人 

 ③ 相談員  人 人 

  （うち）社会福祉士 人 人 

 ④ その他の職種（  ） 人 人 

 ⑤ ［再掲］ケアマネジャー（介護支援専門員）の資格を有する者 人 人 

■ 上記 12-１で「02 入退院支援部門を設置していない」を選択した場合、その理由をご回答ください。 

 12-１-２ 入退院支援部門を設置していない理由 （該当する選択肢の右欄に○、最も該当するもの１つには◎） 

 01 入院時点で退院支援を必要とする（見込みを含む）患者が少ないため  

 02 退院する見込みのある患者が少ないため  

 03 入退院支援部門を設置すると、経営が不安定になるおそれがあるため  

 04 入退院支援部門を担当する職員数（看護師、社会福祉士等）を十分確保できないため  

 05 入退院支援部門を設置することで、入退院支援部門に配置される職員の負担が大きくなるため  

 06 入退院支援は各病棟において実施しており、施設全体では実施していないため  

 07 地域連携が円滑に運営されており、入退院支援に多くの時間を費やす必要がないため  

 08 入退院支援部門を設置しなくても、各病棟や各職員による十分な入退院支援を行えているため  

 09 入退院支援が必要な患者がいれば、その都度、入退院支援チームを組んで対応しているため  

 10 その他（                                                                            ）  

 

問 13 貴院の入退院支援に関連する項目の算定件数についてお伺いします。 

13-１ 入退院支援加算の届出の有無（平成 30 年 11 月 1 日時点） （該当する番号すべてに○） 

 01 入退院支援加算１を届出ている 04 入退院支援加算（特定地域）を届出ている 

 02 入退院支援加算２を届出ている 05 入退院支援加算を届出ていない 

 03 入退院支援加算３を届出ている  

 

13-２ 入退院支援加算に関連する項目の算定件数（平成 30 年 8 月～10 月の 3 か月間） 

① 入退院支援加算１ 件 ④ 入退院支援加算（特定地域） 件 

② 入退院支援加算２ 件 
⑤ 地域連携診療計画加算 

（入退院支援加算に係る加算に限る） 
件 

③ 入退院支援加算３ 件 
⑥ 小児加算 

（入退院支援加算１又は２に係る加算に限る）  
件 
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13-３ [再掲] 入退院支援加算１又は２の算定件数の内訳（平成 30 年 8 月～10 月の 3 か月間） 

[再掲] 入退院支援加算１又は２の算定件数 件 

内 

訳
※
１ 

① 悪性腫瘍、認知症又は誤嚥性肺炎等の急性呼吸器感染症のいずれかであること 件 

② 緊急入院であること 件 

③ 要介護状態であるとの疑いがあるが要介護認定が未申請であること※２ 件 

④ 家族又は同居者から虐待を受けている又はその疑いがあること 件 

⑤ 生活困窮者であること 件 

⑥ 入院前に比べ ADL が低下し、退院後の生活様式の再編が必要であること（必要と推測されること） 件 

⑦ 排泄に介助を要すること 件 

⑧ 同居者の有無に関わらず、必要な養育又は介護を十分に提供できる状況にないこと 件 

⑨ 退院後に医療処置（胃瘻等の経管栄養法を含む）が必要なこと 件 

⑩ 入退院を繰り返していること 件 

⑪ その他患者の状況から判断して①から⑩までに準ずると認められる場合 件 

■ 上記 13-３で「⑪」に該当する件数が 1 以上ある場合、具体的な状態の例をご回答ください。 

 13-３-１ 具体的な状態の例 （該当件数が多い順に最大３つまで） 

 「⑪」の状態例 1 （                                                                                ） 

 「⑪」の状態例 2 （                                                                                ） 

 「⑪」の状態例 3 （                                                                                ） 

※１．内訳の各項目に記載の「退院困難な要因」のうち、複数の要因に該当する場合は、主たる要因にのみ件数を計上してください。 

※２．「③」は、介護保険法施行令（平成 10 年政令第 412 号）第２条各号に規定する特定疾病を有する 40 歳以上 65 歳未満の者及び 65 歳以上の者に限る。 
 

13-４ 退院時共同指導料２に関連する項目の算定件数（平成 30 年 8 月～10 月の 3 か月間） 

① 退院時共同指導料２の算定件数 件 

 
（うち）リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション（ビデオ通話）が可能な機器を用
いて共同指導を行った場合 

件 

② 多機関共同指導加算の算定件数 件 

 
（うち）リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション（ビデオ通話）が可能な機器を用
いて共同指導を行った場合 

件 

 

13-５ 入退院支援加算を算定する患者で退院時共同指導料２を算定した患者の退院先（平成 30 年 8 月～10 月の 3 か月間） 

[再掲] 退院時共同指導料２の算定件数（＝「13-４の①」） 件 

 

（うち）入退院支援加算を算定する患者への算定件数 件 

退 

院 

先 

の 

内 

訳 

① 自宅 件 

② 介護老人保健施設 件 

③ 介護医療院 件 

④ 介護老人福祉施設（地域密着型介護老人福祉施設を含む） 件 

⑤ 特定施設（地域密着型特定施設を含む） 件 

⑥ 障害者支援施設※１ 件 

⑦ 福祉型障害児入所施設 件 

⑧ 医療型障害児入所施設 件 

※１．生活介護を行う施設又は自立訓練（機能訓練）を行う施設に限る。 
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13-６ 退院時共同指導料２の算定にあたり共同指導に従事している職種（平成 30 年 8 月～10 月の 3 か月間）  

（該当する選択肢の右欄に○、算定にあたり最も多く関与している職種１つには◎） 

 01 医師  

 02 看護師等（保健師、助産師、看護師又は准看護師）  

 03 薬剤師  

 04 管理栄養士  

 05 理学療法士  

 06 作業療法士  

 07 言語聴覚士  

 08 社会福祉士  

 09 その他の職種（                                  ）  

 
 

問 14 貴院の入院時支援加算の届出状況などについてお伺いします。 

14-１ 入院時支援加算の届出状況（平成 30 年 11 月 1 日時点） （該当する番号１つに○） 

 01 入院時支援加算を届出ている 02 入院時支援加算を届出ていない 

■ 上記 14-１で「01 入院時支援加算を届出ている」を選択した場合、入院前支援を行う職員数をご回答ください。 

 
14-１-１ 入退院支援部門に従事する職員のうち入院前支援を行う職員数 

（平成 30 年 11 月 1 日時点） 
専  従 専  任 

 ① 看護師 人 人 

 ② 社会福祉士  人 人 

 ③ その他の職種（  ） 人 人 

■ 上記 14-１で「01 入院時支援加算を届出ている」を選択した場合、入院時支援加算の算定件数をご回答ください。 

 14-１-２ 入院時支援加算の算定件数（平成 30 年 8 月～10 月の 3 か月間） 

専  従 

専  任 
 入院時支援加算の算定件数 件 

人  

入
院
前
に
実
施
し
た
事
項 

① 身体的・社会的・精神的背景を含めた患者情報の把握（必須） 人 

 ② 入院前に利用していた介護サービス又は福祉サービスの把握（該当する場合必須） 人 

 ③ 褥瘡に関する危険因子の評価 人 

 ④ 栄養状態の評価 人 

 ⑤ 服薬中の薬剤の確認 人 

 ⑥ 退院困難な要因の有無の評価 人 

 ⑦ 入院中に行われる治療・検査の説明 人 

 ⑧ 入院生活の説明（必須） 人 

■ 上記 14-１-２で③～⑦に記載の人数のうち、「入院時支援加算の算定件数」を下回る項目がある場合、その理由をご回答ください。  

 14-１-２-１ 入院時支援加算の算定にあたり実施していない事項があった理由 （該当する番号すべてに○） 

 01 全ての項目を入院前に実施する必要がなかったため 

 02 配置されている人数の看護師又は社会福祉士のみでは、全ての項目を実施するのは困難であったため 

 03 全ての項目を実施するには他職種（医師、薬剤師、管理栄養士等）の協力が必要であったため 

 04 その他（                                            ） 
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■ 上記 14-１-２で「入院時支援加算の算定件数」が 1 件以上の場合、入院予定先の病棟職員との療養支援の計画の共有方法
についてご回答ください。 

 14-１-２-２ 入院予定先の病棟職員との療養支援の計画の共有方法 （該当する番号すべてに○） 

 01 電子カルテにより計画を共有している 

 02 入退院支援部門から病棟に計画を送付している 

 03 対面によるカンファレンス等により計画を共有している 

 04 その他（                                            ） 

■ 上記 14-１で「01 入院時支援加算を届出ている」を選択した場合、当該加算の届出による効果等をご回答ください。 

 14-１-３ 入院時支援加算の届出によりもたらされた効果等 （該当する番号すべてに○、最も該当するもの１つには◎） 

 01 治療や入院生活に対する患者の理解度が上がった  

 02 退院調整にかかる期間が短くなった  

 03 病棟での入院時の受入における患者への治療方針等の説明に係る負担が減った  

 04 病棟での入院時の受入における入院生活等の説明に係る負担が減った  

 05 患者の身体的・社会的・精神的背景を踏まえた療養環境の整備が入院前に実施できるようになった  

 06 入院前に利用していたサービスが把握できることで、退院先の見通しが立てやすくなった  

 07 入院前の服薬状況を踏まえた治療方針が立てられるようになった  

 08 褥瘡・栄養スクリーニング結果に応じた治療方針が立てやすくなった  

 09 入退院支援加算に係る退院困難な要因を有している患者の抽出が容易となった  

 10 より多くの患者に対して入院前支援を実施できるようになった  

 11 患者及び家族への説明や面会の頻度を増やすことができるようになった  

 12 特になかった  

 13 その他（                                       ）  

■ 上記 14-１で「02 入院時支援加算を届出ていない」を選択した場合、その理由をご回答ください。 

 14-１-４ 入院時支援加算を届出ることが困難な理由 （該当する番号すべてに○、最も該当するもの１つには◎） 

 01 入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専従の看護師の配置が困難なため  

 
02 入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専任の看護師及び社会福祉士の配置が

困難なため 
 

 03 地域連携を行う十分な体制が整備できていないため  

 04 自宅等から入院する予定入院患者が少ないため  

 05 入退院支援加算を算定する患者がいないため  

 06 緊急入院が多く事前の入院支援が行えないため  

 07 他院の外来受診の後の予定入院患者が多いため  

 08 その他（                                      ）  

■ 上記 14-１で「02 入院時支援加算を届出ていない」を選択した場合、今後の届出の意向についてご回答ください。 

 14-１-５ 入院時支援加算の今後の届出の意向 （該当する番号１つに○） 

 01 届出を予定している 

 02 届出する予定はない 

 03 未定・分からない 
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問 15 貴院が連携している施設についてお伺いします。 

15-１ 連携先※１の施設数（特別の関係にあるものを含む）（平成 30 年 11 月 1 日時点）  連携先の施設数 
（うち）特別の関

係にある施設数 

① 病院 施設 施設 

 （うち）在宅療養支援病院 施設 施設 

 （うち）貴院を緊急時の入院医療機関としている病院 施設 施設 

② 診療所 施設 施設 

 （うち）在宅療養支援診療所 施設 施設 

 （うち）貴院を緊急時の入院医療機関としている診療所 施設 施設 

③ 介護保険サービス事業所 施設 施設 

 （うち）訪問系サービス（訪問介護、訪問看護等） 施設 施設 

 （うち）通所系サービス（通所介護、通所リハビリテーション等） 施設 施設 

 （うち）短期滞在系サービス（短期入所生活介護等） 施設 施設 

 （うち）居住系サービス（認知症グループホーム、特定施設等） 施設 施設 

 （うち）入所系サービス（特別養護老人ホーム等） 施設 施設 

 （うち）居宅介護支援事業所 施設 施設 

④ 障害福祉サービス事業所 施設 施設 

⑤ その他の施設 施設 施設 

※１．連携先とは、「（１）転院又は退院体制等についてあらかじめ協議を行い、連携する保険医療機関、介護保険法に定める居宅サービス事

業者、地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者若しくは施設サービス事業者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者若しくは児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者等（以下「連携機関」と

いう）」であり、かつ、「（２）入退院支援部門あるいは病棟に配置されている入退院支援及び地域連携業務を担う看護師又は社会福祉

士と、それぞれの連携機関の職員が年３回以上の頻度で面会し、情報の共有等を行っている」施設等をいう。 

 

問 16 貴院において、退院支援の積極的な取組みや促進等を困難にしている事項についてお伺いします。 

16-１ 退院支援の積極的な取組みや促進等を困難にしている事項 （該当する選択肢の右欄に○、最も該当するもの１つには◎）  

 01 担当患者数が多いため、患者 1 人当たりの退院調整に十分な時間を割くことができない  

 02 退院支援に係る職員数が確保できないため、十分な退院調整ができない  

 03 退院支援を開始するタイミングが遅れてしまっていることが多い  

 04 病棟との情報共有が十分でないことが多い  

 05 患者・家族と面会日等を調整することが難しい  

 06 患者・家族に退院後の介護サービス等の内容を伝えることが難しい  

 07 在宅支援を行う医療・介護サービスからの連携を得ることが難しい  

 08 特にない  
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 Ａ-施設  

 

16 

 

16-２ その他に退院を困難にしている事項 （該当する選択肢の右欄に○、最も該当するもの１つには◎） 

 01 地域の中で、訪問診療を行う医療機関が少ない  

 02 地域の中で、訪問看護を行う医療機関・事業所が少ない  

 03 地域の中で、訪問リハビリテーション指導（医療保険）を行う医療機関が少ない  

 04 地域の中で、外来リハビリテーション（医療保険）を行う医療機関が少ない  

 05 地域の中で、訪問リハビリテーション（介護保険）を行う事業所が少ない  

 06 地域の中で、通所リハビリテーション（介護保険）を行う事業所が少ない  

 07 地域の中で、通所系サービス（通所リハビリテーションを除く）を行う事業所が少ない  

 08 地域の中で、短期入所サービスを行う事業所が少ない  

 09 地域の中で、看取りを行える介護施設が少ない  

 10 特にない  

 11 その他（                                                                            ）  

 
◆ 入院医療における課題などについて、ご意見があれば下欄にご記入ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

設問は以上です。ご協力 誠にありがとうございました。 

記入漏れがないかをご確認の上、平成●年●月●日（●）までに、 

同封の返信用封筒に入れてご投函ください。 
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 Ａ-病棟  

1 

 

厚生労働省 中央社会保険医療協議会 入院医療等の調査・評価分科会 平成 30 年度調査 

入院医療等における実態調査 

病 棟 調 査 票（Ａ） 
 
 

 特に指定がある場合を除いて、平成 30年 11月 1日現在の状況についてお答え下さい。 

 数値を記入する設問で、該当する方・施設等が無い場合は、「０」（ゼロ）をご記入下さい。 

 

◆ 施設ＩＤ、病棟ＩＤをご記入下さい。 

施設ＩＤ  病棟ＩＤ  

 

問１ 貴病棟の診療科目、入院基本料についてお伺いします。 

１-１ 診療科目（平成 30 年 11 月 1 日時点） （最も近似する診療科を主なもの 3つまで○） 

 01 内科 06 脳神経外科 11 泌尿器科 

 02 小児科 07 産婦人科 12 放射線科 

 03 精神科 08 眼科 13 リハビリテーション科 

 04 外科 09 耳鼻咽喉科 14 歯科（歯科口腔外科等含む） 

 05 整形外科 10 皮膚科 15 その他（      ） 

 
１-２ 入院基本料（平成 30 年 11 月 1 日時点） （該当する番号１つに○） 

 

01 急性期一般入院料１ 

02 急性期一般入院料２ 

03 急性期一般入院料３ 

04 急性期一般入院料４ 

05 急性期一般入院料５ 

06 急性期一般入院料６ 

07 急性期一般入院料７ 

08 専門病院入院基本料（７対１） 

09 専門病院入院基本料（10 対１） 

10 特定機能病院入院基本料（一般病棟７対１） 

11 特定機能病院入院基本料（一般病棟 10 対１） 

 

 
 

問２ 貴病棟の基本情報についてお伺いします。 
 

２-１ 貴病棟の届出病床数（平成 30 年 11 月 1 日時点） 

貴病棟の届出病床数 床 

 

２-２ 貴病棟に配置されている職員数（専従換算※１）（平成 30 年 11 月 1 日時点） 

① 看護師 ．  人 ⑦ 作業療法士 ．  人 

② 准看護師 ．  人 ⑧ 言語聴覚士 ．  人 

③ 看護補助者 ．  人 ⑨ 相談員 ．  人 

 （うち）介護福祉士 ．  人  （うち）社会福祉士 ．  人 

④ 薬剤師 ．  人  （うち）精神保健福祉士 ．  人 

⑤ 管理栄養士 ．  人 ⑩ 医師事務作業補助者 ．  人 

⑥ 理学療法士 ．  人 ⑪ その他の職員 ．  人 
 
※１．職員数の専従換算の算出方法 

貴院の常勤職員の１週間の所定労働時間を基本として、下記のように専従換算して小数第１位まで（小数点第２位を切り上げ）を記入。 

例：常勤職員の 1週間の所定労働時間が 40時間の病院で、貴病棟にて週 4日（各日 3時間）従事している場合 

専従換算した職員数＝ 
４日×３時間×１人 

＝０.３人 
40時間 
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２-３ 新入棟患者数、新退棟患者数等 

（平成 30 年 8 月～10 月の 3 か月間） 
新入棟患者数 新退棟患者数 在院患者延日数 

新入棟患者数、新退棟患者数等 人 人 日 

 

２-４ 貴病棟における病床利用率※１ 
平成 29 年 10 月の 

1 か月間 
平成 30 年 10 月の 

1 か月間 

貴病棟における病床利用率          ．  ％          ．  ％ 

※１．「病床利用率」＝Ａ÷Ｂ ： Ａ．10月の在院患者延数 × 100 、Ｂ．届出病床数 × 31 

 

２-５ 貴病棟における在宅復帰率等（平成 30 年 8 月～10 月の 3 か月間）  在宅復帰率※１ 平均在院日数 

貴病棟における在宅復帰率等         ．  ％          ．  日 

※１．「在宅復帰率」＝Ａ÷Ｂ ： Ａ．該当する病棟から、自宅、居住系介護施設等（介護医療院を含む）、回復期リハ病棟、地域包括ケア病

棟・病室、療養病棟、有床診療所、老健施設へ退院した患者（死亡退院患者・転棟患者・再入院患者を除く）、Ｂ．該当する病棟から、

退棟した患者（死亡退院患者・転棟患者・再入院患者を除く）。 
 
 
 

問３ 平成 30 年度診療報酬改定における、重症度、医療・看護必要度の見直しの影響等についてお伺いします。 
 

３-１ 重症度、医療・看護必要度について（平成 30 年 11 月１日時点） （該当する番号１つに○） 

届出している重症度、医療・看護必要度の種別 01 Ⅰ 02 Ⅱ 
 
 

３-２ 貴病棟における重症度、医療・看護必要度ⅠまたはⅡに係る基準を満たす患者割合※１（２時点比較） 

改定前（平成 29 年 8～10 月）の重症度、医療・看護必要度に係る基準を満たす患者割合                ．  ％ 

改定後（平成 30 年 8～10 月）の重症度、医療・看護必要度Ⅰに係る基準を満たす患者割合※２                ．  ％ 

改定後（平成 30 年 8～10 月）の重症度、医療・看護必要度Ⅱに係る基準を満たす患者割合※２                ．  ％ 

※１．改定前の患者割合は改定前の基準にしたがって算出した値を、改定後の患者割合は改定後の基準（Ⅰ及びⅡ）にしたがって算出した値

をご記入ください。 

※２．届出に関わらず、重症度、医療・看護必要度Ⅰ及びⅡの両方を算出している場合には該当患者割合をそれぞれご記入ください。 

 

 

問４ 貴病棟の入退院支援の状況についてお伺いします。 
 

４-１ 貴病棟に配置されている入退院支援及び地域連携業務に従事する職員について（平成 30 年 11 月 1 日時点） 

（該当する番号すべてに○） 

 01 専従の職員がいる 02 専任の職員がいる 03 専任・専従の職員はいない 

■上記４-１で「01 専従の職員がいる」又は「02 専任の職員がいる」を選択した場合、貴病棟における職種別の入退院支援職員数をご回答ください。  

 ４-１-１ 貴病棟における職種別の入退院支援職員数（平成 30 年 11 月 1 日時点） 専  従 専  任 

 ① 看護師 人 人 

 ② 相談員 人 人 

  （うち）社会福祉士 人 人 

 ③ その他の職種（  ） 人 人 

 ④ ［再掲］ケアマネジャー（介護支援専門員）の資格を有する者 人 人 
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■ 上記 ４-１で「01 専従の職員がいる」又は「02 専任の職員がいる」を選択した場合、いなかった場合と比較して、もたらされている効果等をご回答ください。  

 
４-１-２ 入退院支援の専任あるいは専従の職員がいる場合、もたらされている効果等 

（該当する選択肢の右欄に○、最も該当するもの１つには◎） 

 01 入退院支援業務の担当者が明確になるため、地域との連携、調整がスムーズになる  

 02 より多くの患者に対して入退院支援を行える  

 03 入退院支援に係る院内での調整を円滑に行える  

 04 より早期に退院支援を行う患者を病棟で抽出・関与できる  

 05 退院支援計画の作成が滞りなく行える  

 06 患者及び家族への説明や面会の頻度を増やすことができる  

 07 早期退院に向けた多職種カンファレンスの開催頻度を増やすことができる  

 08 早期退院につながる  

 09 特にない  

 10 その他（                                                                            ）  

 

４-２ 入退院支援で困難等を感じる点 （該当する選択肢の右欄に○、最も該当するもの１つには◎） 

 01 退院支援を行う患者を病棟で抽出することが難しい  

 02 全ての患者に対して退院支援を行うことが難しい  

 03 患者 1 人当たりの退院調整に十分な時間を割くことができない  

 04 退院支援を開始するタイミングが遅れてしまっていることが多い  

 05 入退院支援室等との情報共有が十分でないことが多い  

 06 患者・家族と面会日等を調整することが難しい  

 07 患者・家族に退院後の介護サービス等の内容を伝えることが難しい  

 08 他の医療機関・施設との顔の見える関係を構築する機会を設けることが難しい  

 09 他の医療機関・施設と、転院又は退院体制等について協議を行える信頼関係を構築することが難しい   

 10 特にない  

 11 その他（                                                                             ）  
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問５ 貴病棟の入院患者数等についてお伺いします。 
 

５-１ 貴病棟の入院患者数（平成 30 年 11 月 1 日時点） 

貴病棟の入院患者数 人 

 

５-２ 入棟前の居場所別患者数（平成 30 年 11 月 1 日時点） 

① 自宅（在宅医療の提供あり）※１ 人 

② 自宅（在宅医療の提供なし）※１ 人 

③ 介護老人保健施設 人 

④ 介護医療院 人 

⑤ 介護療養型医療施設 人 

⑥ 特別養護老人ホーム 人 

⑦ 軽費老人ホーム、有料老人ホーム 人 

⑧ その他の居住系介護施設（認知症グループホーム、サービス付高齢者向け住宅等） 人 

⑨ 障害者支援施設 人 

⑩ 他院の一般病床 人 

⑪ 他院の一般病床以外 人 

⑫ 自院の他病棟 人 

⑬ 有床診療所 人 

⑭ その他 人 

※１．提供主体は自院に限らない。在宅医療には、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを含むが、通院は含まない。 

 

５-３ 自院の他病棟からの転棟患者数（平成 30 年 11 月 1 日時点） 

[再掲] 自院の他病棟からの転棟患者（＝「５-２の⑫」） 人 

内
訳 

① 自院の一般病床（②、③以外）から転棟 人 

② 自院の地域一般入院基本料を届出ている病床から転棟 人 

③ 自院の地域包括ケア病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料を届出ている病床から転棟  人 

④ 自院の療養病床（③以外）から転棟 人 

⑤ 自院の精神病床から転棟 人 

⑥ 自院のその他の病床から転棟 人 
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問６ 貴病棟の退棟患者数についてお伺いします。 
 

６-１ 退棟先別の退棟患者数（平成 30 年 10 月の 1 か月間） 

貴病棟における退棟患者数 人 

自
宅
・
介
護
保
険
施
設
等 

① 自宅（在宅医療の提供あり）※１ 人 

② 自宅（在宅医療の提供なし）※１ 人 

③ 介護老人保健施設 人 

④ 介護医療院 人 

⑤ 介護療養型医療施設 人 

⑥ 特別養護老人ホーム 人 

⑦ 軽費老人ホーム、有料老人ホーム 人 

⑧ その他の居住系介護施設（認知症グループホーム、サービス付高齢者向け住宅等） 人 

⑨ 障害者支援施設 人 

他
院 

⑩ 他院の一般病床（⑪、⑫以外） 人 

⑪ 他院の地域一般入院基本料を届出ている病床 人 

⑫ 他院の地域包括ケア病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料を届出ている病床 人 

⑬ 他院の療養病床（⑫以外） 人 

⑭ 他院の精神病床 人 

⑮ 他院のその他の病床 人 

自
院 

⑯ 自院の一般病床（⑰、⑱以外） 人 

⑰ 自院の地域一般入院基本料を届出ている病床 人 

⑱ 自院の地域包括ケア病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料を届出ている病床 人 

⑲ 自院の療養病床（⑱以外） 人 

⑳ 自院の精神病床 人 

㉑ 自院のその他の病床 人 

有
床 

診
療
所 

㉒ 有床診療所（介護サービス提供医療機関） 人 

㉓ 有床診療所（㉒以外） 人 

死
亡 

㉔ 死亡退院 人 

 ㉕ その他 人 

※１．提供主体は自院に限らない。在宅医療には、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを含むが、通院は含まない。 

 

設問は以上です。ご協力 誠にありがとうございました。 

記入漏れがないかをご確認の上、平成●年●月●日（●）までに、 

同封の返信用封筒に入れてご投函ください。 
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厚生労働省 中央社会保険医療協議会 入院医療等の調査・評価分科会 平成 30 年度調査 

入院医療等における実態調査 

入 院 患 者 票（Ａ） 

 施設ＩＤ：  病棟ＩＤ：   患者ＩＤ： 

Ⅰ 患者の基本情報 
 

１ 性別（該当する番号１つに○） 01．男性 02．女性 

２ 生年月 西暦               年          月 

３ 主傷病 および副傷病 

※レセプト電算処理用の傷病名

マスタの傷病名コードで記入 

01．主傷病 02．入院契機  

   

03．医療資源 04．医療資源２  

   

05．併存症 06．併存症２ 07．併存症３ 

   

08．続発症 09．続発症２ 10．続発症３ 

   

４ ①入院年月日 西暦               年          月          日 

   ②入棟年月日 西暦               年          月          日 

５ 入棟前の場所 
（該当する番号１つに○） 

01．自宅（在宅医療の提供あり）※１ 

02．自宅（在宅医療の提供なし）※１ 

03．介護老人保健施設 

04．介護医療院 

05．介護療養型医療施設 

06．特別養護老人ホーム 

07．軽費老人ホーム、有料老人ホーム 

08．その他の居住系介護施設 

（認知症グループホーム、サービス付高齢者向け住宅等）  

09．障害者支援施設 

10．他院の一般病床 

11．他院の一般病床以外 

12．自院の一般病床（13、14 以外） 

13．自院の地域一般入院基本料を届出ている病床  

14．自院の地域包括ケア病棟入院料、
回復期リハビリテーション病棟入院料を届出ている病床 

15．自院の療養病床（14 以外） 

16．自院の精神病床 

17．自院のその他の病床 

18．有床診療所 

19．その他（          ） 

６ 予定・緊急入院区分 
（該当する番号１つに○） 

01．予定入院 

02．緊急入院（救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプター） 

03．緊急入院（外来の初再診後） 

７ 入院した時の状態 
（該当する番号すべてに○） 

01．悪性腫瘍、認知症又は誤嚥性肺炎等の急性呼吸器感染症のいずれかの状態 

02．要介護状態であるとの疑いがあるが要介護認定が未申請 

03．家族又は同居者から虐待を受けている又はその疑いがある 

04．生活困窮者である 

05．入院前に比べ ADL が低下し、退院後の生活様式の再編が必要な状態（必要
と推測される状態） 

06．排泄に介助を要する状態 

07．同居者の有無に関わらず、必要な療育又は介護を十分に提供できる状況にな
い状態 

08．退院後に医療処置（胃瘻等の経管栄養法を含む）が必要な状態 

09．入退院を繰り返している状態 

10．その他患者の状況から判断して 01 から 09 までに準ずると認められる状態 

（具体的な内容：                           ） 

８ 入院の理由 
（主な番号 1つに○） 

01．治療のため 

02．リハビリテーションのため 

03．検査及び確定診断のため 

04．教育的入院のため 

05．緩和ケアのため 

06．看取りのため（05 を除く） 

07．その他（                   ） 

※１．提供主体は自院に限らない。在宅医療には、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを含むが、通院は含まない。   
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2 

 

 

９ 入院時の他院からの紹介状の有無 
（該当する番号１つに○） 

01．紹介状あり 02．紹介状なし 

10 地域連携診療計画の使用 
（該当する番号１つに○） 01．地域連携診療計画あり 02．地域連携診療計画なし 

《10で「01」を選択した場合に回答》 

 
10-１ 対象疾患 
（該当する番号１つに○） 

01．脳卒中 

02．大腿骨頸部骨折 

03．がん 

04．糖尿病 

05．慢性腎臓病 

06．肝炎 

07．その他（                     ） 

 

11 主担当医の診療科（直近） 
（最も近似する番号 1つに○） 

01．内科 

02．呼吸器科 

03．消化器科(胃腸科) 

04．循環器科 

05．精神科・神経科 

06．外科 

07．整形外科 

08．脳神経外科 

09．呼吸器外科 

10．心臓血管外科 

11．眼科 

12．耳鼻いんこう科 

13．皮膚科 

14．泌尿器科 

15．救急医学科 

16．その他（                   ） 

12 入院時の褥瘡の有無 

（該当する番号１つに○） 

01．皮膚損傷・発赤なし 

02．持続する発赤 

03．真皮までの損傷 

04．皮下組織までの損傷 

05．皮下組織を越える損傷 

06．関節腔、体腔に至る損傷 

07．判定不能 

13 入院時の ADL スコア 

（下表の分類に従って記入） 

①食事             スコア           

②移乗             スコア           

③整容             スコア           

④トイレ動作・トイレの使用  スコア           

⑤入浴             スコア           

⑥平地歩行         スコア           

⑦階段             スコア           

⑧更衣             スコア           

⑨排便管理         スコア           

⑩排尿管理         スコア           

 

ADL スコア 所 見 

自 立 一部介助 全介助 不 明 

食 事   2   1 

切ったり、バターを塗ったり

などで介助を必要とする 

  0   9 

移 乗   3   2 

軽度の介助で可能 

  0 

座位バランス困難 

  9 

  1 

高度の介助を必要とする

が、座っていられる 

整 容   1  

顔／髪／歯／ひげ剃り 

            0   9 

トイレ動作・ 

トイレの使用 

  2   1 

多少の介助を必要とするが

おおよそ自分一人でできる 

  0   9 

入 浴   1   0   9 

平地歩行   3   2 一人介助で歩く   0   9 

  1 車いすで自立 

階 段   2   1   0   9 

更 衣   2   1   0   9 

排便管理   2   1 時々失敗   0 失禁   9 

排尿管理   2   1 時々失敗   0 失禁   9 
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Ⅱ 患者の状態等 
 

１ 患者状態の評価の実施日 
（調査基準日） 

西暦            年       月       日  （調査基準日） 

２ 認知症の有無 
（該当する番号１つに○） 01．認知症あり 02．認知症なし 03．わからない 

《２で「01」を選択した場合に回答》 

 
２-１ BPSD の有無 

（該当する番号１つに○） 
01．BPSDあり 02．BPSDなし 03．わからない 

３ せん妄の有無 
（該当する番号１つに○） 01．せん妄あり 02．せん妄なし 03．わからない 

４ 要介護度 

（該当する番号１つに○） 

01．不明 

02．未申請 

03．申請中 

04．非該当 

05．要支援 1 

06．要支援 2 

07．要介護 1 

08．要介護 2 

09．要介護 3 

10．要介護 4 

11．要介護 5 

５ 認知症高齢者の日常生活自立度 

（該当する番号１つに○） 

01．自立 

02．Ⅰ 

03．Ⅱａ 

04．Ⅱｂ 

05．Ⅲａ 

06．Ⅲｂ 

07．Ⅳ 

08．Ｍ 

 

６ 障害老人の日常生活自立度（寝たきり度） 

（該当する番号１つに○） 

01．自立 

02．Ｊ１ 

03．Ｊ２ 

04．Ａ１ 

05．Ａ２ 

06．Ｂ１ 

07．Ｂ２ 

08．Ｃ１ 

09．Ｃ２ 

 

７ 栄養摂取の状況 

（該当する番号１つに○） 

01．経口摂取のみ 

02．経口摂取と経管栄養・経静脈栄養を併用 

03．経管栄養・経静脈栄養のみ 

《７で「01」を選択した場合に回答》 

 
７-１ 嚥下調整食の必要性 

（該当する番号１つに○） 

01．嚥下調整食の必要性あり 

02．嚥下調整食の必要性なし 

 

《７で「02」または「03」を選択した場合に回答》 

 
７-２ 経管・経静脈栄養の状況 

（該当する番号すべてに○） 

01．経鼻胃管 

02．胃瘻・腸瘻 

03．末梢静脈栄養 

04．中心静脈栄養 

８ 褥瘡に関する危険因子の状況

（調査基準日直近の状況） 

（該当する番号すべてに○） 

01．基本的動作能力（ベッド上 自立体位変換） 

02．基本的動作能力（イス上 坐位姿勢の保持、除圧） 

03．病的骨突出 

04．関節拘縮 

05．栄養状態低下 

06．皮膚湿潤（多汗，尿失禁，便失禁） 

07．皮膚の脆弱性（浮腫） 

08．皮膚の脆弱性（スキン－テアの保有，既住） 

９ DESIGN-R の評価結果 

（調査基準日直近の状況） 

褥瘡に関する危険因子のある患者及びすでに褥瘡を有する患者の場合に記載ください 

調査基準日直近の DESIGN-R の合計点                点 

※褥瘡の状態の評価項目のうち「深さ」の項目の点数は加えない当該患者の 

DESIGN-R の合計点数を回答してください。 
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Ⅲ 患者の受療状況等 
 

１ 医師・看護師による医療提供の状況（調査基準日から遡った過去 7 日間） 

 

 
１-１ 入棟中の患者の医療的な状態 
（該当する番号１つに○） 

01．安定している 

02．時々、不安定である 

03．常時、不安定である 

 

１-２ 医師による診察 

（処置、判断含む）の頻度 

（該当する番号１つに○） 

01．週１回程度以下、医師による診察（処置、判断含む）が必要 

02．週２～３回、医師による診察（処置、判断含む）が必要 

03．毎日、医師による診察（処置、判断含む）が必要 

04．１日数回、医師による診察（処置、判断含む）が必要 

05．常時、医師による診察（処置、判断含む）が必要 

 

１-３ 看護師による直接の 

看護提供の頻度 

（該当する番号１つに○） 

01．1 日 1～3 回の観察および管理が必要 

02．1 日 4～8 回の観察および管理が必要 

03．02 を超えた頻繁な観察および管理が必要 

04．03 を超えた常時の観察および管理が必要（24 時間心電図モニター装着によ

る観察のみの場合は含まない） 

２ 入院中の手術の実施状況 

（該当する番号１つに○） 
01．手術を実施した 02．手術は実施していない 

《２で「01」を選択した場合に回答》 

 
２-１ 手術の方法等 

（該当する番号すべてに○） 

01．開頭術 

→（実施日               ） 

02．開胸術 

→（実施日               ） 

03．開腹術 

→（実施日               ） 

04．骨の観血的手術 

→（実施日               ） 

05．胸腔鏡・腹腔鏡を用いた手術 

→（実施日               ） 

06．その他の手術 

→（実施日               ） 

３ 内服薬の種類 入院時                種類        調査基準日時点                種類 

４ リハビリ職による疾患別リハ実施状況 

（該当する番号１つに○） 

01．心大血管疾患ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 

02．脳血管疾患等ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 

03．廃用症候群ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 

04．運動器ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 

05．呼吸器ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 

06．いずれも実施していない 

《４で「06」以外を選択した場合に回答》 

 ４-１ 頻度 平均          回／週      ※1 週間当たりの平均回数を記入してください。 

 ４-２ 単位数 平均          単位／回    ※1 回当たりの平均単位数を記入してください。 
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５ 過去 7 日間に実施した 

検査の件数 

① 検体検査（尿・血液等）         過去 7 日間          件 

② 生体検査（超音波・内視鏡等）   過去 7 日間          件 

③ Ｘ線単純撮影                   過去 7 日間          件 

④ ＣＴ・ＭＲＩ                   過去 7 日間          件 

※検査を実施していない場合は、“0”を記入してください。 

６ 入院前の担当ケアマネジャ
ーの有無 

（該当する番号１つに○） 

01．担当ケアマネジャーあり 

02．担当ケアマネジャーなし 

03．不明  

《６で「01」を選択した場合に回答》 

 

６-１ ケアマネジャーから
の情報伝達の方法 

（該当する番号すべてに○） 

01．カンファレンスに直接出席 

02．文書（FAX や E メールも含む）での情報提供 

03．電話等による（口頭による）情報提供 

04．情報提供は受けていない 

 
６-２ 情報提供の有用性 

（該当する番号１つに○） 

01．有用だった  

02．どちらかといえば有用だった 

03．どちらかといえば有用ではなかった 

04．有用ではなかった 

７ 入院前の担当相談支援専門
員の有無 

（該当する番号１つに○） 

01．担当相談支援専門員あり 

02．担当相談支援専門員なし 

03．不明  

《７で「01」を選択した場合に回答》 

 

７-１ 相談支援専門員から
の情報伝達の方法 

（該当する番号すべてに○） 

01．カンファレンスに直接出席 

02．文書（FAX や E メールも含む）での情報提供 

03．電話等による（口頭による）情報提供 

04．情報提供は受けていない 

 
７-２ 情報提供の有用性 

（該当する番号１つに○） 

01．有用だった  

02．どちらかといえば有用だった 

03．どちらかといえば有用ではなかった 

04．有用ではなかった 

８ 入院中の他の医療機関の受診状況 

（該当する番号１つに○） 

01．他の医療機関を受診した 

  →（受診回数        回/月） 

02．他の医療機関を受診していない 

 

《８で「01」を選択した場合に回答》 

 
８-１ 他の医療機関を受診した理由 

（該当する番号すべてに○） 

01．専門外の急性疾患の治療のため 

02．専門外の慢性疾患の治療のため 

03．自院にはない医療機器の使用の

ため（放射線治療機器等） 

04．症状の原因精査のため 

05．その他（                   ） 

 

 

 
８-２ 受診した診療科 

（該当する番号すべてに○） 

01．内科 

02．小児科 

03．精神科 

04．外科 

05．整形外科 

06．脳神経外科 

07．心臓血管外科 

08．放射線科 

09．麻酔科（ペインクリニック） 

10．歯科 

11．その他（                   ） 

 

 
８-３ 受診費用の請求について 

（該当する番号すべてに○） 

01．合議で精算 

02．入院料を減算した上で先方にて請求 

03．その他（                   ） 
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Ⅳ 患者の今後の見通し等 
 

１ 医学的な入院継続の 

理由等 

（該当する番号１つに○） 

01．医学的な理由のため、入院医療が必要である 

02．医学的な理由のため、どちらかというと入院の方が望ましい 

03．医学的には外来・在宅でもよいが、他の要因のために退院予定がない 

04．現時点で具体的な退院日が決まっているため、それまでの間入院を継続している 

《１で「01」を選択した場合に回答》 

 
１-１ 医学的な理由の詳細 

（最も当てはまる番号 1つに○） 

01．急性期の治療を行っているため 

02．急性期の治療は終了したが、継続的な入院治療が必要であるため 

03．退院にはリハビリテーションが必要であるため 

04．その他（                                     ） 

《１で「03」を選択した場合に回答》 

 
１-２ 退院後に必要な支援 

（最も当てはまる番号 1つに○） 

01．医療処置 

02．通院の介助 

03．訪問診療 

04．訪問看護・リハビリテーション 

05．買い物・清掃・調理等の家事の補助 

06．食事・排泄・移動等の介護 

07．認知症・精神疾患に対する見守り 

08．その他（                    ） 

 

１-３ 退院できない理由 

（該当する選択肢の右欄に○、 

最も該当するもの１つには◎） 

01．本人の希望に適わないため  

02．家族の希望に適わないため  

03．在宅介護（訪問介護など）サービスの事由により退院先の確保ができないため  

04．地域に在宅介護（訪問介護など）サービスがないため  

05．在宅医療（訪問診療・訪問看護）サービスの事由により退院先の確保ができないため  

06．地域に在宅医療（訪問診療・訪問看護）サービスがないため  

07．入所先の施設の事由により、退院先の確保ができていないため  

08．地域に施設サービスがないため  

09．自宅の改修等の住環境の整備ができていないため  

10．01～09 の全体の調整・マネジメントができていないため  

11．自宅に退院、または施設に入所すれば経済的な負担が増えるため  

12．転院先の医療機関の確保ができていないため  

13．その他（                                                    ）  

 《１-３で「01」「02」を選択した場合に回答》 

  

１-３-１ 本人・家族の希望 

に適わない理由 

（該当する選択肢の右欄に○、 

最も該当するもの１つには◎） 

01．家族が患者と同居できないため  

02．家族が患者と同居可能だが、日中不在がちのため  

03．家族が患者と同居可能だが、家族の健康状態が不良のため  

04．家族が患者と同居可能だが、患者との関係が良好ではないため  

05．自宅に帰った場合の医学的管理に不安を感じているため  

06．サービス事業者などの家族以外の者を自宅にあげることに抵抗があるため  

07．自宅に帰った場合の地域の医療サービス（訪問診療・訪問看護）に不安を感じているため  

08．自宅に帰った場合の地域の介護サービス（訪問介護等）に不安を感じているため  

09．自宅に帰った場合、在宅介護等を利用しても家族の負担が大きいため  

10．入所先の施設又は転院先の医療機関が確保できるまでの入院を希望しているため  

11．その他（                                               ）  
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２ 退院へ向けた目標・課題等 

（主なもの 1つに○） 

01．疾病の治癒・軽快 

02．病態の安定 

03．手術・投薬・処置・検査等の終了 

04．診断・今後の治療方針の確定 

05．低下した機能の回復（ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ） 

06．在宅医療・介護等の調整 

07．入所先の施設の確保 

08．本人家族の病状理解 

09．転院先の医療機関の確保 

10．終末期医療・緩和ケア 

11．その他（                   ） 
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 Ａ-退棟  

 1 

 

厚生労働省 中央社会保険医療協議会 入院医療等の調査・評価分科会 平成 30 年度調査 

入院医療等における実態調査 

退 棟 患 者 票（Ａ） 

 施設ＩＤ：  病棟ＩＤ：  患者ＩＤ： 

■ 「入院患者票（Ａ）」の対象者のうち、「補助票（重症度，医療・看護必要度票」の追跡期間

（1週間）に退棟した場合に限り、本調査票へご記入ください。 

     なお、DPCデータの様式１ファイルを提出していただいた場合、問１、問２、問３①への

記入は不要です。また EFファイルを提出いただいた場合は問４への記入は不要です。 

１ 性別 

（該当する番号１つに○） 
01．男性 02．女性 

 

２ 生年月 西暦               年          月 

 

３ ①入院年月日 西暦               年          月          日 

   ②入棟年月日 西暦               年          月          日 

   ③退棟年月日 西暦               年          月          日 

 

４ 入退院支援加算等の算定状況 

（該当する番号すべてに○） 

01．入退院支援加算１ 算定あり 

02．入退院支援加算２ 算定あり 

03．入退院支援加算３ 算定あり 

04．入退院支援加算１～３ 算定なし 

05．薬剤総合評価調整加算 算定あり 

06．薬剤総合評価調整加算 算定なし 

 

５ 退棟時転帰 

（該当する番号１つに○） 

01．最も医療資源を投入した傷病が治癒・軽快したと判断される場合 

02．最も医療資源を投入した傷病が寛解したと判断される場合 

03．最も医療資源を投入した傷病が不変と判断される場合 

04．最も医療資源を投入した傷病が増悪したと判断される場合 

05．最も医療資源を投入した傷病による死亡 

06．最も医療資源を投入した傷病以外による死亡 

07．その他（検査入院含む） 

 

６ 退棟時の褥瘡の有無 

（該当する番号１つに○） 

01．皮膚損傷・発赤なし 

02．持続する発赤 

03．真皮までの損傷 

04．皮下組織までの損傷 

05．皮下組織を越える損傷 

06．関節腔、体腔に至る損傷 

07．判定不能 

うらへ続く 
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 Ａ-退棟  

 2 

 

７ 退棟先 

（該当する番号１つに○） 

01．自宅（在宅医療の提供あり）※１ 

02．自宅（在宅医療の提供なし）※１ 

03．介護老人保健施設 

04．介護医療院 

05．介護療養型医療施設 

06．特別養護老人ホーム 

07．軽費老人ホーム、有料老人ホーム 

08．その他の居住系介護施設 

（認知症グループホーム、サービス付高齢者向け住宅等）  

09．障害者支援施設 

10．他院の一般病床（11、12以外） 

11．他院の地域一般入院基本料を届出ている病床  

12．他院の地域包括ケア病棟入院料、

回復期リハビリテーション病棟入院料を届出ている病床 
 

13．他院の療養病床（12以外） 

14．他院の精神病床 

15．他院のその他の病床 

16．自院の一般病床（17、18以外） 

17．自院の地域一般入院基本料を届出ている病床  

18．自院の地域包括ケア病棟入院料、

回復期リハビリテーション病棟入院料を届出ている病床 

19．自院の療養病床（18以外） 

20．自院の精神病床 

21．自院のその他の病床 

22．有床診療所（介護サービス提供医療機関）  

23．有床診療所（22以外） 

24．死亡退院 

25．その他（          ） 

※１．提供主体は自院に限らない。在宅医療には、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを含むが、通院は含まない。 

 
    【自宅または居住系施設へ退院した場合のみ、以下の設問にご回答ください。】※転棟・転院の場合は記入不要です。 

８ 退院後に利用を予定して 

   いる医療・介護サービス 

（該当する番号すべてに○） 

01．外来診療 

02．訪問診療 

03．訪問看護 

04．訪問リハビリテーション 

05．通所リハビリテーション 

06．訪問介護 

07．訪問入浴介護 

08．通所介護 

09．短期入所生活介護 

10．短期入所療養介護 

11．定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

12．夜間対応型訪問介護 

13．認知症対応型通所介護 

14．看護小規模多機能型居宅介護 

15．福祉用具貸与 

16．その他（                   ） 

 

９ 退棟時の ADL スコア 

（下表の分類に従って記入） 

①食事             スコア           

②移乗             スコア           

③整容             スコア           

④トイレ動作・トイレの使用  スコア           

⑤入浴             スコア           

⑥平地歩行         スコア           

⑦階段             スコア           

⑧更衣             スコア           

⑨排便管理         スコア           

⑩排尿管理         スコア           

 
ADL スコア 所 見 

自 立 一部介助 全介助 不 明 

食 事   2   1 

切ったり、バターを塗ったり

などで介助を必要とする 

  0   9 

移 乗   3   2 

軽度の介助で可能 

  0 

座位バランス困難 

  9 

  1 

高度の介助を必要とする

が、座っていられる 

整 容   1  

顔／髪／歯／ひげ剃り 

            0   9 

トイレ動作・ 

トイレの使用 

  2   1 

多少の介助を必要とするが

おおよそ自分一人でできる 

  0   9 

入 浴   1   0   9 

平地歩行   3   2 一人介助で歩く   0   9 

  1 車いすで自立 

階 段   2   1   0   9 

更 衣   2   1   0   9 

排便管理   2   1 時々失敗   0 失禁   9 

排尿管理   2   1 時々失敗   0 失禁   9 
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 Ｂ-施設  

 

1 

 

厚生労働省 中央社会保険医療協議会 入院医療等の調査・評価分科会 平成 30 年度調査 

入院医療等における実態調査 

施 設 調 査 票（Ｂ） 
  

 特に指定がある場合を除いて、平成 30年 11月 1日現在の状況についてお答え下さい。 

 数値を記入する設問で、該当する方・施設等が無い場合は、「０」（ゼロ）をご記入下さい。 

 

◆ 本調査票のご記入者、ご連絡先についてご記入下さい。 

施設名  施設ＩＤ  

記入者氏名  電話番号  

 

◆ 貴院の基本情報について、別途 確認票（Ｗｅｂサイト参照）にてご確認ください。 
 

問１ 貴院の開設者、算定されている入院基本料等についてお伺いします。 

１-１ 開設者 （該当する番号１つに○） 

 
01 国立（国、独立行政法人国立病院機構、国立大学法人、独立行政法人労働者健康安全機構、国立高度専門医療研

究センター、独立行政法人地域医療機能推進機構） 

 02 公立（都道府県、市町村、地方独立行政法人） 

 03 公的（日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会） 

 04 社会保険関係（健康保険組合及びその連合会、共済組合及びその連合会、国民健康保険組合） 

 05 医療法人（社会医療法人は含まない） 

 06 その他の法人（公益法人、学校法人、社会福祉法人、医療生協、会社、社会医療法人等、その他法人） 

 07 個人 

 

１-２ 入院基本料等（平成 30 年 11 月 1 日時点） （該当する番号すべてに○） 

 

01 地域一般入院料１  

02 地域一般入院料２ 

03 地域一般入院料３ 

04 地域包括ケア病棟入院料１ 

05 地域包括ケア入院医療管理料１ 

06 地域包括ケア病棟入院料２ 

07 地域包括ケア入院医療管理料２ 

08 地域包括ケア病棟入院料３ 

09 地域包括ケア入院医療管理料３ 

10 地域包括ケア病棟入院料４ 

11 地域包括ケア入院医療管理料４ 

12 回復期リハビリテーション病棟入院料１ 

13 回復期リハビリテーション病棟入院料２ 

14 回復期リハビリテーション病棟入院料３ 

15 回復期リハビリテーション病棟入院料４ 

16 回復期リハビリテーション病棟入院料５ 

17 回復期リハビリテーション病棟入院料６ 

18 専門病院入院基本料（13対１） 
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 Ｂ-施設  
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１-３ 貴法人・関連法人が運営している施設・事業所・サービス等（平成 30 年 11 月 1 日時点） （該当する番号すべてに○） 

 

01 病院（貴院以外） 

02 一般診療所（貴院以外） 

03 訪問看護ステーション  

04 介護老人保健施設 

05 介護老人福祉施設  

06 介護医療院 

07 居宅介護支援（介護予防支援）事業所  

08 （介護予防）通所介護事業所 

09 訪問介護事業所 

10 地域包括支援センター 

11 特定施設（有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホー
ム、サービス付き高齢者向け住宅（該当する場合）） 

12 サービス付き高齢者向け住宅（11を除く） 

13 認知症高齢者グループホーム  

14 （介護予防）訪問リハビリテーション 

15 （介護予防）通所リハビリテーション 

16 （介護予防）居宅療養管理指導  

17 （介護予防）短期入所療養介護 

18 （介護予防）小規模多機能型居宅介護 

19 看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス） 

20 短期入所生活介護事業所 

21 他に運営施設・事業所等はない 

22 その他 

（具体的に              ） 

 

１-４ 貴施設と同一敷地内または隣接している施設・事業所・サービス等（平成 30 年 11 月 1 日時点） （該当する番号すべてに○） 

 

01 病院（貴院以外） 

02 一般診療所（貴院以外） 

03 訪問看護ステーション  

04 介護老人保健施設 

05 介護老人福祉施設  

06 介護医療院 

07 居宅介護支援（介護予防支援）事業所  

08 （介護予防）通所介護事業所 

09 訪問介護事業所 

10 地域包括支援センター 

11 特定施設（有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホー
ム、サービス付き高齢者向け住宅（該当する場合）） 

12 サービス付き高齢者向け住宅（11を除く） 

13 認知症高齢者グループホーム  

14 （介護予防）訪問リハビリテーション 

15 （介護予防）通所リハビリテーション 

16 （介護予防）居宅療養管理指導  

17 （介護予防）短期入所療養介護 

18 （介護予防）小規模多機能型居宅介護 

19 看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス） 

20 短期入所生活介護事業所 

21 他に運営施設・事業所等はない 

22 その他 

（具体的に              ） 

 
 

問２ 貴院の許可病床数についてお伺いします。 

２-１ 許可病床数（平成 30 年 11 月 1 日時点） 

① 一般病床 床 ④ 結核病床 床 

② 療養病床 床 ⑤ 感染症病床 床 

 （うち）介護療養病床 床 ⑥ 合計 床 

③ 精神病床 床   
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問３ 貴院の職種別の職員数（常勤換算）についてお伺いします。 

３-１ 常勤職員・非常勤職員の合計数（常勤換算※１）（平成 30 年 11 月 1 日時点） 

① 医師 ．  人 ⑪ 臨床心理技術者 ．  人 

② 歯科医師 ．  人 ⑫ 診療放射線技師 ．  人 

③ 看護師 ．  人 ⑬ 臨床検査技師 ．  人 

④ 准看護師 ．  人 ⑭ 臨床工学技士 ．  人 

⑤ 看護補助者 ．  人 ⑮ 歯科衛生士 ．  人 

 （うち）介護福祉士 ．  人 ⑯ 相談員 ．  人 

⑥ 薬剤師 ．  人  （うち）社会福祉士 ．  人 

⑦ 管理栄養士 ．  人  （うち）精神保健福祉士 ．  人 

⑧ 理学療法士 ．  人 ⑰ 医師事務作業補助者 ．  人 

⑨ 作業療法士 ．  人 ⑱ 事務職員 ．  人 

⑩ 言語聴覚士 ．  人 ⑲ その他の職員 ．  人 

※１．非常勤職員の常勤換算の算出方法 

貴院の常勤職員の１週間の所定労働時間を基本として、下記のように常勤換算して小数第１位まで（小数点第２位を切り上げ）を記入。 
例：常勤職員の１週間の通常の勤務時間が 40時間の病院で、週４日（各日５時間）勤務の看護師が１人いる場合 

非常勤看護師数＝ 
４日×５時間×１人 

＝０.５人 
40時間 

 

問４ 貴院のシステム導入状況についてお伺いします。 

４-１ 電子カルテの導入状況（平成 30 年 11 月 1 日時点） （該当する番号１つに○） 

 01 導入している 02 導入していない 

 

４-２ オーダリングシステムの導入状況（平成 30 年 11 月 1 日時点） （該当する番号１つに○） 

 01 導入している 02 導入していない 

 

４-３ 医療情報連携ネットワーク※１への参加状況（平成 30 年 11 月 1 日時点） （該当する番号１つに○） 

 01 参加している 02 参加していない 

■ 上記４-３で「01 参加している」を選択した場合、患者情報の開示状況についてご回答ください。 

 ４-３-１ 参加している医療情報連携ネットワークにおける、電子カルテなどの患者情報の開示状況※２ 

（該当する番号１つに○） 

 01 開示施設である 02 開示施設ではない 

※１．地域において病病連携や病診連携など、主に電子カルテ情報を用いて医療情報の連携を行っているネットワーク。 

※２．部分的でも開示している医療情報があれば「01 開示施設である」とご回答ください。 
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問５ 貴院の外来患者数、総入院患者数についてお伺いします。 

５-１ 外来患者数（平成 30 年 10 月の 1 か月間） 

① 初診の患者数 人 

 （うち）紹介状により紹介された患者数 人 

② 再診の延べ患者数 延べ      人 

③ 紹介状により他の病院または診療所に紹介した患者数 人 

 

５-２ 総入院患者数（平成 30 年 11 月 1 日時点） 

① 総入院患者数※１ 人 

※１．施設全体の合計をご回答ください。 
 

問６ 貴院の地域一般入院基本料、地域包括ケア病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料等を届出

ている病棟等についてお伺いします。 

６-１ 病棟数、病床数等（平成 30 年 11 月 1 日時点） 病棟数 届出病床数 入院患者数 

① 地域一般入院料１ 棟 床 人 

② 地域一般入院料２ 棟 床 人 

③ 地域一般入院料３ 棟 床 人 

④ 地域包括ケア病棟入院料１ 棟 床 人 

⑤ 地域包括ケア入院医療管理料１ 室 床 人 

⑥ 地域包括ケア病棟入院料２ 棟 床 人 

⑦ 地域包括ケア入院医療管理料２ 室 床 人 

⑧ 地域包括ケア病棟入院料３ 棟 床 人 

⑨ 地域包括ケア入院医療管理料３ 室 床 人 

⑩ 地域包括ケア病棟入院料４ 棟 床 人 

⑪ 地域包括ケア入院医療管理料４ 室 床 人 

⑫ 回復期リハビリテーション病棟入院料１ 棟 床 人 

⑬ 回復期リハビリテーション病棟入院料２ 棟 床 人 

⑭ 回復期リハビリテーション病棟入院料３ 棟 床 人 

⑮ 回復期リハビリテーション病棟入院料４ 棟 床 人 

⑯ 回復期リハビリテーション病棟入院料５ 棟 床 人 

⑰ 回復期リハビリテーション病棟入院料６ 棟 床 人 

⑱ 専門病院入院基本料（13 対１） 棟 床 人 
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■ 上記６-１で「① 地域一般入院料１」～「③ 地域一般入院料３」に病棟数等を記入した場合、届出を行った理由をご
回答ください。 

 ６-１-１ 地域一般入院基本料の届出を行った理由 （該当する選択肢の右欄に○、最も該当するもの１つには◎） 

 01 地域のニーズに合った医療を提供できるため  

 02 患者の状態に即した医療を提供できるため  

 03 急性期一般入院基本料の看護職員体制を満たすことが難しいため  

 04 急性期一般入院基本料の重症度、医療・看護必要度の要件を満たすことが難しいため  

 05 急性期一般入院基本料の平均在院日数の要件を満たすことが難しいため  

 06 地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料の重症患者割合の要件を満たすことが難しいため  

 07 地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料の在宅復帰に係る職員や在宅復帰率の要件を満たすことが難しいため  

 
08 地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料の自宅等から入棟した患者割合・緊急患者の受入等の要

件を満たすことが難しいため 
 

 09 回復期リハビリテーション病棟入院料のリハビリ専門職体制を満たすことが難しいため  

 
10 回復期リハビリテーション病棟入院料の重症者（日常生活機能評価 10 点以上）の割合や退院時の

同評価の要件を満たすことが難しいため 
 

 11 回復期リハビリテーション病棟入院料のリハビリテーション実績指数の要件を満たすことが難しいため  

 12 データ提出加算の要件を満たすことが難しいため  

 13 その他（                                                                            ）  

 

６-２ 新入棟、退棟患者数等（平成 30 年 8 月～10 月の 3 か月間） 新入棟患者数 新退棟患者数 在院患者延日数 

① 地域一般入院料１ 人 人 日 

② 地域一般入院料２ 人 人 日 

③ 地域一般入院料３ 人 人 日 

④ 地域包括ケア病棟入院料１ 人 人 日 

⑤ 地域包括ケア入院医療管理料１ 人 人 日 

⑥ 地域包括ケア病棟入院料２ 人 人 日 

⑦ 地域包括ケア入院医療管理料２ 人 人 日 

⑧ 地域包括ケア病棟入院料３ 人 人 日 

⑨ 地域包括ケア入院医療管理料３ 人 人 日 

⑩ 地域包括ケア病棟入院料４ 人 人 日 

⑪ 地域包括ケア入院医療管理料４ 人 人 日 

⑫ 回復期リハビリテーション病棟入院料１ 人 人 日 

⑬ 回復期リハビリテーション病棟入院料２ 人 人 日 

⑭ 回復期リハビリテーション病棟入院料３ 人 人 日 

⑮ 回復期リハビリテーション病棟入院料４ 人 人 日 

⑯ 回復期リハビリテーション病棟入院料５ 人 人 日 

⑰ 回復期リハビリテーション病棟入院料６ 人 人 日 

⑱ 専門病院入院基本料（13 対１） 人 人 日 
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■ 下記６-３、６-３-１、６-３-２、６-４については、貴院が地域一般入院料１、地域包括ケア病棟入院料及び地域包括ケア入院医療

管理料を届出ている場合にご回答ください。 

６-３ 届出を行っている重症度、医療・看護必要度の種別（平成 30 年 11 月１日時点） （該当する番号１つに○） 

 01 重症度、医療・看護必要度Ⅰ 02 重症度、医療・看護必要度Ⅱ 

■ 上記６-３で「01 重症度、医療・看護必要度Ⅰ」を選択した場合、届出を行った理由をご回答ください。 

 ６-３-１ 重症度、医療・看護必要度Ⅰの届出を行った理由 （該当する選択肢の右欄に○、最も該当するもの１つには◎） 

 
01 診療実績情報データ（レセプトコード）による評価（重症度、医療・看護必要度Ⅱ）より、評価票

の記入のほうが容易であり、重症度、医療・看護必要度Ⅱの方法に変更する必要性を感じないた
め 

 

 
02 重症度、医療・看護必要度Ⅰを用いた場合、重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いた場合と比較し

て、より高い入院料を届出ることができるため 
 

 03 重症度、医療・看護必要度Ⅰのデータを看護職員配置などの看護管理業務に用いるため  

 
04 重症度、医療・看護必要度Ⅱを満たす患者の割合と重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患

者の割合との差分が 0.04に収まらないため 
 

 05 その他（                                                                            ）  

■ 上記６-３で「02 重症度、医療・看護必要度Ⅱ」を選択した場合、届出を行った理由をご回答ください。 

 ６-３-２ 重症度、医療・看護必要度Ⅱの届出を行った理由 （該当する選択肢の右欄に○、最も該当するもの１つには◎） 

 
01 重症度、医療・看護必要度Ⅱの届出に必要な診療実績情報データ（レセプトコード）による評価体

制が整っており、重症度、医療・看護必要度Ⅰよりも評価票記入者の負担が軽減されるため 
 

 
02 重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いた場合、重症度、医療・看護必要度Ⅰを用いた場合と比較し

て、より高い入院料を届出ることができるため 
 

 03 入院料の算定要件に重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いることが求められているため  

 04 その他（                                                                            ）  

 

６-４ 改定前・改定後の重症度、医療・看護必要度に係る基準を満
たす患者割合 ※平成 30 年 8 月～10 月については、Ⅰ又はⅡど
ちらも算出している場合は両方をお答えください。 

平成 29 年 

8 月～10 月 

平成 30 年 8 月～10 月 

重症度、医療・看護必要度Ⅰ 重症度、医療・看護必要度Ⅱ 

① 地域一般入院料１を届出ている病棟 ※１    ．  ％ ※３    ．  ％ ※３    ．  ％ 

 （うち）地域包括ケア病棟入院料に係る基準で算出した場合の患者割合  ※４    ．  ％ ※４    ．  ％ 

② 地域包括ケア病室 ※２    ．  ％ ※４    ．  ％ ※４    ．  ％ 

③ 地域包括ケア病棟 ※２    ．  ％ ※４    ．  ％ ※４    ．  ％ 

※１．平成 29年度時における「一般病棟用の重症度，医療・看護必要度」のモニタリング及び処置等に係る得点（Ａ得点）が 2点以上、か

つ患者の状況等に係る得点（Ｂ得点）3点以上，Ａ得点 3点以上又は手術等の医学的状況に係る得点（Ｃ得点）が 1点以上 を満たす

患者割合。 
※２．平成 29年度時における「地域包括ケア病棟入院料（地域包括ケア入院医療管理料を算定する場合も含む）における一般病棟用の重症

度，医療・看護必要度」のモニタリング及び処置等に係る得点（Ａ得点）1点以上又は手術等の医学的状況に係る得点（Ｃ得点）が 1

点以上 を満たす患者割合。 
※３．「一般病棟用の重症度，医療・看護必要度」のモニタリング及び処置等に係る得点（Ａ得点）2点以上かつ患者の状況等に係る得点（Ｂ

得点）3点以上、「診療・療養上の指示が通じる（Ｂ14）」又は「危険行動（Ｂ15）」に該当する患者であって、Ａ得点が 1点以上且つ

Ｂ得点が 3点以上、Ａ得点 3点以上又は手術等の医学的状況に係る得点（Ｃ得点）が 1点以上 を満たす患者割合。 

※４．「地域包括ケア病棟入院料（地域包括ケア入院医療管理料を算定する場合も含む）における一般病棟用の重症度，医療・看護必要度」

のモニタリング及び処置等に係る得点（Ａ得点）1 点以上又は手術等の医学的状況に係る得点（Ｃ得点）が 1 点以上 を満たす患者割

合。 
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６-５ 在宅復帰率等（平成 30 年 8 月～10 月の 3 か月間） 在宅復帰率 平均在院日数 

① 地域一般入院料１ ※１       ．  ％      ．  日 

② 地域一般入院料２ ※１       ．  ％       ．  日 

③ 地域一般入院料３ ※１       ．  ％      ．  日 

④ 地域包括ケア病棟入院料１ ※２       ．  ％      ．  日 

⑤ 地域包括ケア入院医療管理料１ ※２       ．  ％      ．  日 

⑥ 地域包括ケア病棟入院料２ ※２       ．  ％      ．  日 

⑦ 地域包括ケア入院医療管理料２ ※２       ．  ％      ．  日 

⑧ 地域包括ケア病棟入院料３ ※２       ．  ％      ．  日 

⑨ 地域包括ケア入院医療管理料３ ※２       ．  ％      ．  日 

⑩ 地域包括ケア病棟入院料４ ※２       ．  ％      ．  日 

⑪ 地域包括ケア入院医療管理料４ ※２       ．  ％      ．  日 

⑫ 回復期リハビリテーション病棟入院料１ ※３       ．  ％      ．  日 

⑬ 回復期リハビリテーション病棟入院料２ ※３       ．  ％      ．  日 

⑭ 回復期リハビリテーション病棟入院料３ ※３       ．  ％      ．  日 

⑮ 回復期リハビリテーション病棟入院料４ ※３       ．  ％      ．  日 

⑯ 回復期リハビリテーション病棟入院料５ ※３       ．  ％      ．  日 

⑰ 回復期リハビリテーション病棟入院料６ ※３       ．  ％      ．  日 

⑱ 専門病院入院基本料（13 対１） ※１       ．  ％      ．  日 

※１．「在宅復帰率」＝Ａ÷Ｂ ： Ａ．該当する病棟から、自宅、居住系介護施設等（介護医療院を含む）、地域包括ケア病棟、回復期リハ病

棟、療養病棟、有床診療所、介護老人保健施設へ退院した患者（死亡退院・転棟患者（自院）・再入院患者を除く）、Ｂ．該当する病棟

から退棟した患者（死亡退院・転棟患者（自院）・再入院患者を除く）。 

※２．「在宅復帰率」＝Ｃ÷Ｄ ： Ｃ．該当する病棟から、自宅、居住系介護施設等（介護医療院を含む）、有床診療所（介護サービス提供医

療機関に限る）へ退院した患者（死亡退院・再入院患者を除く）、Ｄ．該当する病棟から退棟した患者（死亡退院・再入院患者を除く）。 

※３．「在宅復帰率」＝Ｅ÷Ｆ ： Ｅ．該当する病棟から、自宅、居住系介護施設等（介護医療院を含む）、有床診療所（介護サービス提供医

療機関に限る）へ退院した患者（死亡退院・再入院患者を除く）、Ｆ．該当する病棟から退棟した患者（死亡退院・一般病棟への転棟

転院患者・再入院患者を除く）。 
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６-６ 病床利用率※１ 
平成 29 年 10 月の 

1 か月間 
平成 30 年 10 月の 

1 か月間 

① 地域一般入院料１※２          ．  ％          ．  ％ 

② 地域一般入院料２※２          ．  ％          ．  ％ 

③ 地域一般入院料３※２          ．  ％          ．  ％ 

④ 地域包括ケア病棟入院料１※３          ．  ％          ．  ％ 

⑤ 地域包括ケア入院医療管理料１※３          ．  ％          ．  ％ 

⑥ 地域包括ケア病棟入院料２※３          ．  ％          ．  ％ 

⑦ 地域包括ケア入院医療管理料２※３          ．  ％          ．  ％ 

⑧ 地域包括ケア病棟入院料３※３          ．  ％          ．  ％ 

⑨ 地域包括ケア入院医療管理料３※３          ．  ％          ．  ％ 

⑩ 地域包括ケア病棟入院料４※３          ．  ％          ．  ％ 

⑪ 地域包括ケア入院医療管理料４※３          ．  ％          ．  ％ 

⑫ 回復期リハビリテーション病棟入院料１※４          ．  ％          ．  ％ 

⑬ 回復期リハビリテーション病棟入院料２※４          ．  ％          ．  ％ 

⑭ 回復期リハビリテーション病棟入院料３※４          ．  ％          ．  ％ 

⑮ 回復期リハビリテーション病棟入院料４※４          ．  ％          ．  ％ 

⑯ 回復期リハビリテーション病棟入院料５※４          ．  ％          ．  ％ 

⑰ 回復期リハビリテーション病棟入院料６※４          ．  ％          ．  ％ 

⑱ 専門病院入院基本料（13 対１）          ．  ％          ．  ％ 

※１．「病床利用率」＝Ａ÷Ｂ ： Ａ．10月の在院患者延数 × 100 、Ｂ．届出病床数 × 31 

※２．平成 29年 10月の値については、平成 29年 11 月 1日時点で一般病棟入院基本料（13対１）又は一般病棟入院基本料（15対１）の

届出をしていた場合にご回答ください。 

※３．平成 29年 10月の値については、平成 29年 11月 1日時点で地域包括ケア入院料又は地域包括ケア入院医療管理料の届出をしていた

場合にご回答ください。 

※４．平成 29年 10月の値については、平成 29年 11月 1日時点で回復期リハビリテーション病棟入院料の届出をしていた場合にご回答く

ださい。 

 

■ 下記問７については、貴院が「地域一般入院料」、「地域包括ケア病棟入院料」又は「専門病院入院基本料」を届出て
いる場合のみご回答ください。 

問７ 貴院における夜間看護体制特定日減算についてお伺いします。 

７-１ 夜間看護体制特定日減算の算定状況について（平成 30 年 8 月～10 月の 3 ヶ月間） （該当する番号１つに○） 

 01 夜間看護体制特定日減算を算定している 02 夜間看護体制特定日減算を算定していない 

■ 上記７-１で「01 夜間看護体制特定日減算を算定している」と回答した場合、夜間看護体制特定日減算の算定日数に

ついてご回答ください。 

 ７-１-１ 夜間看護体制特定日減算の算定日数 日 
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問８ 貴院における看護補助加算等の届出状況等についてお伺いします。 

８-１ 看護補助加算等の届出状況について（平成 30 年 11 月 1 日時点） （該当する番号すべてに○） 

 01 看護補助加算１ 04 夜間 75対 1看護補助加算 

 02 看護補助加算２ 05 看護補助者配置加算（地域包括ケアのみ） 

 03 看護補助加算３ 06 届出なし 

 

８-２ 身体的拘束等の行動制限を最小化する取り組みの実施状況について（平成 30 年 11 月 1 日時点） （該当する番号すべてに○）  

 01 身体的拘束の実施について病院としての指針（マニュアル等）を定めている 

 02 身体的拘束を最小限にするための取り組みについて、職員が知識や技術を学ぶ機会を設けている 

 03 身体的拘束を必要としない状態となるよう、1日 1回程度、環境やケアの見直しを実施している 

 04 身体的拘束を最小限にするための取り組みとして、身体的拘束に係る用具の新規購入を中止している 

 05 特にない 

 06 その他（                                          ） 

 

 

問９ 貴院の病棟等に関する今後の届出の意向についてお伺いします。 

◆ 【現時点の状況】では、平成 30 年 11 月 1 日時点の状況についてご回答ください。【今後の意向】では、今後の入院基本料

等別の病床数の増減の意向について、貴院の考えに最も近いものに○を１つ付けてください。 

９-１ 今後の入院基本料等

別の病床数の増減の意向  

（該当する番号それぞれ１つに○） 

【現時点の状況】 

届出の有無 

 【今後の意向】 

入院基本料等別の病床数の増減の意向 

（左記届出の有無で「01 届出あり」を選択した場合は上段の選択肢、 
「02 届出なし」を選択した場合は下段の選択肢にご回答ください） 

① 地域一般入院基本料 

01 届出あり 

⇒ 

01 増床 02 現状を維持 
03 削減 

（転換を除く） 

04 他の病棟へ 

転換 

02 届出なし 01 新設 02 現状を維持   

② 地域包括ケア病棟入院料・

入院医療管理料 

01 届出あり 

⇒ 

01 増床 02 現状を維持 
03 削減 

（転換を除く） 

04 他の病棟へ 

転換 

02 届出なし 01 新設 02 現状を維持   

③ 回復期リハビリテーショ

ン病棟入院料 

01 届出あり 

⇒ 

01 増床 02 現状を維持 
03 削減 

（転換を除く） 

04 他の病棟へ 

転換 

02 届出なし 01 新設 02 現状を維持   
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■ 上記９-１【今後の意向】で「04 他の病棟へ転換」を選択した場合、現在届出ている入院基本料等から転換を検討して

いる病棟等の状況およびその理由をご回答ください。 

 
９-１-１転換を検討している病棟等の状況およびその理由 （該当する番号すべてに○） 

（転換を検討している理由は以下の選択肢から優先度が高い順に該当する理由３つを記入） 

 ① 地域一般入院基本料 
01 

急性期一般病棟 

02 

地域包括ケア病棟 

03 

回復期リハ病棟 

04 

療養病棟 

05 

その他 

06 

未定 

  転換を検討している理由      ，    ，     

 ② 地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料 
01 

急性期一般病棟 

02 

回復期リハ病棟 

03 

療養病棟 

04 

その他 

05 

未定 

  転換を検討している理由      ，    ，     

 ③ 回復期リハビリテーション病棟入院料 
01 

急性期一般病棟 

02 

地域包括ケア病棟 

03 

療養病棟 

04 

その他 

05 

未定 

  転換を検討している理由      ，    ，     

 

◆ 以下は、上記９-１-１の「転換を検討している理由」の選択肢です。該当する記号を「転換を検討している理由」の回答欄

にご記入ください。 

（９-１-１「転換を検討している理由」の選択肢） 現在届出ている入院基本料等から転換を検討している理由 

a 実際の患者の状態に、より即した入院料等が設定されているため 

b 他の病棟等へ転換することで、より地域のニーズに応えることができるため 

c 一般病棟入院基本料（13対 1、15対 1）が地域一般入院基本料に再編・統合され転換負担が緩和されたため 

d 地域包括ケア病棟入院料・管理料が再編され転換負担が緩和されたため 

e 回復期リハビリテーション病棟入院料が再編され転換負担が緩和されたため 

f 看護師の確保が困難なため 

g 他の病棟等へ転換することで経営が安定するため 

h 他の病棟等へ転換することで、職員のモチベーションが向上するため 

i 他の病棟等へ転換することで、職員の負担軽減につながるため 

j その他 
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■ 下記問 10 については、貴院が改定前に「一般病棟入院基本料（13 対 1 入院基本料）」を届出ていた場合のみご回
答ください。 

問 10 改定前（平成 30 年 3 月 31 日時点）に一般病棟入院基本料（13 対１）を届出ていた病棟の状況につい
てお伺いします。 

10-１ 改定前（平成 30 年 3 月 31 日時点）に一般病棟入院基本料（13 対１）を

届出ていた病棟の状況 
病棟数 届出病床数 

改定前（平成 30 年 3 月 31 日時点）に一般病棟入院基本料（13 対１）を届出ていた病棟 棟 床 

平
成
30
年
11
月
1
日
時
点
の
内
訳 

① 平成 30年 11月 1日時点、急性期一般入院基本料を届出 棟 床 

② 平成 30年 11月 1日時点、地域一般入院料１を届出 棟 床 

③ 平成 30年 11月 1日時点、地域一般入院料２を届出 棟 床 

④ 平成 30年 11月 1日時点、地域一般入院料３を届出 棟 床 

⑤ 平成 30 年 11 月 1 日時点、回復期リハビリテーション病棟入院料の病棟へ転換  棟 床 

⑥ 平成 30年 11月 1日時点、地域包括ケア病棟入院料の病棟へ転換 棟 床 

⑦ 平成 30 年 11 月 1 日時点、一部を地域包括ケア入院医療管理料の病室へ転換  室 床 

⑧ 平成 30年 11月 1日時点、介護保険施設へ転換  床 

⑨ 平成 30年 11月 1日時点、上記以外の病棟・病室へ転換 棟 床 

⑩ 平成 30年 11月 1日時点、休床としている病床  床 

 
 
■ 下記問 11 については、貴院が改定前に「一般病棟入院基本料（15 対 1 入院基本料）」を届出ていた場合のみご回
答ください。 

 
問 11 改定前（平成 30 年 3 月 31 日時点）に一般病棟入院基本料（15 対 1）を届出ていた病棟の状況につい

てお伺いします。 

11-１ 改定前（平成 30 年 3 月 31 日時点）に一般病棟入院基本料（15 対１）を

届出ていた病棟の状況 
病棟数 届出病床数 

改定前（平成 30 年 3 月 31 日時点）に一般病棟入院基本料（15 対１）を届出ていた病棟 棟 床 

平
成
30
年
11
月
1
日
時
点
の
内
訳 

① 平成 30年 11月 1日時点、急性期一般入院基本料を届出 棟 床 

② 平成 30年 11月 1日時点、地域一般入院料１を届出 棟 床 

③ 平成 30年 11月 1日時点、地域一般入院料２を届出 棟 床 

④ 平成 30年 11月 1日時点、地域一般入院料３を届出 棟 床 

⑤ 平成 30 年 11 月 1 日時点、回復期リハビリテーション病棟入院料の病棟へ転換  棟 床 

⑥ 平成 30年 11月 1日時点、地域包括ケア病棟入院料の病棟へ転換 棟 床 

⑦ 平成 30 年 11 月 1 日時点、一部を地域包括ケア入院医療管理料の病室へ転換  室 床 

⑧ 平成 30年 11月 1日時点、介護保険施設へ転換  床 

⑨ 平成 30年 11月 1日時点、上記以外の病棟・病室へ転換 棟 床 

⑩ 平成 30年 11月 1日時点、休床としている病床  床 
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■ 下記問 12については、貴院が「回復期リハビリテーション病棟入院料」を届出ている場合のみご回答ください。 
 
問 12 貴院の回復期リハビリテーション病棟の平成 30 年 3 月 31 日時点の状況についてお伺いします。 

12-１ 回復期リハビリテーション病棟入院料を届出ている病棟の状況 病棟数 届出病床数 

平成 30 年 11 月 1 日時点、「回復期リハビリテーション病棟入院料」を届出ている病棟 棟 床 

平
成
30
年
３
月
31
日
時
点
の
内
訳 

① 改定前に一般病棟入院基本料（７対１）を届出ていた 棟 床 

② 改定前に一般病棟入院基本料（10対１）を届出ていた 棟 床 

③ 改定前に一般病棟入院基本料（13対１）を届出ていた 棟 床 

④ 改定前に一般病棟入院基本料（15対１）を届出ていた 棟 床 

⑤ 改定前に回復期リハビリテーション病棟入院料１を届出ていた 棟 床 

⑥ 改定前に回復期リハビリテーション病棟入院料２を届出ていた 棟 床 

⑦ 改定前に回復期リハビリテーション病棟入院料３を届出ていた 棟 床 

⑧ 改定前に地域包括ケア病棟入院料を届出ていた 棟 床 

⑨ 改定前に地域包括ケア入院医療管理料を届出ていた 室 床 

⑩ 改定前に療養病棟入院基本料１（20対１）を届出ていた 棟 床 

⑪ 改定前に療養病棟入院基本料２（25対１）を届出ていた 棟 床 

⑫ 改定前に上記以外を届出ていた 棟 床 

 
 
問 13 貴院の平成 29 年 10 月及び平成 30 年 10 月におけるリハビリテーション実績指数についてお伺いします。 

13-１リハビリテーション実績指数の状況 平成 29 年 10 月 平成 30 年 10 月 

リハビリテーション実績指数   

 

問 14 貴院のリハビリテーションの状況についてお伺いします。 

14-１ 疾患別リハビリテーションの届出状況 

（該当する番号それぞれ１つに○） 

届出の有無 

（平成 30 年 10 月の 1 か月間） 

① 心大血管疾患リハビリテーション料 
01 02 03 

リハビリテーション料Ⅰ リハビリテーション料Ⅱ 届出なし 

② 脳血管疾患等リハビリテーション料 
01 02 03 04 

リハビリテーション料Ⅰ リハビリテーション料Ⅱ リハビリテーション料Ⅲ 届出なし 

③ 廃用症候群リハビリテーション料 
01 02 03 04 

リハビリテーション料Ⅰ リハビリテーション料Ⅱ リハビリテーション料Ⅲ 届出なし 

④ 運動器リハビリテーション料 
01 02 03 04 

リハビリテーション料Ⅰ リハビリテーション料Ⅱ リハビリテーション料Ⅲ 届出なし 

⑤ 呼吸器リハビリテーション料 
01 02 03 

リハビリテーション料Ⅰ リハビリテーション料Ⅱ 届出なし 

 

14-２ 外来患者に対するリハビリテーションなどの実施状況 

（該当する番号それぞれ１つに○） 

実施の有無 

（平成 30 年 10 月の 1 か月間） 

① 外来患者に対するリハビリテーションの実施（医療保険） 
01 02 

実施あり 実施なし 

② 訪問リハビリテーション指導の実施（医療保険） 
01 02 

実施あり 実施なし 

 ③ 通所リハビリテーションの実施（介護保険） 
01 02 

実施あり 実施なし 
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■ 上記 14-２「③ 通所リハビリテーションの実施」において「02 実施なし」を選択した場合、通所リハビリテーショ
ンを実施していない理由をご回答ください。 

 14-２-１ 通所リハビリテーションを実施していない理由 （該当する選択肢の右欄に○、最も該当するもの１つに◎） 

 01 機能訓練室が施設基準を満たせないため  

 02 人員配置が施設基準を満たせないため  

 03 指定にかかる手続きが煩雑であるため  

 04 地域に利用者がいないため  

 05 実施したとしても経営の安定が見込めないため  

 06 その他（                                  ）  

 

14-３ 回復期リハビリテーション病棟入院料における病棟専従のリハビリ専門

職による実施の状況 （該当する番号それぞれ１つに○） 

実施の有無 

（平成 30 年 10 月の 1 か月間） 

① 入院中の患者又は退棟後 3 月以内の患者に対する退院前の訪問指導の実施 
01 02 

実施あり 実施なし 

② 退棟後 3 月以内の患者に対する外来リハビリテーションの実施 
01 02 

実施あり 実施なし 

③ 退棟後 3 月以内の患者に対する訪問リハビリテーション指導の実施 
01 02 

実施あり 実施なし 

 

■ 下記 14-４については、貴院が「回復期リハビリテーション病棟入院料」を届出ている場合のみご回答ください。 

14-４ 平成 30 年４月～９月の６ヶ月間における回復期リハビリテーション病棟入院料の 1 日あたりのリハビリテーショ

ン提供単位数、重症者※１の状況 

① １日あたりのリハビリテーション提供単位数 単位 

② 新規入院患者のうち重症者の割合 ．  ％ 

③ 退院した重症者のうち、日常生活機能評価が１点以上改善した重症者の割合 ．  ％ 

④ 退院した重症者のうち、日常生活機能評価が３点以上改善した重症者の割合 ．  ％ 

⑤ 退院した重症者のうち、日常生活機能評価が４点以上改善した重症者の割合 ．  ％ 

※１．日常生活機能評価が 10点以上に該当する患者。 

 

問 15 貴院の回復期リハビリテーション病棟から退棟した患者数と、そのうちのリハビリテーションを要す
る状態別患者数についてお伺いします。 

15-１ 回復期リハビリテーション病棟から退棟した患者の状態 患者数 

平成 30 年８月から平成 30 年 10 月までの３か月間に当該病棟から退棟した患者数 人 

（
う
ち
）
リ
ハ
を
要
す
る
状
態
別
の
患
者
数 

① 脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント手術後、脳腫瘍、脳炎、急性脳症、
脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷等の発症後若しくは手術後の状態又は
義肢装着訓練を要する状態 

人 

② 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節若しくは膝関節の骨折又は２肢以上の多発骨折の発症後又は手

術後の状態 
人 

③ 外科手術又は肺炎等の治療時の安静により廃用症候群を有しており、手術後又は発症後の状態 人 

④ 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節若しくは膝関節の神経、筋又は靱帯損傷後の状態 人 

⑤ 股関節又は膝関節の置換術後の状態 人 
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■ 下記問 16については、貴院が「地域包括ケア病棟入院料」あるいは「地域包括ケア入院医療管理料」を届出ている場合のみご回答ください。 
 
問 16 貴院の地域包括ケア病棟・病室についてお伺いします。 

16-１ 現地域包括ケア病棟の改定前の状況 病棟数 届出病床数 

地域包括ケア病棟（平成 30 年 11 月 1 日時点） 棟 床 

平
成
30
年
3
月
31
日
時
点
の
内
訳 

① 改定前に一般病棟入院基本料（７対１）を届出ていた 棟 床 

② 改定前に一般病棟入院基本料（10対１）を届出ていた 棟 床 

③ 改定前に一般病棟入院基本料（13対１）を届出ていた 棟 床 

④ 改定前に一般病棟入院基本料（15対１）を届出ていた 棟 床 

⑤ 改定前に回復期リハビリテーション病棟入院料を届出ていた 棟 床 

⑥ 改定前に療養病棟入院基本料１（20対１）を届出ていた 棟 床 

⑦ 改定前に療養病棟入院基本料２（25対１）を届出ていた 棟 床 

⑧ 改定前に地域包括ケア病棟入院料を届出ていた 棟 床 

⑨ 改定前に地域包括ケア入院医療管理料を届出ていた 室 床 

⑩ 改定前に上記以外を届出ていた 棟 床 

 

16-２ 現地域包括ケア病室の改定前の状況 病室・病棟数 届出病床数 

地域包括ケア病室（平成 30 年 11 月 1 日時点） 室 床 

再 

掲 

① 改定前（平成 30 年 3 月 31 日時点）に地域包括ケア病室以外の病室の一
部から転換 

室 床 

② 改定前（平成 30 年 3 月 31 日時点）に地域包括ケア病棟以外の病棟の一
部から転換 

棟 床 

 

16-３ 地域包括ケア病棟・病室の届出を行った理由 （該当する選択肢の右欄に○、最も該当するもの１つには◎） 

 01 地域包括ケア病棟・病室の方が経営が安定するため  

 02 地域包括ケア病棟・病室にすることで、職員のモチベーションが向上するため  

 03 地域包括ケア病棟・病室にすることで、職員の負担軽減につながるため  

 04 地域包括ケア病棟・病室にすることで、より地域のニーズに合った医療を提供できるため  

 05 実際の患者の状態に、より即した入院料等が設定されたため  

 06 他の入院料の病棟と組み合わせることで、患者の状態に即した医療を提供できるため  

 07 急性期一般病棟を維持するためには一部を地域包括ケア病棟・病室に転換する必要があったため  

 08 地域包括ケア病棟・病室の重症度，医療・看護必要度の基準であれば満たすことが可能であるため  

 09 退院支援の実施が無理なくできるため  

 10 施設基準に平均在院日数の要件がないため  

 11 その他（                                                                            ）  

 

16-４ 地域包括ケア病棟・病室の利用に係る趣旨 （該当する選択肢の右欄に○、最も該当するもの１つには◎） 

 01 自院の急性期病棟からの転棟先として利用している  

 02 他院の急性期病棟からの転院先として利用している  

 03 在宅医療の後方支援として、急変時等の入院先として利用している  

 04 在宅医療の後方支援として、看取りを中心に利用している  

 05 自院 又は 他院の療養病棟からの転棟・転院先として利用している  

 06 介護保険施設等からの急変時の入院先として利用している  

 07 その他（                                                                            ）  
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16-５ 地域包括ケア病棟・病室における各種実績の状況（平成 30 年８月～平成 30 年 10 月の３か月） 

① 自宅等から入棟した患者割合          ．  ％ 

② 自宅等からの緊急患者の受入れ数 人 

③ 在宅医療等の提供状況について （該当するものすべてに○） 

 01 当該保険医療機関において在宅患者訪問診療料の算定回数が３月で20回以上であること 

 
02 当該保険医療機関において在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料又は精神科訪問看

護・指導料Ⅰの算定回数が３月で100回以上であること 

 
03 当該保険医療機関において、同一敷地内の訪問看護ステーションの訪問看護基本療養費又は精神科訪問看護基

本療養費の算定回数が３月で500回以上であること 

 04 当該保険医療機関において、開放型病院共同指導料（Ⅰ）又は（Ⅱ）の算定回数が３月で10回以上であること 

 
05 介護保険における訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問看護又は介護予防訪問リハビ

リテーション等の介護サービスを同一敷地内の施設等で実施していること 

 

問 17 貴院の入退院支援部門（入退院支援及び地域連携業務を担う部門）の設置状況などについてお伺いします。  

17-１ 入退院支援部門の設置状況（平成 30 年 11 月 1 日時点） （該当する番号１つに○） 

 01 入退院支援部門を設置している 02 入退院支援部門を設置していない 

■ 上記 17-１で「01 入退院支援部門を設置している」を選択した場合、入退院支援部門に従事する職員数をご回答ください。 

 17-１-１ 入退院支援部門に従事する職員数（平成 30 年 11 月 1 日時点） 専  従 専  任 

 ① 医師  人 人 

 ② 看護師  人 人 

 ③ 相談員  人 人 

  （うち）社会福祉士 人 人 

 ④ その他の職種（  ） 人 人 

 ⑤ ［再掲］ケアマネジャー（介護支援専門員）の資格を有する者 人 人 

■ 上記 17-１で「02 入退院支援部門を設置していない」を選択した場合、その理由をご回答ください。 

 17-１-２ 入退院支援部門を設置していない理由 （該当する選択肢の右欄に○、最も該当するもの１つには◎） 

 01 入院時点で退院支援を必要とする（見込みを含む）患者が少ないため  

 02 退院する見込みのある患者が少ないため  

 03 入退院支援部門を設置すると、経営が不安定になるおそれがあるため  

 04 入退院支援部門を担当する職員数（看護師、社会福祉士等）を十分確保できないため  

 05 入退院支援部門を設置することで、入退院支援部門に配置される職員の負担が大きくなるため  

 06 入退院支援は各病棟において実施しており、施設全体では実施していないため  

 07 地域連携が円滑に運営されており、入退院支援に多くの時間を費やす必要がないため  

 08 入退院支援部門を設置しなくても、各病棟や各職員による十分な入退院支援を行えているため  

 09 入退院支援が必要な患者がいれば、その都度、入退院支援チームを組んで対応しているため  

 10 その他（                                                                            ）  
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問 18 貴院の入退院支援に関連する項目の算定件数についてお伺いします。 

18-１ 入退院支援加算の届出の有無（平成 30 年 11 月 1 日時点） （該当する番号すべてに○） 

 01 入退院支援加算１を届出ている 04 入退院支援加算（特定地域）を届出ている 

 02 入退院支援加算２を届出ている 05 入退院支援加算を届出ていない 

 03 入退院支援加算３を届出ている  

 

18-２ 入退院支援加算に関連する項目の算定件数（平成 30 年 8 月～10 月の 3 か月間） 

① 入退院支援加算１ 件 ④ 入退院支援加算（特定地域） 件 

② 入退院支援加算２ 件 
⑤ 地域連携診療計画加算 

（入退院支援加算に係る加算に限る） 
件 

③ 入退院支援加算３ 件 
⑥ 小児加算 

（入退院支援加算１又は２に係る加算に限る）  
件 

 

18-３ [再掲] 入退院支援加算１又は２の算定件数の内訳（平成 30 年 8 月～10 月の 3 か月間） 

[再掲] 入退院支援加算１又は２の算定件数 件 

内 

訳
※
１ 

① 悪性腫瘍、認知症又は誤嚥性肺炎等の急性呼吸器感染症のいずれかであること 件 

② 緊急入院であること 件 

③ 要介護状態であるとの疑いがあるが要介護認定が未申請であること※２ 件 

④ 家族又は同居者から虐待を受けている又はその疑いがあること 件 

⑤ 生活困窮者であること 件 

⑥ 入院前に比べ ADL が低下し、退院後の生活様式の再編が必要であること（必要と推測されること） 件 

⑦ 排泄に介助を要すること 件 

⑧ 同居者の有無に関わらず、必要な養育又は介護を十分に提供できる状況にないこと 件 

⑨ 退院後に医療処置（胃瘻等の経管栄養法を含む）が必要なこと 件 

⑩ 入退院を繰り返していること 件 

⑪ その他患者の状況から判断して①から⑩までに準ずると認められる場合 件 

■ 上記 18-３で「⑪」に該当する件数が 1 以上ある場合、具体的な状態の例をご回答ください。 

 18-３-１ 具体的な状態の例 （該当件数が多い順に最大３つまで） 

 「⑪」の状態例 1 （                                                                                ） 

 「⑪」の状態例 2 （                                                                                ） 

 「⑪」の状態例 3 （                                                                                ） 

※１．内訳の各項目に記載の「退院困難な要因」のうち、複数の要因に該当する場合は、主たる要因にのみ件数を計上してください。 

※２．「③」は、介護保険法施行令（平成 10年政令第 412 号）第２条各号に規定する特定疾病を有する 40歳以上 65 歳未満の者及び 65歳以上の者に限る。 
 

18-４ 退院時共同指導料２に関連する項目の算定件数（平成 30 年 8 月～10 月の 3 か月間） 

① 退院時共同指導料２の算定件数 件 

 
（うち）リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション（ビデオ通話）が可能な機器を用
いて共同指導を行った場合 

件 

② 多機関共同指導加算の算定件数 件 

 
（うち）リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション（ビデオ通話）が可能な機器を用
いて共同指導を行った場合 

件 
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18-５ 入退院支援加算を算定する患者で退院時共同指導料２を算定した患者の退院先（平成 30 年 8 月～10 月の 3 か月間） 

[再掲] 退院時共同指導料２の算定件数（＝「18-４の①」） 件 

 

（うち）入退院支援加算を算定する患者への算定件数 件 

退 

院 

先 

の 

内 

訳 

① 自宅 件 

② 介護老人保健施設 件 

③ 介護医療院 件 

④ 介護老人福祉施設（地域密着型介護老人福祉施設を含む） 件 

⑤ 特定施設（地域密着型特定施設を含む） 件 

⑥ 障害者支援施設※１ 件 

⑦ 福祉型障害児入所施設 件 

⑧ 医療型障害児入所施設 件 

※１．生活介護を行う施設又は自立訓練（機能訓練）を行う施設に限る。 

 

18-６ 退院時共同指導料２の算定にあたり共同指導に従事している職種（平成 30 年 8 月～10 月の 3 か月間）  

（該当する選択肢の右欄に○、算定にあたり最も多く関与している職種１つには◎） 

 01 医師  

 02 看護師等（保健師、助産師、看護師又は准看護師）  

 03 薬剤師  

 04 管理栄養士  

 05 理学療法士  

 06 作業療法士  

 07 言語聴覚士  

 08 社会福祉士  

 09 その他の職種（                                  ）  

 
 

問 19 貴院の入院時支援加算の届出状況などについてお伺いします。 

19-１ 入院時支援加算の届出状況（平成 30 年 11 月 1 日時点） （該当する番号１つに○） 

 01 入院時支援加算を届出ている 02 入院時支援加算を届出ていない 

■ 上記 19-１で「01 入院時支援加算を届出ている」を選択した場合、入院前支援を行う職員数をご回答ください。 

 
19-１-１ 入退院支援部門に従事する職員のうち入院前支援を行う職員数 

（平成 30 年 11 月 1 日時点） 
専  従 専  任 

 ① 看護師 人 人 

 ② 社会福祉士  人 人 

 ③ その他の職種（  ） 人 人 
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■ 上記 19-１で「01 入院時支援加算を届出ている」を選択した場合、入院時支援加算の算定件数をご回答ください。 

 19-１-２ 入院時支援加算の算定件数（平成 30 年 8 月～10 月の 3 か月間） 

専  従 

専  任 
 入院時支援加算の算定件数 件 

人  

入
院
前
に
実
施
し
た
事
項 

① 身体的・社会的・精神的背景を含めた患者情報の把握（必須） 人 

 ② 入院前に利用していた介護サービス又は福祉サービスの把握（該当する場合必須） 人 

 ③ 褥瘡に関する危険因子の評価 人 

 ④ 栄養状態の評価 人 

 ⑤ 服薬中の薬剤の確認 人 

 ⑥ 退院困難な要因の有無の評価 人 

 ⑦ 入院中に行われる治療・検査の説明 人 

 ⑧ 入院生活の説明（必須） 人 

■ 上記 19-１-２で③～⑦に記載の人数のうち、「入院時支援加算の算定件数」を下回る項目がある場合、その理由をご回答ください。  

 19-１-２-１ 入院時支援加算の算定にあたり実施していない事項があった理由 （該当する番号すべてに○） 

 01 全ての項目を入院前に実施する必要がなかったため 

 02 配置されている人数の看護師又は社会福祉士のみでは、全ての項目を実施するのは困難であったため 

 03 全ての項目を実施するには他職種（医師、薬剤師、管理栄養士等）の協力が必要であったため 

 04 その他（                                            ） 

■ 上記 19-１-２で「入院時支援加算の算定件数」が 1 件以上の場合、入院予定先の病棟職員との療養支援の計画の共有方法
についてご回答ください。 

 19-１-２-２ 入院予定先の病棟職員との療養支援の計画の共有方法 （該当する番号すべてに○） 

 01 電子カルテにより計画を共有している 

 02 入退院支援部門から病棟に計画を送付している 

 03 対面によるカンファレンス等により計画を共有している 

 04 その他（                                            ） 

■ 上記 19-１で「01 入院時支援加算を届出ている」を選択した場合、当該加算の届出による効果等をご回答ください。 

 19-１-３ 入院時支援加算の届出によりもたらされた効果等 （該当する番号すべてに○、最も該当するもの１つには◎）  

 01 治療や入院生活に対する患者の理解度が上がった  

 02 退院調整にかかる期間が短くなった  

 03 病棟での入院時の受入における患者への治療方針等の説明に係る負担が減った  

 04 病棟での入院時の受入における入院生活等の説明に係る負担が減った  

 05 患者の身体的・社会的・精神的背景を踏まえた療養環境の整備が入院前に実施できるようになった  

 06 入院前に利用していたサービスが把握できることで、退院先の見通しが立てやすくなった  

 07 入院前の服薬状況を踏まえた治療方針が立てられるようになった  

 08 褥瘡・栄養スクリーニング結果に応じた治療方針が立てやすくなった  

 09 入退院支援加算に係る退院困難な要因を有している患者の抽出が容易となった  

 10 より多くの患者に対して入院前支援を実施できるようになった  

 11 患者及び家族への説明や面会の頻度を増やすことができるようになった  

 12 特になかった  

 13 その他（                                       ）  
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■ 上記 19-１で「02 入院時支援加算を届出ていない」を選択した場合、その理由をご回答ください。 

 19-１-４ 入院時支援加算を届出ることが困難な理由 （該当する番号すべてに○、最も該当するもの１つには◎）  

 01 入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専従の看護師の配置が困難なため  

 
02 入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専任の看護師及び社会福祉士の配置が

困難なため 
 

 03 地域連携を行う十分な体制が整備できていないため  

 04 自宅等から入院する予定入院患者が少ないため  

 05 入退院支援加算を算定する患者がいないため  

 06 緊急入院が多く事前の入院支援が行えないため  

 07 他院の外来受診の後の予定入院患者が多いため  

 08 その他（                                      ）  

■ 上記 19-１で「02 入院時支援加算を届出ていない」を選択した場合、今後の届出の意向についてご回答ください。 

 19-１-５ 入院時支援加算の今後の届出の意向 （該当する番号１つに○） 

 01 届出を予定している 

 02 届出する予定はない 

 03 未定・分からない 

 

問 20 貴院が連携している施設についてお伺いします。 

20-１ 連携先※１の施設数（特別の関係にあるものを含む）（平成 30 年 11 月 1 日時点）  連携先の施設数 
（うち）特別の関

係にある施設数 

① 病院 施設 施設 

 （うち）在宅療養支援病院 施設 施設 

 （うち）貴院を緊急時の入院医療機関としている病院 施設 施設 

② 診療所 施設 施設 

 （うち）在宅療養支援診療所 施設 施設 

 （うち）貴院を緊急時の入院医療機関としている診療所 施設 施設 

③ 介護保険サービス事業所 施設 施設 

 （うち）訪問系サービス（訪問介護、訪問看護等） 施設 施設 

 （うち）通所系サービス（通所介護、通所リハビリテーション等） 施設 施設 

 （うち）短期滞在系サービス（短期入所生活介護等） 施設 施設 

 （うち）居住系サービス（認知症グループホーム、特定施設等） 施設 施設 

 （うち）入所系サービス（特別養護老人ホーム等） 施設 施設 

 （うち）居宅介護支援事業所 施設 施設 

④ 障害福祉サービス事業所 施設 施設 

⑤ その他の施設 施設 施設 

※１．連携先とは、「（１）転院又は退院体制等についてあらかじめ協議を行い、連携する保険医療機関、介護保険法に定める居宅サービス事

業者、地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者若しくは施設サービス事業者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者若しくは児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者等（以下「連携機関」と

いう）」であり、かつ、「（２）入退院支援部門あるいは病棟に配置されている入退院支援及び地域連携業務を担う看護師又は社会福祉

士と、それぞれの連携機関の職員が年３回以上の頻度で面会し、情報の共有等を行っている」施設等をいう。 
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問 21 貴院において、退院支援の積極的な取組みや促進等を困難にしている事項についてお伺いします。 

21-１ 退院支援の積極的な取組みや促進等を困難にしている事項 （該当する選択肢の右欄に○、最も該当するもの１つには◎）  

 01 担当患者数が多いため、患者 1人当たりの退院調整に十分な時間を割くことができない  

 02 退院支援に係る職員数が確保できないため、十分な退院調整ができない  

 03 退院支援を開始するタイミングが遅れてしまっていることが多い  

 04 病棟との情報共有が十分でないことが多い  

 05 患者・家族と面会日等を調整することが難しい  

 06 患者・家族に退院後の介護サービス等の内容を伝えることが難しい  

 07 在宅支援を行う医療・介護サービスからの連携を得ることが難しい  

 08 特にない  

 

21-２ その他に退院を困難にしている事項 （該当する選択肢の右欄に○、最も該当するもの１つには◎） 

 01 地域の中で、訪問診療を行う医療機関が少ない  

 02 地域の中で、訪問看護を行う医療機関・事業所が少ない  

 03 地域の中で、訪問リハビリテーション指導（医療保険）を行う医療機関が少ない  

 04 地域の中で、外来リハビリテーション（医療保険）を行う医療機関が少ない  

 05 地域の中で、訪問リハビリテーション（介護保険）を行う事業所が少ない  

 06 地域の中で、通所リハビリテーション（介護保険）を行う事業所が少ない  

 07 地域の中で、通所系サービス（通所リハビリテーションを除く）を行う事業所が少ない  

 08 地域の中で、短期入所サービスを行う事業所が少ない  

 09 地域の中で、看取りを行える介護施設が少ない  

 10 特にない  

 11 その他（                                                                            ）  

 
 
◆ 入院医療における課題などについて、ご意見があれば下欄にご記入ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

設問は以上です。ご協力 誠にありがとうございました。 

記入漏れがないかをご確認の上、平成●年●月●日（●）までに、 

同封の返信用封筒に入れてご投函ください。 
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厚生労働省 中央社会保険医療協議会 入院医療等の調査・評価分科会 平成 30 年度調査 

入院医療等における実態調査 

病 棟 調 査 票（Ｂ） 
 
 

 特に指定がある場合を除いて、平成 30年 11月 1日現在の状況についてお答え下さい。 

 数値を記入する設問で、該当する方・施設等が無い場合は、「０」（ゼロ）をご記入下さい。 

 

◆ 施設ＩＤ、病棟ＩＤをご記入下さい。 

施設ＩＤ  病棟ＩＤ  

 

問１ 貴病棟の診療科目、入院基本料等についてお伺いします。 

１-１ 診療科目（平成 30 年 11 月 1 日時点） （最も近似する診療科を主なもの 3つまで○） 

 01 内科 06 脳神経外科 11 泌尿器科 

 02 小児科 07 産婦人科 12 放射線科 

 03 精神科 08 眼科 13 リハビリテーション科 

 04 外科 09 耳鼻咽喉科 14 歯科（歯科口腔外科等含む） 

 05 整形外科 10 皮膚科 15 その他（      ） 

 

１-２ 入院基本料等（平成 30 年 11 月 1 日時点） （該当する番号１つに○） 

 

01 地域一般入院料１ 

02 地域一般入院料２ 

03 地域一般入院料３ 

04 専門病院入院基本料（13 対１） 

05 地域包括ケア病棟入院料１ 

06 地域包括ケア入院医療管理料１ 

07 地域包括ケア病棟入院料２ 

08 地域包括ケア入院医療管理料２ 

09 地域包括ケア病棟入院料３ 

10 地域包括ケア入院医療管理料３ 

11 地域包括ケア病棟入院料４ 

12 地域包括ケア入院医療管理料４ 

13 回復期リハビリテーション病棟入院料１ 

14 回復期リハビリテーション病棟入院料２ 

15 回復期リハビリテーション病棟入院料３ 

16 回復期リハビリテーション病棟入院料４ 

17 回復期リハビリテーション病棟入院料５ 

18 回復期リハビリテーション病棟入院料６ 

 

問２ 貴病棟の基本情報についてお伺いします。 

２-１ 貴病棟の届出病床数（平成 30 年 11 月 1 日時点） 

貴病棟の届出病床数 床 
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２-２ 貴病棟に配置されている職員数（専従換算※１）（平成 30 年 11 月 1 日時点） 

① 看護師 ．  人 ⑦ 作業療法士 ．  人 

② 准看護師 ．  人 ⑧ 言語聴覚士 ．  人 

③ 看護補助者 ．  人 ⑨ 相談員 ．  人 

 （うち）介護福祉士 ．  人  （うち）社会福祉士 ．  人 

④ 薬剤師 ．  人  （うち）精神保健福祉士 ．  人 

⑤ 管理栄養士 ．  人 ⑩ 医師事務作業補助者 ．  人 

⑥ 理学療法士 ．  人 ⑪ その他の職員 ．  人 

※１．職員数の専従換算の算出方法 

貴院の常勤職員の１週間の所定労働時間を基本として、下記のように専従換算して小数第１位まで（小数点第２位を切り上げ）を記入。 

例：常勤職員の 1週間の所定労働時間が 40時間の病院で、貴病棟にて週 4日（各日 3時間）従事している場合 

専従換算した職員数＝ 
４日×３時間×１人 

＝０.３人 
40時間 

 

２-３ 新入棟患者数、新退棟患者数等 

（平成 30 年 8 月～10 月の 3 か月間） 
新入棟患者数 新退棟患者数 在院患者延日数 

新入棟患者数、新退棟患者数等 人 人 日 

 

２-４ 貴病棟における病床利用率※１ 
平成 29 年 10 月の 

1 か月間 
平成 30 年 10 月の 

1 か月間 

貴病棟における病床利用率          ．  ％          ．  ％ 

※１．「病床利用率」＝Ａ÷Ｂ ： Ａ．10月の在院患者延数 × 100 、Ｂ．届出病床数 × 31 
 

２-５ 貴病棟における在宅復帰率等（平成 30 年 8 月～10 月の 3 か月間）  在宅復帰率※１ 平均在院日数 

貴病棟における在宅復帰率等         ．  ％          ．  日 

※１．地域一般入院料算定病棟：   「在宅復帰率」＝Ａ÷Ｂ ： Ａ．該当する病棟から、自宅、居住系介護施設等（介護医療院を含む）、
地域包括ケア病棟、回復期リハ病棟、療養病棟、有床診療所、介護老人保健施設へ退院した患者（死
亡退院・転棟患者（自院）・再入院患者を除く）、Ｂ．該当する病棟から退棟した患者（死亡退院・転
棟患者（自院）・再入院患者を除く）。 

地域包括ケア病棟・病室：   「在宅復帰率」＝Ｃ÷Ｄ ： Ｃ．該当する病棟から、自宅、居住系介護施設等（介護医療院を含む）、
有床診療所（介護サービス提供医療機関に限る）へ退院した患者（死亡退院・再入院患者を除く）、Ｄ．
該当する病棟から退棟した患者（死亡退院・再入院患者を除く）。 

回復期リハビリテーション病棟：「在宅復帰率」＝Ｅ÷Ｆ ： Ｅ．該当する病棟から、自宅、居住系介護施設等（介護医療院を含む）、
有床診療所（介護サービス提供医療機関に限る）へ退院した患者（死亡退院・再入院患者を除く）、Ｆ．
該当する病棟から退棟した患者（死亡退院・一般病棟への転棟転院患者・再入院患者を除く）。 

 

２-６ 重症度、医療・看護必要度について（平成 30 年 11 月１日時点） （該当する番号１つに○） 

届出している重症度、医療・看護必要度の種別 01 Ⅰ 02 Ⅱ 

 

２-７ 貴病棟における重症度、医療・看護必要度ⅠまたはⅡに係る基準を満たす患者割合※１ ※２（２時点比較） 

改定前（平成 29 年 8～10 月）の重症度、医療・看護必要度に係る基準を満たす患者割合                ．  ％ 

改定後（平成 30 年 8～10 月）の重症度、医療・看護必要度Ⅰに係る基準を満たす患者割合※３                ．  ％ 

改定後（平成 30 年 8～10 月）の重症度、医療・看護必要度Ⅱに係る基準を満たす患者割合※３                ．  ％ 

※１．貴病棟が地域一般入院料１を算定している場合： 「一般病棟用の重症度，医療・看護必要度」のモニタリング及び処置等に係る得点（Ａ得点）2点
以上かつ患者の状況等に係る得点（Ｂ得点）3 点以上、「診療・療養上の指示が通じる（Ｂ14）」
又は「危険行動（Ｂ15）」に該当する患者であって、Ａ得点が 1 点以上かつＢ得点が 3 点以上、
Ａ得点 3 点以上又は手術等の医学的状況に係る得点（Ｃ得点）が 1 点以上 を満たす患者割合。 

貴病棟が地域包括ケア病棟の場合： 「地域包括ケア病棟入院料（地域包括ケア入院医療管理料を算定する場合も含む）における一般病
棟用の重症度，医療・看護必要度」のモニタリング及び処置等に係る得点（Ａ得点）1点以上又は
手術等の医学的状況に係る得点（Ｃ得点）が 1点以上 を満たす患者割合。 

※２．改定前の患者割合は改定前の基準にしたがって算出した値を、改定後の患者割合は改定後の基準（Ⅰ及びⅡ）にしたがって算出した値
をご記入ください。 

※３．届出に関わらず、重症度、医療・看護必要度Ⅰ及びⅡの両方を算出している場合には該当患者割合をそれぞれご記入ください。 
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問３ 貴病棟の入退院支援の状況についてお伺いします。 
 

３-１ 貴病棟に配置されている入退院支援及び地域連携業務に従事する職員について（平成 30 年 11 月 1 日時点） 

（該当する番号すべてに○） 

 01 専従の職員がいる 02 専任の職員がいる 03 専任・専従の職員はいない 

■上記３-１で「01 専従の職員がいる」又は「02 専任の職員がいる」を選択した場合、貴病棟における職種別の入退院支援職員数をご回答ください。  

 ３-１-１ 貴病棟における職種別の入退院支援職員数（平成 30 年 11 月 1 日時点） 専  従 専  任 

 ① 看護師 人 人 

 ② 相談員 人 人 

  （うち）社会福祉士 人 人 

 ③ その他の職種（  ） 人 人 

 ④ ［再掲］ケアマネジャー（介護支援専門員）の資格を有する者 人 人 

■ 上記 ３-１で「01 専従の職員がいる」又は「02 専任の職員がいる」を選択した場合、いなかった場合と比較して、もたらされている効果等をご回答ください。  

 
３-１-２ 入退院支援の専任あるいは専従の職員がいる場合、もたらされている効果等 

（該当する選択肢の右欄に○、最も該当するもの１つには◎） 

 01 入退院支援業務の担当者が明確になるため、地域との連携、調整がスムーズになる  

 02 より多くの患者に対して入退院支援を行える  

 03 入退院支援に係る院内での調整を円滑に行える  

 04 より早期に退院支援を行う患者を病棟で抽出・関与できる  

 05 退院支援計画の作成が滞りなく行える  

 06 患者及び家族への説明や面会の頻度を増やすことができる  

 07 早期退院に向けた多職種カンファレンスの開催頻度を増やすことができる  

 08 早期退院につながる  

 09 特にない  

 10 その他（                                                                            ）  

３-２ 入退院支援で困難等を感じる点 （該当する選択肢の右欄に○、最も該当するもの１つには◎） 

 01 退院支援を行う患者を病棟で抽出することが難しい  

 02 全ての患者に対して退院支援を行うことが難しい  

 03 患者 1 人当たりの退院調整に十分な時間を割くことができない  

 04 退院支援を開始するタイミングが遅れてしまっていることが多い  

 05 入退院支援室等との情報共有が十分でないことが多い  

 06 患者・家族と面会日等を調整することが難しい  

 07 患者・家族に退院後の介護サービス等の内容を伝えることが難しい  

 08 他の医療機関・施設との顔の見える関係を構築する機会を設けることが難しい  

 09 他の医療機関・施設と、転院又は退院体制等について協議を行える信頼関係を構築することが難しい   

 10 特にない  

 11 その他（                                                                             ）  
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問４ 貴病棟の入院患者数等についてお伺いします。 

４-１ 貴病棟の入院患者数（平成 30 年 11 月 1 日時点） 

貴病棟の入院患者数 人 

 

４-２ 入棟前の居場所別患者数（平成 30 年 11 月 1 日時点） 

① 自宅（在宅医療の提供あり）※１ 人 

② 自宅（在宅医療の提供なし）※１ 人 

③ 介護老人保健施設 人 

④ 介護医療院 人 

⑤ 介護療養型医療施設 人 

⑥ 特別養護老人ホーム 人 

⑦ 軽費老人ホーム、有料老人ホーム 人 

⑧ その他の居住系介護施設（認知症グループホーム、サービス付高齢者向け住宅等） 人 

⑨ 障害者支援施設 人 

⑩ 他院の一般病床 人 

⑪ 他院の一般病床以外 人 

⑫ 自院の他病棟 人 

⑬ 有床診療所 人 

⑭ その他 人 

※１．提供主体は自院に限らない。在宅医療には、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを含むが、通院は含まない。 

 

４-３ 自院の他病棟からの転棟患者数（平成 30 年 11 月 1 日時点） 

[再掲] 自院の他病棟からの転棟患者（＝「４-２の⑫」） 人 

内
訳 

① 自院の一般病床（②、③以外）から転棟 人 

② 自院の地域一般入院基本料を届出ている病床から転棟 人 

③ 自院の地域包括ケア病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料を届出ている病床から転棟  人 

④ 自院の療養病床（③以外）から転棟 人 

⑤ 自院の精神病床から転棟 人 

⑥ 自院のその他の病床から転棟 人 

 

■ 下記４-４～４-９については、貴病棟が回復期リハビリテーション病棟の場合のみご回答ください。 

４-４ 平成 30 年４月～９月（過去６か月間）における貴病棟の重症の患者の状況についてご記入ください。 

① 平成 30 年４月～９月（過去６か月間）に新たに入院した患者のうちの重症の患者 

（日常生活機能評価で 10 点以上）割合 
％ 

② 平成 30 年４月～９月（過去６か月間）に退棟した患者であって、入院時の判定で 
重症であった者のうち、入院時と比較して日常生活機能評価で３点以上改善している 

患者の割合 

％ 

③ 平成 30 年４月～９月（過去６か月間）に退棟した患者であって、入院時の判定で 
重症であった者のうち、入院時と比較して日常生活機能評価で４点以上改善している 
患者の割合 

％ 
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４-５ 体制強化加算の算定状況について（平成 30 年 11 月 1 日時点） （該当する番号１つに○） 

 01 体制強化加算１を算定している 02 体制強化加算２を算定している 03 体制強化加算を算定していない 

 

４-６ 管理栄養士の病棟への配置の有無（平成 30 年 11 月 1 日時点） （該当する番号１つに○） 

 01 配置あり 02 配置なし 

■ 上記４-６で「01 配置あり」を選択した場合、管理栄養士の配置状況についてご回答ください。 

 ４-６-１ 管理栄養士の配置状況について（平成 30 年 11 月 1 日時点）  

専  従 

専  任 
  常勤 非常勤 

 専従 人 人 

 専任 人 人 

 

４-７ リハビリ計画書の栄養項目記載について（平成 30 年 11 月 1 日時点） （該当する番号１つに○） 

 01 患者全員に記載 02 一部の患者のみ記載 03 記載していない 

 

４-８ リハビリの実施単位数別の入院患者数の内訳（平成 30 年 11 月 1 日時点） 

① 2 単位/日 人 ⑤ 6 単位/日 人 

② 3 単位/日 人 ⑥ 7 単位/日 人 

③ 4 単位/日 人 ⑦ 8 単位/日 人 

④ 5 単位/日 人 ⑧ 9 単位以上/日 人 

 

４-９ 保険医療機関外（屋外等）で実施された疾患別リハビリテーションの実施単位数別の入院患者数について 

（平成 30 年 11 月 1 日時点） 

① １単位／日 人 

② ２単位／日 人 

③ ３単位／日 人 

■ 上記４-９に該当する入院患者がいた場合、保険医療機関外（屋外等）での疾患別リハビリテーションにおける下記該

当人数をご回答ください。 

 
４-９-１ 保険医療機関外（屋外等）での疾患別リハビリテーションにおける保険医療機関外（屋外等）での疾患別リ

ハビリテーションにおける該当人数（平成 30 年 11 月 1 日時点） 

 

① 移動の手段の獲得を目的として、道路の横断、エレベーター、エスカレーターの利用、

券売機、改札機の利用、バス、電車等への乗降、自動車の運転等、患者が実際に利用す

る移動手段を用いた訓練を行うもの 

人 

 

② 特殊な器具、設備を用いた作業（旋盤作業等）を行う職業への復職の準備が必要な患

者に対し、当該器具、設備等を用いた訓練であって当該保険医療機関内で実施できない

ものを行うもの 

人 

 

③ 家事能力の獲得が必要である患者に対し、店舗における日用品の買い物、居宅におけ

る掃除、調理、洗濯等、実際の場面で家事を実施する訓練（訓練室の設備ではなく居宅

の設備を用いた訓練を必要とする特段の理由がある場合に限る。）を行うもの 

人 
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■ 下記４-10、４-11については、貴病棟が地域包括ケア病棟の場合のみご回答ください。 

４-10 リハビリの実施状況別の入院患者数の内訳（平成 30 年 11 月 1 日時点） 

① リハビリテーションの対象でない患者 人 

② リハビリテーションの対象の患者（平均の単位は直近３カ月の実績から算出） 人 

 （うち）平均 2(単位/日) 以上、 4 単位(単位/日) 未満 人 

 （うち）平均 4(単位/日) 以上、 6 単位(単位/日) 未満 人 

 （うち）平均 6(単位/日) 以上 人 

 

４-11 加算の算定状況別の入院患者数 平成 29 年 11 月 1 日時点  平成 30 年 11 月 1 日時点  

① 救急・在宅等支援病床初期加算を算定している患者 人  

② 急性期患者支援病床初期加算を算定している患者  人 

③ 在宅患者支援病床初期加算を算定している患者  人 

■ 上記４-11「③ 在宅患者支援病床初期加算を算定している患者」がいる場合、治療方針に関する患者又はその家族等の

意思決定に対する支援について、その実施内容別に実施した人数についてご回答ください。 

 ４-11-１ 治療方針に関する患者又はその家族等の意思決定に対する支援の実施内容別実施人数 

 [再掲] 在宅患者支援病床初期加算を算定している患者 人 

 
意
思
決
定
に
対
す
る
支
援
の
実
施
内
容 

① 患者本人の意思の確認ができるため、患者自身と人生の最終段階における医療・ケ

アの方針について話し合い、意思決定を支援した 
人 

 
② 患者本人の意思が確認できないため、その意思を推定しうる者となる家族等ととも

に患者の推定意思を明らかにし、患者にとって最善の治療・ケアの方針をとった 
人 

 

③ 患者本人の意思の確認ができず、かつ家族等が本人の意思を推定できない、もしく

は家族等がいないため、家族等と医療・ケアチームが話し合いの場を持ち、患者に

とって最善の治療・ケアの方針をとった 

人 

 ④ その他（具体的に                            ） 人 
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問５ 貴病棟の退棟患者数についてお伺いします。 
 

５-１ 退棟先別の退棟患者数（平成 30 年 10 月の 1 か月間） 

貴病棟における退棟患者数 人 

自
宅
・
介
護
保
険
施
設
等 

① 自宅（在宅医療の提供あり）※１ 人 

② 自宅（在宅医療の提供なし）※１ 人 

③ 介護老人保健施設 人 

④ 介護医療院 人 

⑤ 介護療養型医療施設 人 

⑥ 特別養護老人ホーム 人 

⑦ 軽費老人ホーム、有料老人ホーム 人 

⑧ その他の居住系介護施設（認知症グループホーム、サービス付高齢者向け住宅等） 人 

⑨ 障害者支援施設 人 

他
院 

⑩ 他院の一般病床（⑪、⑫以外） 人 

⑪ 他院の地域一般入院基本料を届出ている病床 人 

⑫ 他院の地域包括ケア病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料を届出ている病床 人 

⑬ 他院の療養病床（⑫以外） 人 

⑭ 他院の精神病床 人 

⑮ 他院のその他の病床 人 

自
院 

⑯ 自院の一般病床（⑰、⑱以外） 人 

⑰ 自院の地域一般入院基本料を届出ている病床 人 

⑱ 自院の地域包括ケア病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料を届出ている病床 人 

⑲ 自院の療養病床（⑱以外） 人 

⑳ 自院の精神病床 人 

㉑ 自院のその他の病床 人 

有
床 

診
療
所 

㉒ 有床診療所（介護サービス提供医療機関） 人 

㉓ 有床診療所（㉒以外） 人 

死
亡 

㉔ 死亡退院 人 

 ㉕ その他 人 

※１．提供主体は自院に限らない。在宅医療には、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを含むが、通院は含まない。 

 

設問は以上です。ご協力 誠にありがとうございました。 

記入漏れがないかをご確認の上、平成●年●月●日（●）までに、 

同封の返信用封筒に入れてご投函ください。 
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厚生労働省 中央社会保険医療協議会 入院医療等の調査・評価分科会 平成 30 年度調査 

入院医療等における実態調査 

 入 院 患 者 票（Ｂ）  

 施設ＩＤ：  病棟ＩＤ：   患者ＩＤ： 

Ⅰ 患者の基本情報 
 

１ 性別（該当する番号１つに○） 01．男性 02．女性 

２ 生年月 西暦               年          月 

３ 主傷病 および副傷病 

※レセプト電算処理用の傷病名

マスタの傷病名コードで記入 

01．主傷病 02．入院契機  

   

03．医療資源 04．医療資源２  

   

05．併存症 06．併存症２ 07．併存症３ 

   

08．続発症 09．続発症２ 10．続発症３ 

   

４ ①入院年月日 西暦               年          月          日 

   ②入棟年月日 西暦               年          月          日 

５ 入棟前の場所 
（該当する番号１つに○） 

01．自宅（在宅医療の提供あり）※１ 

02．自宅（在宅医療の提供なし）※１ 

03．介護老人保健施設 

04．介護医療院 

05．介護療養型医療施設 

06．特別養護老人ホーム 

07．軽費老人ホーム、有料老人ホーム 

08．その他の居住系介護施設 

（認知症グループホーム、サービス付高齢者向け住宅等）  

09．障害者支援施設 

10．他院の一般病床 

11．他院の一般病床以外 

12．自院の一般病床（13、14 以外） 

13．自院の地域一般入院基本料を届出ている病床  

14．自院の地域包括ケア病棟入院料、
回復期リハビリテーション病棟入院料を届出ている病床 

15．自院の療養病床（14 以外） 

16．自院の精神病床 

17．自院のその他の病床 

18．有床診療所 

19．その他（          ） 

６ 予定・緊急入院区分 
（該当する番号１つに○） 

01．予定入院 

02．緊急入院（救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプター） 

03．緊急入院（外来の初再診後） 

７ 入院した時の状態 
（該当する番号すべてに○） 

01．悪性腫瘍、認知症又は誤嚥性肺炎等の急性呼吸器感染症のいずれかの状態 

02．要介護状態であるとの疑いがあるが要介護認定が未申請 

03．家族又は同居者から虐待を受けている又はその疑いがある 

04．生活困窮者である 

05．入院前に比べ ADL が低下し、退院後の生活様式の再編が必要な状態（必要

と推測される状態） 

06．排泄に介助を要する状態 

07．同居者の有無に関わらず、必要な療育又は介護を十分に提供できる状況に

ない状態 

08．退院後に医療処置（胃瘻等の経管栄養法を含む）が必要な状態 

09．入退院を繰り返している状態 

10．その他患者の状況から判断して 01 から 09 までに準ずると認められる状態 

（具体的な内容：                           ） 

※１．提供主体は自院に限らない。在宅医療には、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを含むが、通院は含まない。 
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８ 入院の理由 
（主な番号 1つに○） 

01．治療のため 

02．リハビリテーションのため 

03．検査及び確定診断のため 

04．教育的入院のため 

05．緩和ケアのため 

06．看取りのため（05 を除く） 

07．その他（                   ） 

９ 入院時の他院からの紹介状の有無 
（該当する番号１つに○） 

01．紹介状あり 02．紹介状なし 

10 地域連携診療計画の使用 
（該当する番号１つに○） 01．地域連携診療計画あり 02．地域連携診療計画なし 

《10で「01」を選択した場合に回答》 

 
10-１ 対象疾患 
（該当する番号１つに○） 

01．脳卒中 

02．大腿骨頸部骨折 

03．がん 

04．糖尿病 

05．慢性腎臓病 

06．肝炎 

07．その他（                     ） 

 

11 主担当医の診療科（直近） 
（最も近似する番号 1つに○） 

01．内科 

02．呼吸器科 

03．消化器科(胃腸科) 

04．循環器科 

05．精神科・神経科 

06．外科 

07．整形外科 

08．脳神経外科 

09．呼吸器外科 

10．心臓血管外科 

11．眼科 

12．耳鼻いんこう科 

13．皮膚科 

14．泌尿器科 

15．救急医学科 

16．その他（                   ） 

12 入院時の褥瘡の有無 

（該当する番号１つに○） 

01．皮膚損傷・発赤なし 

02．持続する発赤 

03．真皮までの損傷 

04．皮下組織までの損傷 

05．皮下組織を越える損傷 

06．関節腔、体腔に至る損傷 

07．判定不能 

13 入院時の ADL スコア 

（下表の分類に従って記入） 

①食事             スコア           

②移乗             スコア           

③整容             スコア           

④トイレ動作・トイレの使用  スコア           

⑤入浴             スコア           

⑥平地歩行         スコア           

⑦階段             スコア           

⑧更衣             スコア           

⑨排便管理         スコア           

⑩排尿管理         スコア           

 
ADL スコア 所 見 

自 立 一部介助 全介助 不 明 

食 事   2   1 

切ったり、バターを塗ったり

などで介助を必要とする 

  0   9 

移 乗   3   2 

軽度の介助で可能 

  0 

座位バランス困難 

  9 

  1 

高度の介助を必要とする

が、座っていられる 

整 容   1  

顔／髪／歯／ひげ剃り 

            0   9 

トイレ動作・ 

トイレの使用 

  2   1 

多少の介助を必要とするが

おおよそ自分一人でできる 

  0   9 

入 浴   1   0   9 

平地歩行   3   2 一人介助で歩く   0   9 

  1 車いすで自立 

階 段   2   1   0   9 

更 衣   2   1   0   9 

排便管理   2   1 時々失敗   0 失禁   9 

排尿管理   2   1 時々失敗   0 失禁   9 
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Ⅱ 患者の状態等 
 

１ 患者状態の評価の実施日 
（調査基準日） 

西暦            年       月       日  （調査基準日） 

２ 認知症の有無 
（該当する番号１つに○） 01．認知症あり 02．認知症なし 03．わからない 

《２で「01」を選択した場合に回答》 

 
２-１ BPSD の有無 

（該当する番号１つに○） 
01．BPSDあり 02．BPSDなし 03．わからない 

３ せん妄の有無 
（該当する番号１つに○） 01．せん妄あり 02．せん妄なし 03．わからない 

４ 要介護度 

（該当する番号１つに○） 

01．不明 

02．未申請 

03．申請中 

04．非該当 

05．要支援 1 

06．要支援 2 

07．要介護 1 

08．要介護 2 

09．要介護 3 

10．要介護 4 

11．要介護 5 

５ 認知症高齢者の日常生活自立度 

（該当する番号１つに○） 

01．自立 

02．Ⅰ 

03．Ⅱａ 

04．Ⅱｂ 

05．Ⅲａ 

06．Ⅲｂ 

07．Ⅳ 

08．Ｍ 

 

６ 障害老人の日常生活自立度（寝たきり度） 

（該当する番号１つに○） 

01．自立 

02．Ｊ１ 

03．Ｊ２ 

04．Ａ１ 

05．Ａ２ 

06．Ｂ１ 

07．Ｂ２ 

08．Ｃ１ 

09．Ｃ２ 

 

７ 栄養摂取の状況 

（該当する番号１つに○） 

01．経口摂取のみ 

02．経口摂取と経管栄養・経静脈栄養を併用 

03．経管栄養・経静脈栄養のみ 

《７で「01」を選択した場合に回答》 

 
７-１ 嚥下調整食の必要性 

（該当する番号１つに○） 

01．嚥下調整食の必要性あり 

02．嚥下調整食の必要性なし 

 

《７で「02」または「03」を選択した場合に回答》 

 
７-２ 経管・経静脈栄養の状況 

（該当する番号すべてに○） 

01．経鼻胃管 

02．胃瘻・腸瘻 

03．末梢静脈栄養 

04．中心静脈栄養 

８ 褥瘡に関する危険因子の状況

（調査基準日直近の状況） 

（該当する番号すべてに○） 

01．基本的動作能力（ベッド上 自立体位変換） 

02．基本的動作能力（イス上 坐位姿勢の保持、除圧） 

03．病的骨突出 

04．関節拘縮 

05．栄養状態低下 

06．皮膚湿潤（多汗，尿失禁，便失禁） 

07．皮膚の脆弱性（浮腫） 

08．皮膚の脆弱性（スキン－テアの保有，既住） 

９ DESIGN-R の評価結果（調査基

準日直近の状況） 

褥瘡に関する危険因子のある患者及びすでに褥瘡を有する患者の場合に記載ください 

調査基準日直近の DESIGN-R の合計点                点 

※褥瘡の状態の評価項目のうち「深さ」の項目の点数は加えない当該患者の 

DESIGN-R の合計点数を回答してください。 
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Ⅲ 患者の受療状況等 
 

１ 医師・看護師による医療提供の状況（調査基準日から遡った過去 7 日間） 

 

 
１-１ 入棟中の患者の医療的な状態 
（該当する番号１つに○） 

01．安定している 

02．時々、不安定である 

03．常時、不安定である 

 

１-２ 医師による診察 

（処置、判断含む）の頻度 

（該当する番号１つに○） 

01．週１回程度以下、医師による診察（処置、判断含む）が必要 

02．週２～３回、医師による診察（処置、判断含む）が必要 

03．毎日、医師による診察（処置、判断含む）が必要 

04．１日数回、医師による診察（処置、判断含む）が必要 

05．常時、医師による診察（処置、判断含む）が必要 

 

１-３ 看護師による直接の 

看護提供の頻度 

（該当する番号１つに○） 

01．1 日 1～3 回の観察および管理が必要 

02．1 日 4～8 回の観察および管理が必要 

03．02 を超えた頻繁な観察および管理が必要 

04．03 を超えた常時の観察および管理が必要（24 時間心電図モニター装着に

よる観察のみの場合は含まない） 

２ 入院中の手術の実施状況 

（該当する番号１つに○） 
01．手術を実施した 02．手術は実施していない 

《２で「01」を選択した場合に回答》 

 
２-１ 手術の方法等 

（該当する番号すべてに○） 

01．開頭術 

→（実施日               ） 

02．開胸術 

→（実施日               ） 

03．開腹術 

→（実施日               ） 

04．骨の観血的手術 

→（実施日               ） 

05．胸腔鏡・腹腔鏡を用いた手術 

→（実施日               ） 

06．その他の手術 

→（実施日               ） 

３ 内服薬の種類 入院時                種類        調査基準日時点                種類 

４ 回復期リハビリテーション

を要する状態 

（該当する番号１つに○） 

（回復期リハビリテーション病

棟のみ回答） 

01．脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント手術後、脳腫

瘍、脳炎、急性脳症、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷

等の発症後若しくは手術後の状態又は義肢装着訓練を要する状態 

02．大腿骨、骨盤、脊椎、股関節若しくは膝関節の骨折又は二肢以上の多発骨折

の発症後又は手術後の状態 

03．外科手術又は肺炎等の治療時の安静により廃用症候群を有しており、手術

後又は発症後の状態 

04．大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経、筋又は靱帯損傷後の状態 

05．股関節又は膝関節の置換術後の状態 

５ 入棟時の状態に応じた算定

上限日数 

（該当する番号１つに○） 

（回復期リハビリテーション病棟

のみ回答） 

01．60日 03．150日 

02．90日 04．180日 
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６ 疾患別リハ実施状況 

（該当する番号１つに○） 

01．心大血管疾患ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 

02．脳血管疾患等ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 

03．廃用症候群ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 

04．運動器ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 

05．呼吸器ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 

06．いずれも実施していない 

《６で「06」以外を選択した場合に回答》 

 
６-１ 疾患別リハビリテー

ションの頻度 
調査基準日から遡った過去 7 日間               回 

 
６-２ 疾患別リハビリテー

ションの単位数 
調査基準日から遡った過去 7 日間               単位 

 
６-３ 保険医療機関外（屋外

等）での単位数 
調査基準日から遡った過去 7 日間               単位 

 《６-３が１単位以上の場合に回答》 

  

６-３-１ 

該当する保険医療機関外

（屋外等）での疾患別リ

ハビリテーション 

（該当する番号１つに○） 

01．移動の手段の獲得を目的として、道路の横断、エレベーター、エスカレータ

ーの利用、券売機、改札機の利用、バス、電車等への乗降、自動車の運転等、

患者が実際に利用する移動手段を用いた訓練を行うもの 

  

02．特殊な器具、設備を用いた作業（旋盤作業等）を行う職業への復職の準備が

必要な患者に対し、当該器具、設備等を用いた訓練であって当該保険医療機

関内で実施できないものを行うもの 

  

03．家事能力の獲得が必要である患者に対し、店舗における日用品の買い物、居

宅における掃除、調理、洗濯等、実際の場面で家事を実施する訓練（訓練室

の設備ではなく居宅の設備を用いた訓練を必要とする特段の理由がある場

合に限る。）を行うもの 

７ 過去 7 日間に実施した 

検査の件数 

① 検体検査（尿・血液等）         過去 7 日間          件 

② 生体検査（超音波・内視鏡等）   過去 7 日間          件 

③ Ｘ線単純撮影                   過去 7 日間          件 

④ ＣＴ・ＭＲＩ                   過去 7 日間          件 

※検査を実施していない場合は、“0”を記入してください。 

８ 入院前の担当ケアマネジャ
ーの有無 

（該当する番号１つに○） 

01．担当ケアマネジャーあり 

02．担当ケアマネジャーなし 

03．不明  

《８で「01」を選択した場合に回答》 

 

８-１ ケアマネジャーから
の情報伝達の方法 

（該当する番号すべてに○） 

01．カンファレンスに直接出席 

02．文書（FAX や E メールも含む）での情報提供 

03．電話等による（口頭による）情報提供 

04．情報提供は受けていない 

 
８-２ 情報提供の有用性 

（該当する番号１つに○） 

01．有用だった  

02．どちらかといえば有用だった 

03．どちらかといえば有用ではなかった 

04．有用ではなかった 

９ 入院前の担当相談支援専門
員の有無 

（該当する番号１つに○） 

01．担当相談支援専門員あり 

02．担当相談支援専門員なし 

03．不明  

《９で「01」を選択した場合に回答》 

 

９-１ 相談支援専門員から
の情報伝達の方法 

（該当する番号すべてに○） 

01．カンファレンスに直接出席 

02．文書（FAX や E メールも含む）での情報提供 

03．電話等による（口頭による）情報提供 

04．情報提供は受けていない 

 
９-２ 情報提供の有用性 

（該当する番号１つに○） 

01．有用だった  

02．どちらかといえば有用だった 

03．どちらかといえば有用ではなかった 

04．有用ではなかった 
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10 入院中の他の医療機関の受診状況 

（該当する番号１つに○） 

01．他の医療機関を受診した 

  →（受診回数        回/月） 

02．他の医療機関を受診していない 

 

《10で「01」を選択した場合に回答》 

 
10-１ 他の医療機関を受診した理由 

（該当する番号すべてに○） 

01．専門外の急性疾患の治療のため 

02．専門外の慢性疾患の治療のため 

03．自院にはない医療機器の使用の

ため（放射線治療機器等） 

04．症状の原因精査のため 

05．その他（                   ） 

 

 

 
10-２ 受診した診療科 

（該当する番号すべてに○） 

01．内科 

02．小児科 

03．精神科 

04．外科 

05．整形外科 

06．脳神経外科 

07．心臓血管外科 

08．放射線科 

09．麻酔科（ペインクリニック） 

10．歯科 

11．その他（                   ） 

 

 
10-３ 受診費用の請求について 

（該当する番号すべてに○） 

01．合議で精算 

02．入院料を減算した上で先方にて請求 

03．その他（                   ） 
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Ⅳ 患者の今後の見通し等 
 

１ 医学的な入院継続の 

理由等 

（該当する番号１つに○） 

01．医学的な理由のため、入院医療が必要である 

02．医学的な理由のため、どちらかというと入院の方が望ましい 

03．医学的には外来・在宅でもよいが、他の要因のために退院予定がない 

04．現時点で具体的な退院日が決まっているため、それまでの間入院を継続している 

《１で「01」を選択した場合に回答》 

 
１-１ 医学的な理由の詳細 

（最も当てはまる番号 1つに○） 

01．急性期の治療を行っているため 

02．急性期の治療は終了したが、継続的な入院治療が必要であるため 

03．退院にはリハビリテーションが必要であるため 

04．その他（                                     ） 

《１で「03」を選択した場合に回答》 

 
１-２ 退院後に必要な支援 

（最も当てはまる番号 1つに○） 

01．医療処置 

02．通院の介助 

03．訪問診療 

04．訪問看護・リハビリテーション 

05．買い物・清掃・調理等の家事の補助 

06．食事・排泄・移動等の介護 

07．認知症・精神疾患に対する見守り 

08．その他（                    ） 

 

１-３ 退院できない理由 

（該当する選択肢の右欄に○、 

最も該当するもの１つには◎） 

01．本人の希望に適わないため  

02．家族の希望に適わないため  

03．在宅介護（訪問介護など）サービスの事由により退院先の確保ができないため  

04．地域に在宅介護（訪問介護など）サービスがないため  

05．在宅医療（訪問診療・訪問看護）サービスの事由により退院先の確保ができないため  

06．地域に在宅医療（訪問診療・訪問看護）サービスがないため  

07．入所先の施設の事由により、退院先の確保ができていないため  

08．地域に施設サービスがないため  

09．自宅の改修等の住環境の整備ができていないため  

10．01～09 の全体の調整・マネジメントができていないため  

11．自宅に退院、または施設に入所すれば経済的な負担が増えるため  

12．転院先の医療機関の確保ができていないため  

13．その他（                                                    ）  

 《１-３で「01」「02」を選択した場合に回答》 

  

１-３-１ 本人・家族の希望 

に適わない理由 

（該当する選択肢の右欄に○、 

最も該当するもの１つには◎） 

01．家族が患者と同居できないため  

02．家族が患者と同居可能だが、日中不在がちのため  

03．家族が患者と同居可能だが、家族の健康状態が不良のため  

04．家族が患者と同居可能だが、患者との関係が良好ではないため  

05．自宅に帰った場合の医学的管理に不安を感じているため  

06．サービス事業者などの家族以外の者を自宅にあげることに抵抗があるため  

07．自宅に帰った場合の地域の医療サービス（訪問診療・訪問看護）に不安を感じているため  

08．自宅に帰った場合の地域の介護サービス（訪問介護等）に不安を感じているため  

09．自宅に帰った場合、在宅介護等を利用しても家族の負担が大きいため  

10．入所先の施設又は転院先の医療機関が確保できるまでの入院を希望しているため  

11．その他（                                               ）  

  

- 64-



 Ｂ-入院  

8 

 

２ 退院へ向けた目標・課題等 

（主なもの 1つに○） 

01．疾病の治癒・軽快 

02．病態の安定 

03．手術・投薬・処置・検査等の終了 

04．診断・今後の治療方針の確定 

05．低下した機能の回復（ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ） 

06．在宅医療・介護等の調整 

07．入所先の施設の確保 

08．本人家族の病状理解 

09．転院先の医療機関の確保 

10．終末期医療・緩和ケア 

11．その他（                   ） 
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 1 

 

厚生労働省 中央社会保険医療協議会 入院医療等の調査・評価分科会 平成 30 年度調査 

入院医療等における実態調査 

退 棟 患 者 票（Ｂ） 

 施設ＩＤ：  病棟ＩＤ：  患者ＩＤ： 

■ 「入院患者票（Ｂ）」の対象者のうち、「補助票（重症度，医療・看護必要度票」の追跡期間

（1 週間）に退棟した場合に限り、本調査票へご記入ください。 

     なお、DPC データの様式１ファイルを提出していただいた場合、問１、問２、問３①への

記入は不要です。また EF ファイルを提出いただいた場合は問４への記入は不要です。 

１ 性別 

（該当する番号１つに○） 
01．男性 02．女性 

 

２ 生年月 西暦               年          月 

 

３ ①入院年月日 西暦               年          月          日 

   ②入棟年月日 西暦               年          月          日 

   ③退棟年月日 西暦               年          月          日 

 

４ 入退院支援加算等の算定状況 

（該当する番号すべてに○） 

01．入退院支援加算１ 算定あり 

02．入退院支援加算２ 算定あり 

03．入退院支援加算３ 算定あり 

04．入退院支援加算１～３ 算定なし 

05．薬剤総合評価調整加算 算定あり 

06．薬剤総合評価調整加算 算定なし 
 
 

５ ＦＩＭ得点 

  入棟時 退棟時 

① 運動項目 ・セルフケア             点             点 

 ・排泄             点             点 

 ・移乗             点             点 

 ・移動             点             点 

② 認知項目 ・コミュニケーション             点             点 

 ・社会認識             点             点 
 
 

■ 回復期リハビリテーション病棟の患者については以下の７～９にご回答ください。 

６ 回復期リハビリテーション

を要する状態 

（該当する番号１つに○） 

01．脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント手術後、脳腫瘍、

脳炎、急性脳症、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷等の

発症後若しくは手術後の状態又は義肢装着訓練を要する状態 

02．大腿骨、骨盤、脊椎、股関節若しくは膝関節の骨折又は二肢以上の多発骨折

の発症後又は手術後の状態 

03．外科手術又は肺炎等の治療時の安静により廃用症候群を有しており、手術

後又は発症後の状態 

04．大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経、筋又は靱帯損傷後の状態 

05．股関節又は膝関節の置換術後の状態 
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７ 実施した疾患別リハビリテ

ーションの種類 

（該当する番号すべてに○） 

01．心大血管疾患リハビリテーション 

02．脳血管疾患等リハビリテーション 

03．廃用症候群リハビリテーション 

04．運動器リハビリテーション 

05．呼吸器リハビリテーション 
 

８ 入棟時の状態に応じた算定

上限日数（該当する番号１つに○） 

01．60日 03．150日 

02．90日 04．180日 
 

９ 退棟後のリハビリテーショ

ンの必要性の有無 

（該当する番号１つに○） 

01．必要あり 02．必要なし 

 

10 退棟後１週間以内のリハビ

リテーションの実施状況 

（該当する番号１つに○） 

01．リハビリテーションの

実施あり 

02．リハビリテーションの

実施なし 

03．不明 
 

《10で「01」を選択した場合に回答》 

 
10-１ リハビリの種類 
（該当する番号すべてに○） 01．医療・介護 02．通所・訪問 

 
10-２ 実施主体 

（該当する番号１つに○） 

01．貴施設、又は貴施設の同一法人又

は関連法人の医療機関 

02．01 以外の医療機関 

03．介護老人保健施設 

 

04．不明 

 

11 退棟時転帰 

（該当する番号１つに○） 

01．最も医療資源を投入した傷病が治癒・軽快したと判断される場合 

02．最も医療資源を投入した傷病が寛解したと判断される場合 

03．最も医療資源を投入した傷病が不変と判断される場合 

04．最も医療資源を投入した傷病が増悪したと判断される場合 

05．最も医療資源を投入した傷病による死亡 

06．最も医療資源を投入した傷病以外による死亡 

07．その他（検査入院含む） 
 

12 退棟時の褥瘡の有無 

（該当する番号１つに○） 

01．皮膚損傷・発赤なし 

02．持続する発赤 

03．真皮までの損傷 

04．皮下組織までの損傷 

05．皮下組織を越える損傷 

06．関節腔、体腔に至る損傷 

07．判定不能 

 

13 退棟先 

（該当する番号１つに○） 

01．自宅（在宅医療の提供あり）※１ 

02．自宅（在宅医療の提供なし）※１ 

03．介護老人保健施設 

04．介護医療院 

05．介護療養型医療施設 

06．特別養護老人ホーム 

07．軽費老人ホーム、有料老人ホーム 

08．その他の居住系介護施設 

（認知症グループホーム、サービス付高齢者向け住宅等）  

09．障害者支援施設 

10．他院の一般病床（11、12 以外） 

11．他院の地域一般入院基本料を届出ている病床  

12．他院の地域包括ケア病棟入院料、

回復期リハビリテーション病棟入院料を届出ている病床 

13．他院の療養病床（12 以外） 

14．他院の精神病床 

15．他院のその他の病床 

16．自院の一般病床（17、18 以外） 

17．自院の地域一般入院基本料を届出ている病床  

18．自院の地域包括ケア病棟入院料、

回復期リハビリテーション病棟入院料を届出ている病床 

19．自院の療養病床（18 以外） 

20．自院の精神病床 

21．自院のその他の病床 

22．有床診療所（介護サービス提供医療機関）  

23．有床診療所（22 以外） 

24．死亡退院 

25．その他（          ） 

※１．提供主体は自院に限らない。在宅医療には、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを含むが、通院は含まない。 
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    【自宅または居住系施設へ退院した場合のみ、以下の設問にご回答ください。】※転棟・転院の場合は記入不要です。 

14 退院後に利用を予定して 

   いる医療・介護サービス 

（該当する番号すべてに○） 

01．外来診療 

02．訪問診療 

03．訪問看護 

04．訪問リハビリテーション 

05．通所リハビリテーション 

06．訪問介護 

07．訪問入浴介護 

08．通所介護 

09．短期入所生活介護 

10．短期入所療養介護 

11．定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

12．夜間対応型訪問介護 

13．認知症対応型通所介護 

14．看護小規模多機能型居宅介護 

15．福祉用具貸与 

16．その他（                   ） 

 

15 退棟時の ADL スコア 

（下表の分類に従って記入） 

①食事             スコア           

②移乗             スコア           

③整容             スコア           

④トイレ動作・トイレの使用  スコア           

⑤入浴             スコア           

⑥平地歩行         スコア           

⑦階段             スコア           

⑧更衣             スコア           

⑨排便管理         スコア           

⑩排尿管理         スコア           
 
 

ADL スコア 所 見 

自 立 一部介助 全介助 不 明 

食 事   2   1 

切ったり、バターを塗ったり

などで介助を必要とする 

  0   9 

移 乗   3   2 

軽度の介助で可能 

  0 

座位バランス困難 

  9 

  1 

高度の介助を必要とする

が、座っていられる 

整 容   1  

顔／髪／歯／ひげ剃り 

            0   9 

トイレ動作・ 

トイレの使用 

  2   1 

多少の介助を必要とするが

おおよそ自分一人でできる 

  0   9 

入 浴   1   0   9 

平地歩行   3   2 一人介助で歩く   0   9 

  1 車いすで自立 

階 段   2   1   0   9 

更 衣   2   1   0   9 

排便管理   2   1 時々失敗   0 失禁   9 

排尿管理   2   1 時々失敗   0 失禁   9 
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厚生労働省 中央社会保険医療協議会 入院医療等の調査・評価分科会 平成 30 年度調査 

入院医療等における実態調査 

施 設 調 査 票（Ｃ） 
  

 特に指定がある場合を除いて、平成 30年 11月 1日現在の状況についてお答え下さい。 

 数値を記入する設問で、該当する方・施設等が無い場合は、「０」（ゼロ）をご記入下さい。 

 

◆ 本調査票のご記入者、ご連絡先についてご記入下さい。 

施設名  施設ＩＤ  

記入者氏名  電話番号  

 

◆ 貴院の基本情報について、別途 確認票（Ｗｅｂサイト参照）にてご確認ください。 
 

問１ 貴院の開設者、算定されている入院基本料等についてお伺いします。 

１-１ 開設者 （該当する番号１つに○） 

 
01 国立（国、独立行政法人国立病院機構、国立大学法人、独立行政法人労働者健康安全機構、国立高度専門医療研

究センター、独立行政法人地域医療機能推進機構） 

 02 公立（都道府県、市町村、地方独立行政法人） 

 03 公的（日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会） 

 04 社会保険関係（健康保険組合及びその連合会、共済組合及びその連合会、国民健康保険組合） 

 05 医療法人（社会医療法人は含まない） 

 06 その他の法人（公益法人、学校法人、社会福祉法人、医療生協、会社、社会医療法人等、その他法人） 

 07 個人 

 

１-２ 入院基本料（平成 30 年 11 月 1 日時点） （該当する番号すべてに○） 

 01 療養病棟入院料１ 
03 療養病棟入院基本料「注 11」に規定される点数を算定 

  （以下、「療養病棟入院基本料 経過措置１」と表記） 

 02 療養病棟入院料２ 
04 療養病棟入院基本料「注 12」に規定される点数を算定 

  （以下、「療養病棟入院基本料 経過措置２」と表記） 

■ 上記 １-２で「01 療養病棟入院料１」を選択した場合、在宅復帰機能強化加算の算定についてご回答ください。 

 １-２-１ 在宅復帰機能強化加算の算定について （該当する番号１つに○） 

 01 在宅復帰機能強化加算を算定している 02 在宅復帰機能強化加算を算定していない 

■ 上記 １-２で「01 療養病棟入院料１」を選択した場合、一般病棟等から入院し、自宅等に退院した年間の患者割合に
ついてご回答ください。 

 １-２-２ 一般病棟等から入院し、自宅等に退院した年間の患者割合※１（平成 29 年 10 月～平成 30 年 10 月の 1 年間） 

 一般病棟等から入院し、自宅等に退院した年間の患者割合      ．  ％ 

※１．「一般病棟等から入院し、自宅等に退院した年間の患者割合」＝Ｃ÷Ｄ ： Ｃ．当該保険医療機関又は別の保険医療機関の病棟若しく

は病室〔一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料（一般病棟に限る）、専門病院入院基本料、救命救急入院料、特定集中治療室

管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料又は地域包括ケア病棟入院料を算定するものに限る〕

から当該病棟に入院し、在宅に退院した 1 年間の患者数（当該保険医療機関の他病棟から当該病棟に転棟して 1 か月以内に退院した

患者は除く）、Ｄ．当該病棟の 1年間の 1日平均入院患者数 
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問２ 貴院の許可病床数についてお伺いします。 

２-１ 許可病床数（平成 30 年 11 月 1 日時点） 

① 一般病床 床 ④ 結核病床 床 

② 療養病床 床 ⑤ 感染症病床 床 

 （うち）介護療養病床 床 ⑥ 合計 床 

③ 精神病床 床   

 
 

問３ 貴院の職種別の職員数（常勤換算）についてお伺いします。 

３-１ 常勤職員・非常勤職員の合計数（常勤換算※１）（平成 30 年 11 月 1 日時点） 

① 医師 ．  人 ⑪ 臨床心理技術者 ．  人 

② 歯科医師 ．  人 ⑫ 診療放射線技師 ．  人 

③ 看護師 ．  人 ⑬ 臨床検査技師 ．  人 

④ 准看護師 ．  人 ⑭ 臨床工学技士 ．  人 

⑤ 看護補助者 ．  人 ⑮ 歯科衛生士 ．  人 

 （うち）介護福祉士 ．  人 ⑯ 相談員 ．  人 

⑥ 薬剤師 ．  人  （うち）社会福祉士 ．  人 

⑦ 管理栄養士 ．  人  （うち）精神保健福祉士 ．  人 

⑧ 理学療法士 ．  人 ⑰ 医師事務作業補助者 ．  人 

⑨ 作業療法士 ．  人 ⑱ 事務職員 ．  人 

⑩ 言語聴覚士 ．  人 ⑲ その他の職員 ．  人 

※１．非常勤職員の常勤換算の算出方法 

貴院の常勤職員の１週間の所定労働時間を基本として、下記のように常勤換算して小数第１位まで（小数点第２位を切り上げ）を記入。 
例：常勤職員の１週間の通常の勤務時間が 40時間の病院で、週４日（各日５時間）勤務の看護師が１人いる場合 

非常勤看護師数＝ 
４日×５時間×１人 

＝０.５人 
40時間 

 

問４ 貴院のシステム導入状況についてお伺いします。 

４-１ 電子カルテの導入状況（平成 30 年 11 月 1 日時点） （該当する番号１つに○） 

 01 導入している 02 導入していない 

 

４-２ オーダリングシステムの導入状況（平成 30 年 11 月 1 日時点） （該当する番号１つに○） 

 01 導入している 02 導入していない 

 

４-３ 医療情報連携ネットワーク※１への参加状況（平成 30 年 11 月 1 日時点） （該当する番号１つに○） 

 01 参加している 02 参加していない 

■ 上記４-３で「01 参加している」を選択した場合、患者情報の開示状況についてご回答ください。 

 ４-３-１ 参加している医療情報連携ネットワークにおける、電子カルテなどの患者情報の開示状況※２ 

（該当する番号１つに○） 

 01 開示施設である 02 開示施設ではない 

※１．地域において病病連携や病診連携など、主に電子カルテ情報を用いて医療情報の連携を行っているネットワーク。 

※２．部分的でも開示している医療情報があれば「01 開示施設である」とご回答ください。 
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問５ 貴院の外来患者数、総入院患者数についてお伺いします。 

５-１ 外来患者数（平成 30 年 10 月の 1 か月間） 

① 初診の患者数 人 

 （うち）紹介状により紹介された患者数 人 

② 再診の延べ患者数 延べ      人 

③ 紹介状により他の病院または診療所に紹介した患者数 人 

 

５-２ 総入院患者数（平成 30 年 11 月 1 日時点） 

① 総入院患者数※１ 人 

※１．施設全体の合計をご回答ください。 

 

問６ 貴院の療養病棟入院基本料を届出ている病棟についてお伺いします。 

６-１ 病棟数、病床数等（平成 30 年 11 月 1 日時点） 病棟数 届出病床数 入院患者数 

① 療養病棟入院料１ 棟 床 人 

② 療養病棟入院料２ 棟 床 人 

③ 療養病棟入院基本料 経過措置１ 棟 床 人 

④ 療養病棟入院基本料 経過措置２ 棟 床 人 

 

６-２ 新入棟、退棟患者数等（平成 30 年 8 月～10 月の 3 か月間） 新入棟患者数 新退棟患者数 在院患者延日数 

① 療養病棟入院料１ 人 人 日 

② 療養病棟入院料２ 人 人 日 

③ 療養病棟入院基本料 経過措置１ 人 人 日 

④ 療養病棟入院基本料 経過措置２ 人 人 日 

 

６-３ 在宅復帰率等（平成 30 年 8 月～10 月の 3 か月間） 在宅復帰率※１ 平均在院日数 

① 療養病棟入院料１         ．  ％          ．  日 

② 療養病棟入院料２         ．  ％          ．  日 

③ 療養病棟入院基本料 経過措置１         ．  ％          ．  日 

④ 療養病棟入院基本料 経過措置２         ．  ％          ．  日 

※１．「在宅復帰率」＝Ａ÷Ｂ ： Ａ．該当する病棟から、自宅、もしくは居住系介護施設等（老健施設は含まない）へ退院した患者であり、

在宅での生活が 1月以上（医療区分 3の場合は 14日以上）継続する見込であることを確認できた者（死亡退院患者・転棟または転院

した患者・再入院患者を除く。同一の保険医療機関の療養病棟以外の病棟から当該病棟に転棟した患者については、当該病棟に入院し

た期間が 1月以上のものに限る）、Ｂ．該当する病棟から、退院した患者（死亡退院患者・急性増悪等により転棟または転院した患者・

再入院患者を除く。同一の保険医療機関の療養病棟以外の病棟から当該病棟に転棟した患者については、当該病棟に入院した期間が 1

月以上のものに限る）。 
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６-４ 病床利用率※１ 
平成 29 年 10 月の 

1 か月間 
平成 30 年 10 月の 

1 か月間 

① 療養病棟入院料１※２          ．  ％          ．  ％ 

② 療養病棟入院料２※３          ．  ％          ．  ％ 

③ 療養病棟入院基本料 経過措置１※３          ．  ％          ．  ％ 

④ 療養病棟入院基本料 経過措置２※４          ．  ％          ．  ％ 

※１．「病床利用率」＝Ａ÷Ｂ ： Ａ．10月の在院患者延数 × 100 、Ｂ．届出病床数 × 31 

※２．平成 29年 10月の値については、平成 29年 11月 1日時点で療養病棟入院基本料１（20対１）の届出をしている場合にご回答くださ
い。 

※３．平成 29年 10月の値については、平成 29年 11月 1日時点で療養病棟入院基本料２（25対１）の届出をしている場合にご回答くださ

い。 

※４．平成 29 年 10 月の値については、平成 29 年 11 月 1 日時点で旧医科点数表の療養病棟入院基本料の注 11 の届出をしている場合にご
回答ください。 

 

問７ 貴院における夜間看護加算の届出状況等についてお伺いします。 

７-１ 夜間看護加算の届出状況について（平成 30 年 11 月 1 日時点） （該当する番号１つに○） 

 01 夜間看護加算を届出ている 02 夜間看護加算を届出ていない 

 

７-２ 身体的拘束等の行動制限を最小化する取り組みの実施状況について（平成 30 年 11 月 1 日時点） （該当する番号すべてに○）  

 01 身体的拘束の実施について病院としての指針（マニュアル等）を定めている 

 02 身体的拘束を最小限にするための取り組みについて、職員が知識や技術を学ぶ機会を設けている 

 03 身体的拘束を必要としない状態となるよう、1日 1回程度、環境やケアの見直しを実施している 

 04 身体的拘束を最小限にするための取り組みとして、身体的拘束に係る用具の新規購入を中止している 

 05 特にない 

 06 その他（                                          ） 

 

問８ 貴院の病棟等に関する今後の届出の意向についてお伺いします。 

◆ 【現時点の状況】では、平成 30 年 11 月 1 日時点の状況についてご回答ください。【今後の意向】では、今後の入院基本料

別の病床数の増減の意向について、貴院の考えに最も近いものに○を１つ付けてください。 

８-１ 今後の入院基本料別

の病床数の増減の意向  

（該当する番号それぞれ１つに○） 

【現時点の状況】 

届出の有無 

 【今後の意向】 

入院基本料別の病床数の増減の意向 

（左記届出の有無で「01 届出あり」を選択した場合は上段の選択肢、 

「02 届出なし」を選択した場合は下段の選択肢にご回答ください） 

① 療養病棟入院料１ 

01 届出あり 

⇒ 

01 増床 02 現状を維持 
03 削減 

（転換を除く） 

04 他の病棟・ 

施設へ転換 

02 届出なし 01 新設 02 現状を維持   

② 療養病棟入院料２ 

01 届出あり 

⇒ 

01 増床 02 現状を維持 
03 削減 

（転換を除く） 

04 他の病棟・ 

施設へ転換 

02 届出なし 01 新設 02 現状を維持   

③ 療養病棟入院基本料 

経過措置１ 

01 届出あり 

⇒ 

01 増床 02 現状を維持 
03 削減 

（転換を除く） 

04 他の病棟・ 

施設へ転換 

02 届出なし 01 新設 02 現状を維持   

④  療養病棟入院基本料 

経過措置２ 

01 届出あり 

⇒ 

01 増床 02 現状を維持 
03 削減 

（転換を除く） 

04 他の病棟・ 

施設へ転換 

02 届出なし 01 新設 02 現状を維持   
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■ 上記８-１【今後の意向】で「04 他の病棟・施設へ転換」を選択した場合、現在届出ている入院基本料から転換を検討

している病棟・施設の状況およびその理由をご回答ください。 

 
８-１-１ 転換を検討している病棟・施設の状況およびその理由 （該当する番号すべてに○） 

（転換を検討している理由は以下の選択肢から優先度が高い順に該当する理由３つを記入） 

 ① 療養病棟入院料１ 
01 

療養病棟

入院料２ 

02 
療養病棟 

経過措置１ 

03 
療養病棟 

経過措置２ 

04 
回復期 

リハ病棟 

05 
地域包括

ケア病棟 

06 
介護保険

施設 

07 
〔再掲〕 

介護医療院 

08 

その他 

09 

未定 

  転換を検討している理由       ，     ，        

 ② 療養病棟入院料２ 
01 

療養病棟

入院料１ 

02 
療養病棟 

経過措置１ 

03 
療養病棟 

経過措置２ 

04 
回復期 

リハ病棟 

05 
地域包括

ケア病棟 

06 
介護保険

施設 

07 
〔再掲〕 

介護医療院 

08 

その他 

09 

未定 

  転換を検討している理由       ，     ，      

 
③ 療養病棟入院基本料 

経過措置１ 

01 
療養病棟
入院料１ 

02 
療養病棟
入院料２ 

03 
療養病棟 
経過措置２ 

04 
回復期 
リハ病棟 

05 
地域包括
ケア病棟 

06 
介護保険
施設 

07 
〔再掲〕 

介護医療院 

08 

その他 

09 

未定 

  転換を検討している理由       ，     ，      

 
④ 療養病棟入院基本料 

経過措置２ 

01 
療養病棟
入院料１ 

02 
療養病棟
入院料２ 

03 
療養病棟 
経過措置１ 

04 
回復期 
リハ病棟 

05 
地域包括
ケア病棟 

06 
介護保険
施設 

07 
〔再掲〕 

介護医療院 

08 

その他 

09 

未定 

  転換を検討している理由       ，     ，      

■ 上記 ８-１-１で「07 〔再掲〕介護医療院」を選択した場合、介護医療院へ転換を検討している病床数についてご回答
ください。 

 ８-１-１-１ 療養病棟から介護医療院へ転換を検討している病床数 

 療養病棟から介護医療院へ転換を検討している病床数      床 

 

◆ 以下は、上記８-１-１の「転換を検討している理由」の選択肢です。該当する記号を「転換を検討している理由」の回答欄

にご記入ください。 

（８-１-１「転換を検討している理由」の選択肢） 現在届出ている入院基本料から転換を検討している理由 

a 実際の患者の状態に、より即した入院料等が設定されているため 

b 他の病棟等へ転換することで、より地域のニーズに応えることができるため 

c 療養病棟入院基本料が再編され転換負担が緩和されたため 

d 看護師の確保が困難なため 

e 医療区分 2・3の基準を満たす患者が現在届出ている病棟又は入院料等と合わなくなってきたため 

f 他の病棟等へ転換することで経営が安定するため 

g 他の病棟等へ転換することで、職員のモチベーションが向上するため 

h 他の病棟等へ転換することで、職員の負担軽減につながるため 

i その他 
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■ 下記問９については、貴院が改定前に「療養病棟入院基本料１（20対 1）」を届出ていた場合のみご回答ください。 

問９ 改定前に療養病棟入院基本料１（20 対 1）を届出ていた病棟の現時点の状況についてお伺いします。 
 

９-１ 改定前（平成 30 年 3 月 31 日時点）に療養病棟入院基本料１（20 対 1）

を届出ていた病棟の状況 
病棟数 届出病床数 

改定前（平成 30 年 3 月 31 日時点）に療養病棟入院基本料１を届出ていた病棟 棟 床 

平
成
30
年
11
月
1
日
時
点
の
内
訳 

① 平成 30年 11月 1日時点、療養病棟入院料１を届出 棟 床 

② 平成 30年 11月 1日時点、療養病棟入院料２を届出 棟 床 

③ 平成 30年 11月 1日時点、療養病棟入院基本料 経過措置１を届出 棟 床 

④ 平成 30 年 11 月 1 日時点、回復期リハビリテーション病棟入院料の病棟へ転換  棟 床 

⑤ 平成 30年 11月 1日時点、地域包括ケア病棟入院料の病棟へ転換 棟 床 

⑥ 平成 30 年 11 月 1 日時点、一部を地域包括ケア入院医療管理料の病室へ転換 室 床 

⑦ 平成 30年 11月 1日時点、介護保険施設へ転換  床 

 （うち）介護医療院へ転換  床 

⑧ 平成 30年 11月 1日時点、上記④～⑦以外へ転換 棟 床 

⑨ 平成 30年 11月 1日時点、休床としている病床  床 

■ 上記９-１で③に該当する病棟がある場合、経過措置１を届出ている理由をご回答ください。 

 ９-１-１ 経過措置１を届出ている理由 （該当する選択肢の右欄に○、最も該当するもの１つには◎） 

 01 介護保険施設等へ転換することで、地域のニーズに応えられなくなる懸念があるため  

 02 看護職員配置 20対 1を満たす看護職員の確保が困難であるため  

 03 看護補助職員配置 20対 1を満たす看護補助職員の確保が困難であるため  

 04 医療区分 2・3の該当患者割合 5割を満たすことが困難であるため  

 05 療養病棟入院料１と療養病棟入院料２を同時に届出ることができなくなったため  

 06 介護保険施設等へ転換することで、職員のモチベーションが低下するため  

 07 介護保険施設等へ転換することで、職員の負担が増加する懸念があるため  

 08 その他（                                                                       ）  

■ 上記９-１で④、⑤、⑥、⑧のいずれかに該当する病棟がある場合、療養病棟入院基本料１から転換した理由をご回答
ください。 

 ９-１-２ 療養病棟入院基本料１から転換した理由 （該当する選択肢の右欄に○、最も該当するもの１つには◎） 

 01 実際の入院患者の状態に、より即した入院料が設定されたため  

 02 他の入院料と療養病棟入院基本料を組み合わせることで、より患者の状態に即した医療を提供できるため  

 03 療養病棟以外の他病棟へ転換することで、より地域のニーズに合った医療を提供できるため  

 04 転換先の施設基準を満たす職員が確保できたため  

 05 療養病棟以外の他病棟へ転換することで、経営が安定するため  

 06 療養病棟以外の他病棟へ転換することで、職員のモチベーションが向上するため  

 07 療養病棟以外の他病棟へ転換することで、職員の負担軽減につながるため  

 08 その他（                                                                        ）  
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■ 下記問 10については、貴院が改定前に「療養病棟入院基本料２（25 対 1）」を届出ていた場合のみご回答ください。  

問 10 改定前に療養病棟入院基本料２（25 対 1）を届出ていた病棟の現時点の状況についてお伺いします。 
 

10-１ 改定前（平成 30 年 3 月 31 日時点）に療養病棟入院基本料２（25 対 1）

を届出ていた病棟の状況 
病棟数 届出病床数 

改定前（平成 30 年 3 月 31 日時点）に療養病棟入院基本料２を届出ていた病棟 棟 床 

平
成
30
年
11
月
1
日
時
点
の
内
訳 

① 平成 30年 11月 1日時点、療養病棟入院料１を届出 棟 床 

② 平成 30年 11月 1日時点、療養病棟入院料２を届出 棟 床 

③ 平成 30年 11月 1日時点、療養病棟入院基本料 経過措置１を届出 棟 床 

④ 平成 30 年 11 月 1 日時点、回復期リハビリテーション病棟入院料の病棟へ転換  棟 床 

⑤ 平成 30年 11月 1日時点、地域包括ケア病棟入院料の病棟へ転換 棟 床 

⑥ 平成 30 年 11 月 1 日時点、一部を地域包括ケア入院医療管理料の病室へ転換 室 床 

⑦ 平成 30年 11月 1日時点、介護保険施設へ転換  床 

 （うち）介護医療院へ転換  床 

⑧ 平成 30年 11月 1日時点、上記④～⑦以外へ転換 棟 床 

⑨ 平成 30年 11月 1日時点、休床としている病床  床 

■ 上記 10-１で③に該当する病棟がある場合、経過措置１を届出ている理由をご回答ください。 

 10-１-１ 経過措置１を届出ている理由 （該当する選択肢の右欄に○、最も該当するもの１つには◎） 

 01 介護保険施設等へ転換することで、地域のニーズに応えられなくなる懸念があるため  

 02 看護職員配置 20対 1を満たす看護職員の確保が困難であるため  

 03 看護補助職員配置 20対 1を満たす看護補助職員の確保が困難であるため  

 04 医療区分 2・3の該当患者割合 5割を満たすことが困難であるため  

 05 療養病棟入院料１と療養病棟入院料２を同時に届出ることができなくなったため  

 06 介護保険施設等へ転換することで、職員のモチベーションが低下するため  

 07 介護保険施設等へ転換することで、職員の負担が増加する懸念があるため  

 08 その他（                                                                       ）  

■ 上記 10-１で④、⑤、⑥、⑧のいずれかに該当する病棟がある場合、療養病棟入院基本料２から転換した理由をご回答

ください。 

 10-１-２ 療養病棟入院基本料２から転換した理由 （該当する選択肢の右欄に○、最も該当するもの１つには◎） 

 01 実際の入院患者の状態に、より即した入院料が設定されたため  

 02 他の入院料と療養病棟入院基本料を組み合わせることで、より患者の状態に即した医療を提供できるため  

 03 療養病棟以外の他病棟へ転換することで、より地域のニーズに合った医療を提供できるため  

 04 転換先の施設基準を満たす職員が確保できたため  

 05 療養病棟以外の他病棟へ転換することで、経営が安定するため  

 06 療養病棟以外の他病棟へ転換することで、職員のモチベーションが向上するため  

 07 療養病棟以外の他病棟へ転換することで、職員の負担軽減につながるため  

 08 その他（                                                                        ）  
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■ 下記問 11 については、貴院が改定前に旧医科点数表の療養病棟入院基本料の注１１を届出ていた場合のみご回答ください。  

問 11 改定前に旧医科点数表の療養病棟入院基本料の注 11（以下「旧経過措置」と表記）を届出ていた病棟
の現時点の状況についてお伺いします。 

11-１ 改定前（平成 30 年 3 月 31 日時点）に旧経過措置を届出ていた病棟の状況  病棟数 届出病床数 

改定前（平成 30 年 3 月 31 日時点）に旧経過措置を届出ていた病棟 棟 床 

平
成
30
年
11
月
1
日
時
点
の
内
訳 

① 平成 30年 11月 1日時点、療養病棟入院料１を届出 棟 床 

② 平成 30年 11月 1日時点、療養病棟入院料２を届出 棟 床 

③ 平成 30年 11月 1日時点、療養病棟入院基本料 経過措置１を届出 棟 床 

④ 平成 30年 11月 1日時点、療養病棟入院基本料 経過措置２を届出 棟 床 

⑤ 平成 30 年 11 月 1 日時点、回復期リハビリテーション病棟入院料の病棟へ転換  棟 床 

⑥ 平成 30年 11月 1日時点、地域包括ケア病棟入院料の病棟へ転換 棟 床 

⑦ 平成 30 年 11 月 1 日時点、一部を地域包括ケア入院医療管理料の病室へ転換 室 床 

⑧ 平成 30年 11月 1日時点、介護保険施設へ転換  床 

 （うち）介護医療院へ転換  床 

⑨ 平成 30年 11月 1日時点、上記⑤～⑧以外へ転換 棟 床 

⑩ 平成 30年 11月 1日時点、休床としている病床  床 

■ 上記 11-１で④に該当する病棟がある場合、経過措置２を届出ている理由をご回答ください。 

 11-１-１ 経過措置２を届出ている理由 （該当する選択肢の右欄に○、最も該当するもの１つには◎） 

 01 介護保険施設等へ転換することで、地域のニーズに応えられなくなる懸念があるため  

 02 看護職員配置 25対 1を満たす看護職員の確保が困難であるため  

 03 看護補助職員配置 25対 1を満たす看護補助職員の確保が困難であるため  

 04 療養病棟入院料１と療養病棟入院料２を同時に届出ることができなくなったため  

 05 介護保険施設等へ転換することで、職員のモチベーションが低下するため  

 06 介護保険施設等へ転換することで、職員の負担が増加する懸念があるため  

 07 その他（                                                                       ）  
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問 12 貴院の入退院支援部門（入退院支援及び地域連携業務を担う部門）の設置状況などについてお伺いします。  

12-１ 入退院支援部門の設置状況（平成 30 年 11 月 1 日時点） （該当する番号１つに○） 

 01 入退院支援部門を設置している 02 入退院支援部門を設置していない 

■ 上記 12-１で「01 入退院支援部門を設置している」を選択した場合、入退院支援部門に従事する職員数をご回答ください。 

 12-１-１ 入退院支援部門に従事する職員数（平成 30 年 11 月 1 日時点） 専  従 専  任 

 ① 医師  人 人 

 ② 看護師  人 人 

 ③ 相談員  人 人 

  （うち）社会福祉士 人 人 

 ④ その他の職種（  ） 人 人 

 ⑤ ［再掲］ケアマネジャー（介護支援専門員）の資格を有する者 人 人 

■ 上記 12-１で「02 入退院支援部門を設置していない」を選択した場合、その理由をご回答ください。 

 12-１-２ 入退院支援部門を設置していない理由 （該当する選択肢の右欄に○、最も該当するもの１つには◎） 

 01 入院時点で退院支援を必要とする（見込みを含む）患者が少ないため  

 02 退院する見込みのある患者が少ないため  

 03 入退院支援部門を設置すると、経営が不安定になるおそれがあるため  

 04 入退院支援部門を担当する職員数（看護師、社会福祉士等）を十分確保できないため  

 05 入退院支援部門を設置することで、入退院支援部門に配置される職員の負担が大きくなるため  

 06 入退院支援は各病棟において実施しており、施設全体では実施していないため  

 07 地域連携が円滑に運営されており、入退院支援に多くの時間を費やす必要がないため  

 08 入退院支援部門を設置しなくても、各病棟や各職員による十分な入退院支援を行えているため  

 09 入退院支援が必要な患者がいれば、その都度、入退院支援チームを組んで対応しているため  

 10 その他（                                                                            ）  
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問 13 貴院の入退院支援に関連する項目の算定件数についてお伺いします。 

13-１ 入退院支援加算の届出の有無（平成 30 年 11 月 1 日時点） （該当する番号すべてに○） 

 01 入退院支援加算１を届出ている 03 入退院支援加算（特定地域）を届出ている 

 02 入退院支援加算２を届出ている 04 入退院支援加算を届出ていない 

 

13-２ 入退院支援加算に関連する項目の算定件数（平成 30 年 8 月～10 月の 3 か月間） 

① 入退院支援加算１ 件 
④ 地域連携診療計画加算 

（入退院支援加算に係る加算に限る） 
件 

② 入退院支援加算２ 件 
⑤ 小児加算 

（入退院支援加算１又は２に係る加算に限る）  
件 

③ 入退院支援加算（特定地域） 件   

 

13-３ [再掲] 入退院支援加算１又は２の算定件数の内訳（平成 30 年 8 月～10 月の 3 か月間） 

[再掲] 入退院支援加算１又は２の算定件数 件 

内 

訳
※
１ 

① 悪性腫瘍、認知症又は誤嚥性肺炎等の急性呼吸器感染症のいずれかであること 件 

② 緊急入院であること 件 

③ 要介護状態であるとの疑いがあるが要介護認定が未申請であること※２ 件 

④ 家族又は同居者から虐待を受けている又はその疑いがあること 件 

⑤ 生活困窮者であること 件 

⑥ 入院前に比べ ADL が低下し、退院後の生活様式の再編が必要であること（必要と推測されること） 件 

⑦ 排泄に介助を要すること 件 

⑧ 同居者の有無に関わらず、必要な養育又は介護を十分に提供できる状況にないこと 件 

⑨ 退院後に医療処置（胃瘻等の経管栄養法を含む）が必要なこと 件 

⑩ 入退院を繰り返していること 件 

⑪ その他患者の状況から判断して①から⑩までに準ずると認められる場合 件 

■ 上記 13-３で「⑪」に該当する件数が 1 以上ある場合、具体的な状態の例をご回答ください。 

 13-３-１ 具体的な状態の例 （該当件数が多い順に最大３つまで） 

 「⑪」の状態例 1 （                                                                                ） 

 「⑪」の状態例 2 （                                                                                ） 

 「⑪」の状態例 3 （                                                                                ） 

※１．内訳の各項目に記載の「退院困難な要因」のうち、複数の要因に該当する場合は、主たる要因にのみ件数を計上してください。 

※２．「③」は、介護保険法施行令（平成 10年政令第 412 号）第２条各号に規定する特定疾病を有する 40歳以上 65 歳未満の者及び 65歳以上の者に限る。 
 

13-４ 退院時共同指導料２に関連する項目の算定件数（平成 30 年 8 月～10 月の 3 か月間） 

① 退院時共同指導料２の算定件数 件 

 
（うち）リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション（ビデオ通話）が可能な機器を用
いて共同指導を行った場合 

件 

② 多機関共同指導加算の算定件数 件 

 
（うち）リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション（ビデオ通話）が可能な機器を用
いて共同指導を行った場合 

件 
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13-５ 入退院支援加算を算定する患者で退院時共同指導料２を算定した患者の退院先（平成 30 年 8 月～10 月の 3 か月間） 

[再掲] 退院時共同指導料２の算定件数（＝「13-４の①」） 件 

 

（うち）入退院支援加算を算定する患者への算定件数 件 

退 

院 

先 

の 

内 

訳 

① 自宅 件 

② 介護老人保健施設 件 

③ 介護医療院 件 

④ 介護老人福祉施設（地域密着型介護老人福祉施設を含む） 件 

⑤ 特定施設（地域密着型特定施設を含む） 件 

⑥ 障害者支援施設※１ 件 

⑦ 福祉型障害児入所施設 件 

⑧ 医療型障害児入所施設 件 

※１．生活介護を行う施設又は自立訓練（機能訓練）を行う施設に限る 

 

13-６ 退院時共同指導料２の算定にあたり共同指導に従事している職種（平成 30 年 8 月～10 月の 3 か月間）  

（該当する選択肢の右欄に○、算定にあたり最も多く関与している職種１つには◎） 

 01 医師  

 02 看護師等（保健師、助産師、看護師又は准看護師）  

 03 薬剤師  

 04 管理栄養士  

 05 理学療法士  

 06 作業療法士  

 07 言語聴覚士  

 08 社会福祉士  

 09 その他の職種（                                  ）  

 

  

- 79-



 Ｃ-施設  

12 

 

 

問 14 貴院の入院時支援加算の届出状況などについてお伺いします。 

14-１ 入院時支援加算の届出状況（平成 30 年 11 月 1 日時点） （該当する番号１つに○） 

 01 入院時支援加算を届出ている 02 入院時支援加算を届出ていない 

■ 上記 14-１で「01 入院時支援加算を届出ている」を選択した場合、入院前支援を行う職員数をご回答ください。 

 
14-１-１ 入退院支援部門に従事する職員のうち入院前支援を行う職員数 

（平成 30 年 11 月 1 日時点） 
専  従 専  任 

 ① 看護師 人 人 

 ② 社会福祉士  人 人 

 ③ その他の職種（  ） 人 人 

■ 上記 14-１で「01 入院時支援加算を届出ている」を選択した場合、入院時支援加算の算定件数をご回答ください。 

 14-１-２ 入院時支援加算の算定件数（平成 30 年 8 月～10 月の 3 か月間） 

専  従 

専  任 
 入院時支援加算の算定件数 件 

人  

入
院
前
に
実
施
し
た
事
項 

① 身体的・社会的・精神的背景を含めた患者情報の把握（必須） 人 

 ② 入院前に利用していた介護サービス又は福祉サービスの把握（該当する場合必須） 人 

 ③ 褥瘡に関する危険因子の評価 人 

 ④ 栄養状態の評価 人 

 ⑤ 服薬中の薬剤の確認 人 

 ⑥ 退院困難な要因の有無の評価 人 

 ⑦ 入院中に行われる治療・検査の説明 人 

 ⑧ 入院生活の説明（必須） 人 

■ 上記 14-１-２で③～⑦に記載の人数のうち、「入院時支援加算の算定件数」を下回る項目がある場合、その理由をご回答ください。  

 14-１-２-１ 入院時支援加算の算定にあたり実施していない事項があった理由 （該当する番号すべてに○） 

 01 全ての項目を入院前に実施する必要がなかったため 

 02 配置されている人数の看護師又は社会福祉士のみでは、全ての項目を実施するのは困難であったため 

 03 全ての項目を実施するには他職種（医師、薬剤師、管理栄養士等）の協力が必要であったため 

 04 その他（                                            ） 

■ 上記 14-１-２で「入院時支援加算の算定件数」が 1 件以上の場合、入院予定先の病棟職員との療養支援の計画の共有方法
についてご回答ください。 

 14-１-２-２ 入院予定先の病棟職員との療養支援の計画の共有方法 （該当する番号すべてに○） 

 01 電子カルテにより計画を共有している 

 02 入退院支援部門から病棟に計画を送付している 

 03 対面によるカンファレンス等により計画を共有している 

 04 その他（                                            ） 
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■ 上記 14-１で「01 入院時支援加算を届出ている」を選択した場合、当該加算の届出による効果等をご回答ください。 

 14-１-３ 入院時支援加算の届出によりもたらされた効果等 （該当する番号すべてに○、最も該当するもの１つには◎） 

 01 治療や入院生活に対する患者の理解度が上がった  

 02 退院調整にかかる期間が短くなった  

 03 病棟での入院時の受入における患者への治療方針等の説明に係る負担が減った  

 04 病棟での入院時の受入における入院生活等の説明に係る負担が減った  

 05 患者の身体的・社会的・精神的背景を踏まえた療養環境の整備が入院前に実施できるようになった  

 06 入院前に利用していたサービスが把握できることで、退院先の見通しが立てやすくなった  

 07 入院前の服薬状況を踏まえた治療方針が立てられるようになった  

 08 褥瘡・栄養スクリーニング結果に応じた治療方針が立てやすくなった  

 09 入退院支援加算に係る退院困難な要因を有している患者の抽出が容易となった  

 10 より多くの患者に対して入院前支援を実施できるようになった  

 11 患者及び家族への説明や面会の頻度を増やすことができるようになった  

 12 特になかった  

 13 その他（                                       ）  

■ 上記 14-１で「02 入院時支援加算を届出ていない」を選択した場合、その理由をご回答ください。 

 14-１-４ 入院時支援加算を届出ることが困難な理由 （該当する番号すべてに○、最も該当するもの１つには◎） 

 01 入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専従の看護師の配置が困難なため  

 
02 入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専任の看護師及び社会福祉士の配置が

困難なため 
 

 03 地域連携を行う十分な体制が整備できていないため  

 04 自宅等から入院する予定入院患者が少ないため  

 05 入退院支援加算を算定する患者がいないため  

 06 緊急入院が多く事前の入院支援が行えないため  

 07 他院の外来受診の後の予定入院患者が多いため  

 08 その他（                                      ）  

■ 上記 14-１で「02 入院時支援加算を届出ていない」を選択した場合、今後の届出の意向についてご回答ください。 

 14-１-５ 入院時支援加算の今後の届出の意向 （該当する番号１つに○） 

 01 届出を予定している 

 02 届出する予定はない 

 03 未定・分からない 
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問 15 貴院が連携している施設についてお伺いします。 

15-１ 連携先※１の施設数（特別の関係にあるものを含む）（平成 30 年 11 月 1 日時点）  連携先の施設数 
（うち）特別の関

係にある施設数 

① 病院 施設 施設 

 （うち）在宅療養支援病院 施設 施設 

 （うち）貴院を緊急時の入院医療機関としている病院 施設 施設 

② 診療所 施設 施設 

 （うち）在宅療養支援診療所 施設 施設 

 （うち）貴院を緊急時の入院医療機関としている診療所 施設 施設 

③ 介護保険サービス事業所 施設 施設 

 （うち）訪問系サービス（訪問介護、訪問看護等） 施設 施設 

 （うち）通所系サービス（通所介護、通所リハビリテーション等） 施設 施設 

 （うち）短期滞在系サービス（短期入所生活介護等） 施設 施設 

 （うち）居住系サービス（認知症グループホーム、特定施設等） 施設 施設 

 （うち）入所系サービス（特別養護老人ホーム等） 施設 施設 

 （うち）居宅介護支援事業所 施設 施設 

④ 障害福祉サービス事業所 施設 施設 

⑤ その他の施設 施設 施設 

※１．連携先とは、「（１）転院又は退院体制等についてあらかじめ協議を行い、連携する保険医療機関、介護保険法に定める居宅サービス事

業者、地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者若しくは施設サービス事業者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者若しくは児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者等（以下「連携機関」と

いう）」であり、かつ、「（２）入退院支援部門あるいは病棟に配置されている入退院支援及び地域連携業務を担う看護師又は社会福祉

士と、それぞれの連携機関の職員が年３回以上の頻度で面会し、情報の共有等を行っている」施設等をいう。 
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問 16 貴院において、退院支援の積極的な取組みや促進等を困難にしている事項についてお伺いします。 

16-１ 退院支援の積極的な取組みや促進等を困難にしている事項 （該当する選択肢の右欄に○、最も該当するもの１つには◎）  

 01 担当患者数が多いため、患者 1人当たりの退院調整に十分な時間を割くことができない  

 02 退院支援に係る職員数が確保できないため、十分な退院調整ができない  

 03 退院支援を開始するタイミングが遅れてしまっていることが多い  

 04 病棟との情報共有が十分でないことが多い  

 05 患者・家族と面会日等を調整することが難しい  

 06 患者・家族に退院後の介護サービス等の内容を伝えることが難しい  

 07 在宅支援を行う医療・介護サービスからの連携を得ることが難しい  

 08 特にない  

 

16-２ その他に退院を困難にしている事項 （該当する選択肢の右欄に○、最も該当するもの１つには◎） 

 01 地域の中で、訪問診療を行う医療機関が少ない  

 02 地域の中で、訪問看護を行う医療機関・事業所が少ない  

 03 地域の中で、訪問リハビリテーション指導（医療保険）を行う医療機関が少ない  

 04 地域の中で、外来リハビリテーション（医療保険）を行う医療機関が少ない  

 05 地域の中で、訪問リハビリテーション（介護保険）を行う事業所が少ない  

 06 地域の中で、通所リハビリテーション（介護保険）を行う事業所が少ない  

 07 地域の中で、通所系サービス（通所リハビリテーションを除く）を行う事業所が少ない  

 08 地域の中で、短期入所サービスを行う事業所が少ない  

 09 地域の中で、看取りを行える介護施設が少ない  

 10 特にない  

 11 その他（                                                                            ）  

 
 
 
◆ 入院医療における課題などについて、ご意見があれば下欄にご記入ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

設問は以上です。ご協力 誠にありがとうございました。 

記入漏れがないかをご確認の上、平成●年●月●日（●）までに、 

同封の返信用封筒に入れてご投函ください。 
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厚生労働省 中央社会保険医療協議会 入院医療等の調査・評価分科会 平成 30 年度調査 

入院医療等における実態調査 

病 棟 調 査 票（Ｃ） 
 
 

 特に指定がある場合を除いて、平成 30年 11月 1日現在の状況についてお答え下さい。 

 数値を記入する設問で、該当する方・施設等が無い場合は、「０」（ゼロ）をご記入下さい。 

 

◆ 施設ＩＤ、病棟ＩＤをご記入下さい。 

施設ＩＤ  病棟ＩＤ  

 

問１ 貴病棟の診療科目、入院基本料についてお伺いします。 

１-１ 診療科目（平成 30 年 11 月 1 日時点） （最も近似する診療科を主なもの 3つまで○） 

 01 内科 06 脳神経外科 11 泌尿器科 

 02 小児科 07 産婦人科 12 放射線科 

 03 精神科 08 眼科 13 リハビリテーション科 

 04 外科 09 耳鼻咽喉科 14 歯科（歯科口腔外科等含む） 

 05 整形外科 10 皮膚科 15 その他（      ） 

 

１-２ 入院基本料（平成 30 年 11 月 1 日時点） （該当する番号１つに○） 

 01 療養病棟入院料１ 
03 療養病棟入院基本料「注 11」に規定される点数を算定 

  （以下、「療養病棟入院基本料 経過措置１」と表記） 

 02 療養病棟入院料２ 
04 療養病棟入院基本料「注 12」に規定される点数を算定 

  （以下、「療養病棟入院基本料 経過措置２」と表記） 

 

問２ 貴病棟の基本情報についてお伺いします。 

２-１ 貴病棟の届出病床数（平成 30 年 11 月 1 日時点） 

貴病棟の届出病床数 床 

 

２-２ 貴病棟に配置されている職員数（専従換算※１）（平成 30 年 11 月 1 日時点） 

① 看護師 ．  人 ⑦ 作業療法士 ．  人 

② 准看護師 ．  人 ⑧ 言語聴覚士 ．  人 

③ 看護補助者 ．  人 ⑨ 相談員 ．  人 

 （うち）介護福祉士 ．  人  （うち）社会福祉士 ．  人 

④ 薬剤師 ．  人  （うち）精神保健福祉士 ．  人 

⑤ 管理栄養士 ．  人 ⑩ 医師事務作業補助者 ．  人 

⑥ 理学療法士 ．  人 ⑪ その他の職員 ．  人 

※１．職員数の専従換算の算出方法 

貴院の常勤職員の１週間の所定労働時間を基本として、下記のように専従換算して小数第１位まで（小数点第２位を切り上げ）を記入。 

例：常勤職員の 1週間の所定労働時間が 40時間の病院で、貴病棟にて週 4日（各日 3時間）従事している場合 

専従換算した職員数＝ 
４日×３時間×１人 

＝０.３人 
40時間 
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２-３ 新入棟患者数、新退棟患者数等（平成 30 年 8 月～10 月の 3 か月間） 新入棟患者数 新退棟患者数 在院患者延日数 

新入棟患者数、新退棟患者数等 人 人 日 

 

２-４ 貴病棟における病床利用率※１ 
平成 29 年 10 月の 

1 か月間 
平成 30 年 10 月の 

1 か月間 

貴病棟における病床利用率          ．  ％          ．  ％ 

※１．「病床利用率」＝Ａ÷Ｂ ： Ａ．10月の在院患者延数 × 100 、Ｂ．届出病床数 × 31 

 

２-５ 貴病棟における在宅復帰率等（平成 30 年 8 月～10 月の 3 か月間）  在宅復帰率※１ 平均在院日数 

貴病棟における在宅復帰率等         ．  ％          ．  日 

※１．「在宅復帰率」＝Ａ÷Ｂ ： Ａ．当該病棟から、自宅、もしくは居住系介護施設等（老健施設は含まない）へ退院した患者であり、在

宅での生活が 1月以上（医療区分 3の場合は 14日以上）継続する見込であることを確認できた者（死亡退院患者・転棟または転院し

た患者・再入院患者を除く。同一の保険医療機関の療養病棟以外の病棟から当該病棟に転棟した患者については、当該病棟に入院し

た期間が 1月以上のものに限る）、Ｂ．当該病棟から、退院した患者（死亡退院患者・急性増悪等により転棟または転院した患者・再

入院患者を除く。同一の保険医療機関の療養病棟以外の病棟から当該病棟に転棟した患者については、当該病棟に入院した期間が 1

月以上のものに限る）。 
 

問３ 貴病棟の入退院支援の状況についてお伺いします。 
 

３-１ 貴病棟に配置されている入退院支援及び地域連携業務に従事する職員について（平成 30 年 11 月 1 日時点） 

（該当する番号すべてに○） 

 01 専従の職員がいる 02 専任の職員がいる 03 専任・専従の職員はいない 

■ 上記３-１で「01 専従の職員がいる」又は「02 専任の職員がいる」を選択した場合、貴病棟における職種別の入退院支援職員数をご回答ください。  

 ３-１-１ 貴病棟における職種別の入退院支援職員数（平成 30 年 11 月 1 日時点）  専  従 専  任 

 ① 看護師 人 人 

 ② 相談員 人 人 

  （うち）社会福祉士 人 人 

 ③ その他の職種（  ） 人 人 

 ④ ［再掲］ケアマネジャー（介護支援専門員）の資格を有する者 人 人 

■ 上記 ３-１で「01 専従の職員がいる」又は「02 専任の職員がいる」を選択した場合、いなかった場合と比較して、もたらされている効果等をご回答ください。  

 
３-１-２ 入退院支援の専任あるいは専従の職員がいる場合、もたらされている効果等 

（該当する選択肢の右欄に○、最も該当するもの１つには◎） 

 01 入退院支援業務の担当者が明確になるため、地域との連携、調整がスムーズになる  

 02 より多くの患者に対して入退院支援を行える  

 03 入退院支援に係る院内での調整を円滑に行える  

 04 より早期に退院支援を行う患者を病棟で抽出・関与できる  

 05 退院支援計画の作成が滞りなく行える  

 06 患者及び家族への説明や面会の頻度を増やすことができる  

 07 早期退院に向けた多職種カンファレンスの開催頻度を増やすことができる  

 08 早期退院につながる  

 09 特にない  

 10 その他（                                                                            ）  
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３-２ 入退院支援で困難等を感じる点 （該当する選択肢の右欄に○、最も該当するもの１つには◎） 

 01 退院支援を行う患者を病棟で抽出することが難しい  

 02 全ての患者に対して退院支援を行うことが難しい  

 03 患者 1 人当たりの退院調整に十分な時間を割くことができない  

 04 退院支援を開始するタイミングが遅れてしまっていることが多い  

 05 入退院支援室等との情報共有が十分でないことが多い  

 06 患者・家族と面会日等を調整することが難しい  

 07 患者・家族に退院後の介護サービス等の内容を伝えることが難しい  

 08 他の医療機関・施設との顔の見える関係を構築する機会を設けることが難しい  

 09 他の医療機関・施設と、転院又は退院体制等について協議を行える信頼関係を構築することが難しい   

 10 特にない  

 11 その他（                                                                             ）  

 

問４ 貴病棟の平成 30 年 11 月 1 日時点の入院患者数についてお伺いします。 

４-１ 入院期間別の入院患者数（平成 30 年 11 月 1 日時点） 

① 入院後 14 日以内 人 

② 15 日～30 日 人 

③ 31 日～60 日 人 

④ 61 日～180 日 人 

⑤ 181 日～365 日 人 

⑥ 366 日～700 日 人 

⑦ 701 日以上 人 

 

４-２ 要介護度別の入院患者数 

（平成 30 年 11 月 1 日時点） 
 

４-３ 認知症高齢者の日常生活自立度別の入院患者数 

（平成 30 年 11 月 1 日時点） 

① 不明 人  ① 自立 人 

② 未申請 人  ② ランク Ⅰ 人 

③ 申請中 人  ③ ランク Ⅱａ 人 

④ 非該当 人  ④ ランク Ⅱｂ 人 

⑤ 要支援１ 人  ⑤ ランク Ⅲａ 人 

⑥ 要支援２ 人  ⑥ ランク Ⅲｂ 人 

⑦ 要介護１ 人  ⑦ ランク Ⅳ 人 

⑧ 要介護２ 人  ⑧ ランク Ｍ 人 

⑨ 要介護３ 人    

⑩ 要介護４ 人    

⑪ 要介護５ 人    
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４-４ 入棟前の居場所別患者数（平成 30 年 11 月 1 日時点） 

① 自宅（在宅医療の提供あり）※１ 人 

② 自宅（在宅医療の提供なし）※１ 人 

③ 介護老人保健施設 人 

④ 介護医療院 人 

⑤ 介護療養型医療施設 人 

⑥ 特別養護老人ホーム 人 

⑦ 軽費老人ホーム、有料老人ホーム 人 

⑧ その他の居住系介護施設（認知症グループホーム、サービス付高齢者向け住宅等） 人 

⑨ 障害者支援施設 人 

⑩ 他院の一般病床 人 

⑪ 他院の一般病床以外 人 

⑫ 自院の他病棟 人 

⑬ 有床診療所 人 

⑭ その他 人 

※１．提供主体は自院に限らない。在宅医療には、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを含むが、通院は含まない。 

 

４-５ 自院の他病棟からの転棟患者数（平成 30 年 11 月 1 日時点） 

[再掲] 自院の他病棟からの転棟患者（＝「４-４の⑫」） 人 

内
訳 

① 自院の一般病床（②、③以外）から転棟 人 

② 自院の地域一般入院基本料を届出ている病床から転棟 人 

③ 自院の地域包括ケア病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料を届出ている病床から転棟  人 

④ 自院の療養病床（③以外）から転棟 人 

⑤ 自院の精神病床から転棟 人 

⑥ 自院のその他の病床から転棟 人 
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問５ 貴病棟の平成 29 年 11 月 1 日時点と平成 30 年 11 月 1 日時点の入院患者についてお伺いします。 

５-１ 貴病棟の入院患者数 平成 29 年 11 月 1 日時点  平成 30 年 11 月 1 日時点  

貴病棟の入院患者数 人 人 

 

５-２ 患者の状態別の入院患者数 平成 29 年 11 月 1 日時点  平成 30 年 11 月 1 日時点  

医師及び看護職員により、常時、監視及び管理

を実施している状態 

医療区分３に該当 人 人 

医療区分２に該当  人 

 

５-３ 加算の算定状況別の入院患者数 平成 29 年 11 月 1 日時点  平成 30 年 11 月 1 日時点  

① 救急・在宅等支援療養病床初期加算を算定している患者 人  

② 急性期患者支援療養病床初期加算を算定している患者  人 

③ 在宅患者支援療養病床初期加算を算定している患者  人 

■ 上記５-３「③ 在宅患者支援療養病床初期加算を算定している患者」がいる場合、治療方針に関する患者又はその家族

等の意思決定に対する支援について、その実施内容別に実施した人数についてご回答ください。 

 ５-３-１ 治療方針に関する患者又はその家族等の意思決定に対する支援の実施内容別実施人数 

 [再掲] 在宅患者支援療養病床初期加算を算定している患者 人 

人 

 
意
思
決
定
に
対
す
る
支
援
の
実
施
内
容 

① 患者本人の意思の確認ができるため、患者自身と人生の最終段階における医療・ケ

アの方針について話し合い、意思決定を支援した 
人 

 
② 患者本人の意思が確認できないため、その意思を推定しうる者となる家族等ととも

に患者の推定意思を明らかにし、患者にとって最善の治療・ケアの方針をとった 
人 

 

③ 患者本人の意思の確認ができず、かつ家族等が本人の意思を推定できない、もしく

は家族等がいないため、家族等と医療・ケアチームが話し合いの場を持ち、患者に

とって最善の治療・ケアの方針をとった 

人 

 ④ その他（具体的に                            ） 人 
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問６ 貴病棟の平成 30 年 8 月 1 日時点の入院患者についてお伺いします。 

６-１ 医療区分別の入院患者数（※ 平成 30 年 8 月 1 日時点で入院していた患者のみ対象） 

 

 

平成 30 年 8 月 1 日時点 

⇒ 

同一患者の平成 30 年 11 月 1 日時点の状況 

医療区分別の

入院患者数 
■ 医療区分１ ■ 医療区分２ ■ 医療区分３ 退棟 

平 
成 
30 
年 
8 
月 
1 
日 
時 
点 

■ 医療区分１ 人 ⇒ 人 人 人 人 

■ 医療区分２ 人 ⇒ 人 人 人 人 

■ 医療区分３ 人 ⇒ 人 人 人 人 

 
 
 

６-２ 退棟時の医療区分別の患者数（※ 平成 30 年 8 月 1 日時点で入院しており 11 月 1 日までに退棟した患者のみ対象） 

 

 

平成 30 年 8 月 1 日時点 

⇒ 

同一患者の退棟時の医療区分 

退棟した患者

の医療区分 
■ 医療区分１ ■ 医療区分２ ■ 医療区分３ 死亡退院 

平 
成 
30 
年 
8 
月 
1 
日 
時 
点 

■ 医療区分１ 人 ⇒ 人 人 人 人 

■ 医療区分２ 人 ⇒ 人 人 人 人 

■ 医療区分３ 人 ⇒ 人 人 人 人 

 

６-３ ADL 区分別の入院患者数（※ 平成 30 年 8 月 1 日時点で入院していた患者のみ対象） 

 

 

平成 30 年 8 月 1 日時点 

⇒ 

同一患者の平成 30 年 11 月 1 日時点の状況 

ADL 区分別の

入院患者数 

■ ADL 区分１ 

(ADL 得点 0～10 点) 

■ ADL 区分２ 

(ADL 得点 11～22 点) 

■ ADL 区分３ 

(ADL 得点 23～24 点) 
退棟 

平 
成 
30 
年 
8 
月 
1 
日 
時 
点 

■ ADL 区分１ 

(ADL 得点 0～10 点）  
人 ⇒ 人 人 人 人 

■ ADL 区分２ 

(ADL 得点 11～22 点） 
人 ⇒ 人 人 人 人 

■ ADL 区分３ 

(ADL 得点 23～24 点） 
人 ⇒ 人 人 人 人 

 
 
 

６-４ 退棟時の ADL 区分別の患者数（※ 平成 30 年 8 月 1 日時点で入院しており 11 月 1 日までに退棟した患者のみ対象） 

 

 

平成 30 年 8 月 1 日時点 

⇒ 

同一患者の退棟時の ADL 区分 

退棟した患者

の ADL 区分 

■ ADL 区分１ 

(ADL 得点 0～10 点) 

■ ADL 区分２ 

(ADL 得点 11～22 点) 

■ ADL 区分３ 

(ADL 得点 23～24 点) 
死亡退院 

平 
成 
30 
年 
8 
月 
1 
日 
時 
点 

■ ADL 区分１ 

(ADL 得点 0～10 点）  
人 ⇒ 人 人 人 人 

■ ADL 区分２ 

(ADL 得点 11～22 点） 
人 ⇒ 人 人 人 人 

■ ADL 区分３ 

(ADL 得点 23～24 点） 
人 ⇒ 人 人 人 人 
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問７ 貴病棟の退棟患者数についてお伺いします。 
 

７-１ 退棟先別の退棟患者数（平成 30 年 10 月の 1 か月間） 

貴病棟における退棟患者数 人 

自
宅
・
介
護
保
険
施
設
等 

① 自宅（在宅医療の提供あり）※１ 人 

② 自宅（在宅医療の提供なし）※１ 人 

③ 介護老人保健施設 人 

④ 介護医療院 人 

⑤ 介護療養型医療施設 人 

⑥ 特別養護老人ホーム 人 

⑦ 軽費老人ホーム、有料老人ホーム 人 

⑧ その他の居住系介護施設（認知症グループホーム、サービス付高齢者向け住宅等） 人 

⑨ 障害者支援施設 人 

他
院 

⑩ 他院の一般病床（⑪、⑫以外） 人 

⑪ 他院の地域一般入院基本料を届出ている病床 人 

⑫ 他院の地域包括ケア病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料を届出ている病床 人 

⑬ 他院の療養病床（⑫以外） 人 

⑭ 他院の精神病床 人 

⑮ 他院のその他の病床 人 

自
院 

⑯ 自院の一般病床（⑰、⑱以外） 人 

⑰ 自院の地域一般入院基本料を届出ている病床 人 

⑱ 自院の地域包括ケア病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料を届出ている病床 人 

⑲ 自院の療養病床（⑱以外） 人 

⑳ 自院の精神病床 人 

㉑ 自院のその他の病床 人 

有
床 

診
療
所 

㉒ 有床診療所（介護サービス提供医療機関） 人 

㉓ 有床診療所（㉒以外） 人 

死
亡 

㉔ 死亡退院 人 

 ㉕ その他 人 

※１．提供主体は自院に限らない。在宅医療には、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを含むが、通院は含まない。 

 

設問は以上です。ご協力 誠にありがとうございました。 

記入漏れがないかをご確認の上、平成●年●月●日（●）までに、 

同封の返信用封筒に入れてご投函ください。 
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厚生労働省 中央社会保険医療協議会 入院医療等の調査・評価分科会 平成 30 年度調査 

入院医療等における実態調査 

入 院 患 者 票（Ｃ） 

 施設ＩＤ：  病棟ＩＤ：   患者ＩＤ： 

Ⅰ 患者の基本情報 
 

１ 性別（該当する番号１つに○） 01．男性 02．女性 

２ 生年月 西暦               年          月 

３ 主傷病 および副傷病 

※レセプト電算処理用の傷病名

マスタの傷病名コードで記入 

01．主傷病 02．入院契機  

   

03．医療資源 04．医療資源２  

   

05．併存症 06．併存症２ 07．併存症３ 

   

08．続発症 09．続発症２ 10．続発症３ 

   

４ ①入院年月日 西暦               年          月          日 

   ②入棟年月日 西暦               年          月          日 

５ 入棟前の場所 
（該当する番号１つに○） 

01．自宅（在宅医療の提供あり）※１ 

02．自宅（在宅医療の提供なし）※１ 

03．介護老人保健施設 

04．介護医療院 

05．介護療養型医療施設 

06．特別養護老人ホーム 

07．軽費老人ホーム、有料老人ホーム 

08．その他の居住系介護施設 

（認知症グループホーム、サービス付高齢者向け住宅等）  

09．障害者支援施設 

10．他院の一般病床 

11．他院の一般病床以外 

12．自院の一般病床（13、14 以外） 

13．自院の地域一般入院基本料を届出ている病床  

14．自院の地域包括ケア病棟入院料、
回復期リハビリテーション病棟入院料を届出ている病床 

15．自院の療養病床（14 以外） 

16．自院の精神病床 

17．自院のその他の病床 

18．有床診療所 

19．その他（          ） 

６ 予定・緊急入院区分 
（該当する番号１つに○） 

01．予定入院 

02．緊急入院（救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプター） 

03．緊急入院（外来の初再診後） 

７ 入院した時の状態 
（該当する番号すべてに○） 

01．悪性腫瘍、認知症又は誤嚥性肺炎等の急性呼吸器感染症のいずれかの状態 

02．要介護状態であるとの疑いがあるが要介護認定が未申請 

03．家族又は同居者から虐待を受けている又はその疑いがある 

04．生活困窮者である 

05．入院前に比べ ADL が低下し、退院後の生活様式の再編が必要な状態（必要
と推測される状態） 

06．排泄に介助を要する状態 

07．同居者の有無に関わらず、必要な療育又は介護を十分に提供できる状況に
ない状態 

08．退院後に医療処置（胃瘻等の経管栄養法を含む）が必要な状態 

09．入退院を繰り返している状態 

10．その他患者の状況から判断して 01 から 09 までに準ずると認められる状態 

（具体的な内容：                           ） 

※１．提供主体は自院に限らない。在宅医療には、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを含むが、通院は含まない。 
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８ 入院の理由 
（主な番号 1つに○） 

01．治療のため 

02．リハビリテーションのため 

03．検査及び確定診断のため 

04．教育的入院のため 

05．緩和ケアのため 

06．看取りのため（05 を除く） 

07．その他（                   ） 

９ 入院時の他院からの紹介状の有無 
（該当する番号１つに○） 

01．紹介状あり 02．紹介状なし 

10 地域連携診療計画の使用 
（該当する番号１つに○） 

01．地域連携診療計画あり 02．地域連携診療計画なし 

《10で「01」を選択した場合に回答》 

 
10-１ 対象疾患 
（該当する番号１つに○） 

01．脳卒中 

02．大腿骨頸部骨折 

03．がん 

04．糖尿病 

05．慢性腎臓病 

06．肝炎 

07．その他（                     ） 

 

11 過去 1 か月の急性増悪の有無 

（該当する番号１つに○） 

01．急性増悪はなく、病態は安定している 

02．急性増悪があった 

12 入院時の褥瘡の有無 

（該当する番号１つに○） 

01．皮膚損傷・発赤なし 

02．持続する発赤 

03．真皮までの損傷 

04．皮下組織までの損傷 

05．皮下組織を越える損傷 

06．関節腔、体腔に至る損傷 

07．判定不能 

13 入院時の ADL スコア 

（下表の分類に従って記入） 

①食事             スコア           

②移乗             スコア           

③整容             スコア           

④トイレ動作・トイレの使用  スコア           

⑤入浴             スコア           

⑥平地歩行         スコア           

⑦階段             スコア           

⑧更衣             スコア           

⑨排便管理         スコア           

⑩排尿管理         スコア           

 
ADL スコア 所 見 

自 立 一部介助 全介助 不 明 

食 事   2   1 

切ったり、バターを塗ったり

などで介助を必要とする 

  0   9 

移 乗   3   2 

軽度の介助で可能 

  0 

座位バランス困難 

  9 

  1 

高度の介助を必要とする

が、座っていられる 

整 容   1  

顔／髪／歯／ひげ剃り 

            0   9 

トイレ動作・ 

トイレの使用 

  2   1 

多少の介助を必要とするが

おおよそ自分一人でできる 

  0   9 

入 浴   1   0   9 

平地歩行   3   2 一人介助で歩く   0   9 

  1 車いすで自立 

階 段   2   1   0   9 

更 衣   2   1   0   9 

排便管理   2   1 時々失敗   0 失禁   9 

排尿管理   2   1 時々失敗   0 失禁   9 
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Ⅱ 患者の状態等 
 

１ 患者状態の評価の実施日 

（調査基準日） 
西暦            年       月       日  （調査基準日） 

２ 認知症の有無 

（該当する番号１つに○） 
01．認知症あり 02．認知症なし 03．わからない 

《２で「01」を選択した場合に回答》 

 
２-１ BPSD の有無 

（該当する番号１つに○） 
01．BPSD あり 02．BPSD なし 03．わからない 

３ せん妄の有無 
（該当する番号１つに○） 01．せん妄あり 02．せん妄なし 03．わからない 

４ 意識障害の有無 

（該当する番号すべてに○） 

01．意識障害あり 

（JCS II-3 以上又は GCS 8 点以下） 

02．意識障害あり 

（JCSIII-100 以上） 

03．意識障害あり（01、02 以外） 

04．意識障害なし 

５ 要介護度 

（該当する番号１つに○） 

01．不明 

02．未申請 

03．申請中 

04．非該当 

05．要支援 1 

06．要支援 2 

07．要介護 1 

08．要介護 2 

09．要介護 3 

10．要介護 4 

11．要介護 5 

６ 認知症高齢者の日常生活自立度 

（該当する番号１つに○） 

01．自立 

02．Ⅰ 

03．Ⅱａ 

04．Ⅱｂ 

05．Ⅲａ 

06．Ⅲｂ 

07．Ⅳ 

08．Ｍ 

 

７ 障害老人の日常生活自立度（寝たきり度） 

（該当する番号１つに○） 

01．自立 

02．Ｊ１ 

03．Ｊ２ 

04．Ａ１ 

05．Ａ２ 

06．Ｂ１ 

07．Ｂ２ 

08．Ｃ１ 

09．Ｃ２ 

 

８ 身体障害者（肢体不自由）の等級 

（該当する番号１つに○） 

01．不明 

02．非該当 

03．１級 

04．２級 

05．３級 

06．４級 

07．５級 

08．６級 

09．７級 

９ 障害支援区分（障害程度区分） 

（該当する番号１つに○） 

01．未申請等 

02．非該当 

03．不明 

04．区分１ 

05．区分２ 

06．区分３ 

07．区分４ 

08．区分５ 

09．区分６ 

 

10 栄養摂取の状況 

（該当する番号１つに○） 

01．経口摂取のみ 

02．経口摂取と経管栄養・経静脈栄養を併用 

03．経管栄養・経静脈栄養のみ 

《10で「01」を選択した場合に回答》 

 
10-１ 嚥下調整食の必要性 

（該当する番号１つに○） 

01．嚥下調整食の必要性あり 

02．嚥下調整食の必要性なし 

 

《10で「02」または「03」を選択した場合に回答》 

 
10-２ 経管・経静脈栄養の状況 

（該当する番号すべてに○） 

01．経鼻胃管 

02．胃瘻・腸瘻 

03．末梢静脈栄養 

04．中心静脈栄養 

11 褥瘡に関する危険因子の状

況（調査基準日直近の状況） 

（該当する番号すべてに○） 

01．基本的動作能力（ベッド上 自立体位変換） 

02．基本的動作能力（イス上 坐位姿勢の保持、除圧） 

03．病的骨突出 

04．関節拘縮 

05．栄養状態低下 

06．皮膚湿潤（多汗，尿失禁，便失禁） 

07．皮膚の脆弱性（浮腫） 

08．皮膚の脆弱性（スキン－テアの保有，既住） 

12 DESIGN-R の評価結果 

（褥瘡対策加算の算定対象患者 

のみ回答） 

① 調査基準日の前々月の DESIGN-R の実績点            点 

② 調査基準日の前月の DESIGN-R の実績点            点 

③ 調査基準日の DESIGN-R の合計点            点 

※①、②は DESIGN-R の評価を実施していた場合に回答してください。 

※DESIGN-R の実績点及び合計点は、褥瘡の状態の評価項目のうち「深さ」の項 

目の点数は加えない当該患者の DESIGN-R の合計点数を回答してください。 
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Ⅲ 患者の受療状況等 
 

１ 医師・看護師による医療提供の状況（調査基準日から遡った過去 7 日間） 

 

 
１-１ 入棟中の患者の医療的な状態 

（該当する番号１つに○） 

01．安定している 

02．時々、不安定である 

03．常時、不安定である 

 

１-２ 医師による診察 

（処置、判断含む）の頻度 

（該当する番号１つに○） 

01．週１回程度以下、医師による診察（処置、判断含む）が必要 

02．週２～３回、医師による診察（処置、判断含む）が必要 

03．毎日、医師による診察（処置、判断含む）が必要 

04．１日数回、医師による診察（処置、判断含む）が必要 

05．常時、医師による診察（処置、判断含む）が必要 

 

１-３ 看護師による直接の 

看護提供の頻度 

（該当する番号１つに○） 

01．1 日 1～3 回の観察および管理が必要 

02．1 日 4～8 回の観察および管理が必要 

03．02 を超えた頻繁な観察および管理が必要 

04．03 を超えた常時の観察および管理が必要（24 時間心電図モニター装着によ

る観察のみの場合は含まない） 

２ 入院中の手術の実施状況 

（該当する番号１つに○） 
01．手術を実施した 02．手術は実施していない 

《２で「01」を選択した場合に回答》 

 
２-１ 全身麻酔 

（該当する番号１つに○） 
01．全身麻酔を実施した 02．全身麻酔は実施していない 

 
２-２ 手術時間 

（該当する番号すべてに○） 

01．手術時間が 1 時間未満 

02．手術時間が 1 時間以上・8 時間未満 

03．手術時間が 8 時間以上 

 

３ 内服薬の種類 入院時                種類        調査基準日時点                種類 
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４ 疾患別リハ実施状況 

（該当する番号１つに○） 

01．心大血管疾患ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 

02．脳血管疾患等ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 

03．廃用症候群ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 

04．運動器ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 

05．呼吸器ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 

06．いずれも実施していない 

《４で「06」以外を選択した場合に回答》 

 
４-１ 疾患別リハビリテー

ションの頻度 
調査基準日から遡った過去 7 日間               回 

 
４-２ 疾患別リハビリテー

ションの単位数 
調査基準日から遡った過去 7 日間               単位 

 
４-３ 保険医療機関外（屋外

等）での単位数 
調査基準日から遡った過去 7 日間               単位 

 《４-３が１単位以上の場合に回答》 

  

４-３-１ 

該当する保険医療機関外

（屋外等）での疾患別リ

ハビリテーション 

（該当する番号１つに○） 

01．移動の手段の獲得を目的として、道路の横断、エレベーター、エスカレー

ターの利用、券売機、改札機の利用、バス、電車等への乗降、自動車の運転

等、患者が実際に利用する移動手段を用いた訓練を行うもの 

  

02．特殊な器具、設備を用いた作業（旋盤作業等）を行う職業への復職の準備

が必要な患者に対し、当該器具、設備等を用いた訓練であって当該保険医療

機関内で実施できないものを行うもの 

  

03．家事能力の獲得が必要である患者に対し、店舗における日用品の買い物、

居宅における掃除、調理、洗濯等、実際の場面で家事を実施する訓練（訓練

室の設備ではなく居宅の設備を用いた訓練を必要とする特段の理由がある

場合に限る。）を行うもの 

５ 過去 7 日間／過去 1 か月 

に実施した検査の件数 

① 検体検査（尿・血液等）      過去 7 日間        件／ 過去 1 か月         件 

② 生体検査（超音波・内視鏡等）過去 7 日間        件／ 過去 1 か月         件 

③ Ｘ線単純撮影                過去 7 日間        件／ 過去 1 か月         件 

④ ＣＴ・ＭＲＩ                過去 7 日間        件／ 過去 1 か月         件 

※検査を実施していない場合は、“0”を記入してください。 

６ 過去 30 日間に患者が受けた

医療行為・処置等 

（該当する番号すべてに○） 

01．気管切開・気管内挿管 

02．気管カニューレの交換 

03．透析の指示 

04．胸腹腔洗浄 

05．胃瘻カテーテルの装着・交換 

06．中心静脈カテーテルの挿入・交換 

07．その他カテ－テルの挿入・交換 

→ （部位       ） 

08．モルヒネの持続皮下注射 

09．鎮静薬の持続皮下注射 

10．エコー検査 

11．造影剤を用いた放射線検査 

12．血圧・脈拍の測定 

13．服薬援助・管理（点眼薬等を含む） 

14．胃ろう・腸ろうによる栄養管理 

15．経鼻経管栄養 

16．中心静脈栄養 

17．喀痰吸引 

18．ネブライザー 

19．創傷処置 

20．体位変換 

21．浣腸・摘便 

22．褥瘡の処置 

23．インスリン注射 

24．点滴・注射（23 以外） 

25．膀胱（留置）カテーテルの管理 

26．人工肛門・人工膀胱の管理 

27．人工呼吸器の管理 

28．気管切開の処置 

29．酸素療法管理 

30．がん末期の疼痛管理 

31．慢性疼痛の管理（30 以外） 

32．透析・腹膜還流 

33．リハビリテーション 

34．口腔ケア 
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７ 入院前の担当ケアマネジャ
ーの有無 

（該当する番号１つに○） 

01．担当ケアマネジャーあり 

02．担当ケアマネジャーなし 

03．不明  

《７で「01」を選択した場合に回答》 

 

７-１ ケアマネジャーから
の情報伝達の方法 

（該当する番号すべてに○） 

01．カンファレンスに直接出席 

02．文書（FAX や E メールも含む）での情報提供 

03．電話等による（口頭による）情報提供 

04．情報提供は受けていない 

 
７-２ 情報提供の有用性 

（該当する番号１つに○） 

01．有用だった  

02．どちらかといえば有用だった 

03．どちらかといえば有用ではなかった 

04．有用ではなかった 

８ 入院前の担当相談支援専門
員の有無 

（該当する番号１つに○） 

01．担当相談支援専門員あり 

02．担当相談支援専門員なし 

03．不明  

《８で「01」を選択した場合に回答》 

 

８-１ 相談支援専門員から
の情報伝達の方法 

（該当する番号すべてに○） 

01．カンファレンスに直接出席 

02．文書（FAX や E メールも含む）での情報提供 

03．電話等による（口頭による）情報提供 

04．情報提供は受けていない 

 
８-２ 情報提供の有用性 

（該当する番号１つに○） 

01．有用だった  

02．どちらかといえば有用だった 

03．どちらかといえば有用ではなかった 

04．有用ではなかった 

９ 入院中の他の医療機関の受診状況 

（該当する番号１つに○） 

01．他の医療機関を受診した 

  →（受診回数        回/月） 

02．他の医療機関を受診していない 

 

《９で「01」を選択した場合に回答》 

 
９-１ 他の医療機関を受診した理由 

（該当する番号すべてに○） 

01．専門外の急性疾患の治療のため 

02．専門外の慢性疾患の治療のため 

03．自院にはない医療機器の使用の

ため（放射線治療機器等） 

04．症状の原因精査のため 

05．その他（                   ） 

 

 

 
９-２ 受診した診療科 

（該当する番号すべてに○） 

01．内科 

02．小児科 

03．精神科 

04．外科 

05．整形外科 

06．脳神経外科 

07．心臓血管外科 

08．放射線科 

09．麻酔科（ペインクリニック） 

10．歯科 

11．その他（                   ） 

 

 
９-３ 受診費用の請求について 

（該当する番号すべてに○） 

01．合議で精算 

02．入院料を減算した上で先方にて請求 

03．その他（                   ） 
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Ⅳ 患者の今後の見通し等 
 

１ 医学的な入院継続の理由等 

（該当する番号１つに○） 

01．医学的な理由のため、入院医療が必要である 

02．医学的な理由のため、どちらかというと入院の方が望ましい 

03．医学的には外来・在宅でもよいが、他の要因のために退院予定がない 

04．現時点で具体的な退院日が決まっているため、それまでの間入院を継続している  

《１で「01」を選択した場合に回答》 

 
１-１ 医学的な理由の詳細 

（最も当てはまる番号１つに○） 

01．急性期の治療を行っているため 

02．急性期の治療は終了したが、継続的な入院治療が必要であるため 

03．退院にはリハビリテーションが必要であるため 

04．その他（                                     ） 

《１で「03」を選択した場合に回答》 

 
１-２ 退院後に必要な支援 

（最も当てはまる番号１つに○） 

01．医療処置 

02．通院の介助 

03．訪問診療 

04．訪問看護・リハビリテーション 

05．買い物・清掃・調理等の家事の補助 

06．食事・排泄・移動等の介護 

07．認知症・精神疾患に対する見守り 

08．その他（                    ） 

 

１-３ 退院できない理由 

（該当する選択肢の右欄に○、 

最も該当するもの１つには◎） 

01．本人の希望に適わないため  

02．家族の希望に適わないため  

03．在宅介護（訪問介護など）サービスの事由により退院先の確保ができないため  

04．地域に在宅介護（訪問介護など）サービスがないため  

05．在宅医療（訪問診療・訪問看護）サービスの事由により退院先の確保ができないため  

06．地域に在宅医療（訪問診療・訪問看護）サービスがないため  

07．入所先の施設の事由により、退院先の確保ができていないため  

08．地域に施設サービスがないため  

09．自宅の改修等の住環境の整備ができていないため  

10．01～09 の全体の調整・マネジメントができていないため  

11．自宅に退院、または施設に入所すれば経済的な負担が増えるため  

12．転院先の医療機関の確保ができていないため  

13．その他（                                                   ）  

 《１-３で「01」「02」を選択した場合に回答》 

  

１-３-１ 本人・家族の希望 

に適わない理由 

（該当する選択肢の右欄に○、

最も該当するもの１つには◎） 

01．家族が患者と同居できないため  

02．家族が患者と同居可能だが、日中不在がちのため  

03．家族が患者と同居可能だが、家族の健康状態が不良のため  

04．家族が患者と同居可能だが、患者との関係が良好ではないため  

05．自宅に帰った場合の医学的管理に不安を感じているため  

06．サービス事業者などの家族以外の者を自宅にあげることに抵抗があるため  

07．自宅に帰った場合の地域の医療サービス（訪問診療・訪問看護）に不安を感じているため  

08．自宅に帰った場合の地域の介護サービス（訪問介護等）に不安を感じているため  

09．自宅に帰った場合、在宅介護等を利用しても家族の負担が大きいため   

10．入所先の施設又は転院先の医療機関が確保できるまでの入院を希望しているため  

11．その他（                                               ）  
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２ 退院へ向けた目標・課題等 

（主なもの 1つに○） 

01．疾病の治癒・軽快 

02．病態の安定 

03．手術・投薬・処置・検査等の終了 

04．診断・今後の治療方針の確定 

05．低下した機能の回復（ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ） 

06．在宅医療・介護等の調整 

07．入所先の施設の確保 

08．本人家族の病状理解 

09．転院先の医療機関の確保 

10．終末期医療・緩和ケア 

11．その他（                   ） 

 
 

- 98-



 Ｃ-退棟  

 1 

 

厚生労働省 中央社会保険医療協議会 入院医療等の調査・評価分科会 平成 30 年度調査 

入院医療等における実態調査 

退 棟 患 者 票（Ｃ） 

 施設ＩＤ：  病棟ＩＤ：  患者ＩＤ： 

■ 「入院患者票（Ｃ）」の対象者のうち、調査基準日から 30日以内に退棟した場合に限り、本

調査票へご記入ください。 

 

１ 性別 

（該当する番号１つに○） 
01．男性 02．女性 

 

２ 生年月 西暦               年          月 

 

３ ①入院年月日 西暦               年          月          日 

   ②入棟年月日 西暦               年          月          日 

   ③退棟年月日 西暦               年          月          日 

 

４ 入退院支援加算等の算定状況 

（該当する番号すべてに○） 

01．入退院支援加算１ 算定あり 

02．入退院支援加算２ 算定あり 

03．入退院支援加算１・２ 算定なし 

04．薬剤総合評価調整加算 算定あり 

05．薬剤総合評価調整加算 算定なし 

 

５ 退棟時転帰 

（該当する番号すべてに○） 

01．最も医療資源を投入した傷病が治癒・軽快したと判断される場合 

02．最も医療資源を投入した傷病が寛解したと判断される場合 

03．最も医療資源を投入した傷病が不変と判断される場合 

04．最も医療資源を投入した傷病が増悪したと判断される場合 

05．最も医療資源を投入した傷病による死亡 

06．最も医療資源を投入した傷病以外による死亡 

07．その他（検査入院含む） 

 

６ 退棟時の褥瘡の有無 

（該当する番号１つに○） 

01．皮膚損傷・発赤なし 

02．持続する発赤 

03．真皮までの損傷 

04．皮下組織までの損傷 

05．皮下組織を越える損傷 

06．関節腔、体腔に至る損傷 

07．判定不能 

 
 

うらへ続く 
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７ 退棟先 

（該当する番号１つに○） 

01．自宅（在宅医療の提供あり）※１ 

02．自宅（在宅医療の提供なし）※１ 

03．介護老人保健施設 

04．介護医療院 

05．介護療養型医療施設 

06．特別養護老人ホーム 

07．軽費老人ホーム、有料老人ホーム 

08．その他の居住系介護施設 

（認知症グループホーム、サービス付高齢者向け住宅等）  

09．障害者支援施設 

10．他院の一般病床（11、12以外） 

11．他院の地域一般入院基本料を届出ている病床  

12．他院の地域包括ケア病棟入院料、

回復期リハビリテーション病棟入院料を届出ている病床 
 

13．他院の療養病床（12以外） 

14．他院の精神病床 

15．他院のその他の病床 

16．自院の一般病床（17、18以外） 

17．自院の地域一般入院基本料を届出ている病床  

18．自院の地域包括ケア病棟入院料、

回復期リハビリテーション病棟入院料を届出ている病床 

19．自院の療養病床（18以外） 

20．自院の精神病床 

21．自院のその他の病床 

22．有床診療所（介護サービス提供医療機関）  

23．有床診療所（22以外） 

24．死亡退院 

25．その他（          ） 

※１．提供主体は自院に限らない。在宅医療には、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを含むが、通院は含まない。 
 
    【自宅または居住系施設へ退院した場合のみ、以下の設問にご回答ください。】※転棟・転院の場合は記入不要です。 

８ 退院後に利用を予定して 

   いる医療・介護サービス 

（該当する番号すべてに○） 

01．外来診療 

02．訪問診療 

03．訪問看護 

04．訪問リハビリテーション 

05．通所リハビリテーション 

06．訪問介護 

07．訪問入浴介護 

08．通所介護 

09．短期入所生活介護 

10．短期入所療養介護 

11．定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

12．夜間対応型訪問介護 

13．認知症対応型通所介護 

14．看護小規模多機能型居宅介護 

15．福祉用具貸与 

16．その他（                   ） 

 

９ 退棟時の ADL スコア 

（下表の分類に従って記入） 

①食事             スコア           

②移乗             スコア           

③整容             スコア           

④トイレ動作・トイレの使用  スコア           

⑤入浴             スコア           

⑥平地歩行         スコア           

⑦階段             スコア           

⑧更衣             スコア           

⑨排便管理         スコア           

⑩排尿管理         スコア           

 

ADL スコア 所 見 

自 立 一部介助 全介助 不 明 

食 事   2   1 

切ったり、バターを塗ったり

などで介助を必要とする 

  0   9 

移 乗   3   2 

軽度の介助で可能 

  0 

座位バランス困難 

  9 

  1 

高度の介助を必要とする

が、座っていられる 

整 容   1  

顔／髪／歯／ひげ剃り 

            0   9 

トイレ動作・ 

トイレの使用 

  2   1 

多少の介助を必要とするが

おおよそ自分一人でできる 

  0   9 

入 浴   1   0   9 

平地歩行   3   2 一人介助で歩く   0   9 

  1 車いすで自立 

階 段   2   1   0   9 

更 衣   2   1   0   9 

排便管理   2   1 時々失敗   0 失禁   9 

排尿管理   2   1 時々失敗   0 失禁   9 
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厚生労働省 中央社会保険医療協議会 入院医療等の調査・評価分科会 平成 30 年度調査 

入院医療等における実態調査 

施 設 調 査 票（Ｄ） 
  

 特に指定がある場合を除いて、平成 30年 11月 1日現在の状況についてお答え下さい。 

 数値を記入する設問で、該当する方・施設等が無い場合は、「０」（ゼロ）をご記入下さい。 

 

◆ 本調査票のご記入者、ご連絡先についてご記入下さい。 

施設名  施設ＩＤ  

記入者氏名  電話番号  

 

◆ 貴院の基本情報について、別途 確認票（Ｗｅｂサイト参照）にてご確認ください。 
 

問１ 貴院の開設者、算定されている入院基本料等についてお伺いします。 

１-１ 開設者 （該当する番号１つに○） 

 
01 国立（国、独立行政法人国立病院機構、国立大学法人、独立行政法人労働者健康安全機構、国立高度専門医療研

究センター、独立行政法人地域医療機能推進機構） 

 02 公立（都道府県、市町村、地方独立行政法人） 

 03 公的（日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会） 

 04 社会保険関係（健康保険組合及びその連合会、共済組合及びその連合会、国民健康保険組合） 

 05 医療法人（社会医療法人は含まない） 

 06 その他の法人（公益法人、学校法人、社会福祉法人、医療生協、会社、社会医療法人等、その他法人） 

 07 個人 

 

１-２ 入院基本料等（平成 30 年 11 月 1 日時点） （該当する番号すべてに○） 

 01 ７対１障害者施設等入院基本料 05 特殊疾患病棟入院料１ 

 02 10対１障害者施設等入院基本料 06 特殊疾患病棟入院料２ 

 03 13対１障害者施設等入院基本料 07 特殊疾患入院医療管理料 

 04 15対１障害者施設等入院基本料  

 

問２ 貴院の許可病床数についてお伺いします。 

２-１ 許可病床数（平成 30 年 11 月 1 日時点） 

① 一般病床 床 ④ 結核病床 床 

② 療養病床 床 ⑤ 感染症病床 床 

 （うち）介護療養病床 床 ⑥ 合計 床 

③ 精神病床 床   
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問３ 貴院の職種別の職員数（常勤換算）についてお伺いします。 

３-１ 常勤職員・非常勤職員の合計数（常勤換算※１）（平成 30 年 11 月 1 日時点） 

① 医師 ．  人 ⑪ 臨床心理技術者 ．  人 

② 歯科医師 ．  人 ⑫ 診療放射線技師 ．  人 

③ 看護師 ．  人 ⑬ 臨床検査技師 ．  人 

④ 准看護師 ．  人 ⑭ 臨床工学技士 ．  人 

⑤ 看護補助者 ．  人 ⑮ 歯科衛生士 ．  人 

 （うち）介護福祉士 ．  人 ⑯ 相談員 ．  人 

⑥ 薬剤師 ．  人  （うち）社会福祉士 ．  人 

⑦ 管理栄養士 ．  人  （うち）精神保健福祉士 ．  人 

⑧ 理学療法士 ．  人 ⑰ 医師事務作業補助者 ．  人 

⑨ 作業療法士 ．  人 ⑱ 事務職員 ．  人 

⑩ 言語聴覚士 ．  人 ⑲ その他の職員 ．  人 

※１．非常勤職員の常勤換算の算出方法 

貴院の常勤職員の１週間の所定労働時間を基本として、下記のように常勤換算して小数第１位まで（小数点第２位を切り上げ）を記入。 

例：常勤職員の１週間の通常の勤務時間が 40時間の病院で、週４日（各日５時間）勤務の看護師が１人いる場合 

非常勤看護師数＝ 
４日×５時間×１人 

＝０.５人 
40時間 

 

問４ 貴院のシステム導入状況についてお伺いします。 

４-１ 電子カルテの導入状況（平成 30 年 11 月 1 日時点） （該当する番号１つに○） 

 01 導入している 02 導入していない 

 

４-２ オーダリングシステムの導入状況（平成 30 年 11 月 1 日時点） （該当する番号１つに○） 

 01 導入している 02 導入していない 

 

４-３ 医療情報連携ネットワーク※１への参加状況（平成 30 年 11 月 1 日時点） （該当する番号１つに○） 

 01 参加している 02 参加していない 

■ 上記４-３で「01 参加している」を選択した場合、患者情報の開示状況についてご回答ください。 

 ４-３-１ 参加している医療情報連携ネットワークにおける、電子カルテなどの患者情報の開示状況※２ 

（該当する番号１つに○） 

 01 開示施設である 02 開示施設ではない 

※１．地域において病病連携や病診連携など、主に電子カルテ情報を用いて医療情報の連携を行っているネットワーク。 

※２．部分的でも開示している医療情報があれば「01 開示施設である」とご回答ください。 
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問５ 貴院の外来患者数、総入院患者数についてお伺いします。 

５-１ 外来患者数（平成 30 年 10 月の 1 か月間） 

① 初診の患者数 人 

 （うち）紹介状により紹介された患者数 人 

② 再診の延べ患者数 延べ      人 

③ 紹介状により他の病院または診療所に紹介した患者数 人 

 

５-２ 総入院患者数（平成 30 年 11 月 1 日時点） 

① 総入院患者数※１ 人 

※１．施設全体の合計をご回答ください。 

 

問６ 貴院の一般病棟、障害者施設等一般病棟、特殊疾患病棟についてお伺いします。 

６-１ 病棟数、病床数等（平成 30 年 11 月 1 日時点） 病棟数 届出病床数 入院患者数 

① 一般病棟入院基本料を届出ている病棟 棟 床 人 

② 障害者施設等入院基本料を届出ている病棟 棟 床 人 

③ 特殊疾患入院医療管理料を届出ている病室 室 床 人 

④ 特殊疾患病棟入院料を届出ている病棟 棟 床 人 

 

６-２ 新入棟、退棟患者数等（平成 30 年 8 月～10 月の 3 か月間） 新入棟患者数 新退棟患者数 在院患者延日数 

① 一般病棟入院基本料を届出ている病棟 人 人 日 

② 障害者施設等入院基本料を届出ている病棟 人 人 日 

③ 特殊疾患入院医療管理料を届出ている病室 人 人 日 

④ 特殊疾患病棟入院料を届出ている病棟 人 人 日 

 

６-３ 在宅復帰率等（平成 30 年 8 月～10 月の 3 か月間） 在宅復帰率 平均在院日数 

① 一般病棟入院基本料を届出ている病棟 ※１        ．  ％          ．  日 

② 障害者施設等入院基本料を届出ている病棟 ※２        ．  ％          ．  日 

③ 特殊疾患入院医療管理料を届出ている病室 ※２        ．  ％          ．  日 

④ 特殊疾患病棟入院料を届出ている病棟 ※２        ．  ％          ．  日 

※１．「在宅復帰率」＝Ａ÷Ｂ ： Ａ．該当する病棟から、自宅、居住系介護施設等（介護医療院を含む）、地域包括ケア病棟、回復期リハ病

棟、療養病棟、有床診療所、介護老人保健施設へ退院した患者（死亡退院・転棟患者（自院）・再入院患者を除く）、Ｂ．該当する病棟

から退棟した患者（死亡退院・転棟患者（自院）・再入院患者を除く）。 

※２．「在宅復帰率」＝Ｃ÷Ｄ ： Ｃ．該当する病棟から、自宅、もしくは居住系介護施設等（老健施設は含まない）へ退院した患者（死亡

退院患者・転棟または転院した患者・再入院患者を除く）、Ｄ．該当する病棟から、退院した患者（死亡退院患者・急性増悪等により

転棟または転院した患者・再入院患者を除く）。 
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６-４ 病床利用率※１ 
平成 29 年 10 月の 

1 か月間 
平成 30 年 10 月の 

1 か月間 

① 一般病棟入院基本料を届出ている病棟          ．  ％          ．  ％ 

② 障害者施設等入院基本料を届出ている病棟          ．  ％          ．  ％ 

③ 特殊疾患入院医療管理料を届出ている病室          ．  ％          ．  ％ 

④ 特殊疾患病棟入院料を届出ている病棟          ．  ％          ．  ％ 

※１．「病床利用率」＝Ａ÷Ｂ ： Ａ．10月の在院患者延数 × 100 、Ｂ．届出病床数 × 31 

 

■ 下記問７～８については、貴院が障害者施設等入院基本料を届出ている場合のみご回答ください。 

問７ 貴院における夜間看護体制特定日減算の算定状況等についてお伺いします。 

７-１ 夜間看護体制特定日減算の算定状況について（平成 30 年 8 月～10 月の 3 ヶ月間） （該当する番号１つに○） 

 01 夜間看護体制特定日減算を算定している 02 夜間看護体制特定日減算を算定していない 

■ 上記７-１で「01 夜間看護体制特定日減算を算定している」と回答した場合、夜間看護体制特定日減算の算定日数につ

いてご回答ください。 

 ７-１-１ 夜間看護体制特定日減算の算定日数 日 

 

問８ 貴院における看護補助加算の届出状況等についてお伺いします。 

８-１ 看護補助加算、夜間看護体制加算の届出状況について（平成 30 年 11 月 1 日時点） （該当する番号すべてに○）  

 01 看護補助加算を届出ている 03 夜間看護体制加算を届出ている 

 02 看護補助加算を届出ていない 04 夜間看護体制加算を届出ていない 

 

８-２ 身体的拘束等の行動制限を最小化する取り組みの実施状況について（平成 30 年 11 月 1 日時点） （該当する番号すべてに○）  

 01 身体的拘束の実施について病院としての指針（マニュアル等）を定めている 

 02 身体的拘束を最小限にするための取り組みについて、職員が知識や技術を学ぶ機会を設けている 

 03 身体的拘束を必要としない状態となるよう、1日 1回程度、環境やケアの見直しを実施している 

 04 身体的拘束を最小限にするための取り組みとして、身体的拘束に係る用具の新規購入を中止している 

 05 特にない 

 06 その他（                                          ） 

 

問９ 貴院の病棟等に関する今後の届出の意向についてお伺いします。 

◆ 【現時点の状況】では、平成 30 年 11 月 1 日時点の状況についてご回答ください。【今後の意向】では、今後の入院基本料

等別の病床数の増減の意向について、貴院の考えに最も近いものに○を１つ付けてください。 

９-１ 今後の入院基本料等
別の病床数の増減の
意向 

（該当する番号それぞれ１つに○） 

【現時点の状況】 

届出の有無 

 【今後の意向】 

入院基本料等別の病床数の増減の意向 

（左記届出の有無で「01 届出あり」を選択した場合は上段の選択肢、 

「02 届出なし」を選択した場合は下段の選択肢にご回答ください） 

① 障害者施設等入院基

本料 

01 届出あり 

⇒ 

01 増床 02 現状を維持 
03 削減 

（転換を除く） 

04 他の病棟へ 

転換 

02 届出なし 01 新設 02 現状を維持   

② 特殊疾患病棟入院

料・入院医療管理料 

01 届出あり 

⇒ 

01 増床 02 現状を維持 
03 削減 

（転換を除く） 

04 他の病棟へ 

転換 

02 届出なし 01 新設 02 現状を維持   
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問 10 貴院の入退院支援部門（入退院支援及び地域連携業務を担う部門）の設置状況などについてお伺いします。  

10-１ 入退院支援部門の設置状況（平成 30 年 11 月 1 日時点） （該当する番号１つに○） 

 01 入退院支援部門を設置している 02 入退院支援部門を設置していない 

■ 上記 10-１で「01 入退院支援部門を設置している」を選択した場合、入退院支援部門に従事する職員数をご回答ください。 

 10-１-１ 入退院支援部門に従事する職員数（平成 30 年 11 月 1 日時点） 専  従 専  任 

 ① 医師  人 人 

 ② 看護師  人 人 

 ③ 相談員  人 人 

  （うち）社会福祉士 人 人 

 ④ その他の職種（  ） 人 人 

 ⑤ ［再掲］ケアマネジャー（介護支援専門員）の資格を有する者 人 人 

■ 上記 10-１で「02 入退院支援部門を設置していない」を選択した場合、その理由をご回答ください。 

 10-１-２ 入退院支援部門を設置していない理由 （該当する選択肢の右欄に○、最も該当するもの１つには◎） 

 01 入院時点で退院支援を必要とする（見込みを含む）患者が少ないため  

 02 退院する見込みのある患者が少ないため  

 03 入退院支援部門を設置すると、経営が不安定になるおそれがあるため  

 04 入退院支援部門を担当する職員数（看護師、社会福祉士等）を十分確保できないため  

 05 入退院支援部門を設置することで、入退院支援部門に配置される職員の負担が大きくなるため  

 06 入退院支援は各病棟において実施しており、施設全体では実施していないため  

 07 地域連携が円滑に運営されており、入退院支援に多くの時間を費やす必要がないため  

 08 入退院支援部門を設置しなくても、各病棟や各職員による十分な入退院支援を行えているため  

 09 入退院支援が必要な患者がいれば、その都度、入退院支援チームを組んで対応しているため  

 10 その他（                                                                            ）  
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問 11 貴院の入退院支援に関連する項目の算定件数についてお伺いします。 

11-１ 入退院支援加算の届出の有無（平成 30 年 11 月 1 日時点） （該当する番号すべてに○） 

 01 入退院支援加算１を届出ている 03 入退院支援加算（特定地域）を届出ている 

 02 入退院支援加算２を届出ている 04 入退院支援加算を届出ていない 

 

11-２ 入退院支援加算に関連する項目の算定件数（平成 30 年 8 月～10 月の 3 か月間） 

① 入退院支援加算１ 件 
④ 地域連携診療計画加算 

（入退院支援加算に係る加算に限る） 
件 

② 入退院支援加算２ 件 
⑤ 小児加算 

（入退院支援加算１又は２に係る加算に限る）  
件 

③ 入退院支援加算（特定地域） 件   

 

11-３ [再掲] 入退院支援加算１又は２の算定件数の内訳（平成 30 年 8 月～10 月の 3 か月間） 

[再掲] 入退院支援加算１又は２の算定件数 件 

内 

訳
※
１ 

① 悪性腫瘍、認知症又は誤嚥性肺炎等の急性呼吸器感染症のいずれかであること 件 

② 緊急入院であること 件 

③ 要介護状態であるとの疑いがあるが要介護認定が未申請であること※２ 件 

④ 家族又は同居者から虐待を受けている又はその疑いがあること 件 

⑤ 生活困窮者であること 件 

⑥ 入院前に比べ ADL が低下し、退院後の生活様式の再編が必要であること（必要と推測されること） 件 

⑦ 排泄に介助を要すること 件 

⑧ 同居者の有無に関わらず、必要な養育又は介護を十分に提供できる状況にないこと 件 

⑨ 退院後に医療処置（胃瘻等の経管栄養法を含む）が必要なこと 件 

⑩ 入退院を繰り返していること 件 

⑪ その他患者の状況から判断して①から⑩までに準ずると認められる場合 件 

■ 上記 11-３で「⑪」に該当する件数が 1 以上ある場合、具体的な状態の例をご回答ください。 

 11-３-１ 具体的な状態の例 （該当件数が多い順に最大３つまで） 

 「⑪」の状態例 1 （                                                                                ） 

 「⑪」の状態例 2 （                                                                                ） 

 「⑪」の状態例 3 （                                                                                ） 

※１．内訳の各項目に記載の「退院困難な要因」のうち、複数の要因に該当する場合は、主たる要因にのみ件数を計上してください。 

※２．「③」は、介護保険法施行令（平成 10年政令第 412 号）第２条各号に規定する特定疾病を有する 40歳以上 65 歳未満の者及び 65歳以上の者に限る。 
 

11-４ 退院時共同指導料２に関連する項目の算定件数（平成 30 年 8 月～10 月の 3 か月間） 

① 退院時共同指導料２の算定件数 件 

 
（うち）リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション（ビデオ通話）が可能な機器を用
いて共同指導を行った場合 

件 

② 多機関共同指導加算の算定件数 件 

 
（うち）リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション（ビデオ通話）が可能な機器を用
いて共同指導を行った場合 

件 
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11-５ 入退院支援加算を算定する患者で退院時共同指導料２を算定した患者の退院先（平成 30 年 8 月～10 月の 3 か月間） 

[再掲] 退院時共同指導料２の算定件数（＝「11-４の①」） 件 

 

（うち）入退院支援加算を算定する患者への算定件数 件 

退 

院 

先 

の 

内 

訳 

① 自宅 件 

② 介護老人保健施設 件 

③ 介護医療院 件 

④ 介護老人福祉施設（地域密着型介護老人福祉施設を含む） 件 

⑤ 特定施設（地域密着型特定施設を含む） 件 

⑥ 障害者支援施設※１ 件 

⑦ 福祉型障害児入所施設 件 

⑧ 医療型障害児入所施設 件 

※１．生活介護を行う施設又は自立訓練（機能訓練）を行う施設に限る 

 

11-６ 退院時共同指導料２の算定にあたり共同指導に従事している職種（平成 30 年 8 月～10 月の 3 か月間） 

（該当する選択肢の右欄に○、算定にあたり最も多く関与している職種１つには◎） 

 01 医師  

 02 看護師等（保健師、助産師、看護師又は准看護師）  

 03 薬剤師  

 04 管理栄養士  

 05 理学療法士  

 06 作業療法士  

 07 言語聴覚士  

 08 社会福祉士  

 09 その他の職種（                                  ）  
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問 12 貴院の入院時支援加算の届出状況などについてお伺いします。 

12-１ 入院時支援加算の届出状況（平成 30 年 11 月 1 日時点） （該当する番号１つに○） 

 01 入院時支援加算を届出ている 02 入院時支援加算を届出ていない 

■ 上記 12-１で「01 入院時支援加算を届出ている」を選択した場合、入院前支援を行う職員数をご回答ください。 

 
12-１-１ 入退院支援部門に従事する職員のうち入院前支援を行う職員数 

（平成 30 年 11 月 1 日時点） 
専  従 専  任 

 ① 看護師 人 人 

 ② 社会福祉士  人 人 

 ③ その他の職種（  ） 人 人 

■ 上記 12-１で「01 入院時支援加算を届出ている」を選択した場合、入院時支援加算の算定件数をご回答ください。 

 12-１-２ 入院時支援加算の算定件数（平成 30 年 8 月～10 月の 3 か月間） 

専  従 

専  任 
 入院時支援加算の算定件数 件 

人  

入
院
前
に
実
施
し
た
事
項 

① 身体的・社会的・精神的背景を含めた患者情報の把握（必須） 人 

 ② 入院前に利用していた介護サービス又は福祉サービスの把握（該当する場合必須） 人 

 ③ 褥瘡に関する危険因子の評価 人 

 ④ 栄養状態の評価 人 

 ⑤ 服薬中の薬剤の確認 人 

 ⑥ 退院困難な要因の有無の評価 人 

 ⑦ 入院中に行われる治療・検査の説明 人 

 ⑧ 入院生活の説明（必須） 人 

■ 上記 12-１-２で③～⑦に記載の人数のうち、「入院時支援加算の算定件数」を下回る項目がある場合、その理由をご回答ください。  

 12-１-２-１ 入院時支援加算の算定にあたり実施していない事項があった理由 （該当する番号すべてに○） 

 01 全ての項目を入院前に実施する必要がなかったため 

 02 配置されている人数の看護師又は社会福祉士のみでは、全ての項目を実施するのは困難であったため 

 03 全ての項目を実施するには他職種（医師、薬剤師、管理栄養士等）の協力が必要であったため 

 04 その他（                                            ） 

■ 上記 12-１-２で「入院時支援加算の算定件数」が 1 件以上の場合、入院予定先の病棟職員との療養支援の計画の共有方法
についてご回答ください。 

 12-１-２-２ 入院予定先の病棟職員との療養支援の計画の共有方法 （該当する番号すべてに○） 

 01 電子カルテにより計画を共有している 

 02 入退院支援部門から病棟に計画を送付している 

 03 対面によるカンファレンス等により計画を共有している 

 04 その他（                                            ） 
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■ 上記 12-１で「01 入院時支援加算を届出ている」を選択した場合、当該加算の届出による効果等をご回答ください。 

 12-１-３ 入院時支援加算の届出によりもたらされた効果等 （該当する番号すべてに○、最も該当するもの１つには◎） 

 01 治療や入院生活に対する患者の理解度が上がった  

 02 退院調整にかかる期間が短くなった  

 03 病棟での入院時の受入における患者への治療方針等の説明に係る負担が減った  

 04 病棟での入院時の受入における入院生活等の説明に係る負担が減った  

 05 患者の身体的・社会的・精神的背景を踏まえた療養環境の整備が入院前に実施できるようになった  

 06 入院前に利用していたサービスが把握できることで、退院先の見通しが立てやすくなった  

 07 入院前の服薬状況を踏まえた治療方針が立てられるようになった  

 08 褥瘡・栄養スクリーニング結果に応じた治療方針が立てやすくなった  

 09 入退院支援加算に係る退院困難な要因を有している患者の抽出が容易となった  

 10 より多くの患者に対して入院前支援を実施できるようになった  

 11 患者及び家族への説明や面会の頻度を増やすことができるようになった  

 12 特になかった  

 13 その他（                                       ）  

■ 上記 12-１で「02 入院時支援加算を届出ていない」を選択した場合、その理由をご回答ください。 

 12-１-４ 入院時支援加算を届出ることが困難な理由 （該当する番号すべてに○、最も該当するもの１つには◎） 

 01 入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専従の看護師の配置が困難なため  

 
02 入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専任の看護師及び社会福祉士の配置が

困難なため 
 

 03 地域連携を行う十分な体制が整備できていないため  

 04 自宅等から入院する予定入院患者が少ないため  

 05 入退院支援加算を算定する患者がいないため  

 06 緊急入院が多く事前の入院支援が行えないため  

 07 他院の外来受診の後の予定入院患者が多いため  

 08 その他（                                      ）  

■ 上記 12-１で「02 入院時支援加算を届出ていない」を選択した場合、今後の届出の意向についてご回答ください。 

 12-１-５ 入院時支援加算の今後の届出の意向 （該当する番号１つに○） 

 01 届出を予定している 

 02 届出する予定はない 

 03 未定・分からない 
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問 13 貴院が連携している施設についてお伺いします。 

13-１ 連携先※１の施設数（特別の関係にあるものを含む）（平成 30 年 11 月 1 日時点）  連携先の施設数 
（うち）特別の関

係にある施設数 

① 病院 施設 施設 

 （うち）在宅療養支援病院 施設 施設 

 （うち）貴院を緊急時の入院医療機関としている病院 施設 施設 

② 診療所 施設 施設 

 （うち）在宅療養支援診療所 施設 施設 

 （うち）貴院を緊急時の入院医療機関としている診療所 施設 施設 

③ 介護保険サービス事業所 施設 施設 

 （うち）訪問系サービス（訪問介護、訪問看護等） 施設 施設 

 （うち）通所系サービス（通所介護、通所リハビリテーション等） 施設 施設 

 （うち）短期滞在系サービス（短期入所生活介護等） 施設 施設 

 （うち）居住系サービス（認知症グループホーム、特定施設等） 施設 施設 

 （うち）入所系サービス（特別養護老人ホーム等） 施設 施設 

 （うち）居宅介護支援事業所 施設 施設 

④ 障害福祉サービス事業所 施設 施設 

⑤ その他の施設 施設 施設 

※１．連携先とは、「（１）転院又は退院体制等についてあらかじめ協議を行い、連携する保険医療機関、介護保険法に定める居宅サービス事

業者、地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者若しくは施設サービス事業者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者若しくは児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者等（以下「連携機関」と

いう）」であり、かつ、「（２）入退院支援部門あるいは病棟に配置されている入退院支援及び地域連携業務を担う看護師又は社会福祉

士と、それぞれの連携機関の職員が年３回以上の頻度で面会し、情報の共有等を行っている」施設等をいう。 
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問 14 貴院において、退院支援の積極的な取組みや促進等を困難にしている事項についてお伺いします。 

14-１ 退院支援の積極的な取組みや促進等を困難にしている事項 （該当する選択肢の右欄に○、最も該当するもの１つには◎）  

 01 担当患者数が多いため、患者 1人当たりの退院調整に十分な時間を割くことができない  

 02 退院支援に係る職員数が確保できないため、十分な退院調整ができない  

 03 退院支援を開始するタイミングが遅れてしまっていることが多い  

 04 病棟との情報共有が十分でないことが多い  

 05 患者・家族と面会日等を調整することが難しい  

 06 患者・家族に退院後の介護サービス等の内容を伝えることが難しい  

 07 在宅支援を行う医療・介護サービスからの連携を得ることが難しい  

 08 特にない  

 

14-２ その他に退院を困難にしている事項 （該当する選択肢の右欄に○、最も該当するもの１つには◎） 

 01 地域の中で、訪問診療を行う医療機関が少ない  

 02 地域の中で、訪問看護を行う医療機関・事業所が少ない  

 03 地域の中で、訪問リハビリテーション指導（医療保険）を行う医療機関が少ない  

 04 地域の中で、外来リハビリテーション（医療保険）を行う医療機関が少ない  

 05 地域の中で、訪問リハビリテーション（介護保険）を行う事業所が少ない  

 06 地域の中で、通所リハビリテーション（介護保険）を行う事業所が少ない  

 07 地域の中で、通所系サービス（通所リハビリテーションを除く）を行う事業所が少ない  

 08 地域の中で、短期入所サービスを行う事業所が少ない  

 09 地域の中で、看取りを行える介護施設が少ない  

 10 特にない  

 11 その他（                                                                            ）  

 
 
◆ 入院医療における課題などについて、ご意見があれば下欄にご記入ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

設問は以上です。ご協力 誠にありがとうございました。 

記入漏れがないかをご確認の上、平成●年●月●日（●）までに、 

同封の返信用封筒に入れてご投函ください。 

- 111-



 Ｄ-病棟  

 1 

厚生労働省 中央社会保険医療協議会 入院医療等の調査・評価分科会 平成 30 年度調査 

入院医療等における実態調査 

病 棟 調 査 票（Ｄ） 
 
 

 特に指定がある場合を除いて、平成 30年 11月 1日現在の状況についてお答え下さい。 

 数値を記入する設問で、該当する方・施設等が無い場合は、「０」（ゼロ）をご記入下さい。 

 

◆ 施設ＩＤ、病棟ＩＤをご記入下さい。 

施設ＩＤ  病棟ＩＤ  

 

問１ 貴病棟の診療科目、入院基本料等についてお伺いします。 

１-１ 診療科目（平成 30 年 11 月 1 日時点） （最も近似する診療科を主なもの 3つまで○） 

 01 内科 06 脳神経外科 11 泌尿器科 

 02 小児科 07 産婦人科 12 放射線科 

 03 精神科 08 眼科 13 リハビリテーション科 

 04 外科 09 耳鼻咽喉科 14 歯科（歯科口腔外科等含む） 

 05 整形外科 10 皮膚科 15 その他（      ） 

 

１-２ 入院基本料等（平成 30 年 11 月 1 日時点） （該当する番号１つに○） 

 01 ７対１障害者施設等入院基本料 05 特殊疾患病棟入院料１ 

 02 10 対１障害者施設等入院基本料 06 特殊疾患病棟入院料２ 

 03 13 対１障害者施設等入院基本料 07 特殊疾患入院医療管理料 

 04 15 対１障害者施設等入院基本料  

 

問２ 貴病棟の基本情報についてお伺いします。 

２-１ 貴病棟の届出病床数（平成 30 年 11 月 1 日時点） 

貴病棟の届出病床数 床 

 

２-２ 貴病棟に配置されている職員数（専従換算※１）（平成 30 年 11 月 1 日時点） 

① 看護師 ．  人 ⑦ 作業療法士 ．  人 

② 准看護師 ．  人 ⑧ 言語聴覚士 ．  人 

③ 看護補助者 ．  人 ⑨ 相談員 ．  人 

 （うち）介護福祉士 ．  人  （うち）社会福祉士 ．  人 

④ 薬剤師 ．  人  （うち）精神保健福祉士 ．  人 

⑤ 管理栄養士 ．  人 ⑩ 医師事務作業補助者 ．  人 

⑥ 理学療法士 ．  人 ⑪ その他の職員 ．  人 

※１．職員数の専従換算の算出方法 

貴院の常勤職員の１週間の所定労働時間を基本として、下記のように専従換算して小数第１位まで（小数点第２位を切り上げ）を記入。 

例：常勤職員の 1週間の所定労働時間が 40時間の病院で、貴病棟にて週 4日（各日 3時間）従事している場合 

専従換算した職員数＝ 
４日×３時間×１人 

＝０.３人 
40時間 
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２-３ 新入棟患者数、新退棟患者数等（平成 30 年 8 月～10 月の 3 か月間） 新入棟患者数 新退棟患者数 在院患者延日数 

新入棟患者数、新退棟患者数等 人 人     日 

 

２-４ 貴病棟における病床利用率※１ 
平成 29 年 10 月の 

1 か月間 
平成 30 年 10 月の 

1 か月間 

貴病棟における病床利用率          ．  ％          ．  ％ 

※１．「病床利用率」＝Ａ÷Ｂ ： Ａ．10月の在院患者延数 × 100 、Ｂ．届出病床数 × 31 

 

問３ 貴病棟の入退院支援の状況についてお伺いします。 
 

３-１ 貴病棟に配置されている入退院支援及び地域連携業務に従事する職員について（平成 30 年 11 月 1 日時点） 

（該当する番号すべてに○） 

 01 専従の職員がいる 02 専任の職員がいる 03 専任・専従の職員はいない 

■ 上記３-１で「01 専従の職員がいる」又は「02 専任の職員がいる」を選択した場合、貴病棟における職種別の入退院支援職員数をご回答ください。  

 ３-１-１ 貴病棟における職種別の入退院支援職員数（平成 30 年 11 月 1 日時点）  専  従 専  任 

 ① 看護師 人 人 

 ② 相談員 人 人 

  （うち）社会福祉士 人 人 

 ③ その他の職種（  ） 人 人 

 ④ ［再掲］ケアマネジャー（介護支援専門員）の資格を有する者 人 人 

■ 上記 ３-１で「01 専従の職員がいる」又は「02 専任の職員がいる」を選択した場合、いなかった場合と比較して、もたらされている効果等をご回答ください。  

 
３-１-２ 入退院支援の専任あるいは専従の職員がいる場合、もたらされている効果等 

（該当する選択肢の右欄に○、最も該当するもの１つには◎） 

 01 入退院支援業務の担当者が明確になるため、地域との連携、調整がスムーズになる  

 02 より多くの患者に対して入退院支援を行える  

 03 入退院支援に係る院内での調整を円滑に行える  

 04 より早期に退院支援を行う患者を病棟で抽出・関与できる  

 05 退院支援計画の作成が滞りなく行える  

 06 患者及び家族への説明や面会の頻度を増やすことができる  

 07 早期退院に向けた多職種カンファレンスの開催頻度を増やすことができる  

 08 早期退院につながる  

 09 特にない  

 10 その他（                                                                            ）  
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３-２ 入退院支援で困難等を感じる点 （該当する選択肢の右欄に○、最も該当するもの１つには◎） 

 01 退院支援を行う患者を病棟で抽出することが難しい  

 02 全ての患者に対して退院支援を行うことが難しい  

 03 患者 1 人当たりの退院調整に十分な時間を割くことができない  

 04 退院支援を開始するタイミングが遅れてしまっていることが多い  

 05 入退院支援室等との情報共有が十分でないことが多い  

 06 患者・家族と面会日等を調整することが難しい  

 07 患者・家族に退院後の介護サービス等の内容を伝えることが難しい  

 08 他の医療機関・施設との顔の見える関係を構築する機会を設けることが難しい  

 09 他の医療機関・施設と、転院又は退院体制等について協議を行える信頼関係を構築することが難しい   

 10 特にない  

 11 その他（                                                                             ）  

 

問４ 貴病棟の入院患者数等についてお伺いします。 
 

４-１ 貴病棟の入院患者数（平成 30 年 11 月 1 日時点） 

貴病棟の入院患者数 人 

 

４-２ 障害者施設等入院基本料・特殊疾患病棟入院料等の対象患者数（平成 30 年 11 月 1 日時点） 

① 重度の肢体不自由児・者（脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く） 人 

② 脊髄損傷等の重度障害者（脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く） 人 

③ 重度の意識障害者 人 

④ 筋ジストロフィー患者 人 

⑤ 難病患者 人 

⑥ その他 人 
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４-３ 要介護度別の入院患者数 

（平成 30 年 11 月 1 日時点） 

① 不明 人 

② 未申請 人 

③ 申請中 人 

④ 非該当 人 

⑤ 要支援１ 人 

⑥ 要支援２ 人 

⑦ 要介護１ 人 

⑧ 要介護２ 人 

⑨ 要介護３ 人 

⑩ 要介護４ 人 

⑪ 要介護５ 人 
 

 

４-４ 認知症高齢者の日常生活自立度別の入院患者数 

（平成 30 年 11 月 1 日時点） 

① 自立 人 

② ランク Ⅰ 人 

③ ランク Ⅱａ 人 

④ ランク Ⅱｂ 人 

⑤ ランク Ⅲａ 人 

⑥ ランク Ⅲｂ 人 

⑦ ランク Ⅳ 人 

⑧ ランク Ｍ 人 
 

 

４-５ 年齢区分別の入院患者数（平成 30 年 11 月１日時点） 

① ０～１４歳 人 

② １５～３９歳 人 

③ ４０～６４歳 人 

④ ６５～７４歳 人 

⑤ ７５歳以上 人 
 

 

４-６ 身体障害者（肢体不自由）の等級別の入院患者数  

（平成 30 年 11 月 1 日時点） 
 

４-７ 障害支援区分別の入院患者数 

（平成 30 年 11 月 1 日時点） 

① 不明 人  ① 不明 人 

② 非該当 人  ② 未申請等 人 

③ １級（肢体不自由） 人  ③ 非該当 人 

④ ２級（肢体不自由） 人  ④ 障害支援区分１ 人 

⑤ ３級（肢体不自由） 人  ⑤ 障害支援区分２ 人 

⑥ ４級（肢体不自由） 人  ⑥ 障害支援区分３ 人 

⑦ ５級（肢体不自由） 人  ⑦ 障害支援区分４ 人 

⑧ ６級（肢体不自由） 人  ⑧ 障害支援区分５ 人 

⑨ ７級（肢体不自由） 人  ⑨ 障害支援区分６ 人 
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４-８ 入棟前の居場所別患者数（平成 30 年 11 月 1 日時点） 

① 自宅（在宅医療の提供あり）※１ 人 

② 自宅（在宅医療の提供なし）※１ 人 

③ 介護老人保健施設 人 

④ 介護医療院 人 

⑤ 介護療養型医療施設 人 

⑥ 特別養護老人ホーム 人 

⑦ 軽費老人ホーム、有料老人ホーム 人 

⑧ その他の居住系介護施設（認知症グループホーム、サービス付高齢者向け住宅等） 人 

⑨ 障害者支援施設 人 

⑩ 他院の一般病床 人 

⑪ 他院の一般病床以外 人 

⑫ 自院の他病棟 人 

⑬ 有床診療所 人 

⑭ その他 人 

※１．提供主体は自院に限らない。在宅医療には、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを含むが、通院は含まない。 

 
 

４-９ 自院の他病棟からの転棟患者数（平成 30 年 11 月 1 日時点） 

[再掲] 自院の他病棟からの転棟患者（＝「４-８の⑫」） 人 

内
訳 

① 自院の一般病床（②、③以外）から転棟 人 

② 自院の地域一般入院基本料を届出ている病床から転棟 人 

③ 自院の地域包括ケア病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料を届出ている病床から転棟  人 

④ 自院の療養病床（③以外）から転棟 人 

⑤ 自院の精神病床から転棟 人 

⑥ 自院のその他の病床から転棟 人 
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問５ 貴病棟の退棟患者数についてお伺いします。 
 

５-１ 退棟先別の退棟患者数（平成 30 年 10 月の 1 か月間） 

貴病棟における退棟患者数 人 

自
宅
・
介
護
保
険
施
設
等 

① 自宅（在宅医療の提供あり）※１ 人 

② 自宅（在宅医療の提供なし）※１ 人 

③ 介護老人保健施設 人 

④ 介護医療院 人 

⑤ 介護療養型医療施設 人 

⑥ 特別養護老人ホーム 人 

⑦ 軽費老人ホーム、有料老人ホーム 人 

⑧ その他の居住系介護施設（認知症グループホーム、サービス付高齢者向け住宅等） 人 

⑨ 障害者支援施設 人 

他
院 

⑩ 他院の一般病床（⑪、⑫以外） 人 

⑪ 他院の地域一般入院基本料を届出ている病床 人 

⑫ 他院の地域包括ケア病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料を届出ている病床 人 

⑬ 他院の療養病床（⑫以外） 人 

⑭ 他院の精神病床 人 

⑮ 他院のその他の病床 人 

自
院 

⑯ 自院の一般病床（⑰、⑱以外） 人 

⑰ 自院の地域一般入院基本料を届出ている病床 人 

⑱ 自院の地域包括ケア病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料を届出ている病床 人 

⑲ 自院の療養病床（⑱以外） 人 

⑳ 自院の精神病床 人 

㉑ 自院のその他の病床 人 

有
床 

診
療
所 

㉒ 有床診療所（介護サービス提供医療機関） 人 

㉓ 有床診療所（㉒以外） 人 

死
亡 

㉔ 死亡退院 人 

 ㉕ その他 人 

※１．提供主体は自院に限らない。在宅医療には、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを含むが、通院は含まない。 

 

設問は以上です。ご協力 誠にありがとうございました。 

記入漏れがないかをご確認の上、平成●年●月●日（●）までに、 

同封の返信用封筒に入れてご投函ください。 
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厚生労働省 中央社会保険医療協議会 入院医療等の調査・評価分科会 平成 30 年度調査 

入院医療等における実態調査 

入 院 患 者 票（Ｄ） 

 施設ＩＤ：  病棟ＩＤ：   患者ＩＤ： 

Ⅰ 患者の基本情報 
 

１ 性別（該当する番号１つに○） 01．男性 02．女性 

２ 生年月 西暦               年          月 

３ 主傷病 および副傷病 

※レセプト電算処理用の傷病名

マスタの傷病名コードで記入 

01．主傷病 02．副傷病１ 03．副傷病２ 

   

４ ①入院年月日 西暦               年          月          日 

   ②入棟年月日 西暦               年          月          日 

５ 入棟前の場所 
（該当する番号１つに○） 

01．自宅（在宅医療の提供あり）※１ 

02．自宅（在宅医療の提供なし）※１ 

03．介護老人保健施設 

04．介護医療院 

05．介護療養型医療施設 

06．特別養護老人ホーム 

07．軽費老人ホーム、有料老人ホーム 

08．その他の居住系介護施設 

（認知症グループホーム、サービス付高齢者向け住宅等）  

09．障害者支援施設 

10．他院の一般病床 

11．他院の一般病床以外 

12．自院の一般病床（13、14 以外） 

13．自院の地域一般入院基本料を届出ている病床  

14．自院の地域包括ケア病棟入院料、
回復期リハビリテーション病棟入院料を届出ている病床 

15．自院の療養病床（14 以外） 

16．自院の精神病床 

17．自院のその他の病床 

18．有床診療所 

19．その他（          ） 

６ 予定・緊急入院区分 
（該当する番号１つに○） 

01．予定入院 

02．緊急入院（救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプター） 

03．緊急入院（外来の初再診後） 

７ 入院した時の状態 
（該当する番号すべてに○） 

01．悪性腫瘍、認知症又は誤嚥性肺炎等の急性呼吸器感染症のいずれかの状態 

02．要介護状態であるとの疑いがあるが要介護認定が未申請 

03．家族又は同居者から虐待を受けている又はその疑いがある 

04．生活困窮者である 

05．入院前に比べ ADL が低下し、退院後の生活様式の再編が必要な状態（必要
と推測される状態） 

06．排泄に介助を要する状態 

07．同居者の有無に関わらず、必要な療育又は介護を十分に提供できる状況にな
い状態 

08．退院後に医療処置（胃瘻等の経管栄養法を含む）が必要な状態 

09．入退院を繰り返している状態 

10．その他患者の状況から判断して 01 から 09 までに準ずると認められる状態 

（具体的な内容：                           ） 

※１．提供主体は自院に限らない。在宅医療には、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを含むが、通院は含まない。 
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８ 入院の理由 
（主な番号 1つに○） 

01．治療のため 

02．リハビリテーションのため 

03．検査及び確定診断のため 

04．教育的入院のため 

05．緩和ケアのため 

06．看取りのため（05 を除く） 

07．その他（                   ） 

９ 入院時の他院からの紹介状の有無 
（該当する番号１つに○） 

01．紹介状あり 02．紹介状なし 

10 地域連携診療計画の使用 
（該当する番号１つに○） 

01．地域連携診療計画あり 02．地域連携診療計画なし 

《10で「01」を選択した場合に回答》 

 
10-１ 対象疾患 
（該当する番号１つに○） 

01．脳卒中 

02．大腿骨頸部骨折 

03．がん 

04．糖尿病 

05．慢性腎臓病 

06．肝炎 

07．その他（                     ） 

 

11 過去 1 か月の急性増悪の有無 

（該当する番号１つに○） 

01．急性増悪はなく、病態は安定している 

02．急性増悪があった 

12 入院時の褥瘡の有無 

（該当する番号１つに○） 

01．皮膚損傷・発赤なし 

02．持続する発赤 

03．真皮までの損傷 

04．皮下組織までの損傷 

05．皮下組織を越える損傷 

06．関節腔、体腔に至る損傷 

07．判定不能 

13 入院時の ADL スコア 

（下表の分類に従って記入） 

①食事             スコア           

②移乗             スコア           

③整容             スコア           

④トイレ動作・トイレの使用  スコア           

⑤入浴             スコア           

⑥平地歩行         スコア           

⑦階段             スコア           

⑧更衣             スコア           

⑨排便管理         スコア           

⑩排尿管理         スコア           

 
ADL スコア 所 見 

自 立 一部介助 全介助 不 明 

食 事   2   1 

切ったり、バターを塗ったり

などで介助を必要とする 

  0   9 

移 乗   3   2 

軽度の介助で可能 

  0 

座位バランス困難 

  9 

  1 

高度の介助を必要とする

が、座っていられる 

整 容   1  

顔／髪／歯／ひげ剃り 

            0   9 

トイレ動作・ 

トイレの使用 

  2   1 

多少の介助を必要とするが

おおよそ自分一人でできる 

  0   9 

入 浴   1   0   9 

平地歩行   3   2 一人介助で歩く   0   9 

  1 車いすで自立 

階 段   2   1   0   9 

更 衣   2   1   0   9 

排便管理   2   1 時々失敗   0 失禁   9 

排尿管理   2   1 時々失敗   0 失禁   9 
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Ⅱ 患者の状態等 
 

１ 患者状態の評価の実施日 
（調査基準日） 

西暦            年       月       日  （調査基準日） 

２ 障害者施設等入院基本料・ 

特殊疾患病棟入院料等の 

対象疾患等への該当 

（該当する番号すべてに○） 

01．重度の肢体不自由児・者（脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く） 

02．脊髄損傷等の重度障害者（脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く） 

03．重度の意識障害者 

04．筋ジストロフィー患者 

05．難病患者 

06．その他（                            ） 

３ 認知症の有無 
（該当する番号１つに○） 01．認知症あり 02．認知症なし 03．わからない 

《３で「01」を選択した場合に回答》 

 
３-１ BPSD の有無 
（該当する番号１つに○） 01．BPSDあり 02．BPSDなし 03．わからない 

４ せん妄の有無 
（該当する番号１つに○） 01．せん妄あり 02．せん妄なし 03．わからない 

５ 意識障害の有無 

（該当する番号すべてに○） 

01．意識障害あり 

（JCS II-3 以上又は GCS 8 点以下） 

02．意識障害あり 

（JCSIII-100 以上） 

03．意識障害あり（01、02 以外） 

 

04．意識障害なし 

 

６ 要介護度 
（該当する番号１つに○） 

01．不明 

02．未申請 

03．申請中 

04．非該当 

05．要支援 1 

06．要支援 2 

07．要介護 1 

08．要介護 2 

09．要介護 3 

10．要介護 4 

11．要介護 5 

７ 認知症高齢者の日常生活自立度 

（該当する番号１つに○） 

01．自立 

02．Ⅰ 

03．Ⅱａ 

04．Ⅱｂ 

05．Ⅲａ 

06．Ⅲｂ 

07．Ⅳ 

08．Ｍ 

 

８ 障害老人の日常生活自立度（寝たきり度） 
（該当する番号１つに○） 

01．自立 

02．Ｊ１ 

03．Ｊ２ 

04．Ａ１ 

05．Ａ２ 

06．Ｂ１ 

07．Ｂ２ 

08．Ｃ１ 

09．Ｃ２ 

 

９ 身体障害者（肢体不自由）の等級 
（該当する番号１つに○） 

01．不明 

02．非該当 

03．１級 

04．２級 

05．３級 

06．４級 

07．５級 

08．６級 

09．７級 

10 障害支援区分（障害程度区分） 
（該当する番号１つに○） 

01．未申請等 

02．非該当 

03．不明 

04．区分１ 

05．区分２ 

06．区分３ 

07．区分４ 

08．区分５ 

09．区分６ 

 

11 超重症児（者）・準超重症児（者）の判定基準 

（該当する番号１つに○） 

01．運動機能：座位までに該当する 02．運動機能：座位までに該当しない 

判定スコア           点   ※全項目に非該当場合は、“0”を記入してください。 

12 栄養摂取の状況 

（該当する番号１つに○） 

01．経口摂取のみ 

02．経口摂取と経管栄養・経静脈栄養を併用 

03．経管栄養・経静脈栄養のみ 

《12で「01」を選択した場合に回答》 

 
12-１ 嚥下調整食の必要性 

（該当する番号１つに○） 

01．嚥下調整食の必要性あり 

02．嚥下調整食の必要性なし 

 

《12で「02」または「03」を選択した場合に回答》 

 
12-２ 経管・経静脈栄養の状況 

（該当する番号すべてに○） 

01．経鼻胃管 

02．胃瘻・腸瘻 

03．末梢静脈栄養 

04．中心静脈栄養 
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13 褥瘡に関する危険因子の状

況（調査基準日直近の状況） 

（該当する番号すべてに○） 

01．基本的動作能力（ベッド上 自立体位変換） 

02．基本的動作能力（イス上 坐位姿勢の保持、除圧） 

03．病的骨突出 

04．関節拘縮 

05．栄養状態低下 

06．皮膚湿潤（多汗，尿失禁，便失禁） 

07．皮膚の脆弱性（浮腫） 

08．皮膚の脆弱性（スキン－テアの保有，既住） 

14 DESIGN-R の評価結果（調査

基準日直近の状況） 

褥瘡に関する危険因子のある患者及びすでに褥瘡を有する患者の場合に記載ください 

調査基準日直近の DESIGN-R の合計点                点 

※褥瘡の状態の評価項目のうち「深さ」の項目の点数は加えない当該患者の 

DESIGN-R の合計点数を回答してください。 

 

 

Ⅲ 患者の受療状況等 
 

１ 医師・看護師による医療提供の状況（調査基準日から遡った過去 7 日間） 

 

 
１-１ 入棟中の患者の医療的な状態 

（該当する番号１つに○） 

01．安定している 

02．時々、不安定である 

03．常時、不安定である 

 

１-２ 医師による診察 

（処置、判断含む）の頻度 

（該当する番号１つに○） 

01．週１回程度以下、医師による診察（処置、判断含む）が必要 

02．週２～３回、医師による診察（処置、判断含む）が必要 

03．毎日、医師による診察（処置、判断含む）が必要 

04．１日数回、医師による診察（処置、判断含む）が必要 

05．常時、医師による診察（処置、判断含む）が必要 

 

１-３ 看護師による直接の 

看護提供の頻度 

（該当する番号１つに○） 

01．1 日 1～3 回の観察および管理が必要 

02．1 日 4～8 回の観察および管理が必要 

03．02 を超えた頻繁な観察および管理が必要 

04．03 を超えた常時の観察および管理が必要（24 時間心電図モニター装着によ

る観察のみの場合は含まない） 

２ 入院中の手術の実施状況 

（該当する番号１つに○） 
01．手術を実施した 02．手術は実施していない 

《２で「01」を選択した場合に回答》 

 
２-１ 全身麻酔 

（該当する番号１つに○） 
01．全身麻酔を実施した 02．全身麻酔は実施していない 

 
２-２ 手術時間 

（該当する番号すべてに○） 

01．手術時間が 1 時間未満 

02．手術時間が 1 時間以上・8 時間未満 

03．手術時間が 8 時間以上 

 

３ 内服薬の種類 入院時                種類        調査基準日時点                種類 
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４ 疾患別リハ実施状況 

（該当する番号１つに○） 

01．心大血管疾患ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 

02．脳血管疾患等ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 

03．廃用症候群ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 

04．運動器ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 

05．呼吸器ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 

06．いずれも実施していない 

《４で「06」以外を選択した場合に回答》 

 
４-１ 疾患別リハビリテーシ

ョンの頻度 
調査基準日から遡った過去 7 日間               回 

 
４-２ 疾患別リハビリテーシ

ョンの単位数 
調査基準日から遡った過去 7 日間               単位 

 
４-３ 保険医療機関外（屋外

等）での単位数 
調査基準日から遡った過去 7 日間               単位 

 《４-３が１単位以上の場合に回答》 

  

４-３-１ 

該当する保険医療機関外

（屋外等）での疾患別リハ

ビリテーション 

（該当する番号１つに○） 

01．移動の手段の獲得を目的として、道路の横断、エレベーター、エスカレータ

ーの利用、券売機、改札機の利用、バス、電車等への乗降、自動車の運転等、

患者が実際に利用する移動手段を用いた訓練を行うもの 

  

02．特殊な器具、設備を用いた作業（旋盤作業等）を行う職業への復職の準備が

必要な患者に対し、当該器具、設備等を用いた訓練であって当該保険医療機

関内で実施できないものを行うもの 

  

03．家事能力の獲得が必要である患者に対し、店舗における日用品の買い物、居

宅における掃除、調理、洗濯等、実際の場面で家事を実施する訓練（訓練室

の設備ではなく居宅の設備を用いた訓練を必要とする特段の理由がある場

合に限る。）を行うもの 

５ 過去 7 日間／過去 1 か月 

に実施した検査の件数 

① 検体検査（尿・血液等）      過去 7 日間        件／ 過去 1 か月         件 

② 生体検査（超音波・内視鏡等）過去 7 日間        件／ 過去 1 か月         件 

③ Ｘ線単純撮影                過去 7 日間        件／ 過去 1 か月         件 

④ ＣＴ・ＭＲＩ                過去 7 日間        件／ 過去 1 か月         件 

※検査を実施していない場合は、“0”を記入してください。 

６ 過去 30 日間に患者が受けた

医療行為・処置等 

（該当する番号すべてに○） 

01．気管切開・気管内挿管 

02．気管カニューレの交換 

03．透析の指示 

04．胸腹腔洗浄 

05．胃瘻カテーテルの装着・交換 

06．中心静脈カテーテルの挿入・交換 

07．その他カテ－テルの挿入・交換 

→ （部位       ） 

08．モルヒネの持続皮下注射 

09．鎮静薬の持続皮下注射 

10．エコー検査 

11．造影剤を用いた放射線検査 

12．血圧・脈拍の測定 

13．服薬援助・管理（点眼薬等を含む） 

14．胃ろう・腸ろうによる栄養管理 

15．経鼻経管栄養 

16．中心静脈栄養 

17．喀痰吸引 

18．ネブライザー 

19．創傷処置 

20．体位変換 

21．浣腸・摘便 

22．褥瘡の処置 

23．インスリン注射 

24．点滴・注射（23 以外） 

25．膀胱（留置）カテーテルの管理 

26．人工肛門・人工膀胱の管理 

27．人工呼吸器の管理 

28．気管切開の処置 

29．酸素療法管理 

30．がん末期の疼痛管理 

31．慢性疼痛の管理（30 以外） 

32．透析・腹膜還流 

33．リハビリテーション 

34．口腔ケア 
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７ 入院前の担当ケアマネジャ
ーの有無 

（該当する番号１つに○） 

01．担当ケアマネジャーあり 

02．担当ケアマネジャーなし 

03．不明  

《７で「01」を選択した場合に回答》 

 

７-１ ケアマネジャーからの
情報伝達の方法 

（該当する番号すべてに○） 

01．カンファレンスに直接出席 

02．文書（FAX や E メールも含む）での情報提供 

03．電話等による（口頭による）情報提供 

04．情報提供は受けていない 

 
７-２ 情報提供の有用性 

（該当する番号１つに○） 

01．有用だった  

02．どちらかといえば有用だった 

03．どちらかといえば有用ではなかった 

04．有用ではなかった 

８ 入院前の担当相談支援専門
員の有無 

（該当する番号１つに○） 

01．担当相談支援専門員あり 

02．担当相談支援専門員なし 

03．不明  

《８で「01」を選択した場合に回答》 

 

８-１ 相談支援専門員からの
情報伝達の方法 

（該当する番号すべてに○） 

01．カンファレンスに直接出席 

02．文書（FAX や E メールも含む）での情報提供 

03．電話等による（口頭による）情報提供 

04．情報提供は受けていない 

 
８-２ 情報提供の有用性 

（該当する番号１つに○） 

01．有用だった  

02．どちらかといえば有用だった 

03．どちらかといえば有用ではなかった 

04．有用ではなかった 

９ 入院中の他の医療機関の受診状況 

（該当する番号１つに○） 

01．他の医療機関を受診した 

  →（受診回数        回/月） 

02．他の医療機関を受診していない 

 

《９で「01」を選択した場合に回答》 

 
９-１ 他の医療機関を受診した理由 

（該当する番号すべてに○） 

01．専門外の急性疾患の治療のため 

02．専門外の慢性疾患の治療のため 

03．自院にはない医療機器の使用の

ため（放射線治療機器等） 

04．症状の原因精査のため 

05．その他（                   ） 

 

 

 
９-２ 受診した診療科 

（該当する番号すべてに○） 

01．内科 

02．小児科 

03．精神科 

04．外科 

05．整形外科 

06．脳神経外科 

07．心臓血管外科 

08．放射線科 

09．麻酔科（ペインクリニック） 

10．歯科 

11．その他（                   ） 

 

 
９-３ 受診費用の請求について 

（該当する番号すべてに○） 

01．合議で精算 

02．入院料を減算した上で先方にて請求 

03．その他（                   ） 
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Ⅳ 患者の今後の見通し等 
 

１ 医学的な入院継続の理由等 

（該当する番号１つに○） 

01．医学的な理由のため、入院医療が必要である 

02．医学的な理由のため、どちらかというと入院の方が望ましい 

03．医学的には外来・在宅でもよいが、他の要因のために退院予定がない 

04．現時点で具体的な退院日が決まっているため、それまでの間入院を継続している  

《１で「01」を選択した場合に回答》 

 
１-１ 医学的な理由の詳細 

（最も当てはまる番号 1つに○） 

01．急性期の治療を行っているため 

02．急性期の治療は終了したが、継続的な入院治療が必要であるため 

03．退院にはリハビリテーションが必要であるため 

04．その他（                                     ） 

《１で「03」を選択した場合に回答》 

 
１-２ 退院後に必要な支援 

（最も当てはまる番号１つに○） 

01．医療処置 

02．通院の介助 

03．訪問診療 

04．訪問看護・リハビリテーション 

05．買い物・清掃・調理等の家事の補助 

06．食事・排泄・移動等の介護 

07．認知症・精神疾患に対する見守り 

08．その他（                    ） 

 

１-３ 退院できない理由 

（該当する選択肢の右欄に○、 

最も該当するもの１つには◎） 

01．本人の希望に適わないため  

02．家族の希望に適わないため  

03．在宅介護（訪問介護など）サービスの事由により退院先の確保ができないため  

04．地域に在宅介護（訪問介護など）サービスがないため  

05．在宅医療（訪問診療・訪問看護）サービスの事由により退院先の確保ができないため  

06．地域に在宅医療（訪問診療・訪問看護）サービスがないため  

07．入所先の施設の事由により、退院先の確保ができていないため  

08．地域に施設サービスがないため  

09．自宅の改修等の住環境の整備ができていないため  

10．01～09 の全体の調整・マネジメントができていないため  

11．自宅に退院、または施設に入所すれば経済的な負担が増えるため  

12．転院先の医療機関の確保ができていないため  

13．その他（                                                   ）  

 《１-３で「01」「02」を選択した場合に回答》 

  

１-３-１ 本人・家族の希望 

に適わない理由 

（該当する選択肢の右欄に○、

最も該当するもの１つには◎） 

01．家族が患者と同居できないため  

02．家族が患者と同居可能だが、日中不在がちのため  

03．家族が患者と同居可能だが、家族の健康状態が不良のため  

04．家族が患者と同居可能だが、患者との関係が良好ではないため  

05．自宅に帰った場合の医学的管理に不安を感じているため  

06．サービス事業者などの家族以外の者を自宅にあげることに抵抗があるため  

07．自宅に帰った場合の地域の医療サービス（訪問診療・訪問看護）に不安を感じているため  

08．自宅に帰った場合の地域の介護サービス（訪問介護等）に不安を感じているため  

09．自宅に帰った場合、在宅介護等を利用しても家族の負担が大きいため   

10．入所先の施設又は転院先の医療機関が確保できるまでの入院を希望しているため  

11．その他（                                               ）  
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２ 退院へ向けた目標・課題等 

（主なもの 1つに○） 

01．疾病の治癒・軽快 

02．病態の安定 

03．手術・投薬・処置・検査等の終了 

04．診断・今後の治療方針の確定 

05．低下した機能の回復（ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ） 

06．在宅医療・介護等の調整 

07．入所先の施設の確保 

08．本人家族の病状理解 

09．転院先の医療機関の確保 

10．終末期医療・緩和ケア 

11．その他（                   ） 
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厚生労働省 中央社会保険医療協議会 入院医療等の調査・評価分科会 平成 30 年度調査 

入院医療等における実態調査 

退 棟 患 者 票（Ｄ） 

 施設ＩＤ：  病棟ＩＤ：  患者ＩＤ： 

■ 「入院患者票（Ｄ）」の対象者のうち、調査基準日から 30日以内に退棟した場合に限り、本

調査票へご記入ください。 

 

 

１ 性別 

（該当する番号１つに○） 
01．男性 02．女性 

 

２ 生年月 西暦               年          月 

 

３ ①入院年月日 西暦               年          月          日 

   ②入棟年月日 西暦               年          月          日 

   ③退棟年月日 西暦               年          月          日 

 

４ 入退院支援加算の算定状況 

（該当する番号１つに○） 

01．入退院支援加算１ 算定あり 

02．入退院支援加算２ 算定あり 

03．入退院支援加算１・２ 算定なし 

 

５ 退棟時転帰 

（該当する番号１つに○） 

01．最も医療資源を投入した傷病が治癒・軽快したと判断される場合 

02．最も医療資源を投入した傷病が寛解したと判断される場合 

03．最も医療資源を投入した傷病が不変と判断される場合 

04．最も医療資源を投入した傷病が増悪したと判断される場合 

05．最も医療資源を投入した傷病による死亡 

06．最も医療資源を投入した傷病以外による死亡 

07．その他（検査入院含む） 

 

６ 退棟時の褥瘡の有無 

（該当する番号１つに○） 

01．皮膚損傷・発赤なし 

02．持続する発赤 

03．真皮までの損傷 

04．皮下組織までの損傷 

05．皮下組織を越える損傷 

06．関節腔、体腔に至る損傷 

07．判定不能 

 
 

うらへ続く 
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７ 退棟先 

（該当する番号１つに○） 

01．自宅（在宅医療の提供あり）※１ 

02．自宅（在宅医療の提供なし）※１ 

03．介護老人保健施設 

04．介護医療院 

05．介護療養型医療施設 

06．特別養護老人ホーム 

07．軽費老人ホーム、有料老人ホーム 

08．その他の居住系介護施設 

（認知症グループホーム、サービス付高齢者向け住宅等）  

09．障害者支援施設 

10．他院の一般病床（11、12以外） 

11．他院の地域一般入院基本料を届出ている病床  

12．他院の地域包括ケア病棟入院料、

回復期リハビリテーション病棟入院料を届出ている病床 
 

13．他院の療養病床（12以外） 

14．他院の精神病床 

15．他院のその他の病床 

16．自院の一般病床（17、18以外） 

17．自院の地域一般入院基本料を届出ている病床  

18．自院の地域包括ケア病棟入院料、

回復期リハビリテーション病棟入院料を届出ている病床 

19．自院の療養病床（18以外） 

20．自院の精神病床 

21．自院のその他の病床 

22．有床診療所（介護サービス提供医療機関）  

23．有床診療所（22以外） 

24．死亡退院 

25．その他（          ） 

※１．提供主体は自院に限らない。在宅医療には、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを含むが、通院は含まない。 
 
    【自宅または居住系施設へ退院した場合のみ、以下の設問にご回答ください。】※転棟・転院の場合は記入不要です。 

８ 退院後に利用を予定して 

   いる医療・介護サービス 

（該当する番号すべてに○） 

01．外来診療 

02．訪問診療 

03．訪問看護 

04．訪問リハビリテーション 

05．通所リハビリテーション 

06．訪問介護 

07．訪問入浴介護 

08．通所介護 

09．短期入所生活介護 

10．短期入所療養介護 

11．定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

12．夜間対応型訪問介護 

13．認知症対応型通所介護 

14．看護小規模多機能型居宅介護 

15．福祉用具貸与 

16．その他（                   ） 

 

９ 退棟時の ADL スコア 

（下表の分類に従って記入） 

①食事             スコア           

②移乗             スコア           

③整容             スコア           

④トイレ動作・トイレの使用  スコア           

⑤入浴             スコア           

⑥平地歩行         スコア           

⑦階段             スコア           

⑧更衣             スコア           

⑨排便管理         スコア           

⑩排尿管理         スコア           

 

ADL スコア 所 見 

自 立 一部介助 全介助 不 明 

食 事   2   1 

切ったり、バターを塗ったり

などで介助を必要とする 

  0   9 

移 乗   3   2 

軽度の介助で可能 

  0 

座位バランス困難 

  9 

  1 

高度の介助を必要とする

が、座っていられる 

整 容   1  

顔／髪／歯／ひげ剃り 

            0   9 

トイレ動作・ 

トイレの使用 

  2   1 

多少の介助を必要とするが

おおよそ自分一人でできる 

  0   9 

入 浴   1   0   9 

平地歩行   3   2 一人介助で歩く   0   9 

  1 車いすで自立 

階 段   2   1   0   9 

更 衣   2   1   0   9 

排便管理   2   1 時々失敗   0 失禁   9 

排尿管理   2   1 時々失敗   0 失禁   9 
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厚生労働省 中央社会保険医療協議会 入院医療等の調査・評価分科会 平成 30 年度調査 

入院医療等における実態調査 

施 設 調 査 票（Ｅ） 
  

 特に指定がある場合を除いて、平成 30年 11月 1日現在の状況についてお答え下さい。 

 数値を記入する設問で、該当する方・施設等が無い場合は、「０」（ゼロ）をご記入下さい。 

 

◆ 本調査票のご記入者、ご連絡先についてご記入下さい。 

施設名  施設ＩＤ  

記入者氏名  電話番号  

 

◆ 貴院の基本情報について、別途 確認票（Ｗｅｂサイト参照）にてご確認ください。 
 

問１ 貴院の開設者、関連法人等についてお伺いします。 

１-１ 開設者 （該当する番号１つに○） 

 
01 国立（国、独立行政法人国立病院機構、国立大学法人、独立行政法人労働者健康安全機構、国立高度専門医療研

究センター、独立行政法人地域医療機能推進機構） 

 02 公立（都道府県、市町村、地方独立行政法人） 

 03 公的（日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会） 

 04 社会保険関係（健康保険組合及びその連合会、共済組合及びその連合会、国民健康保険組合） 

 05 医療法人（社会医療法人は含まない） 

 06 その他の法人 

 07 個人 
 

１-２ 同一の市区町村内の関連法人・グループの施設・事業所 （該当する番号すべてに○） 

 01 病院 10 居宅介護支援事業所 
 02 有床診療所 11 短期入所生活介護事業所 
 03 無床診療所 12 短期入所療養介護事業所 
 04 介護療養型医療施設 13 通所介護事業所 
 05 介護医療院 14 通所リハビリテーション事業所 
 06 介護老人保健施設 15 訪問看護ステーション 
 07 介護老人福祉施設（特養） 16 訪問介護事業所 
 08 グループホーム 17 訪問リハビリテーション事業所 
 09 サービス付き高齢者向け住宅 18 その他（                        ） 

 

１-３ 所在地域の指定状況 （該当する番号１つに○） 

 01 離島振興法（昭和 28年法律第 72号）により離島振興対策実施地域として指定された地域 

 02 奄美群島振興開発特別措置法（昭和 29年法律第 189号）により指定された地域 

 03 小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和 44年法律第 79号）により指定された地域 

 04 沖縄振興特別措置法（平成 14年法律第 14号）に規定する離島 

 05 その他（                                            ） 

 

１-４ 離島加算の算定状況 （該当する番号１つに○） 

 01 離島加算を算定している 02 離島加算を算定していない 
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問２ 貴院の許可病床数についてお伺いします。 

２-１ 許可病床数（平成 30 年 11 月 1 日時点） 

① 一般病床 床 ④ 結核病床 床 

② 療養病床 床 ⑤ 感染症病床 床 

 （うち）介護療養病床 床 ⑥ 合計 床 

③ 精神病床 床   

 

問３ 貴院の職種別の職員数（常勤換算）についてお伺いします。 

３-１ 常勤職員・非常勤職員の合計数（常勤換算※１）（平成 30 年 11 月 1 日時点） 

① 医師 ．  人 ⑪ 臨床心理技術者 ．  人 

② 歯科医師 ．  人 ⑫ 診療放射線技師 ．  人 

③ 看護師 ．  人 ⑬ 臨床検査技師 ．  人 

④ 准看護師 ．  人 ⑭ 臨床工学技士 ．  人 

⑤ 看護補助者 ．  人 ⑮ 歯科衛生士 ．  人 

 （うち）介護福祉士 ．  人 ⑯ 相談員 ．  人 

⑥ 薬剤師 ．  人  （うち）社会福祉士 ．  人 

⑦ 管理栄養士 ．  人  （うち）精神保健福祉士 ．  人 

⑧ 理学療法士 ．  人 ⑰ 医師事務作業補助者 ．  人 

⑨ 作業療法士 ．  人 ⑱ 事務職員 ．  人 

⑩ 言語聴覚士 ．  人 ⑲ その他の職員 ．  人 

※１．非常勤職員の常勤換算の算出方法 

貴院の常勤職員の１週間の所定労働時間を基本として、下記のように常勤換算して小数第１位まで（小数点第２位を切り上げ）を記入。 
例：常勤職員の１週間の通常の勤務時間が 40時間の病院で、週４日（各日５時間）勤務の看護師が１人いる場合 

非常勤看護師数＝ 
４日×５時間×１人 

＝０.５人 
40時間 

 

問４ 貴院のシステム導入状況についてお伺いします。 

４-１ 電子カルテの導入状況（平成 30 年 11 月 1 日時点） （該当する番号１つに○） 

 01 導入している 02 導入していない 

 

４-２ オーダリングシステムの導入状況（平成 30 年 11 月 1 日時点） （該当する番号１つに○） 

 01 導入している 02 導入していない 

 

４-３ 医療情報連携ネットワーク※１への参加状況（平成 30 年 11 月 1 日時点） （該当する番号１つに○） 

 01 参加している 02 参加していない 

■ 上記４-３で「01 参加している」を選択した場合、患者情報の開示状況についてご回答ください。 

 ４-３-１ 参加している医療情報連携ネットワークにおける、電子カルテなどの患者情報の開示状況※２ 

（該当する番号１つに○） 

 01 開示施設である 02 開示施設ではない 

※１．地域において病病連携や病診連携など、主に電子カルテ情報を用いて医療情報の連携を行っているネットワーク。 

※２．部分的でも開示している医療情報があれば「01 開示施設である」とご回答ください。 
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問５ 貴院の外来患者数、総入院患者数についてお伺いします。 

５-１ 外来患者数（平成 30 年 10 月の 1 か月間） 

① 初診の患者数 人 

 （うち）紹介状により紹介された患者数 人 

② 再診の延べ患者数 延べ      人 

③ 紹介状により他の病院または診療所に紹介した患者数 人 

 

５-２ 総入院患者数（平成 30 年 11 月 1 日時点） 

① 総入院患者数※１ 人 

※１．施設全体の合計をご回答ください。 

 

問６ 貴院の一般病棟における一般病棟入院基本料の算定状況についてお伺いします。 

６-１ 病棟ごとに違う区分の入院基本料の算定の有無（平成 30 年 11 月 1 日時点） （該当する番号１つに○） 

 01 病棟ごとに違う区分の入院基本料を算定している 02 病棟ごとに違う区分の入院基本料を算定していない 

■ 上記６-１で「01 病棟ごとに違う区分の入院基本料を算定している」を選択した場合、算定している入院基本料をご回

答ください。 

 ６-１-１ 算定している入院基本料 （該当する番号すべてに○） 

 

01 急性期一般入院料２ 

02 急性期一般入院料３ 

03 急性期一般入院料４ 

04 急性期一般入院料５ 

05 急性期一般入院料６ 

06 急性期一般入院料７ 

07 地域一般入院料１ 

08 地域一般入院料２ 

09 地域一般入院料３ 

 

問７ 貴院の病棟の状況についてお伺いします。 

７-１ 病棟数、病床数等（平成 30 年 11 月 1 日時点） 病棟数 届出病床数 入院患者数 

① 一般病棟（急性期一般入院基本料） 棟 床 人 

② 一般病棟（地域一般入院基本料） 棟 床 人 

③ 回復期リハビリテーション病棟 棟 床 人 

④ 地域包括ケア病棟・病室 棟 床 人 

⑤ 特定一般病棟 棟 床 人 

⑥ 療養病棟（療養病棟入院料１，２（経過措置対象含む）） 棟 床 人 

 

７-２ 新入棟、退棟患者数等（平成 30 年 8 月～10 月の 3 か月間） 新入棟患者数 新退棟患者数 在院患者延日数 

① 一般病棟（急性期一般入院基本料） 人 人 日 

② 一般病棟（地域一般入院基本料） 人 人 日 

③ 回復期リハビリテーション病棟 人 人 日 

④ 地域包括ケア病棟・病室 人 人 日 

⑤ 特定一般病棟 人 人 日 

⑥ 療養病棟（療養病棟入院料１，２（経過措置対象含む）） 人 人 日 
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７-３ 在宅復帰率等（平成 30 年 8 月～10 月の 3 か月間） 在宅復帰率 平均在院日数 

① 一般病棟（急性期一般入院基本料） ※１       ．  ％          ．  日 

② 一般病棟（地域一般入院基本料） ※１       ．  ％          ．  日 

③ 回復期リハビリテーション病棟 ※２       ．  ％          ．  日 

④ 地域包括ケア病棟・病室 ※３       ．  ％          ．  日 

⑤ 特定一般病棟 ※４       ．  ％          ．  日 

⑥ 療養病棟（療養病棟入院料１，２（経過措置対象含む）） ※５       ．  ％          ．  日 

※１．「在宅復帰率」＝Ａ÷Ｂ ： Ａ．該当する病棟から、自宅、居住系介護施設等（介護医療院を含む）、地域包括ケア病棟、回復期リハ病

棟、療養病棟、有床診療所、介護老人保健施設へ退院した患者（死亡退院・転棟患者（自院）・再入院患者を除く）、Ｂ．該当する病棟

から退棟した患者（死亡退院・転棟患者（自院）・再入院患者を除く）。 

※２．「在宅復帰率」＝Ｃ÷Ｄ ： Ｃ．該当する病棟から、自宅、居住系介護施設等（介護医療院を含む）、有床診療所（介護サービス提供医

療機関に限る）へ退院した患者（死亡退院・再入院患者を除く）、Ｄ．該当する病棟から退棟した患者（死亡退院・一般病棟への転棟

転院患者・再入院患者を除く）。 

※３．「在宅復帰率」＝Ｅ÷Ｆ ： Ｅ．該当する病棟から、自宅、居住系介護施設等（介護医療院を含む）、有床診療所（介護サービス提供医

療機関に限る）へ退院した患者（死亡退院・再入院患者を除く）、Ｆ．該当する病棟から退棟した患者（死亡退院・再入院患者を除く）。 

※４．「在宅復帰率」＝Ｇ÷Ｈ ： Ｇ．該当する病棟から、自宅、居住系介護施設等（老健施設は含まない）、有床診療所（介護サービス提供

医療機関に限る）へ退院した患者（死亡退院・再入院患者を除く）、Ｈ．該当する病棟から退棟した患者（死亡退院・再入院患者を除

く）。 

※５．「在宅復帰率」＝Ｉ÷Ｊ ： Ｉ．該当する病棟から、自宅、もしくは居住系介護施設等（老健施設は含まない）へ退院した患者であり、

在宅での生活が 1月以上（医療区分 3の場合は 14日以上）継続する見込であることを確認できた者（死亡退院患者・転棟または転院

した患者・再入院患者を除く。同一の保険医療機関の療養病棟以外の病棟から当該病棟に転棟した患者については、当該病棟に入院し

た期間が 1月以上のものに限る）、Ｊ．該当する病棟から、退院した患者（死亡退院患者・急性増悪等により転棟または転院した患者・

再入院患者を除く。同一の保険医療機関の療養病棟以外の病棟から当該病棟に転棟した患者については、当該病棟に入院した期間が 1

月以上のものに限る）。 

 

７-４ 病床利用率※１ 
平成 29 年 10 月の 

1 か月間 
平成 30 年 10 月の 

1 か月間 

① 一般病棟（急性期一般入院基本料）※２          ．  ％          ．  ％ 

② 一般病棟（地域一般入院基本料）※３          ．  ％          ．  ％ 

③ 回復期リハビリテーション病棟          ．  ％          ．  ％ 

④ 地域包括ケア病棟・病室          ．  ％          ．  ％ 

⑤ 特定一般病棟          ．  ％          ．  ％ 

⑥ 療養病棟（療養病棟入院料１，２（経過措置対象含む））          ．  ％          ．  ％ 

※１．「病床利用率」＝Ａ÷Ｂ ： Ａ．10月の在院患者延数 × 100 、Ｂ．届出病床数 × 31 

※２．平成 29年 10 月の値については、平成 29年 11月 1 日時点で一般病棟入院基本料（７対１、10対１）の届出をしている場合にご回答ください。 

※３．平成 29年 10 月の値については、平成 29年 11月 1 日時点で一般病棟入院基本料（13対１、15対１）の届出をしている場合にご回答ください。 

 

問８ 貴院における、医療資源の少ない地域に配慮した評価（400 床未満の病院が緩和対象となる見直し）

についてお伺いします。 

８-１ 特定地域に係る特定入院料、加算の届出状況 （該当する番号すべてに○） 

 01 地域包括ケア病棟入院料 1（特定地域） 08 地域包括ケア入院医療管理料 4（特定地域） 

 02 地域包括ケア入院医療管理料 1（特定地域） 09 緩和ケア診療加算（特定地域） 

 03 地域包括ケア病棟入院料 2（特定地域） 10 栄養サポートチーム加算（特定地域） 

 04 地域包括ケア入院医療管理料 2（特定地域） 11 褥瘡ハイリスク患者ケア加算（特定地域） 

 05 地域包括ケア病棟入院料 3（特定地域） 12 入退院支援加算（特定地域） 

 06 地域包括ケア入院医療管理料 3（特定地域） 13 外来緩和ケア管理料（特定地域） 

 07 地域包括ケア病棟入院料 4（特定地域） 14 糖尿病透析予防指導管理料（特定地域） 
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８-２ ８-１の届出状況に○をつけた特定入院料、加算に関する「緩和要件」の評価について 

 （上記の届出状況に○を付けた項目のみ選択回答） 緩和要件に対する評価 （該当する番号１つに○） 

 ① 地域包括ケア病棟入院料等（上記 01～08） 01 有用である 02 どちらでもない 03 有用でない 

 ② 緩和ケア診療加算（上記 09） 01 有用である 02 どちらでもない 03 有用でない 

 ③ 栄養サポートチーム加算（上記 10） 01 有用である 02 どちらでもない 03 有用でない 

 ④ 褥瘡ハイリスク患者ケア加算（上記 11） 01 有用である 02 どちらでもない 03 有用でない 

 ⑤ 入退院支援加算（上記 12） 01 有用である 02 どちらでもない 03 有用でない 

 ⑥ 外来緩和ケア管理料（上記 13） 01 有用である 02 どちらでもない 03 有用でない 

 ⑦ 糖尿病透析予防指導管理料（上記 14） 01 有用である 02 どちらでもない 03 有用でない 

■ 上記８-２の緩和要件に対して「03 有用でない」を選択された場合、緩和要件が有用でない理由・ご意見等をご回答く
ださい。 

 ８-２-１ 緩和要件が有用でない理由・ご意見等 

 

 

 
 

■ 上記８-１の特定入院料、加算等を届け出ていない場合、届出を行っていない理由をご回答ください。 

 ８-２-２ 届出を行っていない理由 （該当する選択肢の右欄に○、最も該当するもの１つには◎） 

 01 緩和された施設基準を満たすことができないため  

 02 地域に該当するニーズのある患者がいないため  

 03 患者の状態に即した医療を提供できないため  

 04 届出を行っても経営の安定を見込めないため  

 05 入院医療でなく外来での対応が可能なため  

 06 病棟において対応が可能であるため  

 07 他の地域の医療機関において対応が可能であるため  

 08 他のサービスにより対応が可能であるため  

 09 その他（                                                                        ）  

 
◆ 上記８-１の特定入院料、加算以外に、人員配置等を満たすことができないため、届出を希望していても届出ができない特

定入院料、加算等がある場合はご回答ください。 

８-３ 届出を希望していても届出ができない特定入院料、加算等 

 

 

 
 

 

問９ 診療報酬の施設基準において医療機関の病床数を要件としているいくつかの診療報酬項目について、

医療資源の少ない地域では、平成 30 年 4 月 1 日から病床数の要件が 2 割緩和されました。この点に

関連してお伺いします。 

９-１ 特定入院料、加算等の届出状況 （該当する番号すべてに○） 

 01 地域包括ケア病棟入院料 1 06 地域包括ケア入院医療管理料 4 

 02 地域包括ケア病棟入院料 3 07 精神疾患診療体制加算 

 03 地域包括ケア入院医療管理料 1 08 精神科急性期医師配置加算 

 04 地域包括ケア入院医療管理料 2 09 在宅療養支援病院 

 05 地域包括ケア入院医療管理料 3 10 在宅療養後方支援病院 
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９-２ ９-１の届出状況に○をつけた特定入院料、加算等に関する「緩和要件」の評価について 

 （上記の届出状況に○を付けた項目のみ選択回答） 緩和要件に対する評価 （該当する番号１つに○） 

 ① 地域包括ケア病棟入院料等（上記 01～06） 01 有用である 02 どちらでもない 03 有用でない 

 ② 精神疾患診療体制加算（上記 07） 01 有用である 02 どちらでもない 03 有用でない 

 ③ 精神科急性期医師配置加算（上記 08） 01 有用である 02 どちらでもない 03 有用でない 

 ④ 在宅療養支援病院（上記 09） 01 有用である 02 どちらでもない 03 有用でない 

 ⑤ 在宅療養後方支援病院（上記 10） 01 有用である 02 どちらでもない 03 有用でない 

■ 上記９-１の届出状況に○を付けていない特定入院料、加算等がある場合、もしくは９-２の緩和要件に対して 
「03 有用でない」を選択された場合、特定入院料、加算等、また、緩和要件が有用でない理由・ご意見等をご回答ください。 

 ９-２-１ 特定入院料、加算等、また、緩和要件が有用でない理由・ご意見等 

 

 
 
 

 
◆ 上記９-１の特定入院料、加算等以外に、病床規模を満たすことができないため、届出を希望していても届出ができない特

定入院料、加算等があればご回答ください。 

９-３ 届け出を希望していても届出ができない特定入院料、加算等 

 

 
 

 

 

問 10 貴院の入退院支援部門（入退院支援及び地域連携業務を担う部門）の設置状況などについてお伺いします。  

10-１ 入退院支援部門の設置状況（平成 30 年 11 月 1 日時点） （該当する番号１つに○） 

 01 入退院支援部門を設置している 02 入退院支援部門を設置していない 

■ 上記 10-１で「01 入退院支援部門を設置している」を選択した場合、入退院支援部門に従事する職員数をご回答ください。 

 10-１-１ 入退院支援部門に従事する職員数（平成 30 年 11 月 1 日時点） 専  従 専  任 

 ① 医師  人 人 

 ② 看護師  人 人 

 ③ 相談員  人 人 

  （うち）社会福祉士 人 人 

 ④ その他の職種（  ） 人 人 

 ⑤ ［再掲］ケアマネジャー（介護支援専門員）の資格を有する者 人 人 

■ 上記 10-１で「02 入退院支援部門を設置していない」を選択した場合、その理由をご回答ください。 

 10-１-２ 入退院支援部門を設置していない理由 （該当する選択肢の右欄に○、最も該当するもの１つには◎） 

 01 入院時点で退院支援を必要とする（見込みを含む）患者が少ないため  

 02 退院する見込みのある患者が少ないため  

 03 入退院支援部門を設置すると、経営が不安定になるおそれがあるため  

 04 入退院支援部門を担当する職員数（看護師、社会福祉士等）を十分確保できないため  

 05 入退院支援部門を設置することで、入退院支援部門に配置される職員の負担が大きくなるため  

 06 入退院支援は各病棟において実施しており、施設全体では実施していないため  

 07 地域連携が円滑に運営されており、入退院支援に多くの時間を費やす必要がないため  

 08 入退院支援部門を設置しなくても、各病棟や各職員による十分な入退院支援を行えているため  

 09 入退院支援が必要な患者がいれば、その都度、入退院支援チームを組んで対応しているため  

 10 その他（                                                                            ）  
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問 11 貴院の入退院支援に関連する項目の算定件数についてお伺いします。 

11-１ 入退院支援加算の届出の有無（平成 30 年 11 月 1 日時点） （該当する番号すべてに○） 

 01 入退院支援加算１を届出ている 04 入退院支援加算（特定地域）を届出ている 

 02 入退院支援加算２を届出ている 05 入退院支援加算を届出ていない 

 03 入退院支援加算３を届出ている  

 

11-２ 入退院支援加算に関連する項目の算定件数（平成 30 年 8 月～10 月の 3 か月間） 

① 入退院支援加算１ 件 ④ 入退院支援加算（特定地域） 件 

② 入退院支援加算２ 件 
⑤ 地域連携診療計画加算 

（入退院支援加算に係る加算に限る） 
件 

③ 入退院支援加算３ 件 
⑥ 小児加算 

（入退院支援加算１又は２に係る加算に限る）  
件 

 

11-３ [再掲] 入退院支援加算１又は２の算定件数の内訳（平成 30 年 8 月～10 月の 3 か月間） 

[再掲] 入退院支援加算１又は２の算定件数 件 

内 

訳
※
１ 

① 悪性腫瘍、認知症又は誤嚥性肺炎等の急性呼吸器感染症のいずれかであること 件 

② 緊急入院であること 件 

③ 要介護状態であるとの疑いがあるが要介護認定が未申請であること※２ 件 

④ 家族又は同居者から虐待を受けている又はその疑いがあること 件 

⑤ 生活困窮者であること 件 

⑥ 入院前に比べ ADL が低下し、退院後の生活様式の再編が必要であること（必要と推測されること） 件 

⑦ 排泄に介助を要すること 件 

⑧ 同居者の有無に関わらず、必要な養育又は介護を十分に提供できる状況にないこと 件 

⑨ 退院後に医療処置（胃瘻等の経管栄養法を含む）が必要なこと 件 

⑩ 入退院を繰り返していること 件 

⑪ その他患者の状況から判断して①から⑩までに準ずると認められる場合 件 

■ 上記 11-３で「⑪」に該当する件数が 1 以上ある場合、具体的な状態の例をご回答ください。 

 11-３-１ 具体的な状態の例 （該当件数が多い順に最大３つまで） 

 「⑪」の状態例 1 （                                                                                ） 

 「⑪」の状態例 2 （                                                                                ） 

 「⑪」の状態例 3 （                                                                                ） 

※１．内訳の各項目に記載の「退院困難な要因」のうち、複数の要因に該当する場合は、主たる要因にのみ件数を計上してください。 

※２．「③」は、介護保険法施行令（平成 10年政令第 412 号）第２条各号に規定する特定疾病を有する 40歳以上 65 歳未満の者及び 65歳以上の者に限る。 
 

11-４ 退院時共同指導料２に関連する項目の算定件数（平成 30 年 8 月～10 月の 3 か月間） 

① 退院時共同指導料２の算定件数 件 

 
（うち）リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション（ビデオ通話）が可能な機器を用
いて共同指導を行った場合 

件 

② 多機関共同指導加算の算定件数 件 

 
（うち）リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション（ビデオ通話）が可能な機器を用
いて共同指導を行った場合 

件 
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11-５ 入退院支援加算を算定する患者で退院時共同指導料２を算定した患者の退院先（平成 30 年 8 月～10 月の 3 か月間） 

[再掲] 退院時共同指導料２の算定件数（＝「11-４の①」） 件 

 

（うち）入退院支援加算を算定する患者への算定件数 件 

退 

院 

先 

の 

内 

訳 

① 自宅 件 

② 介護老人保健施設 件 

③ 介護医療院 件 

④ 介護老人福祉施設（地域密着型介護老人福祉施設を含む） 件 

⑤ 特定施設（地域密着型特定施設を含む）※１ 件 

⑥ 障害者支援施設※１ 件 

⑦ 福祉型障害児入所施設 件 

⑧ 医療型障害児入所施設 件 

※１．生活介護を行う施設又は自立訓練（機能訓練）を行う施設に限る。 

 

11-６ 退院時共同指導料２の算定にあたり共同指導に従事している職種（平成 30 年 8 月～10 月の 3 か月間）  

（該当する選択肢の右欄に○、算定にあたり最も多く関与している職種１つには◎） 

 01 医師  

 02 看護師等（保健師、助産師、看護師又は准看護師）  

 03 薬剤師  

 04 管理栄養士  

 05 理学療法士  

 06 作業療法士  

 07 言語聴覚士  

 08 社会福祉士  

 09 その他の職種（                                  ）  

 
 

問 12 貴院の入院時支援加算の届出状況などについてお伺いします。 

12-１ 入院時支援加算の届出状況（平成 30 年 11 月 1 日時点） （該当する番号１つに○） 

 01 入院時支援加算を届出ている 02 入院時支援加算を届出ていない 

■ 上記 12-１で「01 入院時支援加算を届出ている」を選択した場合、入院前支援を行う職員数をご回答ください。 

 
12-１-１ 入退院支援部門に従事する職員のうち入院前支援を行う職員数 

（平成 30 年 11 月 1 日時点） 
専  従 専  任 

 ① 看護師 人 人 

 ② 社会福祉士  人 人 

 ③ その他の職種（  ） 人 人 
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■ 上記 12-１で「01 入院時支援加算を届出ている」を選択した場合、入院時支援加算の算定件数をご回答ください。 

 12-１-２ 入院時支援加算の算定件数（平成 30 年 8 月～10 月の 3 か月間） 

 入院時支援加算の算定件数 件 

人 
 

入
院
前
に
実
施
し
た
事
項 

① 身体的・社会的・精神的背景を含めた患者情報の把握（必須） 人 

 ② 入院前に利用していた介護サービス又は福祉サービスの把握（該当する場合必須） 人 

 ③ 褥瘡に関する危険因子の評価 人 

 ④ 栄養状態の評価 人 

 ⑤ 服薬中の薬剤の確認 人 

 ⑥ 退院困難な要因の有無の評価 人 

 ⑦ 入院中に行われる治療・検査の説明 人 

 ⑧ 入院生活の説明（必須） 人 

■ 上記 12-１-２で③～⑦に記載の人数のうち、「入院時支援加算の算定件数」を下回る項目がある場合、その理由をご回答ください。  

 12-１-２-１ 入院時支援加算の算定にあたり実施していない事項があった理由 （該当する番号すべてに○） 

 01 全ての項目を入院前に実施する必要がなかったため 

 02 配置されている人数の看護師又は社会福祉士のみでは、全ての項目を実施するのは困難であったため 

 03 全ての項目を実施するには他職種（医師、薬剤師、管理栄養士等）の協力が必要であったため 

 04 その他（                                            ） 

■ 上記 12-１-２で「入院時支援加算の算定件数」が 1 件以上の場合、入院予定先の病棟職員との療養支援の計画の共有方法
についてご回答ください。 

 12-１-２-２ 入院予定先の病棟職員との療養支援の計画の共有方法 （該当する番号すべてに○） 

 01 電子カルテにより計画を共有している 

 02 入退院支援部門から病棟に計画を送付している 

 03 対面によるカンファレンス等により計画を共有している 

 04 その他（                                            ） 

■ 上記 12-１で「01 入院時支援加算を届出ている」を選択した場合、当該加算の届出による効果等をご回答ください。 

 12-１-３ 入院時支援加算の届出によりもたらされた効果等 （該当する番号すべてに○、最も該当するもの１つには◎） 

 01 治療や入院生活に対する患者の理解度が上がった  

 02 退院調整にかかる期間が短くなった  

 03 病棟での入院時の受入における患者への治療方針等の説明に係る負担が減った  

 04 病棟での入院時の受入における入院生活等の説明に係る負担が減った  

 05 患者の身体的・社会的・精神的背景を踏まえた療養環境の整備が入院前に実施できるようになった  

 06 入院前に利用していたサービスが把握できることで、退院先の見通しが立てやすくなった  

 07 入院前の服薬状況を踏まえた治療方針が立てられるようになった  

 08 褥瘡・栄養スクリーニング結果に応じた治療方針が立てやすくなった  

 09 入退院支援加算に係る退院困難な要因を有している患者の抽出が容易となった  

 10 より多くの患者に対して入院前支援を実施できるようになった  

 11 患者及び家族への説明や面会の頻度を増やすことができるようになった  

 12 特になかった  

 13 その他（                                       ）  
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■ 上記 12-１で「02 入院時支援加算を届出ていない」を選択した場合、その理由をご回答ください。 

 12-１-４ 入院時支援加算を届出ることが困難な理由 （該当する番号すべてに○、最も該当するもの１つには◎） 

 01 入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専従の看護師の配置が困難なため  

 
02 入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専任の看護師及び社会福祉士の配置が

困難なため 
 

 03 地域連携を行う十分な体制が整備できていないため  

 04 自宅等から入院する予定入院患者が少ないため  

 05 入退院支援加算を算定する患者がいないため  

 06 緊急入院が多く事前の入院支援が行えないため  

 07 他院の外来受診の後の予定入院患者が多いため  

 08 その他（                                      ）  

■ 上記 12-１で「02 入院時支援加算を届出ていない」を選択した場合、今後の届出の意向についてご回答ください。 

 12-１-５ 入院時支援加算の今後の届出の意向 （該当する番号１つに○） 

 01 届出を予定している 

 02 届出する予定はない 

 03 未定・分からない 

 

 

問 13 貴院が連携している施設についてお伺いします。 

13-１ 連携先※１の施設数（特別の関係にあるものを含む）（平成 30 年 11 月 1 日時点）  連携先の施設数 
（うち）特別の関係

にある施設数 

① 病院 施設 施設 

 （うち）在宅療養支援病院 施設 施設 

 （うち）貴院を緊急時の入院医療機関としている病院 施設 施設 

② 診療所 施設 施設 

 （うち）在宅療養支援診療所 施設 施設 

 （うち）貴院を緊急時の入院医療機関としている診療所 施設 施設 

③ 介護保険サービス事業所 施設 施設 

 （うち）訪問系サービス（訪問介護、訪問看護等） 施設 施設 

 （うち）通所系サービス（通所介護、通所リハビリテーション等） 施設 施設 

 （うち）短期滞在系サービス（短期入所生活介護等） 施設 施設 

 （うち）居住系サービス（認知症グループホーム、特定施設等） 施設 施設 

 （うち）入所系サービス（特別養護老人ホーム等） 施設 施設 

 （うち）居宅介護支援事業所 施設 施設 

④ 障害福祉サービス事業所 施設 施設 

⑤ その他の施設 施設 施設 

※１．連携先とは、「（１）転院又は退院体制等についてあらかじめ協議を行い、連携する保険医療機関、介護保険法に定める居宅サービス事

業者、地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者若しくは施設サービス事業者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者若しくは児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者等（以下「連携機関」と

いう）」であり、かつ、「（２）入退院支援部門あるいは病棟に配置されている入退院支援及び地域連携業務を担う看護師又は社会福祉

士と、それぞれの連携機関の職員が年３回以上の頻度で面会し、情報の共有等を行っている」施設等をいう。 
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問 14 貴院において、退院支援の積極的な取組みや促進等を困難にしている事項についてお伺いします。 

14-１ 退院支援の積極的な取組みや促進等を困難にしている事項 （該当する選択肢の右欄に○、最も該当するもの１つには◎）  

 01 担当患者数が多いため、患者 1人当たりの退院調整に十分な時間を割くことができない  

 02 退院支援に係る職員数が確保できないため、十分な退院調整ができない  

 03 退院支援を開始するタイミングが遅れてしまっていることが多い  

 04 病棟との情報共有が十分でないことが多い  

 05 患者・家族と面会日等を調整することが難しい  

 06 患者・家族に退院後の介護サービス等の内容を伝えることが難しい  

 07 在宅支援を行う医療・介護サービスからの連携を得ることが難しい  

 08 特にない  

 

14-２ その他に退院を困難にしている事項 （該当する選択肢の右欄に○、最も該当するもの１つには◎） 

 01 地域の中で、訪問診療を行う医療機関が少ない  

 02 地域の中で、訪問看護を行う医療機関・事業所が少ない  

 03 地域の中で、訪問リハビリテーション指導（医療保険）を行う医療機関が少ない  

 04 地域の中で、外来リハビリテーション（医療保険）を行う医療機関が少ない  

 05 地域の中で、訪問リハビリテーション（介護保険）を行う事業所が少ない  

 06 地域の中で、通所リハビリテーション（介護保険）を行う事業所が少ない  

 07 地域の中で、通所系サービス（通所リハビリテーションを除く）を行う事業所が少ない  

 08 地域の中で、短期入所サービスを行う事業所が少ない  

 09 地域の中で、看取りを行える介護施設が少ない  

 10 特にない  

 11 その他（                                                                            ）  

 

問 15 貴院で行っているＩＣＴを用いたカンファレンスについてお伺いします。 

15-１ 貴院で行っているＩＣＴを用いたカンファレンス （実施しているものの右欄に○、最も効果を感じているものに◎） 

 01 感染防止対策加算に関連するカンファレンス  

 02 入退院支援加算１に関連するカンファレンス  

 03 退院時共同指導料１，２の注１に関連するカンファレンス  

 04 退院時共同指導料２の注３に関連するカンファレンス  

 05 ハイリスク妊産婦連携指導料１，２に関連するカンファレンス  

 06 在宅患者緊急時等カンファレンス料に関連するカンファレンス  

 07 在宅患者訪問褥瘡管理指導料に関連するカンファレンス  

 08 精神科在宅患者支援管理料２のイに関連するカンファレンス  

 09 精神科在宅患者支援管理料２のロに関連するカンファレンス  

 10 その他（                                                                            ）  

 
 
 

  

- 138-



 Ｅ-施設  

 

12 

 

 

◆ 入院医療における課題などについて、ご意見があれば下欄にご記入ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

設問は以上です。ご協力 誠にありがとうございました。 

記入漏れがないかをご確認の上、平成●年●月●日（●）までに、 

同封の返信用封筒に入れてご投函ください。 
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厚生労働省 中央社会保険医療協議会 入院医療等の調査・評価分科会 平成 30 年度調査 

入院医療等における実態調査 

施 設 調 査 票（Ｆ） 
  

 特に指定がある場合を除いて、平成 30年 11月 1日現在の状況についてお答え下さい。 

 数値を記入する設問で、該当する方・施設等が無い場合は、「０」（ゼロ）をご記入下さい。 

 

◆ 本調査票のご記入者、ご連絡先についてご記入下さい。 

施設名  施設ＩＤ  

記入者氏名  電話番号  

 

◆ 貴院の基本情報について、別途 確認票（Ｗｅｂサイト参照）にてご確認ください。 
 

問１ 貴院の開設者、関連法人等についてお伺いします。 

１-１ 開設者 （該当する番号１つに○） 

 
01 国立（国、独立行政法人国立病院機構、国立大学法人、独立行政法人労働者健康安全機構、国立高度専門医療

研究センター、独立行政法人地域医療機能推進機構） 

 02 公立（都道府県、市町村、地方独立行政法人） 

 03 公的（日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会） 

 04 社会保険関係（健康保険組合及びその連合会、共済組合及びその連合会、国民健康保険組合） 

 05 医療法人（社会医療法人は含まない） 

 06 その他の法人 

 07 個人 
 

１-２ 同一の市区町村内の関連法人・グループの施設・事業所 （該当する番号すべてに○） 

 
01 病院 10 居宅介護支援事業所 

 
02 有床診療所 11 短期入所生活介護事業所 

 
03 無床診療所 12 短期入所療養介護事業所 

 
04 介護療養型医療施設 13 通所介護事業所 

 
05 介護医療院 14 通所リハビリテーション事業所 

 
06 介護老人保健施設 15 訪問看護ステーション 

 
07 介護老人福祉施設（特養） 16 訪問介護事業所 

 
08 グループホーム 17 訪問リハビリテーション事業所 

 
09 サービス付き高齢者向け住宅 18 その他（                        ） 

 

１-３ 所在地域の指定状況 （該当する番号１つに○） 

 
01 離島振興法（昭和 28 年法律第 72 号）により離島振興対策実施地域として指定された地域 

 
02 奄美群島振興開発特別措置法（昭和 29 年法律第 189 号）により指定された地域 

 
03 小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和 44 年法律第 79 号）により指定された地域 

 04 沖縄振興特別措置法（平成 14 年法律第 14 号）に規定する離島 

 
05 その他（                                            ） 

 

１-４ 離島加算の算定状況 （該当する番号１つに○） 

 
01 離島加算を算定している 02 離島加算を算定していない 
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問２ 貴院の職種別の職員数（常勤換算）についてお伺いします。 

２-１ 常勤職員・非常勤職員の合計数（常勤換算※１）（平成 30 年 11 月 1 日時点） 

① 医師 ．  人 ⑪ 臨床心理技術者 ．  人 

② 歯科医師 ．  人 ⑫ 診療放射線技師 ．  人 

③ 看護師 ．  人 ⑬ 臨床検査技師 ．  人 

④ 准看護師 ．  人 ⑭ 臨床工学技士 ．  人 

⑤ 看護補助者 ．  人 ⑮ 歯科衛生士 ．  人 

 （うち）介護福祉士 ．  人 ⑯ 相談員 ．  人 

⑥ 薬剤師 ．  人  （うち）社会福祉士 ．  人 

⑦ 管理栄養士 ．  人  （うち）精神保健福祉士 ．  人 

⑧ 理学療法士 ．  人 ⑰ 医師事務作業補助者 ．  人 

⑨ 作業療法士 ．  人 ⑱ 事務職員 ．  人 

⑩ 言語聴覚士 ．  人 ⑲ その他の職員 ．  人 

※１．非常勤職員の常勤換算の算出方法 

貴院の常勤職員の１週間の所定労働時間を基本として、下記のように常勤換算して小数第１位まで（小数点第２位を切り上げ）を記入。 

例：常勤職員の１週間の通常の勤務時間が 40時間の病院で、週４日（各日５時間）勤務の看護師が１人いる場合 

非常勤看護師数＝ 
４日×５時間×１人 

＝０.５人 
40時間 

 
 

問３ 貴院のシステム導入状況についてお伺いします。 

３-１ 電子カルテの導入状況（平成 30 年 11 月 1 日時点） （該当する番号１つに○） 

 01 導入している 02 導入していない 

 

３-２ オーダリングシステムの導入状況（平成 30 年 11 月 1 日時点） （該当する番号１つに○） 

 01 導入している 02 導入していない 

 

３-３ 医療情報連携ネットワーク※１への参加状況（平成 30 年 11 月 1 日時点） （該当する番号１つに○） 

 01 参加している 02 参加していない 

■ 上記３-３で「01 参加している」を選択した場合、患者情報の開示状況についてご回答ください。 

 ３-３-１ 参加している医療情報連携ネットワークにおける、電子カルテなどの患者情報の開示状況※２ 

（該当する番号１つに○） 

 01 開示施設である 02 開示施設ではない 

※１．地域において病病連携や病診連携など、主に電子カルテ情報を用いて医療情報の連携を行っているネットワーク。 

※２．部分的でも開示している医療情報があれば「01 開示施設である」とご回答ください。 

 
 

問４ 貴院の外来患者数、総入院患者数についてお伺いします。 

４-１ 外来患者数（平成 30 年 10 月の 1 か月間） 

① 初診の患者数 人 

 （うち）紹介状により紹介された患者数 人 

② 再診の延べ患者数 延べ      人 

③ 紹介状により他の病院または診療所に紹介した患者数 人 
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４-２ 総入院患者数（平成 30 年 11 月 1 日時点） 

① 総入院患者数※１ 人 

※１．施設全体の合計をご回答ください。 

 
 

問５ 貴院の往診や訪問診療、緊急往診、地域ケア会議の状況についてお伺いします。 

５-１ 往診や訪問診療などの状況 患者延数・件数 

① 過去 3 か月間の往診を行った患者の延数（平成 30 年 8 月～10 月の 3 か月間） 人 

② 過去 3 か月間の訪問診療を行った患者の延数（平成 30 年 8 月～10 月の 3 か月間） 人 

③ 過去 1 年間の緊急往診の実績件数（平成 29 年 11 月１日～平成 30 年 10 月 31 日） 件 

④ 過去 1 年間の地域ケア会議の出席件数（平成 29 年 11 月 1 日～平成 30 年 10 月 31 日） 件 

 
 

問６ 貴院における、医療資源の少ない地域に配慮した評価についてお伺いします。 

６-１ 特定地域に係る加算等の届出状況 （該当する番号すべてに○） 

 01 入退院支援加算（特定地域） 02 在宅療養支援診療所 

 

６-２ ６-１の届出状況に○をつけた加算等に関する「緩和要件」の評価について 

 （上記の届出状況に○を付けた項目のみ選択回答） 緩和要件に対する評価 （該当する番号１つに○） 

 ① 入退院支援加算（上記 01） 01 有用である 02 どちらでもない 03 有用でない 

 ② 在宅療養支援診療所（上記 02） 01 有用である 02 どちらでもない 03 有用でない 

■ 上記６-１の届出状況に○を付けていない加算等がある場合、もしくは６-２の緩和要件に対して「03 有用でない」を
選択された場合、緩和要件が有用でない理由・ご意見等をご回答ください。 

６-２-１ 緩和要件が有用でない理由・ご意見等 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

問７ 貴院における、地域の様々な機関との連携の状況についてお伺いします。 

７-１ 地域の様々な機関との連携の状況について （該当する番号 1つに○） 

① 自院の重症患者の急性期医療機関への緊急の紹介 
01 複数の機関と

連携 

02 １つの特定の

機関と連携 

03 連携していな

い 

② 自院の専門外の患者の、地域の医療機関へのコンサルテーション 
01 複数の機関と

連携 
02 １つの特定の

機関と連携 
03 連携していな

い 

③ 急性期治療を終えた患者の自院への受け入れ 
01 複数の機関と

連携 
02 １つの特定の

機関と連携 
03 連携していな

い 

④ 訪問・通所系介護事業所やケアマネジャー 
01 複数の機関と

連携 

02 １つの特定の

機関と連携 

03 連携していな

い 

⑤ 訪問看護事業所 
01 複数の機関と

連携 
02 １つの特定の

機関と連携 
03 連携していな

い 

 
 

  

- 142-



 Ｆ-施設  

 

4 

 

問８ 貴院の入退院支援部門（入退院支援及び地域連携業務を担う部門）の設置状況などについてお伺いします。 

８-１ 入退院支援部門の設置状況（平成 30 年 11 月 1 日時点） （該当する番号１つに○） 

 01 入退院支援部門を設置している 02 入退院支援部門を設置していない 

■ 上記８-１で「01 入退院支援部門を設置している」を選択した場合、入退院支援部門に従事する職員数をご回答ください。 

 ８-１-１ 入退院支援部門に従事する職員数（平成 30 年 11 月 1 日時点） 専  従 専  任 

 ① 医師  人 人 

 ② 看護師  人 人 

 ③ 相談員  人 人 

 
 

（うち）社会福祉士 人 人 

 ④ その他の職種（  ） 人 人 

 ⑤ ［再掲］ケアマネジャー（介護支援専門員）の資格を有する者 人 人 

■ 上記８-１で「02 入退院支援部門を設置していない」を選択した場合、その理由をご回答ください。 

 ８-１-２ 入退院支援部門を設置していない理由 （該当する選択肢の右欄に○、最も該当するもの１つには◎） 

 01 入院時点で退院支援を必要とする（見込みを含む）患者が少ないため  

 02 退院する見込みのある患者が少ないため  

 03 入退院支援部門を設置すると、経営が不安定になるおそれがあるため  

 04 入退院支援部門を担当する職員数（看護師、社会福祉士等）を十分確保できないため  

 05 入退院支援部門を設置することで、入退院支援部門に配置される職員の負担が大きくなるため  

 06 入退院支援は各病棟において実施しており、施設全体では実施していないため  

 07 地域連携が円滑に運営されており、入退院支援に多くの時間を費やす必要がないため  

 08 入退院支援部門を設置しなくても、各病棟や各職員による十分な入退院支援を行えているため  

 09 入退院支援が必要な患者がいれば、その都度、入退院支援チームを組んで対応しているため  

 10 その他（                                                                            ）  

 

 

問９ 貴院の入退院支援に関連する項目の算定件数についてお伺いします。 

９-１ 入退院支援加算の届出の有無（平成 30 年 11 月 1 日時点） （該当する番号すべてに○） 

 01 入退院支援加算１を届出ている 03 入退院支援加算（特定地域）を届出ている 

 02 入退院支援加算２を届出ている 04 入退院支援加算を届出ていない 

   

９-２ 入退院支援加算に関連する項目の算定件数（平成 30 年 8 月～10 月の 3 か月間） 

① 入退院支援加算１ 件 
④ 地域連携診療計画加算 

（入退院支援加算に係る加算に限る） 
件 

② 入退院支援加算２ 件 
⑤ 小児加算 

（入退院支援加算１又は２に係る加算に限る）  
件 

③ 入退院支援加算（特定地域） 件   

 

  

- 143-



 Ｆ-施設  

 

5 

 

 

９-３ [再掲] 入退院支援加算１又は２の算定件数の内訳（平成 30 年 8 月～10 月の 3 か月間） 

[再掲] 入退院支援加算１又は２の算定件数 件 

内 

訳
※
１ 

① 悪性腫瘍、認知症又は誤嚥性肺炎等の急性呼吸器感染症のいずれかであること 件 

② 緊急入院であること 件 

③ 要介護状態であるとの疑いがあるが要介護認定が未申請であること※２ 件 

④ 家族又は同居者から虐待を受けている又はその疑いがあること 件 

⑤ 生活困窮者であること 件 

⑥ 入院前に比べ ADL が低下し、退院後の生活様式の再編が必要であること（必要と推測されること） 件 

⑦ 排泄に介助を要すること 件 

⑧ 同居者の有無に関わらず、必要な養育又は介護を十分に提供できる状況にないこと 件 

⑨ 退院後に医療処置（胃瘻等の経管栄養法を含む）が必要なこと 件 

⑩ 入退院を繰り返していること 件 

⑪ その他患者の状況から判断して①から⑩までに準ずると認められる場合 件 

■ 上記９-３で「⑪」に該当する件数が 1 以上ある場合、具体的な状態の例をご回答ください。 

 ９-３-１ 具体的な状態の例 （該当件数が多い順に最大３つまで） 

 「⑪」の状態例 1 （                                                                                ） 

 「⑪」の状態例 2 （                                                                                ） 

 「⑪」の状態例 3 （                                                                                ） 

※１．内訳の各項目に記載の「退院困難な要因」のうち、複数の要因に該当する場合は、主たる要因にのみ件数を計上してください。 

※２．「③」は、介護保険法施行令（平成 10 年政令第 412 号）第２条各号に規定する特定疾病を有する 40 歳以上 65 歳未満の者及び 65 歳以上の者に限る。 
  

９-４ 退院時共同指導料２に関連する項目の算定件数（平成 30 年 8 月～10 月の 3 か月間） 

① 退院時共同指導料２の算定件数 件 

 
（うち）リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション（ビデオ通話）が可能な機器を
用いて共同指導を行った場合 

件 

② 多機関共同指導加算の算定件数 件 

 
（うち）リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション（ビデオ通話）が可能な機器を
用いて共同指導を行った場合 

件 

  

９-５ 入退院支援加算を算定する患者で退院時共同指導料２を算定した患者の退院先（平成 30 年 8 月～10 月の 3 か月間） 

[再掲] 退院時共同指導料２の算定件数（＝「９-４の①」） 件 

 

（うち）入退院支援加算を算定する患者への算定件数 件 

退 

院 

先 

の 

内 

訳 

① 自宅 件 

② 介護老人保健施設 件 

③ 介護医療院 件 

④ 介護老人福祉施設（地域密着型介護老人福祉施設を含む） 件 

⑤ 特定施設（地域密着型特定施設を含む）※１ 件 

⑥ 障害者支援施設※１ 件 

⑦ 福祉型障害児入所施設 件 

⑧ 医療型障害児入所施設 件 

※１．生活介護を行う施設又は自立訓練（機能訓練）を行う施設に限る。 
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９-６ 退院時共同指導料２の算定にあたり共同指導に従事している職種（平成 30 年 8 月～10 月の 3 か月間）  

（該当する選択肢の右欄に○、算定にあたり最も多く関与している職種１つには◎） 

 01 医師  

 02 看護師等（保健師、助産師、看護師又は准看護師）  

 03 薬剤師  

 04 管理栄養士  

 05 理学療法士  

 06 作業療法士  

 07 言語聴覚士  

 08 社会福祉士  

 09 その他の職種（                                  ）  

 

問 10 貴院の入院時支援加算の届出状況などについてお伺いします。 

10-１ 入院時支援加算の届出状況（平成 30 年 11 月 1 日時点） （該当する番号１つに○） 

 01 入院時支援加算を届出ている 02 入院時支援加算を届出ていない 

■ 上記 10-１で「01 入院時支援加算を届出ている」を選択した場合、入院前支援を行う職員数をご回答ください。 

 
10-１-１ 入退院支援部門に従事する職員のうち入院前支援を行う職員数 

（平成 30 年 11 月 1 日時点） 
専  従 専  任 

 ① 看護師 人 人 

 ② 社会福祉士  人 人 

 ③ その他の職種（  ） 人 人 

■ 上記 10-１で「01 入院時支援加算を届出ている」を選択した場合、入院時支援加算の算定件数をご回答ください。 

 10-１-２ 入院時支援加算の算定件数（平成 30 年 8 月～10 月の 3 か月間） 

専  従 

専  任 
 入院時支援加算の算定件数 件 

人 
 

入
院
前
に
実
施
し
た
事
項 

① 身体的・社会的・精神的背景を含めた患者情報の把握（必須） 人 

 ② 入院前に利用していた介護サービス又は福祉サービスの把握（該当する場合必須） 人 

 ③ 褥瘡に関する危険因子の評価 人 

 ④ 栄養状態の評価 人 

 ⑤ 服薬中の薬剤の確認 人 

 ⑥ 退院困難な要因の有無の評価 人 

 ⑦ 入院中に行われる治療・検査の説明 人 

 ⑧ 入院生活の説明（必須） 人 

■ 上記 10-１-２で③～⑦に記載の人数のうち、「入院時支援加算の算定件数」を下回る項目がある場合、その理由をご回答ください。  

 10-１-２-１ 入院時支援加算の算定にあたり実施していない事項があった理由 （該当する番号すべてに○） 

 01 全ての項目を入院前に実施する必要がなかったため 

 02 配置されている人数の看護師又は社会福祉士のみでは、全ての項目を実施するのは困難であったため 

 03 全ての項目を実施するには他職種（医師、薬剤師、管理栄養士等）の協力が必要であったため 

 04 その他（                                            ） 
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■ 上記 10-１-２で「入院時支援加算の算定件数」が 1 件以上の場合、入院予定先の病棟職員との療養支援の計画の共有方法
についてご回答ください。 

 10-１-２-２ 入院予定先の病棟職員との療養支援の計画の共有方法 （該当する番号すべてに○） 

 01 電子カルテにより計画を共有している 

 02 入退院支援部門から病棟に計画を送付している 

 03 対面によるカンファレンス等により計画を共有している 

 04 その他（                                            ） 

■ 上記 10-１で「01 入院時支援加算を届出ている」を選択した場合、当該加算の届出による効果等をご回答ください。 

 10-１-３ 入院時支援加算の届出によりもたらされた効果等 （該当する番号すべてに○、最も該当するもの１つには◎） 

 01 治療や入院生活に対する患者の理解度が上がった  

 02 退院調整にかかる期間が短くなった  

 03 病棟での入院時の受入における患者への治療方針等の説明に係る負担が減った  

 04 病棟での入院時の受入における入院生活等の説明に係る負担が減った  

 05 患者の身体的・社会的・精神的背景を踏まえた療養環境の整備が入院前に実施できるようになった  

 06 入院前に利用していたサービスが把握できることで、退院先の見通しが立てやすくなった  

 07 入院前の服薬状況を踏まえた治療方針が立てられるようになった  

 08 褥瘡・栄養スクリーニング結果に応じた治療方針が立てやすくなった  

 09 入退院支援加算に係る退院困難な要因を有している患者の抽出が容易となった  

 10 より多くの患者に対して入院前支援を実施できるようになった  

 11 患者及び家族への説明や面会の頻度を増やすことができるようになった  

 12 特になかった  

 13 その他（                                       ）  

■ 上記 10-１で「02 入院時支援加算を届出ていない」を選択した場合、その理由をご回答ください。 

 10-１-４ 入院時支援加算を届出ることが困難な理由 （該当する番号すべてに○、最も該当するもの１つには◎） 

 01 入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専従の看護師の配置が困難なため  

 
02 入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専任の看護師及び社会福祉士の配置が

困難なため 
 

 03 地域連携を行う十分な体制が整備できていないため  

 04 自宅等から入院する予定入院患者が少ないため  

 05 入退院支援加算を算定する患者がいないため  

 06 緊急入院が多く事前の入院支援が行えないため  

 07 他院の外来受診の後の予定入院患者が多いため  

 08 その他（                                      ）  

■ 上記 10-１で「02 入院時支援加算を届出ていない」を選択した場合、今後の届出の意向についてご回答ください。 

 10-１-５ 入院時支援加算の今後の届出の意向 （該当する番号１つに○） 

 01 届出を予定している 

 02 届出する予定はない 

 03 未定・分からない 
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問 11 貴院が連携している施設についてお伺いします。 

11-１ 連携先※１の施設数（特別の関係にあるものを含む）（平成 30 年 11 月 1 日時点）  連携先の施設数 
（うち）特別の関係

にある施設数 

① 病院 施設 施設 

 （うち）在宅療養支援病院 施設 施設 

 （うち）貴院を緊急時の入院医療機関としている病院 施設 施設 

② 診療所 施設 施設 

 （うち）在宅療養支援診療所 施設 施設 

 （うち）貴院を緊急時の入院医療機関としている診療所 施設 施設 

③ 介護保険サービス事業所 施設 施設 

 （うち）訪問系サービス（訪問介護、訪問看護等） 施設 施設 

 （うち）通所系サービス（通所介護、通所リハビリテーション等） 施設 施設 

 （うち）短期滞在系サービス（短期入所生活介護等） 施設 施設 

 （うち）居住系サービス（認知症グループホーム、特定施設等） 施設 施設 

 （うち）入所系サービス（特別養護老人ホーム等） 施設 施設 

 （うち）居宅介護支援事業所 施設 施設 

④ 障害福祉サービス事業所 施設 施設 

⑤ その他の施設 施設 施設 

※１．連携先とは、「（１）転院又は退院体制等についてあらかじめ協議を行い、連携する保険医療機関、介護保険法に定める居宅サービス
事業者、地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者若しくは施設サービス事業者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者若しくは児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者等（以下「連携機関」
という）」であり、かつ、「（２）入退院支援部門あるいは病棟に配置されている入退院支援及び地域連携業務を担う看護師又は社会福
祉士と、それぞれの連携機関の職員が年３回以上の頻度で面会し、情報の共有等を行っている」施設等をいう。 

 

問 12 貴院において、退院支援の積極的な取組みや促進等を困難にしている事項についてお伺いします。 

12-１ 退院支援の積極的な取組みや促進等を困難にしている事項 （該当する選択肢の右欄に○、最も該当するもの１つには◎）  

 01 担当患者数が多いため、患者 1 人当たりの退院調整に十分な時間を割くことができない  

 02 退院支援に係る職員数が確保できないため、十分な退院調整ができない  

 03 退院支援を開始するタイミングが遅れてしまっていることが多い  

 04 病棟との情報共有が十分でないことが多い  

 05 患者・家族と面会日等を調整することが難しい  

 06 患者・家族に退院後の介護サービス等の内容を伝えることが難しい  

 07 在宅支援を行う医療・介護サービスからの連携を得ることが難しい  

 08 特にない  
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12-２ その他に退院を困難にしている事項 （該当する選択肢の右欄に○、最も該当するもの１つには◎） 

 01 地域の中で、訪問診療を行う医療機関が少ない  

 02 地域の中で、訪問看護を行う医療機関・事業所が少ない  

 03 地域の中で、訪問リハビリテーション指導（医療保険）を行う医療機関が少ない  

 04 地域の中で、外来リハビリテーション（医療保険）を行う医療機関が少ない  

 05 地域の中で、訪問リハビリテーション（介護保険）を行う事業所が少ない  

 06 地域の中で、通所リハビリテーション（介護保険）を行う事業所が少ない  

 07 地域の中で、通所系サービス（通所リハビリテーションを除く）を行う事業所が少ない  

 08 地域の中で、短期入所サービスを行う事業所が少ない  

 09 地域の中で、看取りを行える介護施設が少ない  

 10 特にない  

 11 その他（                                                                            ）  

 
 

問 13 貴院の、今後５～10 年を見据えた運営の方向性についてお伺いします。 

13-１ 今後５～10 年を見据えた運営の方向性 （該当する番号すべてに○） 

 01 特定の診療科の専門的な診療に力を入れたい（例：分娩） 

 02 訪問診療・訪問看護など在宅医療に力を入れたい 

 03 介護保険サービスを併設するなど介護に力を入れたい 

 04 比較的軽症な患者への救急医療に力を入れたい 

 05 長期の療養のための入院に力を入れたい 

 06 介護保険施設や高齢者の居住施設を併設して運営したい 

 07 現状を維持したい 

 08 経営上の理由により、無床の診療に切り替えたい（切り替えざるを得ない を含む） 

 09 その他の理由により、無床の診療に切り替えたい（切り替えざるを得ない を含む） 

 10 病院からの退院患者を自宅・介護施設へ受け渡すことに力を入れたい 

 11 終末期の医療に力を入れたい 

 12 診療を中止する見込み（中止せざるを得ない を含む） 

 
◆ 入院医療における課題などについて、ご意見があれば下欄にご記入ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

設問は以上です。ご協力 誠にありがとうございました。 

記入漏れがないかをご確認の上、平成●年●月●日（●）までに、 

同封の返信用封筒に入れてご投函ください。 
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入院医療等における実態調査（平成30年度調査）   補助票【重症度、医療・看護必要度票】

《記入の仕方と記入例》　 「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票　評価の手引き」に基づき評価した結果を記入してください。

■ 二重枠の中に、数字（もしくは アルファベット）を一文字だけ記入してください。

記入例： B 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

悪い例１： 文字が枠にかかっている。 悪い例２： 4 文字が小さい。

■ 上下のガイドの中に、縦棒を一本だけ記入してください。0点もしくは非該当の場合は、記入は不要です。

記入例： 2点

悪い例１： 縦棒の色が薄い        悪い例２： 縦棒の線が短い

  ※「患者氏名」をマスキング（墨消し）して提出してください。   ★ 二重枠の欄に英数字をご記入ください。OCRで読取りますので、丁寧にはっきり書いていただくようお願い申し上げます。

施設
ＩＤ

―

★ 区分Eは病棟IDの記入は不要です。

  ★ 以下のマークシート欄には、「1点」もしくは「該当」のとき縦棒1本、「2点」のとき縦棒2本を上下のガイドの位置に引いてください（記入例は裏面）。   ★ 裏面の項目にもご記入ください。

■ 外泊・退院等による評価未実施

[１] 創傷処置

[２] 呼吸ケア（喀痰吸引のみの場合を除く）

[３] 点滴ライン同時３本以上の管理

[４] 心電図モニターの管理

[５] シリンジポンプの管理

[６] 輸血や血液製剤の管理

[７] 専門的な治療処置

[7-01] 抗悪性腫瘍剤の使用（注射剤のみ）

[7-02] 抗悪性腫瘍剤の内服の管理

[7-03] 麻薬の使用（注射剤のみ）

[7-04] 麻薬の内服・貼付・座剤の管理

[7-05] 放射線治療

[7-06] 免疫抑制剤の管理

[7-07] 昇圧剤の使用（注射剤のみ）

[7-08] 抗不整脈剤の使用（注射剤のみ）

[7-09] 抗血栓塞栓薬の持続点滴の使用

[7-10] ドレナージの管理

[7-11] 無菌治療室での治療

[８] 救急搬送後の入院

0点：該当日のマーク欄への記入は不要です。
1点：該当日のマーク欄に縦棒を記入してください。

実施なし：該当日のマーク欄への記入は不要です。
実施あり：該当日のマーク欄に縦棒を記入してください。

実施なし：該当日のマーク欄への記入は不要です。
実施あり：該当日のマーク欄に縦棒を記入してください。

実施なし：該当日のマーク欄への記入は不要です。
実施あり：該当日のマーク欄に縦棒を記入してください。

実施なし：該当日のマーク欄への記入は不要です。
実施あり：該当日のマーク欄に縦棒を記入してください。

0点：該当日のマーク欄への記入は不要です。
2点：該当日の左右のマーク欄に縦棒を一本ずつ記入してください。

実施なし：該当日のマーク欄への記入は不要です。
実施あり：該当日のマーク欄に縦棒を記入してください。

0点：該当日のマーク欄への記入は不要です。
1点：該当日のマーク欄に縦棒を記入してください。

1点
or

該当

0点：該当日のマーク欄への記入は不要です。
1点：該当日のマーク欄に縦棒を記入してください。

0点：該当日のマーク欄への記入は不要です。
1点：該当日のマーク欄に縦棒を記入してください。

0点：該当日のマーク欄への記入は不要です。
1点：該当日のマーク欄に縦棒を記入してください。

0点：該当日のマーク欄への記入は不要です。
1点：該当日のマーク欄に縦棒を記入してください。

0点：該当日のマーク欄への記入は不要です。
2点：該当日の左右のマーク欄に縦棒を一本ずつ記入してください。

実施なし：該当日のマーク欄への記入は不要です。
実施あり：該当日のマーク欄に縦棒を記入してください。

実施なし：該当日のマーク欄への記入は不要です。
実施あり：該当日のマーク欄に縦棒を記入してください。

実施なし：該当日のマーク欄への記入は不要です。
実施あり：該当日のマーク欄に縦棒を記入してください。

実施なし：該当日のマーク欄への記入は不要です。
実施あり：該当日のマーク欄に縦棒を記入してください。

実施なし：該当日のマーク欄への記入は不要です。
実施あり：該当日のマーク欄に縦棒を記入してください。

実施なし：該当日のマーク欄への記入は不要です。
実施あり：該当日のマーク欄に縦棒を記入してください。

患者
氏名

Ａ
 
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
及
び
処
置
等

  ★ 「入院患者票」の評価の実施日（調査基準日）を”1日目”としてください。

外泊・転棟等により評価を実施しなかった場合、該当日のマーク欄に
縦棒を記入してください。退院後の日次にも縦棒を記入してください。

患者
ＩＤ

病棟
ＩＤ

7日目1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目

５
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入院医療等における実態調査（平成30年度調査）                補助票【重症度、医療・看護必要度票（裏面）】

  ★ 以下のマークシート欄には、「1点」もしくは「該当」のとき縦棒1本、「2点」のとき縦棒2本を上下のガイドの位置に引いてください。   ★ 表面にもご記入ください。

[９] 寝返り

[10] 移乗

[11] 口腔清潔

[12] 食事摂取

[13] 衣服の着脱

[14] 診療・療養上の指示が通じる

[15] 危険行動

[16] 開頭手術（7日間）

[17] 開胸手術（7日間）

[18] 開腹手術（4日間）

[19] 骨の手術（5日間）

[20] 胸腔鏡・腹腔鏡手術（3日間）

[21] 全身麻酔・脊椎麻酔の手術（2日間）

[22] 救命等に係る内科的治療（2日間）

0点：該当日のマーク欄への記入は不要です。
1点：該当日のマーク欄に縦棒を記入してください。

0点：該当日のマーク欄への記入は不要です。
1点：該当日のマーク欄に縦棒を記入してください。

0点：該当日のマーク欄への記入は不要です。
1点：該当日のマーク欄に縦棒を記入してください。

Ｂ
 

患
者
の
状
況
等

Ｃ
 

手
術
等
の
医
学
的
状
況

0点：該当日のマーク欄への記入は不要です。
1点：該当日のマーク欄に縦棒を記入してください。

0点：該当日のマーク欄への記入は不要です。
1点：該当日のマーク欄に縦棒を記入してください。

0点：該当日のマーク欄への記入は不要です。
1点：該当日のマーク欄に縦棒を記入してください。

0点：該当日のマーク欄への記入は不要です。
1点：該当日のマーク欄に縦棒を記入してください。

0点：該当日のマーク欄への記入は不要です。
2点：該当日の左右のマーク欄に縦棒を一本ずつ記入してください。

0点：該当日のマーク欄への記入は不要です。
1点：該当日の左のマーク欄に縦棒を記入してください。
2点：該当日の左右のマーク欄に縦棒を一本ずつ記入してください。

0点：該当日のマーク欄への記入は不要です。
1点：該当日の左のマーク欄に縦棒を記入してください。
2点：該当日の左右のマーク欄に縦棒を一本ずつ記入してください。

0点：該当日のマーク欄への記入は不要です。
1点：該当日のマーク欄に縦棒を記入してください。

0点：該当日のマーク欄への記入は不要です。
1点：該当日の左のマーク欄に縦棒を記入してください。
2点：該当日の左右のマーク欄に縦棒を一本ずつ記入してください。

0点：該当日のマーク欄への記入は不要です。
1点：該当日の左のマーク欄に縦棒を記入してください。
2点：該当日の左右のマーク欄に縦棒を一本ずつ記入してください。

0点：該当日のマーク欄への記入は不要です。
1点：該当日のマーク欄に縦棒を記入してください。

2日目 3日目 4日目 5日目1日目  ★ 「入院患者票」の評価の実施日（調査基準日）を”1日目”としてください。 6日目 7日目

- 150-



◆ 調査基準日時点の医療区分・ADL区分の該当状況について 「医療区分・ADL区分に係る評価票　評価の手引き」に基づき
　　評価した結果を記入してください。

Ⅰ．医療区分・ＡＤＬ区分の該当状況

１． 医療区分の各項目の該当状況（調査基準日時点）　（各項目について該当する番号１つを選択）

1． 24時間持続して点滴を実施している状態 1．該当無 2．該当有

2．尿路感染症に対する治療を実施している状態 1．該当無 2．該当有

3．傷病等によりリハビリテーションが必要な状態 1．該当無 2．該当有

4． ８１、かつ、８３の状態 1．該当無 2．該当有

5． 消化管等の体内からの出血が反復継続している状態 1．該当無 2．該当有

6． ８２、かつ、８３の状態 1．該当無 2．該当有

7． せん妄に対する治療を実施している状態 1．該当無 2．該当有

8． ８４、かつ、８２又は８３の状態 1．該当無 2．該当有

9． 頻回の血糖検査を実施している状態 1．該当無 2．該当有

10．スモン 1．該当無 2．該当有

11．注１を参照 1．該当無 2．該当有

12．８６に該当、かつ、１～３８（１２を除く）に１項目以上該当する状態 1．該当無 2．該当有

13．中心静脈栄養を実施している状態 1．該当無 2．該当有

14．人工呼吸器を使用している状態 1．該当無 2．該当有

15．ドレーン法又は胸腔若しくは腹腔の洗浄を実施している状態 1．該当無 2．該当有

16．８５、かつ、８３の状態 1．該当無 2．該当有

17．酸素療法を実施している状態（密度の高い治療を要する状態に限る） 1．該当無 2．該当有

18．感染症の治療の必要性から隔離室での管理を実施している状態 1．該当無 2．該当有

19．筋ジストロフィー 1．該当無 2．該当有

20．多発性硬化症 1．該当無 2．該当有

21．筋萎縮性側索硬化症 1．該当無 2．該当有

22． 1．該当無 2．該当有

23．その他の指定難病等（１０及び１９～２２までを除く） 1．該当無 2．該当有

24．脊髄損傷（頸椎損傷を原因とする麻痺が四肢すべてに認められる場合に限る） 1．該当無 2．該当有

25．慢性閉塞性肺疾患（ヒュー・ジョーンズの分類がⅤ度の状態に該当する場合に限る） 1．該当無 2．該当有

26．人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、腹膜灌流又は血漿交換療法を実施している状態 1．該当無 2．該当有

27．注２を参照 1．該当無 2．該当有

【調査基準日時点】

入院医療等における実態調査
厚生労働省　中央社会保険医療協議会　入院医療等の調査・評価分科会　平成30年度調査

患者ＩＤ病棟ＩＤ

医療区分・ＡＤＬ区分票

パーキンソン病関連疾患〔進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病（ホーエン・
ヤールの重症度分類がステージ３以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度の状態に限る）〕

施設ＩＤ
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28．基本診療料の施設基準等の別表第５の３の３の患者 1．該当無 2．該当有

29．悪性腫瘍（医療用麻薬等の薬剤投与による疼痛コントロールが必要な場合に限る） 1．該当無 2．該当有

30．肺炎に対する治療を実施している状態 1．該当無 2．該当有

31． 1．該当無 2．該当有

32．末梢循環障害による下肢末端の開放創に対する治療を実施している状態 1．該当無 2．該当有

33．うつ症状に対する治療を実施している状態 1．該当無 2．該当有

34．他者に対する暴行が毎日認められる場合 1．該当無 2．該当有

35．１日８回以上の喀痰吸引を実施している状態 1．該当無 2．該当有

36．気管切開又は気管内挿管が行われている状態（発熱を伴う状態を除く） 1．該当無 2．該当有

37． 1．該当無 2．該当有

38．酸素療法を実施している状態（１７を除く） 1．該当無 2．該当有

39．８６に該当、かつ、１～３８（１２を除く）に該当しない状態 1．該当無 2．該当有

81．脱水に対する治療を実施している状態 1．該当無 2．該当有

82．頻回の嘔吐に対する治療を実施している状態 1．該当無 2．該当有

83．発熱がある状態 1．該当無 2．該当有

84．経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態 1．該当無 2．該当有

85．気管切開又は気管内挿管が行われている状態 1．該当無 2．該当有

86．医師及び看護職員により、常時、監視及び管理を実施している状態 1．該当無 2．該当有

91．身体抑制を実施している 1．該当無 2．該当有

２．

a. ベッド上の可動性 0． 0 1．1 2． 2 3．3 4．4 5．5 6．6

b. 移乗 0． 0 1．1 2． 2 3．3 4．4 5．5 6．6

c． 食事 0． 0 1．1 2． 2 3．3 4．4 5．5 6．6

d. トイレの使用 0． 0 1．1 2． 2 3．3 4．4 5．5 6．6

注１
ア

イ

ウ

エ

注２
ア

イ

ウ

褥瘡に対する治療を実施している状態（皮膚層の部分的喪失が認められる場合又は
褥瘡が2ヵ所以上に認められる場合に限る）

創傷（手術創や感染創を含む）、皮膚潰瘍又は下腿若しくは足部の蜂巣炎、膿等の感染症に対する治
療を実施している状態

平成20年3月31日において現に障害者施設等入院基本料を算定する病棟に入院している患者のうち、重度の肢体不自由児（者）、
脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病患者等であって別表第５の２又は第５の３の患者

「基本診療料の施設基準等」の別表第１２に掲げる神経難病等の患者であって、平成18年6月30日において現に特殊疾患療養病棟入院料２を
算定する療養病棟に入院している患者（仮性球麻痺の患者以外の患者に限る） （別表第５の２の患者は除く）

平成20年3月31日において現に特殊疾患療養病棟入院料２を算定する病棟に入院している患者のうち、重度の肢体不自由児（者）等、
重度の障害者（脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等を除く） （別表第５の２の患者は除く）

ＡＤＬ区分の各項目の点数（調査基準日を含む過去３日間の全勤務帯における患者に対する支援のレベル）
　（各項目について該当する番号１つを選択）

平成20年3月31日において現に障害者施設等入院基本料を算定する病棟に入院している患者のうち、重度の肢体不自由児（者）、
脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病患者等であって別表第５の２若しくは第５の３の患者

「基本診療料の施設基準等」の別表第１２に掲げる神経難病等の患者であって、平成18年6月30日において現に特殊疾患療養病棟入院料１を
算定する療養病棟に入院している患者（仮性球麻痺の患者以外の患者に限る）

平成20年3月31日において現に特殊疾患入院医療管理料を算定する病室に入院している患者のうち、
脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病患者等

平成20年3月31日において現に特殊疾患療養病棟入院料１を算定する病棟に入院している患者のうち、
脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病患者等

ご協力頂きありがとうございました。

病棟にて記入もれがないか御確認下さい。
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◆ 入棟日時点の医療区分・ADL区分の該当状況について 「医療区分・ADL区分に係る評価票　評価の手引き」に基づき
　　評価した結果を記入してください。
◆ 入棟日が平成30年3月31日以前であり、項番81～86への記入が困難な場合は、当該項目以外についてご記入ください。

Ⅰ．医療区分・ＡＤＬ区分の該当状況

１． 医療区分の各項目の該当状況（調査基準日時点）　（各項目について該当する番号１つを選択）

1． 24時間持続して点滴を実施している状態 1．該当無 2．該当有

2．尿路感染症に対する治療を実施している状態 1．該当無 2．該当有

3．傷病等によりリハビリテーションが必要な状態 1．該当無 2．該当有

4． ８１、かつ、８３の状態 1．該当無 2．該当有

5． 消化管等の体内からの出血が反復継続している状態 1．該当無 2．該当有

6． ８２、かつ、８３の状態 1．該当無 2．該当有

7． せん妄に対する治療を実施している状態 1．該当無 2．該当有

8． ８４、かつ、８２又は８３の状態 1．該当無 2．該当有

9． 頻回の血糖検査を実施している状態 1．該当無 2．該当有

10．スモン 1．該当無 2．該当有

11．注１を参照 1．該当無 2．該当有

12．８６に該当、かつ、１～３８（１２を除く）に１項目以上該当する状態 1．該当無 2．該当有

13．中心静脈栄養を実施している状態 1．該当無 2．該当有

14．人工呼吸器を使用している状態 1．該当無 2．該当有

15．ドレーン法又は胸腔若しくは腹腔の洗浄を実施している状態 1．該当無 2．該当有

16．８５、かつ、８３の状態 1．該当無 2．該当有

17．酸素療法を実施している状態（密度の高い治療を要する状態に限る） 1．該当無 2．該当有

18．感染症の治療の必要性から隔離室での管理を実施している状態 1．該当無 2．該当有

19．筋ジストロフィー 1．該当無 2．該当有

20．多発性硬化症 1．該当無 2．該当有

21．筋萎縮性側索硬化症 1．該当無 2．該当有

22． 1．該当無 2．該当有

23．その他の指定難病等（１０及び１９～２２までを除く） 1．該当無 2．該当有

24．脊髄損傷（頸椎損傷を原因とする麻痺が四肢すべてに認められる場合に限る） 1．該当無 2．該当有

25．慢性閉塞性肺疾患（ヒュー・ジョーンズの分類がⅤ度の状態に該当する場合に限る） 1．該当無 2．該当有

26．人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、腹膜灌流又は血漿交換療法を実施している状態 1．該当無 2．該当有

パーキンソン病関連疾患〔進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病（ホーエン・
ヤールの重症度分類がステージ３以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度の状態に限る）〕

施設ＩＤ

【入棟日時点】

入院医療等における実態調査
厚生労働省　中央社会保険医療協議会　入院医療等の調査・評価分科会　平成30年度調査

患者ＩＤ病棟ＩＤ

医療区分・ＡＤＬ区分票
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27．注２を参照 1．該当無 2．該当有

28．基本診療料の施設基準等の別表第５の３の３の患者 1．該当無 2．該当有

29．悪性腫瘍（医療用麻薬等の薬剤投与による疼痛コントロールが必要な場合に限る） 1．該当無 2．該当有

30．肺炎に対する治療を実施している状態 1．該当無 2．該当有

31． 1．該当無 2．該当有

32．末梢循環障害による下肢末端の開放創に対する治療を実施している状態 1．該当無 2．該当有

33．うつ症状に対する治療を実施している状態 1．該当無 2．該当有

34．他者に対する暴行が毎日認められる場合 1．該当無 2．該当有

35．１日８回以上の喀痰吸引を実施している状態 1．該当無 2．該当有

36．気管切開又は気管内挿管が行われている状態（発熱を伴う状態を除く） 1．該当無 2．該当有

37． 1．該当無 2．該当有

38．酸素療法を実施している状態（１７を除く） 1．該当無 2．該当有

39．８６に該当、かつ、１～３８（１２を除く）に該当しない状態 1．該当無 2．該当有

81．脱水に対する治療を実施している状態 1．該当無 2．該当有

82．頻回の嘔吐に対する治療を実施している状態 1．該当無 2．該当有

83．発熱がある状態 1．該当無 2．該当有

84．経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態 1．該当無 2．該当有

85．気管切開又は気管内挿管が行われている状態 1．該当無 2．該当有

86．医師及び看護職員により、常時、監視及び管理を実施している状態 1．該当無 2．該当有

91．身体抑制を実施している 1．該当無 2．該当有

２．

a. ベッド上の可動性 0． 0 1．1 2． 2 3．3 4．4 5．5 6．6

b. 移乗 0． 0 1．1 2． 2 3．3 4．4 5．5 6．6

c． 食事 0． 0 1．1 2． 2 3．3 4．4 5．5 6．6

d. トイレの使用 0． 0 1．1 2． 2 3．3 4．4 5．5 6．6

注１
ア

イ

ウ

エ

注２
ア

イ

ウ

ご協力頂きありがとうございました。

病棟にて記入もれがないか御確認下さい。


平成20年3月31日において現に特殊疾患入院医療管理料を算定する病室に入院している患者のうち、
脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病患者等

平成20年3月31日において現に障害者施設等入院基本料を算定する病棟に入院している患者のうち、重度の肢体不自由児（者）、
脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病患者等であって別表第５の２又は第５の３の患者

「基本診療料の施設基準等」の別表第１２に掲げる神経難病等の患者であって、平成18年6月30日において現に特殊疾患療養病棟入院料２を
算定する療養病棟に入院している患者（仮性球麻痺の患者以外の患者に限る） （別表第５の２の患者は除く）

平成20年3月31日において現に特殊疾患療養病棟入院料２を算定する病棟に入院している患者のうち、重度の肢体不自由児（者）等、
重度の障害者（脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等を除く） （別表第５の２の患者は除く）

ＡＤＬ区分の各項目の点数（調査基準日を含む過去３日間の全勤務帯における患者に対する支援のレベル）
　（各項目について該当する番号１つを選択）

平成20年3月31日において現に障害者施設等入院基本料を算定する病棟に入院している患者のうち、重度の肢体不自由児（者）、
脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病患者等であって別表第５の２若しくは第５の３の患者

「基本診療料の施設基準等」の別表第１２に掲げる神経難病等の患者であって、平成18年6月30日において現に特殊疾患療養病棟入院料１を
算定する療養病棟に入院している患者（仮性球麻痺の患者以外の患者に限る）

平成20年3月31日において現に特殊疾患療養病棟入院料１を算定する病棟に入院している患者のうち、
脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病患者等

褥瘡に対する治療を実施している状態（皮膚層の部分的喪失が認められる場合又は
褥瘡が2ヵ所以上に認められる場合に限る）

創傷（手術創や感染創を含む）、皮膚潰瘍又は下腿若しくは足部の蜂巣炎、膿等の感染症に対する治
療を実施している状態
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◆ 調査基準日から3か月前時点の医療区分・ADL区分の該当状況について 「医療区分・ADL区分に係る評価票　評価の手引き」
　　に基づき評価した結果を記入してください。
◆ 調査基準日から3か月前に入院していた場合のみ、ご記入ください。

Ⅰ．医療区分・ＡＤＬ区分の該当状況

１． 医療区分の各項目の該当状況（調査基準日時点）　（各項目について該当する番号１つを選択）

1． 24時間持続して点滴を実施している状態 1．該当無 2．該当有

2．尿路感染症に対する治療を実施している状態 1．該当無 2．該当有

3．傷病等によりリハビリテーションが必要な状態 1．該当無 2．該当有

4． ８１、かつ、８３の状態 1．該当無 2．該当有

5． 消化管等の体内からの出血が反復継続している状態 1．該当無 2．該当有

6． ８２、かつ、８３の状態 1．該当無 2．該当有

7． せん妄に対する治療を実施している状態 1．該当無 2．該当有

8． ８４、かつ、８２又は８３の状態 1．該当無 2．該当有

9． 頻回の血糖検査を実施している状態 1．該当無 2．該当有

10．スモン 1．該当無 2．該当有

11．注１を参照 1．該当無 2．該当有

12．８６に該当、かつ、１～３８（１２を除く）に１項目以上該当する状態 1．該当無 2．該当有

13．中心静脈栄養を実施している状態 1．該当無 2．該当有

14．人工呼吸器を使用している状態 1．該当無 2．該当有

15．ドレーン法又は胸腔若しくは腹腔の洗浄を実施している状態 1．該当無 2．該当有

16．８５、かつ、８３の状態 1．該当無 2．該当有

17．酸素療法を実施している状態（密度の高い治療を要する状態に限る） 1．該当無 2．該当有

18．感染症の治療の必要性から隔離室での管理を実施している状態 1．該当無 2．該当有

19．筋ジストロフィー 1．該当無 2．該当有

20．多発性硬化症 1．該当無 2．該当有

21．筋萎縮性側索硬化症 1．該当無 2．該当有

22． 1．該当無 2．該当有

23．その他の指定難病等（１０及び１９～２２までを除く） 1．該当無 2．該当有

24．脊髄損傷（頸椎損傷を原因とする麻痺が四肢すべてに認められる場合に限る） 1．該当無 2．該当有

25．慢性閉塞性肺疾患（ヒュー・ジョーンズの分類がⅤ度の状態に該当する場合に限る） 1．該当無 2．該当有

26．人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、腹膜灌流又は血漿交換療法を実施している状態 1．該当無 2．該当有

パーキンソン病関連疾患〔進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病（ホーエン・
ヤールの重症度分類がステージ３以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度の状態に限る）〕

施設ＩＤ

【調査基準日から3か月前時点】

入院医療等における実態調査
厚生労働省　中央社会保険医療協議会　入院医療等の調査・評価分科会　平成30年度調査

患者ＩＤ病棟ＩＤ

医療区分・ＡＤＬ区分票
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27．注２を参照 1．該当無 2．該当有

28．基本診療料の施設基準等の別表第５の３の３の患者 1．該当無 2．該当有

29．悪性腫瘍（医療用麻薬等の薬剤投与による疼痛コントロールが必要な場合に限る） 1．該当無 2．該当有

30．肺炎に対する治療を実施している状態 1．該当無 2．該当有

31． 1．該当無 2．該当有

32．末梢循環障害による下肢末端の開放創に対する治療を実施している状態 1．該当無 2．該当有

33．うつ症状に対する治療を実施している状態 1．該当無 2．該当有

34．他者に対する暴行が毎日認められる場合 1．該当無 2．該当有

35．１日８回以上の喀痰吸引を実施している状態 1．該当無 2．該当有

36．気管切開又は気管内挿管が行われている状態（発熱を伴う状態を除く） 1．該当無 2．該当有

37． 1．該当無 2．該当有

38．酸素療法を実施している状態（１７を除く） 1．該当無 2．該当有

39．８６に該当、かつ、１～３８（１２を除く）に該当しない状態 1．該当無 2．該当有

81．脱水に対する治療を実施している状態 1．該当無 2．該当有

82．頻回の嘔吐に対する治療を実施している状態 1．該当無 2．該当有

83．発熱がある状態 1．該当無 2．該当有

84．経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態 1．該当無 2．該当有

85．気管切開又は気管内挿管が行われている状態 1．該当無 2．該当有

86．医師及び看護職員により、常時、監視及び管理を実施している状態 1．該当無 2．該当有

91．身体抑制を実施している 1．該当無 2．該当有

２．

a. ベッド上の可動性 0． 0 1．1 2． 2 3．3 4．4 5．5 6．6

b. 移乗 0． 0 1．1 2． 2 3．3 4．4 5．5 6．6

c． 食事 0． 0 1．1 2． 2 3．3 4．4 5．5 6．6

d. トイレの使用 0． 0 1．1 2． 2 3．3 4．4 5．5 6．6

注１
ア

イ

ウ

エ

注２
ア

イ

ウ

ご協力頂きありがとうございました。

病棟にて記入もれがないか御確認下さい。


平成20年3月31日において現に特殊疾患入院医療管理料を算定する病室に入院している患者のうち、
脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病患者等

平成20年3月31日において現に障害者施設等入院基本料を算定する病棟に入院している患者のうち、重度の肢体不自由児（者）、
脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病患者等であって別表第５の２又は第５の３の患者

「基本診療料の施設基準等」の別表第１２に掲げる神経難病等の患者であって、平成18年6月30日において現に特殊疾患療養病棟入院料２を
算定する療養病棟に入院している患者（仮性球麻痺の患者以外の患者に限る） （別表第５の２の患者は除く）

平成20年3月31日において現に特殊疾患療養病棟入院料２を算定する病棟に入院している患者のうち、重度の肢体不自由児（者）等、
重度の障害者（脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等を除く） （別表第５の２の患者は除く）

ＡＤＬ区分の各項目の点数（調査基準日を含む過去３日間の全勤務帯における患者に対する支援のレベル）
　（各項目について該当する番号１つを選択）

平成20年3月31日において現に障害者施設等入院基本料を算定する病棟に入院している患者のうち、重度の肢体不自由児（者）、
脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病患者等であって別表第５の２若しくは第５の３の患者

「基本診療料の施設基準等」の別表第１２に掲げる神経難病等の患者であって、平成18年6月30日において現に特殊疾患療養病棟入院料１を
算定する療養病棟に入院している患者（仮性球麻痺の患者以外の患者に限る）

平成20年3月31日において現に特殊疾患療養病棟入院料１を算定する病棟に入院している患者のうち、
脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病患者等

褥瘡に対する治療を実施している状態（皮膚層の部分的喪失が認められる場合又は
褥瘡が2ヵ所以上に認められる場合に限る）

創傷（手術創や感染創を含む）、皮膚潰瘍又は下腿若しくは足部の蜂巣炎、膿等の感染症に対する治
療を実施している状態
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1 

 

答申附帯意見に関する事項等の検討の進め方について(案) 

 

○ 平成 30 年度診療報酬改定の影響等については、答申附帯意見を踏まえ、調査検証や、検

討を行う必要がある。別添の通り、それぞれの検討の場において、平成 30 年度診療報酬改定

の影響の検証とともに、次期診療報酬改定に向けて、調査及び必要な検討に入ることとしては

どうか。 

 

○ そのほか、調査実施小委員会、基本問題小委員会、保険医療材料専門部会、医療技術評価

分科会において、次期診療報酬改定に向けて、検討を進めることとしてはどうか。 

 

  

中医協  総－２ 

３０．４．２５（改） 

 

中医協 診－１参考２ 

３ ０ ． １ １ ． ７ 
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別添 

答申書附帯意見 

主な検討の場 

※は調査を行わないも

の。 

（入院医療） 

１ 今回改定で再編・統合した急性期一般入院基本料、地域一般入院基本料、療

養病棟入院基本料等（救急医療に関する評価を含む。）に係る、在宅復帰・病

床機能連携率、重症度、医療・看護必要度、医療区分、リハビリテーションの実

績指数等の指標及び看護職員の配置の状況について調査・検証するととも

に、特定機能病院入院基本料等のその他の病棟の評価体系も含めた、入院

医療機能のより適切な評価指標や測定方法等、医療機能の分化・強化、連携

の推進に資する評価の在り方について引き続き検討すること。 

入院医療等に関する

調査・評価分科会、 

ＤＰＣ評価分科会 

２ データに基づくアウトカム評価の推進の観点から、より適切な評価に資するデ

ータ提出項目の追加やデータ提出を要件化する対象病棟の拡大等について引

き続き検討すること。 

入院医療等に関する

調査・評価分科会、 

ＤＰＣ評価分科会 

※ 

（DPC制度） 

３ 調整係数の機能評価係数Ⅱへの置換え完了等を踏まえ、ＤＰＣ制度以外の入

院医療とともに、ＤＰＣ制度の適切かつ安定的な運用について、引き続き推進

すること。 

入院医療等に関する

調査・評価分科会、 

ＤＰＣ評価分科会 

（外来医療、在宅医療、かかりつけ機能） 

４ 外来医療の在り方に係る今後の方向性を踏まえ、紹介状なしで大病院を受診

した場合の定額負担の対象医療機関の範囲拡大、地域包括診療料等の見直

し、かかりつけ医機能を有する医療機関の新たな評価等の影響を調査・検証

し、かかりつけ医機能を有する医療機関と専門医療機関との機能分化・連携強

化に資する評価の在り方について引き続き検討すること。 

検証部会 

５ かかりつけ医機能を有する医療機関を含む在宅医療の提供体制の確保や、

個々の患者の特性に応じた質の高い在宅医療と訪問看護の推進に資する評

価の在り方について、歯科訪問診療や在宅薬学管理を含め、引き続き検討す

ること。 

検証部会 

（医薬品の適正使用） 

６ 向精神薬や抗菌薬等をはじめ、医薬品の適正使用の取組推進と併せて、医

薬品の長期処方・多剤処方、処方箋様式や医療機関と薬局の連携等の在り方

について引き続き検討すること。 

検証部会 

（生活習慣病の医学管理、オンライン診療等） 

７ 生活習慣病管理料を含む生活習慣病の診断・治療に係る評価の見直しの影

響を調査・検証し、エビデンスに基づく生活習慣病の重症化予防のより効率的・

効果的な推進の在り方について引き続き検討すること。 

検証部会 
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８ オンラインシステム等の通信技術を用いた診療の評価の新設に係る影響を調

査・検証するとともに、対面診療と適切に組み合わせたＩＣＴを活用した効果的・

効率的な外来・在宅医療の提供や、遠隔でのモニタリング等に係る評価の在り

方について引き続き検討すること。 

検証部会 

（医療と介護の連携） 

９ 介護保険制度における介護療養型医療施設及び老人性認知症疾患療養病

棟の見直し、介護医療院の創設等の方向性を踏まえつつ、 

① 医療と介護が適切に連携した患者が望む場所での看取りの実現、 

② 維持期・生活期のリハビリテーションの介護保険への移行等を踏まえ、切

れ目のないリハビリテーションの推進、 

③ 有床診療所をはじめとする地域包括ケアを担う医療機関・訪問看護ステー

ションと、居宅介護支援専門員や介護保険施設等の関係者・関係機関との

連携の推進 

に資する評価の在り方について引き続き検討すること。 

総会 

（検証部会、入院医療

等に関する調査・評価

分科会） 

（医療従事者の負担軽減、働き方改革） 

10 常勤配置や勤務場所等に係る要件の緩和等の影響を調査・検証し、医療従

事者の負担軽減、働き方改革の推進に資する評価の在り方について引き続き

検討すること。      

また、診療報酬請求等に係る業務の効率化・合理化に係る取組について引

き続き推進すること。 

検証部会 

（データの利活用） 

11 診療報酬に関するデータの利活用の推進に係る取組について引き続き推進

するとともに、平成 32 年度に向けたレセプト様式や診療報酬コード体系の抜本

的な見直しについて、郵便番号の追加を含め、次期診療報酬改定での対応に

ついて、引き続き検討すること。 

総会 

※ 

（歯科診療報酬） 

12 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の評価の見直しによる影響や、歯

科疾患管理料に係る加算の新設の影響及び継続的管理の実施状況等を調

査・検証し、かかりつけ歯科医の機能の評価や口腔疾患の継続的な管理の在

り方について引き続き検討すること。 

検証部会 

13 院内感染対策に係る初診料・再診料の見直しの影響を把握し、院内感染対

策の推進に資する評価の在り方について引き続き検討すること。 

総会 

（検証部会） 

（調剤報酬） 

14 服薬情報の一元的・継続的な把握とそれに基づく薬学的管理・指導を行うか

かりつけ薬剤師の取組状況やいわゆる大型門前薬局等の評価の適正化によ

る影響を調査・検証し、患者本位の医薬分業を実現するための調剤報酬の在

り方について引き続き検討すること。 

検証部会 
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（後発医薬品の使用促進） 

15 後発医薬品の数量シェア 80％目標の達成に向けて、医療機関や薬局におけ

る使用状況を調査・検証し、薬価の在り方や診療報酬における更なる使用促進

策について引き続き検討すること。 

検証部会  

（薬価制度の抜本改革） 

16 「薬価制度の抜本改革について 骨子」に基づき、薬価制度の抜本改革によ

る関係者への影響を検証した上で、必要な対応について引き続き検討するこ

と。 

また、基礎的医薬品への対応の在り方について引き続き検討すること。 

調査実施小委、 

薬価専門部会 

（費用対効果評価） 

17 試行的実施において明らかとなった技術的課題への対応策とともに、本格実

施の具体的内容について引き続き検討を行い、平成 30 年度中に結論を得るこ

と。 

費用対効果評価専門

部会、薬価専門部会、

保険医療材料専門部会 

※ 

（明細書の無料発行） 

18 現行のレセプト様式の見直しが予定されている平成 32 年度に向けて、明細

書の無料発行の更なる促進の取組について引き続き検討すること。 

総会 

（検証部会） 

（医療技術の評価） 

19 先進医療を含む新規医療技術の評価の在り方について、医療技術評価分科

会と先進医療会議との連携・役割分担を含め、引き続き検討すること。また、手

術手技をはじめとした技術評価（分類）について、関係有識者と連携しながら、

国際的な動向も踏まえつつ、体系化を引き続き推進すること。 

診療報酬基本問題小

委員会 

医療技術評価分科会、 

先進医療会議 

※ 

（その他） 

20 ニコチン依存症管理料の適切な評価、医療用保湿剤の適正な処方及び精神

科入院患者の地域移行の推進等について引き続き検討すること。 

総会 

（検証部会） 

 

３

． 



○ 診療報酬を算定するに当たり、施設基準の届出等が必要となる主なものについて、各年７月１日現在における届出状況を取り纏めたものである。
○ 現時点の集計値であり、今後修正の可能性がある。
○ 届出状況については、地方厚生（支）局において閲覧に供することとしている。

１ 初・再診料関係

・診療時間以外の時間において、患者又はその家族等から電話等により療養に関する意見を

求められた場合に、対応できる体制にある

・時間外対応の体制に応じて1～3に区分

・診療所において、脂質異常症、高脂血症、糖尿病又は認知症のうち2以上の疾患を有する患者に対し

て、療養上必要な指導等を行うにつき必要な体制が整備されている

平成２８年

10,323

15,654

182

5,238

届出医療機関数

平成２９年

10,337

15,524

183

名称 施設基準の概要

地域包括診療加算

時間外対応加算

1

2

3

主な施設基準の届出状況等

4,8784,701

平成２７年

9,999

15,729

178

中医協 総－８－１
３０．１１．１４

1



２ 入院料等関係
（１） 入院基本料

・一般病棟における看護実質配置・看護師比率、平均在院日数に応じて7対1から15対1に区分

・療養病棟における医療区分等に応じて区分

・結核病棟における看護実質配置・看護師比率に応じて7対1から20対1に区分

・精神病棟における看護実質配置・看護師比率、平均在院日数に応じて10対1から20対1に区分

・特定機能病院の一般病棟における看護実質配置・看護師比率、平均在院日数に応じて

7対1から10対1に区分

・特定機能病院の結核病棟における看護実質配置・看護師比率に応じて

7対1から15対1に区分

・特定機能病院の精神病棟における看護実質配置・看護師比率、平均在院日数に応じて

7対1から15対1に区分

・専門病院の一般病棟における看護実質配置・看護師比率、平均在院日数に応じて7対1から13対1に

区分

・児童福祉法に規定する肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設等の一般病棟

・重度の肢体不自由児(者)等を概ね7割以上入院させている一般病棟

・上記について、看護実質配置・看護師比率に応じて7対1から15対1に区分

・看護配置に応じて1～6に区分 (診療所) (診療所) (診療所)

(病床数) (病床数) (病床数)

・看護配置及び看護補助配置基準を満たしたもの (診療所) (診療所) (診療所)

・患者の医療区分等に応じて区分 (病床数) (病床数) (病床数)

66,800

5,667

75,442

701

6,402

2,912

22

165

7,283

862

1,405

58,343

10

10

173

70

71

4,594

1,240

2,829

157,208

84

1,340

3,511

4,900

221,514

183

185

平成２８年

5,013

14,129

631,389

届出医療機関数
(上段:医療機関数/中段:病棟数/下段:病床数)

563

5,523

2,910

21

144

6,513

67,341

5,372

863

71,913

1,424

72

183

202

4,497

1,233

2,777

154,295

85

1,335

58,446

3,456

4,726

222,344

70

10

10

173

13,247

617,411

平成２９年

4,980

名称 施設基準の概要

一般病棟入院基本料

結核病棟入院基本料

療養病棟入院基本料

精神病棟入院基本料

特定機能病院入院基本料

有床診療所入院基本料

障害者施設等入院基本料

専門病院入院基本料

有床診療所療養病床入院基
本料

一般
病棟

結核
病棟

精神
病棟

平成２７年

5,072

14,219

647,288

3,537

4,950

221,698

183

185

4,539

1,249

2,988

160,967

84

1,348

58,843

10

10

171

70

72

2,928

22

166

7,389

866

1,409

66,970

5,878

78,214

751

6,850

2



（２） 入院基本料等加算

・特定機能病院及び専門病院入院基本料を算定する病棟を有する病院以外の病院

・急性期医療を行うにつき十分な体制が整備されている

・病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されている 等

・急性期医療の実績等に応じて1～3に区分

・脳卒中の診療につき十分な経験を有する専任の常勤医師の配置

・薬剤師が常時配置されている 等

・診療記録管理を行うに必要な体制、適切な施設及び設備の整備 等

・診療記録管理者の配置に応じて1及び2に区分

・急性期医療を担う病院

・医師の事務作業を補助することに十分な体制が整備 等

・医師事務作業補助者が業務を行う場所等に応じて1及び2に区分

・医師事務作業補助者の配置基準に応じて15対1～100対1に区分

・急性期医療を担う病院

・一日に看護補助を行う看護補助者の数が一定数以上である

・病院勤務医及び看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されている 等

・看護補助者の配置基準等に応じて25対1～75対1に区分

・急性期医療を担う病院 ・看護職員の実質配置が12対1以上

・病院勤務医及び看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されている 等

・重度の肢体不自由児(者)等を概ね7割以上入院させている一般病棟、精神病棟又は有床診療所

・看護要員の実質配置が10対1以上 等

・当該病棟において、看護職員の最小必要数の7割以上が看護師である 等

・当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数が一定数以上である

・病院勤務医及び看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されている 等

・1床あたりの平均床面積が8平方メートル以上ある病室 等

・常時監視を要し、重症者等の看護を行うにつき十分な看護師等の配置

・個室又は2人部屋の病床であって、重症者等を入院させるのに適したもの 等

2 304 2 41 2

913

1,173

2,593

3,035

2,598

2,665

663

1,652

1,076

-

807

1

2

1,240 1,382

2,769

798

1 32

3 265

1 1,109

平成２８年

103

797

1

3 186

看護補助加算 2,514

届出医療機関数

2,706

1,758

1,020

917

1,175看護配置加算

3,135

2,574

平成２９年

858

1,481

37

2,747

名称 施設基準の概要

総合入院体制加算

2,797

超急性期脳卒中加算

1,419

医師事務作業補助体制加算

診療録管理体制加算

急性期看護補助体制加算

特殊疾患入院施設管理加算

看護職員夜間配置加算

療養環境加算

重症者等療養環境特別加算

2

平成２７年

1 4

2,594

2,640

405

909

1,155

2,664

2,921

3



・長期にわたる療養を行うにつき十分な構造設備、必要な器械・器具が具備されている

機能訓練室、適切な施設

・医療法施行規則に定める医師・看護師等の員数以上の配置 等

・床面積、廊下幅等に応じて1及び2に区分

・長期にわたる療養を行うにつき十分な構造設備、機能訓練室、適切な施設

・医療法施行規則に定める医師・看護師等の員数以上の配置

・療養環境の改善に資する計画を策定して報告 等

・床面積、必要な器械・器具の有無に応じて1及び2に区分

・長期にわたる療養を行うにつき十分な構造設備、機能訓練室

・医療法施行規則に定める医師及び看護師等の員数以上の配置

・1床あたりの床面積6.4平方メートル以上、廊下幅1.8メートル以上、食堂・談話室の設置 等

・長期にわたる療養を行うにつき十分な構造設備、機能訓練室

・療養環境の改善に資する計画を策定して報告 等

・緩和ケアに係る専従のチーム(医師2名、看護師及び薬剤師)の設置

・(財)日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている 等

・身体症状、精神症状の緩和を担当する常勤医師及び緩和ケアの経験を有する常勤看護師の配置

・夜間に看護職員を1名以上配置 等

・「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」により都道府県知事が指定する精神病院

・医療保護入院のための必要な専用病床の確保 等

・医療法施行規則に定める医師の員数(療養病棟に係るものに限る。)以上の配置

・当該地域の精神科救急医療体制確保のため整備された精神科救急医療施設 等

・地域移行を推進する部門を設置、組織的に実施する体制が整備

・当該部門に専従の精神保健福祉士が配置 等

・当該病棟に専任の内科又は外科の医師が配置

・精神科以外の診療科の医療体制との連携が取られている病棟 等

・精神医療に係る専門的知識を有したチーム(医師、看護師、精神保健福祉士等)の設置

・病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されている 等

・アルコール依存症の診療を行うにつき必要な体制が整備されている

・摂食障害の診療を行うにつき必要な体制が整備されている

・栄養管理に係るチーム(医師、看護師、薬剤師、管理栄養士等)の設置

・病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されている 等

・医療安全対策に係る研修を受けた専従の薬剤師、看護師等を医療安全管理者として配置

・医療安全管理部門を設置し、組織的に医療安全対策を実施する体制を整備

・当該保険医療機関内に患者相談窓口を設置 等

・医療安全管理者の専従要件に応じて1及び2に区分

1,7711,748

1,848

1,786

1,878

97

1,182

280

381

160

326

1,118

129

2,029

393

162

339

1,119

230

234

502

421

50

104

429

391

46

400

89

236

287

165

2,032

1,166

235

94

2

4852

診療所療養病床療養環境加
算

療養病棟療養環境改善加算

1

療養病棟療養環境加算

1

精神科リエゾンチーム加算

有床診療所緩和ケア診療加
算

重度アルコール依存症入院
医療管理加算

1

摂食障害入院医療管理加算

2

精神科地域移行実施加算

栄養サポートチーム加算

精神科身体合併症管理加算

精神病棟入院時医学管理加
算

診療所療養病床療養環境改
善加算

緩和ケア診療加算

精神科応急入院施設管理加
算

医療安全対策加算

1,980

514

453

444

52

117

224

274

1,102

71

236

369

154

329

1,793

94

1,194

4



・感染防止対策部門に、感染制御チーム(医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師)を組織

・感染防止対策加算を算定する医療機関と年4回程以上の合同カンファレンス

・院内の抗菌薬の適正使用を監視するための体制を整備 等

・感染制御チームの研修要件及び専従要件に応じて1及び2に区分

・患者からの相談に対する窓口に専任の医師、看護師、社会福祉士等1名以上を配置

・患者のサポート等に関するマニュアルの作成、報告体制の整備、職員への研修等を実施

・褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた専従の看護師等を褥瘡管理者として配置

・褥瘡の早期発見及び重症化予防のための総合的な褥瘡管理対策を行う体制の整備 等

・専ら産婦人科又は産科に従事する医師が1名以上配置 等

・専ら産婦人科又は産科に従事する常勤医師が3名以上配置

・常勤の助産師が3名以上配置

・1年間の分娩実施件数が120件以上で、実施件数等を当該保険医療機関に掲示 等

・精神科救急患者の転院体制について、精神科救急搬送患者地域連携受入加算に係る届出を行っている

保険医療機関との間であらかじめ協議を行っている 等

・精神科救急患者の転院体制について、精神科救急搬送患者地域連携紹介加算に係る届出を行っている

保険医療機関との間であらかじめ協議を行っている 等

・高齢者の総合的な機能評価を適切に実施

・高齢者の総合的な機能評価に係る研修を受けた医師又は歯科医師が1名以上配置 等

・人工呼吸器の離脱のために必要な診療を行うにつき十分な体制が整備されている

・病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されている 等

・後発医薬品の使用を促進するための体制が整備されている 等

・使用することを決定した医薬品のうち後発医薬品の割合に応じて1～3に区分

・病棟ごとに専任の薬剤師が配置されている

・薬剤師が実施する病棟薬剤業務が十分な時間(1病棟1週当たり20時間相当以上)が確保されている 等

・病棟薬剤師の配置要件等に応じて1及び2に区分

・診療録管理体制加算に係る届出を行っている保険医療機関 等

・病棟への退院支援職員の配置を行う 等

・認知症症状を考慮した看護計画を作成・実施し、定期的にその評価を行う

・専従の認知症ケアチームを設置

11 1,241 1 1,537

2 1,185

1 1,415

2 263

2 431 2

- 3 236 3 214

1 1,567

2 337

3,255

1,304病棟薬剤業務実施加算

データ提出加算 3,5593,020

退院支援加算

1,249

2,652

3,357

733

4,156

502

613

1,866

477

- 4,215

751

1,989

690

155

1,993

462

1,927

509

159

2,583

613

1

認知症ケア加算 -

1,980

698

1,296

2,678

3,173

2

呼吸ケアチーム加算

ハイリスク妊娠管理加算

後発医薬品使用体制加算

感染防止対策加算

ハイリスク分娩管理加算

褥瘡ハイリスク患者ケア加
算

患者サポート体制充実加算

精神科救急搬送患者地域連
携紹介加算

精神科救急搬送患者地域連
携受入加算

総合評価加算

2,647

3,422

704

1,174

1,988

683

437

154

615

1,814

5



・病床数が100床以上で、内科、外科を標榜し、当該診療科に係る入院医療を提供している

・第2次救急医療体制を有している 等

・精神疾患患者の身体合併症治療の体制等を整備する精神病棟

・病床数が100床以上で、内科、外科、耳鼻科、眼科、整形外科及び精神科を標榜している 等

（３） 特定入院料

・救命救急センターを有する病院

・重篤な救急患者に対する医療を行うにつき必要な医師及び看護師の常時配置

・重篤な救急患者に対する医療を行うにつき十分な専用施設 等

・特定集中治療室管理料の施設基準を満たしているかに応じて1～4に区分

・集中治療を行う専任の医師を常時配置

・常時、入院患者数と看護師数の比が2対1以上

・集中治療を行うにつき十分な専用施設 等

・集中治療を行うにつき必要な医師の常時配置及び看護配置等に応じて1～4に区分

・常時、入院患者数と看護師数の比が4対1以上

・特定集中治療室に準じる設備 等

・重症度等を満たしている患者の割合に応じて1及び2に区分

・病院の治療室を単位とし、治療室の病床数は30床以下

・脳卒中ケアユニット入院医療管理を行うにつき必要な医師の常時配置

・常時、入院患者数と看護師数の比が3対1以上

・小児集中治療を行う専任の小児科の医師を常時配置

・常時、入院患者数と看護師数の比が2対1以上

・他保険医療機関から転院してきた急性期治療中の患者が直近1年間に20名以上 等

・集中治療を行うにつき必要な医師等の常時配置

・常時、入院患者数と助産師又は看護師の数の比が3対1以上

・集中治療を行うにつき十分な専用施設 等

・医師配置や新生児の受入実績等に応じて1及び2に区分

・集中治療を行うにつき必要な医師等の常時配置

・常時、入院患者数と助産師又は看護師の数の比が3対1以上 母体・胎児集中治療室管理料 (病床数) (病床数) (病床数)

・集中治療を行うにつき十分な専用施設 等 新生児集中治療室管理料 (病床数) (病床数) (病床数)

・新生児治療回復室入院医療管理を行うにつき必要な小児科の専任の医師の常時配置

・常時、入院患者数と助産師又は看護師の数の比が6対1以上

・新生児治療回復室入院医療管理を行うにつき十分な構造設備 等

195
2,733

138
1,004

7
84

91

813

139

802

-

平成２８年

-

平成２７年

精神疾患診療体制加算

55

6,498

4,122

365

222

422

775

655

699

5,528
644

6,499

平成２９年

383

届出医療機関数
(上段：医療機関数／下段：病床数)

383
6,292

661
5,299

153
1,202

8
88

493

387

精神科急性期医師配置加算 268

名称 施設基準の概要

救命救急入院料

特定集中治療室管理料

ハイケアユニット入院医療
管理料

2

1

脳卒中ケアユニット入院医
療管理料

小児特定集中治療室管理料

1

2

総合周産期特定集中治療室
管理料

新生児特定集中治療室管理
料

新生児治療回復室入院医療
管理料

4,732

90 36

521 337911

85

761

146

1,615

197
2,750

833

125121

749

1,525

797

5,619

126
919

5
48

98

853

125

3,453

717

742

1,487

185
2,621

118

6



・常時、入院患者数と看護師数の比が2対1以上 等

・脊髄損傷等の重度障害者等を概ね8割以上入院させている病室

・看護要員の実質配置が10対1以上

・病棟における5割以上が看護職員(うち2割以上が看護師) 等

・特定機能病院以外の病院で小児科を標榜している病院

・医療法施行規則に定める医師の員数以上の配置 等

・常勤医師数、平均在院日数及び看護配置等に応じて1～5に区分

・病棟における回復期リハビリテーションの必要性の高い患者が8割以上入院

・看護補助者の実質配置が30対1以上 等 1 (病床数) (病床数) (病床数)

・看護実質配置、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士等の (病床数) (病床数) (病床数)

配置、新規入院患者のうち重症の患者の割合、在宅復帰率等に応じて1～3に区分

2 (病床数) (病床数) (病床数)

(病床数) (病床数) (病床数)

3 (病床数) (病床数) (病床数)

(病床数) (病床数) (病床数)

・専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士又は常勤言語聴覚士1名以上及び

専任の住宅復帰支援担当者1名以上の配置

・疾患別リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションの届出をしている

・看護職員の実質配置が13対1以上 等 ・在宅復帰率等に応じて1及び2に区分

・看護要員の実質配置(5割以上が看護職員)が10対1以上

・看護職員の2割以上が看護師 等

・該当患者の症状等に応じて1及び2に区分

・末期の悪性腫瘍患者又は後天性免疫不全症候群の罹患患者が入院

・看護師の実質配置が7対1以上 等

・急性期の精神疾患患者を入院させる精神病棟

・医療法施行規則に定める医師、看護師及び准看護師の員数以上の配置

・入院患者数と常勤医師数の比が16対1以上

・当該病棟に1名以上且つ当該医療機関に5名以上の精神保健指定医の配置

・看護師の実質配置が10対1以上 ・精神科救急医療施設 等

・在宅復帰率等に応じて1及び2に区分

7,539

130
7,754

4
258

6,562

374

42,829

108

2,712

111

5,876

91

14,020

20,276

148

3,320

2,704

1,486

131

-

602

14,653

24,057

707

191

6,776

109

2,627

373

8,221

28

93

31
494

68

4,932

119
6,774

2,493

2,711

124

地域包括ケア病棟入院料及
び地域包括ケア入院医療管
理料

1

2
126

回復期リハビリテーション
病棟入院料

7,923

138

137
8,630

4
256

93

6,877

394

7,927

18,673

3,093

56,332

110

5,850

1,848

13,887

17,371

105

26,928

696

2,563

371

-

688

99

30
470

68

5,027

192

6,780

1

2

特殊疾患入院医療管理料

一類感染症患者入院医療管
理料

小児入院医療管理料

1

3

2

4

5

緩和ケア病棟入院料

一般

特殊疾患病棟入院料

1

精神科救急入院料

2

療養

療養

一般

療養

一般

31

38
637

63

4,948

28

95

159

3,230

111

3,237

369

8,336

369

-

525

12,962

20,582

740

14,434

21,484

136

2,809

3,162

1,159

21,326

85

1,305

113

5,981

90

6,403

350

7,030

5
385

7



・急性期の精神疾患患者を入院させる精神病棟

・精神科救急医療施設

・医療法施行規則に定める医師、看護師及び准看護師の員数以上の配置

・当該病棟に1名以上かつ当該医療機関に2名以上の精神保健指定医の配置 等

・看護配置等に応じて1及び2に区分

・救命救急センターを有する病院

・当該医療機関に精神科医5名以上且つ当該病棟に精神保健指定医3名以上の配置

・看護師の実質配置が10対1以上 等

・20歳未満の精神疾患を有する患者を概ね8割以上入院させる病棟又は治療室

・小児医療及び児童・思春期の精神医療の経験を有する常勤医師が2名以上配置(うち1名以上は精神

保健指定医)

・看護師の実質配置が10対1以上 等

・長期の精神疾患患者を入院させる精神病棟

・医療法施行規則に定める医師、看護師及び准看護師の員数以上の配置 等

・当該病棟において、看護職員の最小必要数の割合が2割以上 等

・看護配置等に応じて1及び2に区分

・医療資源の少ない地域に属する保険医療機関において1病棟で構成

・看護実質配置・看護師比率、平均在院日数に応じて1及び2に区分

・1年以上の長期入院患者等を入院させる精神病棟

・看護職員、作業療法士、精神保健福祉士及び看護補助者を15:1以上で配置

・月当たり、届出病床数の1.5％以上の数の長期入院患者が退院

・1年当たり届出病床数の5分の1以上の数の精神病床が減少 等

３ 短期滞在手術等基本料

・短期滞在手術等を行うための体制、回復室の確保、看護配置 等

・日帰り、１泊２日の入院の形態に応じて1及び2に区分

44

4

185

平成２８年

115

221

114

9
219

497

34,458

11

936

2

66

14
690

9
322

34
1,180

830
94,282

337
15,936

111

44

119

232

届出医療機関数
(上段：病院数／下段：診療所数)

680

2

66

5

227

平成２９年

1,223

824
92,816

501

34,911

8

346
16,220

12
628

10
334

37

認知症治療病棟入院料

1

2

短期滞在手術等基本料

1

特定一般病棟入院料

2

施設基準の概要名称

精神科救急・合併症入院料

精神科急性期治療病棟入院
料

1

2

36
1,239

精神療養病棟入院料

児童・思春期精神科入院医
療管理料

1

2

1,102

482

33,791

15

1,166

327
15,604

11
140

10
382

32

93,876
831

2

66

3

135

平成２７年

108

203

117

41

-
-

地域移行機能強化病棟入院
料

8



４ 医学管理等

・専任の医師、専従の看護師、専任の薬剤師の配置

・当該療法を行うにつき十分な体制及び構造設備 等

・人工内耳植込術の施設基準を満たすか、十分な経験を有する常勤医師配置 等

・専任の看護師又は准看護師の常時1人以上配置

・喘息治療管理を行うにつき必要な器械･器具の具備、緊急時の入院体制の確保 等

・糖尿病足病変の指導を担当する専任の常勤医師配置

・糖尿病足病変の指導を担当する専任の常勤看護師配置 等

・緩和ケアを担当する医師(緩和ケアに係る研修を受けたものに限る。)が配置されている

・がん患者に対して指導管理を行うにつき十分な体制が整備されている

・指導内容・職種等に応じて1～３に区分

・身体症状の緩和を担当する医師、精神症状の緩和を担当する医師、緩和ケアに関する担当の経験を

有する看護師及び薬剤師の設置 等

・臓器・造血幹細胞移植に係るチーム（医師、看護師、薬剤師）の設置

・移植医療に特化した専門外来の設置 等

・透析予防診療チーム（医師、看護師又は保健師、管理栄養士）の設置

・糖尿病教室を定期的に実施すること等により、糖尿病について患者及びその家族に対して説明 等

・当該保険医療機関を主たる勤務先とする小児科担当医師と別の保険医療機関を主たる

勤務先とする小児科担当医師との連携体制 等

・医師の配置、24時間診療体制の有無に応じて1及び2に区分

・夜間、休日において救急患者を診療できる体制を有している 等

・専任の医師又は救急医療に関する3年以上の経験を有する専任の看護師の配置

・院内トリアージの実施基準を定め、定期的に見直し 等

・放射線治療医、看護師、診療放射線技師、医療機器安全管理等を担当する技術者の配置

・合併症発生等、緊急時に放射線治療医が対応できる連絡体制の確保

430

251

87

2

1,227

11

7 9

605 691

13

78

2

133

92

50

1,101

133

92

1,075

220

0

232

287

749

1,220

54

1,181

47

231

321

1,540

723

2,873

3,032

平成２８年

67

2

591

2,601

届出医療機関数
(上段：病院数／下段：診療所数)

437

10

86

2

136

89

1,112

55

1,226

280

77

244

3,346

220

0

247

1

2,628

233

332

1,554

751

2,966

平成２９年

68

2

587

1
1,161 1,269

名称 施設基準の概要

高度難聴指導管理料

ウイルス疾患指導料

喘息治療管理料

がん患者指導管理料

糖尿病合併症管理料

がん性疼痛緩和指導管理料

外来緩和ケア管理料

地域連携夜間・休日診療料

糖尿病透析予防指導管理料

2

地域連携小児夜間・休日診
療料

1

外来放射線照射診療料

院内トリアージ実施料

移植後患者指導管理料

66

2
1,115 1,243

58

3

平成２７年

64

2

601

2,554

234

294

1,479

656

2,769

2,642

213

0

222

3

32

46

1,188

281

78

255

88

2

46

420

10

9



・許可病床200床未満の病院又は診療所において、脂質異常症、高脂血症、糖尿病又は認知症のうち

2以上の疾患を有する患者に対して、療養上必要な指導等を行うにつき必要な体制が整備されている

・小児科又は小児外科を専任する常勤の医師が配置されている

・小児外来医療において適切な専門医療機関等と連携している 等

・禁煙治療の経験を有する医師、専任の看護職員の配置

・医療機関の敷地内禁煙 等

・当該病院の存する地域の全ての医師、歯科医師の利用の為に開放され、専用の病床を有する病院 等（病院数） （病院数） （病院数）

・産科又は産婦人科を標榜する保険医療機関である

・年間分娩件数、ハイリスク分娩管理を共同で行う保険医療機関の名称等を当該保険医療機関の

見やすい場所に掲示している 等

・がん診療連携の拠点となる病院又はそれに準じる病院である （病院数） （病院数） （病院数）

・当該地域において当該病院からの退院後の治療を担う複数の保険医療機関を記載した地域連携診療

計画をあらかじめ作成している 等

・がん治療連携計画策定料を算定する病院の紹介を受けて、当該地域連携診療計画の対象となる患者に

対して、当該地域連携診療計画に基づいた治療を行うことができる体制が整備されている 等

・専任の常勤看護師等からなる排尿ケアチームが設置されている

・排尿ケアに関するマニュアルを作成し、院内研修を実施すること 等

・肝疾患に関する専門の保険医療機関である

・肝炎インターフェロン治療を行うにつき十分な経験を有する専任の医師が配置されている 等

・薬剤師の配置

・医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施設 等

・地域連携診療計画が作成され、一連の治療を担う連携保険医療機関等と共有されている 等

・患者の医療情報に関する電子的な送受信又は閲覧が可能なネットワークを構築する 等

・生命維持装置等の医療機器管理等を行う常勤臨床工学技士が1名以上配置

・放射線治療を専ら担当する常勤医師が1名以上配置 等

・臨床工学技士、医師配置等に応じて1及び2に区分

589

3,190

1,543

140

0

353

386

0

26

5,335

876

21

17

19,171

1,309

651

2,638

297

5,289

2,609

294

503

2,572

13,941

916

256
720

686

171

254
719

697

3,249

19,988

22

825

395

1

1,280

652

2,514

13,543

929

34

186

0

909

2

ハイリスク妊産婦共同管理
料（Ⅰ）

がん治療連携指導料

がん治療連携計画策定料

地域包括診療料

地域連携診療計画加算

検査・画像情報提供加算及
び電子的診療情報評価料

排尿自立指導料

開放型病院共同指導料

ニコチン依存症管理料

小児かかりつけ診療料

肝炎インターフェロン治療
計画料

薬剤管理指導料

医療機器安全管理料

1

12

81

2,522

-

-

510

678

3,105

18,408

-

22

833

2,315

487

13,436

914

258
728

1,346

643

2,559

282

499

5,372

-

17 16

10



５ 在宅医療

・診療所又は許可病床数が200床未満の病院

・在宅医療の調整担当者が1名以上配置されている 等

・在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に係る施設基準の届出を行っている

・在宅末期医療を提供するにつき必要な体制の整備、緊急時の入院体制の整備 等

(緩和ケア又は褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師を訪問させるものに限る)

・緩和ケア又は褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師が配置されている 等

・許可病床数が200床以上の病院 （病院数） （病院数）

・在宅療養後方支援を行うにつき十分な体制が整備されている

・常勤の医師、保健師・助産師・看護師又は准看護師及び常勤の管理栄養士の3名で構成された

在宅褥瘡対策チームが設置されている 等

・在宅血液透析に係る医療を提供するにつき必要な体制が整備されている

・植込型補助人工心臓（非拍動流型）に係る施設基準に適合していること

・関係学会から認定され、その旨が広く周知された施設であること

・24時間連絡及び往診可能な体制

・他の保険医療機関及び訪問看護ステーションと連携及び情報提供

可能な体制 等

・常勤医師数、緊急往診件数、看取り件数等に応じて区分

・24時間連絡及び往診可能な体制

・他の保険医療機関及び訪問看護ステーションと連携及び情報提供

可能な体制 等

・常勤医師数、緊急往診件数、看取り件数等に応じて区分

・直近６か月間の退院患者の在宅復帰率が７割以上

・平均在院日数が60日以内 等

・直近６か月間の退院患者の在宅復帰率が５割以上

・平均在院日数が365日以内 等

687

64

189

0

607

127

0

41

1,789

21,642

142

平成２９年

37

0

1,858

125

21,599

711

663

110

11,461

41

平成２８年

93 103

108

714

188

2,790

届出医療機関数
(上段：病院数／下段：診療所数)

122

655

68

337

10,434

105

676

52

606

2,725

11,931

0

有床診療所療養病床在宅復
帰機能強化加算

在宅植込型補助人工心臓
（非拍動流型）指導管理料

在宅療養支援病院

在宅療養支援診療所

在宅がん医療総合診療料

在宅時医学総合管理料及び施
設入居時等医学総合管理料

在宅療養後方支援病院

在宅血液透析指導管理料

名称

有床診療所在宅復帰機能強
化加算

機能強化型在宅療養支援病院
(単独型)

機能強化型在宅療養支援病院
(連携型)

在宅患者訪問看護・指導料及び同一
建物居住者訪問看護・指導料

在宅患者訪問褥瘡管理指導
料

在宅療養支援診療所

施設基準の概要

在宅療養支援病院

機能強化型在宅療養支援診療所
(連携型)

機能強化型在宅療養支援診療所
(単独型)

-

30

11,624

145

平成２７年

1,716

12,303

21,229

670

114

98

377

12,192

529

342

114

-

0

0

307

622

345

155

317

172

-

2,593

（病院数）

298

11



６ 検査

・当該検査を行うにつき必要な医師が配置されている

・当該検査を行うにつき十分な体制が整備されている 等

・院内検査を行っている病院、診療所 等

・臨床検査を担当する常勤医師の有無、常勤臨床検査技師の配置に応じて1～4に区分

・国際標準化機構が定めた臨床検査に関する国際規格に基づく技術能力の認定を受けている

・遺伝カウンセリングを要する治療に係る十分な経験を有する常勤医師が配置

・患者又はその家族に対して、カウンセリングの内容が文書交付され、説明がなされている

・関係学会の作成する遺伝学的検査の実施に関する指針を遵守する

・当該検査を行うにつき十分な専用施設

・当該検査を行うにつき必要な医師及び看護師の配置 等

・当該検査を行うにつき十分な体制

・当該検査を行うにつき必要な医師の配置 等

・当該検査を行うにつき十分な専用施設

・当該検査を行うにつき必要な医師及び看護師の配置 等

・当該検査を行うにつき十分な専用施設 （病院数） （病院数） （病院数）

・当該検査を行うにつき必要な医師及び看護師の配置 等

・当該検査を行うにつき十分な体制

・当該検査を行うにつき必要な医師の配置 等

・当該検査を行うにつき十分な体制

・当該検査を行うにつき必要な医師の配置 等

・当該検査を行うにつき十分な体制

・当該検査を行うにつき必要な医師の配置 等

・当該検査を行うにつき十分な機器、施設

・一定割合以上、別の保険医療機関からの依頼により検査を実施 等

・当該検査を行うにつき十分な機器、施設

・当該検査を行うにつき十分な体制 等

・当該検査を行うにつき必要な医師の配置

・当該検査を行うにつき十分な体制が整備されている 等

0

6

1,272

25

4

0

49

2,562

47

0

635

61

0

平成２８年

28

0

0

27

315

4

1

3

3,339

1,451

1,364

41

121

25

604

83

355

2,295

54

223

-

1

322

108

23

32

0

22

3

1,444

1,317

6

0

7

1

66

届出医療機関数
(上段：病院数／下段：診療所数)

平成２９年

1,363

3,351

55

40

2,531

361

2,320

遠隔脳波診断

名称 施設基準の概要

ＨＰＶ核酸検出

検体検査管理加算

1

遺伝カウンセリング加算

心臓カテーテル法による諸検
査の血管内視鏡検査加算

7
-

22

588

-
17

6

325

42
胎児心エコー法

人工膵臓検査、人工膵臓療
法

脳波検査判断料１

長期継続頭蓋内脳波検査

脳磁図

神経学的検査

4

3

2

52

平成２７年

6

49

0

314

598

319

92

遺伝学的検査

51

-

0

612

1,348

0

1

0

668

1

4

312

36

44

-

0

313

31

3

長期脳波ビデオ同時記録検
査１

光トポグラフィー（減算対
象外）

27

4

1,434

1,222

3,302

2,597

342

2,249

国際標準検査管理加算

12



・当該検査を行うにつき必要な医師の配置

・当該検査を行うにつき十分な装置・器具 等

・当該保険医療機関を受診した患者のうち、コンタクトレンズに係る検査を実施した患者の割合が

3割未満である 等

・コンタクトレンズ検査料１の施設基準の一部を満たしているが、算定した患者が

年間10,000人未満である、自施設交付割合が９割５分未満等のいずれにも該当しない

・コンタクトレンズ検査料１の施設基準の一部を満たしていないが、算定した患者が

年間10,000人未満である、自施設交付割合が９割５分未満等のいずれかに該当する

・当該検査を行うにつき必要な医師の配置

・当該検査を行うにつき十分な体制が整備されている 等

・当該検査を行うにつき十分な体制

・当該検査を行うにつき必要な医師の配置 等

７ 画像診断

・放射線科を標榜する医療機関

・画像診断を専ら担当する常勤医師の配置

・画像診断を専ら担当する常勤医師により、すべての核医学診断、コンピュータ断層診断

について画像情報等の管理等に応じて1及び2に区分

・離島等に所在する保険医療機関

・画像の撮影及び送受信を行うにつき十分な機器、施設 等

・画像診断を専ら担当する常勤医師の配置

・遠隔画像診断を行うにつき十分な体制を整備した病院 等

・画像診断を担当する常勤医師の配置

・断層撮影を行うにつき十分な機器、施設 等

(共同利用率が20％未満の場合、所定点数の80％で算定)

・画像診断を担当する常勤医師の配置

・断層撮影を行うにつき十分な機器、施設 等

(共同利用率が20％未満の場合、所定点数の80％で算定)

・当該撮影を行うにつき十分な機器及び設備 等

・当該撮影を行うにつき十分な機器及び設備 等

・画像診断を専ら担当する常勤医師の配置

・当該撮影を行うにつき十分な機器、施設 等

・画像診断を専ら担当する常勤医師の配置 （病院数） （病院数） （病院数）

・当該撮影を行うにつき十分な機器、施設 等

1

1

162

0

280

361

1,002

1,031

13

152

204
44

295
54

6,121

3,629

2,960

809

6

824

582

392

6,079

コンタクトレンズ検査料３

1,056

13

156

211
40

309
55

5,972

3,795

3,050

888

110

-

215

151

108

-

1,047

0

204

平成２８年

667

平成２９年

214

167

6,055

854

641

391

0

届出医療機関数
(上段：病院数／下段：診療所数)

4

659

653

6

216

1,048

0

2

286

958

380

コンタクトレンズ検査料２

受信側

遠隔画像診断

冠動脈ＣＴ撮影加算

ＣＴ撮影

ＭＲＩ撮影

外傷全身ＣＴ加算

補聴器適合検査

コンタクトレンズ検査料１

小児食物アレルギー負荷検
査

名称 施設基準の概要

送信側

(受信側)

内服・点滴誘発試験

(送信側)

画像診断管理加算

ポジトロン断層撮影

ポジトロン断層・コン
ピュータ断層複合撮影
（PET-CT）

1

2

282

346

1,016

5,997

801

528

393

6

-

-

平成２７年

678

205

1,036

0

207

121

107

-

205
43

282
54

5,923

3,233

2,871

704

996

12

145

13



・画像診断を専ら担当する常勤医師の配置

・当該撮影を行うにつき十分な機器、施設 等

・関係学会より乳癌の専門的な診療が可能として認定された施設である

・当該撮影を行うにつき十分な機器、施設 等

８ 投薬

・当該処方を行うにつき必要な医師の配置

・抗悪性腫瘍剤処方管理加算を行うにつき必要な体制が整備されている 等

・後発医薬品の使用を決定する体制が整備された診療所

・後発医薬品の規格単位数量が割合が一定以上であること 等

９ 注射

・必要な機器及び十分な専用施設 等

・専任の常勤医師の有無等に応じて1及び2に区分

・無菌製剤処理を行うにつき十分な施設 （病院数） （病院数） （病院数）

・無菌製剤処理を行うにつき必要な体制が整備されている 等

１０ リハビリテーション

・専任の常勤医師の配置

・常勤の看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の適切な配置

・リハビリテーションに関する記録を患者ごとに一元管理し従事者が閲覧可能 等

・配置人員数に応じて(Ⅰ)及び(Ⅱ)に区分

・専任の常勤医師の配置

・常勤の看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の適切な配置

・リハビリテーションに関する記録を患者ごとに一元管理し従事者が閲覧可能 等

・配置人員数に応じて(Ⅰ)～(Ⅲ)に区分

399

0

74

1,653

304

1,377

1,538

平成２８年

1,040

42

71

30

2,734

1,557

65

582

336

7,231

2,353

平成２８年

890

9

1,643

300

1,321

1,577

1,097

50

68

43

2,820

75

1,560

63

580

328

2,384

平成２９年

届出医療機関数
(上段：病院数／下段：診療所数)

1,287

平成２９年

届出医療機関数

届出医療機関数
(上段：病院数／下段：診療所数)

1,290

平成２８年

406

0

平成２９年

906

9

無菌製剤処理料

外来化学療法加算

1

乳房ＭＲＩ撮影加算

名称 施設基準の概要

抗悪性腫瘍剤処方管理加算

2

名称 施設基準の概要

名称 施設基準の概要

心大血管疾患リハビリテー
ション料

(Ⅰ)

(Ⅱ)

脳血管疾患リハビリテー
ション料

(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅲ)

1,646

300

1,432

1,472

心臓ＭＲＩ撮影加算

平成２７年

1,284

平成２７年

877

9

-

-

1,530

66

598

344

2,320

平成２７年

941

33

86

42

2,619

77

外来後発医薬品使用体制加
算

8,512

14



・専任の常勤医師の配置

・常勤の看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の適切な配置

・リハビリテーションに関する記録を患者ごとに一元管理し従事者が閲覧可能 等

・配置人員数に応じて(Ⅰ)～(Ⅲ)に区分

・専任の常勤医師の配置

・常勤の看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の適切な配置

・リハビリテーションに関する記録を患者ごとに一元管理し従事者が閲覧可能 等

・配置人員数に応じて(Ⅰ)及び(Ⅱ)に区分

・専任の常勤医師、専従の従事者

・専用施設の保有、必要な器械・器具の具備 等

・専任の常勤医師、専従の従事者 等

・専用施設の保有、必要な器械・器具の具備 等

・専任の常勤医師、専従の従事者 等

・専用施設の保有、必要な器械・器具の具備 等

・専任の常勤医師、専従の従事者 等

・専用施設の保有、必要な器械・器具の具備 等

・専任の常勤医師、専任の従事者 等

・必要な施設の保有、必要な器械・器具の具備 等

・専任の常勤医師、専従の従事者 等

・専用施設の保有、必要な器械・器具の具備 等

１１ 精神科専門療法

・認知療法・認知行動療法に習熟した医師の配置

・精神保健指定医、地域の精神科救急医療体制の確保に協力等に応じて1～3に区分

・精神科医師、作業療法士の配置 （病院数） （病院数） （病院数）

・専用施設の保有 等

・精神科医師、従事者の配置

・専用施設の保有 等

0

0

3

1,364

11

135

1,601

7

126

依存症集団療法

3

認知療法・認知行動療法

1

-

122

73

0

平成２８年

136

77

139

295

874

163

655

171

15

53

231

0

0

1,053

1,035

3,389

611

822

3,497

4,480

80

145

309

1,360

10

0

0

0

1,715

6

855

125

平成２９年

143

届出医療機関数
(上段：病院数／下段：診療所数)

624

173

14

56

238

139

998

3,379

556

801

3,558

169

4,577

1,191

リンパ浮腫複合的治療料

139

0

運動器リハビリテーション
料

集団コミュニケーション療
法料

精神科作業療法

障害児（者）リハビリテー
ション料

名称

(Ⅱ)

(Ⅲ)

がん患者リハビリテーショ
ン料

施設基準の概要

1

2

(Ⅰ)

認知症患者リハビリテー
ション料

難病患者リハビリテーショ
ン料

(Ⅱ)

呼吸器リハビリテーション
料

(Ⅰ)

4,353

908

1,111

3,380

638

794

3,423

159

670

168

15

48

227

130

1,297

5

108

0

平成２７年

138

926

125

-

72

139

274

1,358

-

15



・精神科医師、従事者の配置

・専用施設の保有 等

・専従の従事者数、専用施設の広さに応じて大規模及び小規模に区分

・精神科医師、従事者の配置

・専用施設の保有 等

・専従の従事者数、専用施設の広さに応じて大規模及び小規模に区分

・精神科医師、従事者の配置

・専用施設の保有 等

・精神科医師、従事者の配置

・専用施設の保有 等

・統合失調症の治療、診断を行うにつき十分な経験を有する医師、薬剤師の配置

・治療抵抗性統合失調症治療薬を投与している患者に対して、計画的な治療管理を継続して実施 等

・精神科医師、従事者の配置

・専用施設の保有 等

・常勤の精神保健指定医、保健師又は看護師、精神保健福祉士及び作業療法士の配置

・患者に対して、計画的かつ継続的な医療を提供できる体制の確保 等

・常勤精神保健指定医1名以上

・行動制限最小化に係る委員会の設置 等

・常勤の精神保健指定医及び精神科医師、専任の精神保健福祉士又は臨床心理技術者の配置

・精神療法を実施した16歳未満の患者数が月平均40人以上で、全体の50％以上であること 等

・専任の常勤医師１名及び専任の常勤精神保健福祉士等１名の配置

１２ 処置

・専門の知識及び１年以上の経験を有する医師を配置

・必要な体制が整備されている 等

・専門の知識及び5年以上の経験医師を配置

・必要な器械・器具の具備 等

・専任の医師又は専任の臨床工学技士が1名以上配置

・十分な体制が整備されている 等

・水質管理の実施、水質検査の実施等に応じて1及び2に区分

1,509

2

0

-
165

78
-

83

15

-

145

26

93

352

79

731

607

1,432

17

5

1,365

0

平成２８年

383

16

2

0

2

325

147

299

5

177

104

743

302

396

322

119

120

599

233

383

354

1,619

96

353

78

612

546

1,568

180

105

1,365

0

平成２９年

387

届出医療機関数
(上段：病院数／下段：診療所数)

122

118

326

149

343

5

386

356

744

305

386

312

604

240

硬膜外自家血注入

1

2

透析液水質確保加算

小規模なもの

精神科デイ・ケア

大規模なもの

小規模なもの

重度認知症患者デイ・ケア

医療保護入院等診療料

名称 施設基準の概要

児童思春期精神科専門管理
加算

救急患者精神科継続支援料

エタノールの局所注入

甲状腺

副甲状腺

精神科ショート・ケア

大規模なもの

精神科ナイト・ケア

精神科デイ・ナイト・ケア

抗精神病特定薬剤治療指導管理料
（治療抵抗性統合失調症治療指導管
理料に限る。）

平成２７年

78

816

672

1,297

17

10
精神科重症患者早期集中支
援管理料

587

216

375

332

739

288

401

310

123

115

331

142

267

6

173

99

9

2

1,358

0

1,395

384

89

353

16



・慢性維持透析を実施している患者全員に対し、療養上必要な指導管理を行っている

・十分な体制が整備されている 等

・事前に適切な計画を策定し、処置が終了した際には担当の多職種が参加するカンファレンスにより

短期効果を検討 等

１３ 手術

・当該療養を行うにつき十分な専用施設

・当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師の配置 等

・当該療養を行うにつき十分な専用施設

・当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師の配置 等

・当該療養を行うにつき十分な専用施設

・当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師の配置 等

・当該療養を行うにつき十分な専用施設

・当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師の配置 等

・当該療養を行うにつき十分な専用施設

・当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師の配置 等

・当該療養を行うにつき十分な専用施設

・当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師の配置 等

・当該療養を行うにつき十分な専用施設

・当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師の配置 等

・当該療養を行うにつき十分な専用施設

・当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師の配置 等

・当該療養を行うにつき十分な専用施設

・当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師の配置 等

・当該療養を行うにつき十分な専用施設

・当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師の配置 等

・当該療養を行うにつき十分な専用施設

・当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師の配置 等

・当該療養を行うにつき十分な専用施設

・当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師の配置 等

・当該療養を行うにつき十分な専用施設

・当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師の配置 等

平成２８年

175

0

0

8

1,214

129

0

58

0

49

340

0

36

1
歩行運動処置（ロボット
スーツによるもの）

1,402

1,504

1,014下肢末梢動脈疾患指導管理
加算

9

0

9

0

30

0

214

2

89

0

0

905

00

9

0

99

0

0

1,366

9

0

1,333

131

0

60

126

0

923

00 0

894

564 563

0

00

0

5459

-

171

0

182

55

559

0

平成２９年

届出医療機関数
(上段：病院数／下段：診療所数)

0

施設基準の概要

上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)、
下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)

生体部分肺移植術

同種死体肺移植術

頭蓋骨形成手術(骨移動を伴うものに限
る。)

名称

骨移植術（軟骨移植術を含む。）（同種骨移植（非生
体）（同種骨移植（特殊なものに限る。）））

悪性黒色腫センチネルリンパ節加算

人工内耳植込術、植込型骨導補聴器移植
術及び植込型骨導補聴器交換術

脳刺激装置植込術(頭蓋内電極植込術を
含む。)及び脳刺激装置交換術

乳がんセンチネルリンパ節加算

脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交
換術

平成２７年

-

-

54

0

1,261

6

9

-

-

内視鏡下甲状腺部分切除、腺腫摘出術、内視鏡下バセ
ドウ甲状腺全摘（亜全摘）術（両葉）、内視鏡下副甲
状腺（上皮小体）腺腫過形成手術

-
46

0

乳腺悪性腫瘍手術（乳頭乳輪温存乳房切除術（腋窩郭
清を伴わないもの）及び乳頭乳輪温存乳房切除術（腋
窩郭清を伴うもの））

246

3

肺悪性腫瘍手術（壁側・臓側胸膜全切除（横
隔膜、心膜合併切除を伴うもの）に限る。）

92

0

17



・当該療養を行うにつき十分な専用施設

・当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師の配置 等

・当該療養を行うにつき十分な専用施設

・当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師の配置 等

・当該療養を行うにつき十分な専用施設

・当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師の配置 等

・当該療養を行うにつき十分な専用施設

・当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師の配置 等

・当該療養を行うにつき十分な専用施設

・当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師の配置 等

・当該療養を行うにつき十分な専用施設

・当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師の配置 等

・当該療養を行うにつき十分な専用施設

・当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師の配置 等

・当該療養を行うにつき十分な専用施設

・当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師の配置 等

・当該療養を行うにつき十分な専用施設

・当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師の配置 等

・当該療養を行うにつき十分な専用施設

・当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師の配置 等

・当該療養を行うにつき十分な専用施設

・当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師の配置 等

・当該療養を行うにつき十分な専用施設

・当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師の配置 等

・当該療養を行うにつき十分な専用施設

・当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師の配置 等

・当該療養を行うにつき十分な専用施設

・当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師の配置 等

・当該療養を行うにつき十分な専用施設

・当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師の配置 等

・当該療養を行うにつき十分な専用施設

・当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師の配置 等

・当該療養を行うにつき十分な専用施設

・当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師の配置 等

・当該療養を行うにつき十分な専用施設

・当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師の配置 等

・当該療養を行うにつき十分な専用施設

・当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師の配置 等 0

0

9

0

288

0

510

0

70

0

25

9

0

3

0

1,589

47

147

0

40

0

0

2,480

262

406

425

0

426

11

0

0

1

0

68

0

26

0

0

523

0

477

320

0

425434

00

10

0

33

0

44

0

0

1,590

48

146

1,591

47

429

0

409

0

421

0

431

0

412

0

0

258

416

00

256

120

0

2,467

0

2,507

99

441

0

411

大動脈バルーンパンピング法
(ＩＡＢＰ法)

植込型補助人工心臓(非拍動流型)

経カテーテル大動脈弁置換術

経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルに
よるもの)

両心室ペースメーカー移植術及び両心室
ペースメーカー交換術

ペースメーカー移植術及びペースメー
カー交換術

植込型除細動器移植術及び植込型除細動
器交換術及び経静脈電極抜去術

両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術及
び両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術

補助人工心臓

小児補助人工心臓

同種心移植術

同種心肺移植術

骨格筋由来細胞シート心表面移植術

胆管悪性腫瘍手術（膵頭十二指腸切除及び肝
切除（葉以上）を伴うものに限る。）

体外衝撃波胆石破砕術

腹腔鏡下肝切除術

生体部分肝移植術

同種死体肝移植術

0

405

392

151

56

0

9

0

433

0

0

72

25

0

内視鏡下筋層切開術 -
14

0

0

-
11

0

-
3

0

-

18



・当該療養を行うにつき十分な専用施設

・当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師の配置 等

・当該療養を行うにつき十分な専用施設

・当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師の配置 等

・当該療養を行うにつき十分な専用施設

・当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師の配置 等

・当該療養を行うにつき十分な専用施設

・当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師の配置 等

・当該療養を行うにつき十分な専用施設

・当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師の配置 等

・当該療養を行うにつき十分な専用施設

・当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師の配置 等

・当該療養を行うにつき十分な専用施設

・当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師の配置 等

・当該療養を行うにつき十分な専用施設

・当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師の配置 等

・当該療養を行うにつき十分な専用施設

・当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師の配置 等

・当該療養を行うにつき十分な専用施設

・当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師の配置 等

・必要な医師及び従事者の配置

・輸血製剤の適正使用 等

・医師及び従事者の配置等に応じて(Ⅰ)及び(Ⅱ)に区分

・当該療養を行うにつき十分な専用施設

・当該療養を行うにつき必要な医師及び従事者の配置 等

１４ 麻酔

・麻酔管理を行うにつき十分な体制が整備されている 等

・麻酔科標榜医の配置等に応じて(Ⅰ)及び(Ⅱ)に区分

59

2

16

0

922

205

131

0

3

407

0

17

平成２８年

2,348

505

平成２９年

564

3

1,783

0

0

1,808

0

871

18

4

0

3

4

00 0

576560

239

0

229

0

187

0

204

17

7

14

8

16

7

0

466

0

438

0

452

0

171

0

175 172

128134

861

3

861

3

961

0

863

0

17

00

0

496

421

2,343

届出医療機関数
(上段：病院数／下段：診療所数)

(Ⅰ)

体外衝撃波腎・尿管結石破砕術

凍結保存同種組織加算

(Ⅱ)

麻酔管理料

同種死体膵移植術、同種死体膵腎移植術

早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術

焦点式高エネルギー超音波療法

同種死体腎移植術

生体腎移植術

腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術

膀胱水圧拡張術

(Ⅱ)

施設基準の概要

輸血管理料

名称

(Ⅰ)
2

1,735

19

-

平成２７年

2,354

509

401

0

-

90

0

-

16

腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手
術用支援機器を用いるもの）

2
腹腔鏡下仙骨膣固定術

19



１５ 放射線治療

・放射線治療を専ら担当する常勤医師又は歯科医師が配置

・当該治療を行うにつき必要な体制、十分な機器、施設の保有 等

・放射線治療を専ら担当する常勤医師及び診療放射線技師が1名以上配置

・当該治療を行うために必要な機器、施設 等

・年間合計100例以上実施 等

・放射線治療を専ら担当する常勤医師又は歯科医師が配置

・当該治療を行うにつき必要な体制、十分な機器、施設の保有 等

・放射線治療を専ら担当する常勤医師又は歯科医師が1名以上配置

・当該治療を行うにつき必要な体制、十分な機器、施設の保有 等

・放射線治療を専ら担当する常勤医師が1名以上配置

・当該治療を行うにつき必要な体制、十分な機器、施設の保有 等

・放射線治療を専ら担当する常勤医師が2名以上配置

・当該治療を行うにつき必要な体制、十分な機器、施設の保有 等

・放射線治療を専ら担当する常勤医師が2名以上配置

・当該治療を行うにつき必要な体制 等

・放射線治療を専ら担当する常勤医師が2名以上配置

・当該治療を行うにつき十分な機器 等

・放射線治療を専ら担当する常勤医師又は歯科医師が配置

・当該治療を行うにつき十分な機器 等

2

76

15

426

16

0

3

10

2

10

平成２８年

532

16

527

16

671

15

10

2

245

14

409

粒子線治療適応判定加算

537

16

届出医療機関数
(上段：病院数／下段：診療所数)

12

3

11
粒子線治療

442

平成２９年

436

534

16

683

14

16

14

265

13

84

509

511

16

0

名称 施設基準の概要

放射線治療専任加算

外来放射線治療加算

高エネルギー放射線治療

強度変調放射線治療
（ＩＭＲＴ）

画像誘導放射線治療
（ＩＧＲＴ）

画像誘導密封小線源治療加
算

定位放射線治療

平成２７年

16

666

14

221

11

373

14

400

16

-

-

-

-
2

粒子線治療医学管理加算
10

20



１６ 病理

・離島等に所在する保険医療機関等

・病理標本の作製を行うにつき十分な体制の整備 等

・病理診断を行うにつき十分な体制を整備した病院 等

・離島等に所在する保険医療機関等

・病理組織標本の作製を行うにつき十分な体制の整備 等

・病理診断を担当する常勤医師の配置

・病理診断を行うにつき十分な体制を整備した病院 等

・離島等に所在する保険医療機関等

・細胞診を行うにつき十分な体制の整備 等

・病理診断を担当する常勤医師の配置

・病理診断を行うにつき十分な体制を整備した病院 等

・病理診断を専ら担当する常勤医師が1名以上配置 （病院数） （病院数） （病院数）

・病理標本作製及び病理診断を行うにつき十分な体制の整備

・当該療養を行うにつき十分な設備及び機器 （病院数） （病院数） （病院数）

・医師の配置、カンファレンスの実施等に応じて1及び2に区分

１７ 歯科

・常勤の歯科医師、看護職員及び歯科衛生士の配置

・当該歯科医療にかかる紹介率 等

・歯科外来診療における医療安全対策に係る研修を受けた常勤歯科医師の配置

・歯科衛生士の配置、緊急時の対応を行うにつき必要な体制の整備 等

・著しく歯科治療が困難な患者にとって安心で安全な歯科医療の提供を行うにつき十分な機器等を

有している

・医科診療を担当する他の保険医療機関(病院に限る。)との連携体制が整備されている 等

・生命維持装置等の医療機器管理等を行う常勤臨床工学技士を1名以上配置

・放射線治療を専ら担当する常勤医師が1名以上配置 等

・当該療養を行うにつき、十分な経験を有する常勤の歯科医師により、治療前、治療中及び治療後に

おける当該患者の全身状態を管理する体制が整備されている

・歯科衛生士又は看護師の配置 等

700

14,634

13,583 18,958

平成２９年

263

39

-

490

81

2

103

0

0

53

75

0

262

平成２８年

37

-

468

62

届出医療機関数

平成２８年

157

35

461

49

-

57

-

88

0

-

0

65

0

55

124

106

平成２９年

217

届出医療機関数
(上段：病院数／下段：診療所数)

725

183

10,944

5

442

185

17,189

431

(受信側)

(送信側)

(送信側)

(受信側)
受信側

受信側

受信側

送信側

名称 施設基準の概要

送信側
保険医療機関間の連携によ
る病理診断

テレパソロジーによる術中
迅速病理組織標本作製

(受信側)

(送信側)

施設基準の概要

テレパソロジーによる術中
迅速細胞診

送信側

歯科外来診療環境体制加算

地域歯科診療支援病院歯科
初診料

名称

歯科診療特別対応連携加算

医療機器安全管理料

歯科治療総合医療管理料
（Ⅰ）及び（Ⅱ）

病理診断管理加算

1

2

平成２７年

129

3

91

0

34

173

11,208

659

-

462

242

平成２７年
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・高齢者の口腔機能管理に係る研修を受けた常勤の歯科医師が1名以上配置

・当該地域において、在宅療養を担う保険医、介護・福祉関係者等との連携体制が整備 等

・当該療養を行うにつき、十分な経験を有する常勤の歯科医師により、治療前、治療中及び治療後に

おける当該患者の全身状態を管理する体制が整備されている 等

・地域歯科診療支援病院歯科初診料の届出をした病院等と連携している診療所

・緊急時の連携体制の確保 等

・歯科訪問診療の月平均延べ患者数が5人以上であり、そのうち6割以上が歯科訪問診療1を算定 等

・歯科医師の複数名配置又は歯科医師及び歯科衛生士をそれぞれ1名以上配置

・在宅療養を担う保険医等との連携体制の整備、緊急時の対応を行うにつき必要な体制の整備 等

・直近１か月の歯科診療のうち、歯科訪問診療を提供した患者数の割合が９割５分未満

・地域歯科診療支援病院歯科初診料の届出を行った歯科医療機関

・画像診断を専ら担当する常勤歯科医師の配置

・画像診断を専ら担当する常勤歯科医師により、すべての歯科用3次元エックス線断層撮影

について画像情報等の管理等に応じて1及び2に区分

・専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師を1名以上配置

・当該処置を行うにつき必要な機器の設置

・当該療養を行うにつき十分な機器及び施設 等

・専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置

・保険医療機関内に歯科技工士を配置 等

・当該療養を行うにつき十分な機器及び施設 等

・常勤の歯科技工士を配置している

・歯科技工室及び歯科技工に必要な機器を整備している 等

・専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師を1名以上配置

・当該検査を行うにつき必要な機器の整備

・歯科又は歯科口腔外科を担当する歯科医師として相当の経験を有する歯科医師が1名以上配置

・歯科又は歯科口腔外科を担当する歯科医師として相当の経験を有する歯科医師が2名以上配置

・当該療養を行うにつき十分な体制 等

・専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師を1名以上配置

・当該手術を行うにつき必要な機器の設置

・クラウン・ブリッジの維持管理を行うにあたって、必要な体制が整備されている

・歯科矯正治療の経験を5年以上有する専任の歯科医師が1名以上勤務している

・十分な専用施設 等

・障害者総合支援法に基づく都道府県知事の指定

・十分な専用施設 等

2,753

1,576

1,529

2,184

7,238

202

7,143

70,058

7,941

3,383

41,095

7,525

36,031

1,640

かかりつけ歯科医機能強化
型歯科診療所

3,834

9,887

4,331

26

3,665

44,766

7,197

7,645 7,552

31

26

30

5,486

1,801

1,604

270

2,464

347

7,322

2,346

69,952

2

10,256

ＣＡＤ／ＣＡＭ冠

歯周組織再生誘導手術

手術時歯根面レーザー応用
加算

クラウン・ブリッジ維持管
理料

歯科画像診断管理加算

在宅歯科医療推進加算

手術用顕微鏡加算

う蝕歯無痛的窩洞形成加算

在宅患者歯科治療総合医療
管理料（Ⅰ）及び（Ⅱ）

1

地域医療連携体制加算

顎口腔機能診断料

歯科矯正診断料

歯根端切除手術の注３

有床義歯咀嚼機能検査

在宅療養支援歯科診療所

-

-

6,443

歯科訪問診療料の注13に規
定する基準

7,689

1,275

31

25

-

3,083

1,549

-

6,900

253

2,597

-

69,966

歯科技工加算１及び２

263
広範囲顎骨支持型装置埋入
手術

1,886

34,339

1,899

7,132

937 950931

22



１８ 調剤

① 調剤基本料２の①又は調剤基本料３の①に該当しない

② 妥結率50％超

① 処方せん受付回数月4,000回超かつ集中率70%超、処方せん受付回数月2,000回超かつ集中率90％超、

特定の医療機関からの処方せん受付回数月4,000回超 のいずれかに該当

② 妥結率50％超

① 同一グループ全体の処方せん受付回数が月４万回超のグループに属する薬局のうち、処方せん集中率が

95％超、特定の医療機関との間で不動産の賃貸借取引がある、のいずれかに該当

② 妥結率50％超

・調剤基本料１の①に該当

・妥結率50％以下

・調剤基本料２の①に該当

・妥結率50％以下

・薬剤師の5割以上がかかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準に適合

・妥結率50％超

・かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料の算定について相当な実績

・薬剤師の5割以上がかかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準に適合

・妥結率50％以下

・かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料の算定について相当な実績

・患者ごとに、適切な薬学的管理を行い、かつ、服薬指導を行っている

・患者の求めに応じて投薬に係る薬剤に関する主な情報を提供している

・開局時間以外の時間において調剤を行うにつき必要な体制が整備されている 等

・医薬品備蓄数、処方せん受付回数等に応じて1及び2に区分

・平日1日8時間、土日のいずれかは一定時間以上開局し、かつ、週45時間以上開局

・当該保険薬局のみ又は近隣の保険薬局と連携により24時間調剤及び在宅業務の体制が整備されている

・かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料に係る届出を行っている

・1200品目以上の医薬品の備蓄 等

・当該保険薬局において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び

後発医薬品を合算した規格単位数量の割合に応じて1及び2に区分

・後発医薬品の調剤を積極的に行っている旨、後発医薬品調剤体制加算を算定している旨を当該

保険薬局の見えやすい場所に掲示 等
18,825

18,06718,730

平成２８年

13,515

50,249

1,897

--

平成２９年

届出薬局数

-

19,894

51,508

名称 施設基準の概要

1

2

後発医薬品調剤体制加算

1

2

平成２７年

-

-

4,372

-

-

26,755

調剤基本料１

1,786調剤基本料２

3,641調剤基本料３ -

調剤基本料４ 17 13

0 0調剤基本料５

基準調剤加算（旧）

基準調剤加算 -

調剤基本料１（注１のただ
し書に該当する場合）

- 29 155

調剤基本料４（注１のただ
し書に該当する場合）

- 0 0

15,460

15,278

3,114

12,145

-
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・無菌製剤処理を行うにつき十分な施設又は設備

・無菌製剤処理を行うにつき必要な体制が整備されている 等

・在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、名称、所在地、開設者の氏名

及び在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出を行っている

・在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出を行っている

・在宅業務に対応できる体制が整備されている 等

・薬剤師として３年以上の薬局勤務経験、当該保険薬局に週32時間以上勤務、６月以上在籍

・研修認定制度等の研修認定を取得（平成29年4月1日より）

・医療に係る地域活動の取組に参画

１９ その他

・管理栄養士又は栄養士により行われている

・「厚生労働大臣が定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法」に

規定する基準に該当する保険医療機関でない 等

11,171

平成２８年

8,189
1,479

1,581

49,387

8,174
1,425

平成２９年

13,074

1,928

在宅患者調剤加算

在宅患者訪問薬剤管理指導
料

入院時食事療養（Ⅰ）

保険薬局の無菌製剤処理加
算

名称 施設基準の概要
平成２７年

8,219
1,525

1,138

26,222 27,434-
かかりつけ薬剤師指導料及び
かかりつけ薬剤師包括管理料

47,262

8,146

48,402

届出医療機関数
(上段：病院数／下段：診療所数)

24
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○　保険医療機関等から地方厚生（支）局への報告が必要な事項のうち、主な事項について全国の状況を集計したものである。

○　現時点の集計値であり、今後修正の可能性がある。

○　届出状況については、地方厚生（支）局において閲覧に供することとしている。

１　特別の療養環境の提供

（１）特別の療養環境の提供に係る病床数の推移

特別の療養環境の提供に係る

病床数（総病床数に占める割合） 床 ％ 床 ％ 床 ％ 床

１人室 (12.7) (12.9) (13.8)
２人室 (3.6) (3.5) (3.5)
３人室 (0.4) (0.4) (0.4)
４人室 (2.6) (2.6) (2.9)
合　計 (19.3) (19.4) (20.6)

当該医療機関における総病床数

％

173,638 178,082 182,149 178,918 (13.7)
49,345

主な選定療養に係る報告状況

区　　　分 平成２６年７月１日現在 平成２７年７月１日現在 平成２８年７月１日現在 平成２９年７月１日現在

47,807 46,619 44,618 (3.4)
5,242 5,075 4,918 4,843 (0.4)

35,162 36,232 37,997 37,786 (2.9)
263,387 267,196 271,683 266,165 (20.5)
1,366,138床 1,376,066床 1,321,258床 1,301,339床

中医協 総－８－２
３０．１１．１４
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（２）１日当たり徴収額　金額階級別病床数

　①　平成２６年７月１日現在

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 108,001円

1,080円 2,160円 3,240円 4,360円 5,400円 8,640円 10,800円 16,200円 32,400円 54,000円 108,000円～

１人室 6,883 13,560 21,658 16,604 26,841 36,914 18,865 18,923 11,372 1,684 290 44

２人室 9,594 14,127 10,505 4,502 4,677 3,384 1,633 848 65 10 0 0

３人室 1,315 1,323 1,080 559 347 474 124 20 0 0 0 0

４人室 10,387 11,640 6,154 1,707 2,578 2,406 88 12 190 0 0 0

合　計 28,179 40,650 39,397 23,372 34,443 43,178 20,710 19,803 11,627 1,694 290 44

参考　　最低

最高

　②　平成２７年７月１日現在

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 108,001円

1,080円 2,160円 3,240円 4,360円 5,400円 8,640円 10,800円 16,200円 32,400円 54,000円 108,000円～

１人室 6,825 13,883 21,957 16,748 27,654 38,005 19,833 19,507 11,645 1,689 297 39

２人室 9,282 13,761 10,317 4,428 4,285 3,493 1,316 841 78 6 0 0

３人室 1,216 1,381 1,016 538 326 466 116 16 0 0 0 0

４人室 10,667 11,958 5,940 2,117 3,108 2,368 60 12 2 0 0 0

合　計 27,990 40,983 39,230 23,831 35,373 44,332 21,325 20,376 11,725 1,695 297 39

参考　　最低

最高

49,345床 3,130円

5,242床 2,878円

35,162床

50円

6,155円

378,000円

263,387床 6,129円

100円

7,812円

7,828円

合計病床数
1日当たり
平均徴収額

(推計)

173,638床

2,509円

378,000円

合計病床数
1日当たり
平均徴収額

(推計)

178,082床

47,807床 3,108円

5,075床 2,863円

36,232床 2,414円

267,196床
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　③　平成２８年７月１日現在

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 108,001円

1,080円 2,160円 3,240円 4,360円 5,400円 8,640円 10,800円 16,200円 32,400円 54,000円 108,000円～

１人室 6,998 13,891 22,255 17,330 28,445 40,014 19,767 19,830 11,469 1,810 302 38

２人室 9,179 13,481 9,958 4,383 4,112 3,305 1,307 836 52 6 0 0

３人室 1,244 1,269 993 541 365 415 72 19 0 0 0 0

４人室 11,104 12,272 7,026 1,885 3,170 2,477 48 13 2 0 0 0

合　計 28,525 40,913 40,232 24,139 36,092 46,211 21,194 20,698 11,523 1,816 302 38

参考　　最低

最高

　④　平成２９年７月１日現在

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 108,001円

1,080円 2,160円 3,240円 4,360円 5,400円 8,640円 10,800円 16,200円 32,400円 54,000円 108,000円～

１人室 6,603 13,373 21,977 16,993 28,125 39,522 18,952 19,681 11,593 1,772 291 36

２人室 8,716 12,730 9,730 4,081 3,963 3,165 1,286 893 50 4 0 0

３人室 1,212 1,282 991 549 305 373 121 10 0 0 0 0

４人室 10,701 12,317 7,061 1,937 3,021 2,673 60 13 3 0 0 0

合　計 27,232 39,702 39,759 23,560 35,414 45,733 20,419 20,597 11,646 1,776 291 36

参考　　最低

最高

4,918床 2,800円

37,997床 2,407円

271,683床

378,000円

178,918床

46,619床

378,000円

50円

合計病床数

7,797円

7,837円

44,618床 3,119円

1日当たり
平均徴収額

(推計)

182,149床

合計病床数
1日当たり
平均徴収額

(推計)

6,144円

3,087円

50円

4,843床 2,798円

37,786床 2,440円

266,165床 6,188円
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２　病床数が２００以上の病院において受けた初診

（１）報告医療機関数の推移

報告病院数

参考　　徴収額の 最低

最高

平均

（２）金額階級別医療機関数

　①　平成２６年７月１日現在

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 5,401円

540円 1,080円 1,620円 2,160円 2,700円 3,240円 3,780円 4,360円 4,860円 5,400円 ～

病院数 48 203 209 237 138 237 11 35 1 74 8 1,201

　②　平成２７年７月１日現在

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 5,401円

540円 1,080円 1,620円 2,160円 2,700円 3,240円 3,780円 4,360円 4,860円 5,400円 ～

病院数 40 202 198 243 139 265 13 39 1 99 7 1,246

　③　平成２８年７月１日現在

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 5,401円

540円 1,080円 1,620円 2,160円 2,700円 3,240円 3,780円 4,360円 4,860円 5,400円 ～

病院数 39 180 186 220 122 240 8 22 1 270 17 1,305

　④　平成２９年７月１日現在

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 5,401円

540円 1,080円 1,620円 2,160円 2,700円 3,240円 3,780円 4,360円 4,860円 5,400円 ～

病院数 32 168 164 214 125 219 8 85 2 247 15 1,279

３　病床数が２００以上の病院において受けた再診

報告医療機関数

参考　　徴収額の最低

最高

平均

合計

1,279

合計

合計

合計

2,244円

363

200円

平成２６年７月１日現在 平成２７年７月１日現在 平成２８年７月１日現在 平成２９年７月１日現在

1,246 1,305

103

平成２６年７月１日現在 平成２７年７月１日現在 平成２８年７月１日現在

344101

1,201

平成２９年７月１日現在

10,800円

2,960円

210円

8,640円
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４　予約に基づく診察

報告医療機関数

参考　　予約料の参考　　最低

最高

平均

５　保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察

報告医療機関数

参考　　徴収額の最低

最高

平均

６　前歯部の金属歯冠修復に使用する金合金又は白金加金の支給

報告医療機関数

参考　 平均額(1歯につき)

　　　　金合金

　　　　白金加金

平成２６年７月１日現在 平成２７年７月１日現在 平成２８年７月１日現在

平成２６年７月１日現在

70円

54,000円

2,205円

2,789円

平成２９年７月１日現在

200円

平成２６年７月１日現在 平成２７年７月１日現在 平成２８年７月１日現在

708

357 411

857 832

447 511 579

974 937

平成２８年７月１日現在 平成２９年７月１日現在

93,712円

86,067円

323 342

16,200円

平成２７年７月１日現在

平成２９年７月１日現在

89,652円
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７　金属床による総義歯の提供

報告医療機関数

参考　 平均額(1床当たり)

　　　　白金加金（上顎）

　　　　白金加金（下顎）

　　　　金合金（上顎）

　　　　金合金（下顎）

　　　　コバルトクロム合金（上顎）

　　　　コバルトクロム合金（下顎）

　　　　チタン合金（上顎）

　　　　チタン合金（下顎）

　　　　その他の金属（上顎）

　　　　その他の金属（下顎）

８　齲蝕に罹患している患者の指導管理

報告医療機関数

参考　 平均額

　　　　フッ化物局所応用(1口腔1回につき)

　　　　小窩裂溝填塞(1歯につき)

460,007円

平成２６年７月１日現在

平成２８年７月１日現在

平成２８年７月１日現在

9,038 8,251

平成２９年７月１日現在

457,348円

236,512円

平成２９年７月１日現在

243,469円

241,984円

323,862円

332,731円

1,627円

平成２７年７月１日現在

6,076 6,455

1,555円

8,504 10,168

1,534円

平成２６年７月１日現在 平成２７年７月１日現在

291,194円

537,610円

5,218 4,917

231,982円

533,992円
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９　入院期間が１８０日を超える入院

報告医療機関数

参考 　徴収した料金(1人1日当たり)最低

最高

平均

１０　医科点数表及び歯科点数表に規定する回数を超えて受けた診療

報告医療機関数

　内訳（複数選択有り）

　　検査 192 191 190

　　リハビリテーション 662 663 676

　　精神科専門療法 11 13 17

参考　 徴収した料金(1人1日当たり)

 検査 最低

最高

平均

 リハビリテーション 最低

最高

平均

 精神科専門療法 最低

最高

平均

2,133 1,689 1,326 858

平成２６年７月１日現在 平成２７年７月１日現在 平成２８年７月１日現在 平成２９年７月１日現在

6,393円

平成２６年７月１日現在 平成２７年７月１日現在 平成２８年７月１日現在 平成２９年７月１日現在

1,925円

865 867 883 919

3,183円

212

693

14

340円

4,000円

1,442円

199円

10,800円

400円

7,720円

1,949円

500円
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